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令和６年度特別交付税について



令和６年度の特別交付税について

1兆2,597億円（対R５年度比 ＋11.3％、＋1,275億円）

計数は精査中

１．特別交付税総額

３月19日（水）省令公布・施行、 21日（金）交付決定、閣議報告、 25日（火）現金交付

２．算定結果

４．スケジュール

（単位︓億円）

① 災害関連経費
令和６年能登半島地震等により、過去２番目の算定額 《算定見込額》 １，６５７億円（対前年度＋７３７億円）

② 除排雪経費
各地で大雪となり、過去最大の算定額 《算定見込額》 ８１０億円（対前年度＋３７１億円）

３．今年度の主な特徴

令和６年度 令和５年度

交付総額 交付総額 

A B A-B （A-B）/B

　道府県分 2,493 1,694 + 799 + 47.2%

　市町村分 10,104 9,628 + 476 + 4.9%

　大都市 431 437 ▲ 6 ▲ 1.4%

　都　市 7,030 6,666 + 364 + 5.5%

　町　村 2,644 2,525 + 118 + 4.7%

区　　分
増減額 増減率

R6年 6⽉ 520億円（特例交付 能登半島地震）
R6年12⽉ 3,436億円
R7年 3⽉ 8,641億円



○ 令和６年度特別交付税の３月算定にあたり、「特別交付税に関する省令」について、所要の改正を行うもの。

特別交付税に関する省令の一部を改正する省令案 概要

概要

【主な新規項目】

【主な拡充項目】

○ 地域活性化起業人

市町村が企業等の社員を受入れ、その知見等を生かし業務に従事することで地域活性化を図る「地域活性化起業人制度」

について、従来より、企業から市町村に直接派遣する場合（「企業派遣型」）の所要経費を特別交付税措置。

今年度より新たに企業に所属する個人が副業として従事する場合（「副業型」）が追加されたことから、措置対象を拡充。

施行期日

公布の日

※予定：改正省令公布・施行 令和７年３月19日、 ３月交付額の決定 ３月21日、現金交付 ３月25日

○ 万博国際交流プログラム

令和７年度に開催予定の大阪・関西万博を契機として、自治体が交流計画に基づき行う万博参加国との交流プログラムの

実施に要する経費について、特別交付税措置を創設。

○ 宅地液状化防止事業（単独）（R6能登半島地震）

令和６年能登半島地震で被災した新潟県・富山県において、地方単独事業として実施する液状化対策（地方団体が行う所有

者への補助）について、特別交付税措置を創設。



○
総
務
省
令
第　
　

号

地
方
交
付
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
十
一
号
）
第
十
五
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
特
別

交
付
税
に
関
す
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
三
月　
　

日

総
務
大
臣　

村
上
誠
一
郎

特
別
交
付
税
に
関
す
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

特
別
交
付
税
に
関
す
る
省
令
（
昭
和
五
十
一
年
自
治
省
令
第
三
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
（
下
線
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順

次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し

て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
そ
の
標
記
部
分
が
同

一
の
も
の
は
当
該
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
も
の
の
よ
う
に
改
め
、
そ
の
標
記
部
分
が
異
な
る
も
の
は
改
正
前

欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
と
し
て
移
動
し
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
後

欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
削
り
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄

に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。
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改　

正　

後

改　

正　

前

（
道
府
県
に
係
る
十
二
月
分
の
算
定
方
法
）

（
道
府
県
に
係
る
十
二
月
分
の
算
定
方
法
）

第
二
条　

各
道
府
県
に
対
し
て
毎
年
度
十
二
月
に
交
付
す
べ
き
特
別
交
付
税
の
額
は
、
第
一
号
の
額
か
ら
第
二
号

第
二
条　

各
道
府
県
に
対
し
て
毎
年
度
十
二
月
に
交
付
す
べ
き
特
別
交
付
税
の
額
は
、
第
一
号
の
額
か
ら
第
二
号

の
額
を
控
除
し
た
額
（
当
該
額
が
負
数
と
な
る
と
き
は
、
零
と
す
る
。）
に
第
三
号
の
額
を
加
え
た
額
と
す
る
。

の
額
を
控
除
し
た
額
（
当
該
額
が
負
数
と
な
る
と
き
は
、
零
と
す
る
。）
に
第
三
号
の
額
を
加
え
た
額
と
す
る
。

一　

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
下
欄
に
掲
げ
る
算
定
方
法
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額

一　

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
下
欄
に
掲
げ
る
算
定
方
法
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額

（
第
八
号
、
第
九
号
、
第
十
二
号
か
ら
第
十
四
号
ま
で
、
第
十
六
号
、
第
二
十
号
、
第
二
十
一
号
、
第
三
十

（
第
八
号
、
第
九
号
、
第
十
二
号
か
ら
第
十
四
号
ま
で
、
第
十
六
号
、
第
二
十
号
、
第
二
十
一
号
、
第
三
十

三
号
、
第
四
十
五
号
、
第
四
十
六
号
、
第
五
十
八
号
、
第
六
十
号
、
第
六
十
四
号
及
び
第
六
十
六
号
に
掲
げ

三
号
、
第
四
十
五
号
、
第
四
十
六
号
、
第
五
十
八
号
、
第
六
十
号
、
第
六
十
四
号
及
び
第
六
十
六
号
に
掲
げ

る
事
項
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
に
、
財
政
力
指
数
（
当
該
年
度
前
三
年
度
内

る
事
項
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
に
、
財
政
力
指
数
（
当
該
年
度
前
三
年
度
内

の
各
年
度
の
別
に
基
準
財
政
収
入
額
を
基
準
財
政
需
要
額
で
除
し
て
得
た
数
（
小
数
点
以
下
二
位
未
満
は
、

の
各
年
度
の
別
に
基
準
財
政
収
入
額
を
基
準
財
政
需
要
額
で
除
し
て
得
た
数
（
小
数
点
以
下
二
位
未
満
は
、

四
捨
五
入
す
る
。）
を
合
算
し
た
数
を
三
で
除
し
て
得
た
数
（
小
数
点
以
下
二
位
未
満
は
、
四
捨
五
入
す
る
。）

四
捨
五
入
す
る
。）
を
合
算
し
た
数
を
三
で
除
し
て
得
た
数
（
小
数
点
以
下
二
位
未
満
は
、
四
捨
五
入
す
る
。）

を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
が
〇
・
八
以
上
の
道
府
県
に
あ
つ
て
は
〇
・
二
を
、
〇
・
五
以
上
〇
・
八
未
満
の
道

を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
が
〇
・
八
以
上
の
道
府
県
に
あ
つ
て
は
〇
・
二
を
、
〇
・
五
以
上
〇
・
八
未
満
の
道

府
県
に
あ
つ
て
は
三
分
の
七
か
ら
当
該
道
府
県
の
財
政
力
指
数
に
三
分
の
八
を
乗
じ
て
得
た
数
を
控
除
し
て

府
県
に
あ
つ
て
は
三
分
の
七
か
ら
当
該
道
府
県
の
財
政
力
指
数
に
三
分
の
八
を
乗
じ
て
得
た
数
を
控
除
し
て

得
た
数
（
小
数
点
以
下
二
位
未
満
は
、
四
捨
五
入
す
る
。）
を
、
〇
・
五
未
満
の
道
府
県
に
あ
つ
て
は
一
・
〇

得
た
数
（
小
数
点
以
下
二
位
未
満
は
、
四
捨
五
入
す
る
。）
を
、
〇
・
五
未
満
の
道
府
県
に
あ
つ
て
は
一
・
〇

を
そ
れ
ぞ
れ
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。
）（
表
示
単
位
は
千
円
と
し
、
表
示
単
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、

を
そ
れ
ぞ
れ
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。
）（
表
示
単
位
は
千
円
と
し
、
表
示
単
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、

そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。）
の
合
算
額

そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。）
の
合
算
額

事

項

算

定

方

法

事

項

算

定

方

法

［
一
～
五　

略
］

［
一
～
五　

同

上
］

六　

前
年
度
分
　

次
の
各
号
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
の
合
算
額
と
す
る
。

六　

前
年
度
分
　

次
の
各
号
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
の
合
算
額
と
す
る
。

の
災
害
復
旧

の
災
害
復
旧

事
業
等
に
要

［
一
～
四　

略
］

事
業
等
に
要

［
一
～
四　

同
上
］

す
る
経
費
の

五　

前
年
度
分
の
災
害
対
策
基
本
法
第
百
二
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
場
合
に
係
る
経
費

す
る
経
費
の

五　

前
年
度
分
の
災
害
対
策
基
本
法
第
百
二
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
場
合
に
係
る
経
費

財
源
に
充
て

の
財
源
に
充
て
る
た
め
当
該
年
度
の
六
月
一
日
か
ら
十
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て

財
源
に
充
て

の
財
源
に
充
て
る
た
め
当
該
年
度
の
六
月
一
日
か
ら
十
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て

る
た
め
当
該

借
り
入
れ
た
地
方
債
（
普
通
交
付
税
に
関
す
る
省
令
第
十
二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
事
業

る
た
め
当
該

借
り
入
れ
た
地
方
債
（
普
通
交
付
税
に
関
す
る
省
令
第
十
二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
事
業

年
度
の
六
月

費
補
正
係
数
の
算
定
の
基
礎
と
な
つ
た
地
方
債
の
範
囲
の
例
に
準
じ
て
総
務
大
臣
が
定
め

年
度
の
六
月

費
補
正
係
数
の
算
定
の
基
礎
と
な
つ
た
地
方
債
の
範
囲
の
例
に
準
じ
て
総
務
大
臣
が
定
め

一
日
か
ら
十

る
も
の
に
限
る
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。）
の
当
該
年
度
に
お
け
る
元
利
償
還
金
の
額
（
同

一
日
か
ら
十

る
も
の
に
限
る
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。）
の
当
該
年
度
に
お
け
る
元
利
償
還
金
の
額
（
同

月
三
十
一
日

令
第
十
二
条
第
五
項
の
表
都
道
府
県
の
項
第
九
号
の
算
式

に
規
定
す
る
元
利
償
還
金
の

月
三
十
一
日

令
第
十
二
条
第
五
項
の
表
都
道
府
県
の
項
第
九
号
の
算
式
Ⅹ

に
規
定
す
る
元
利
償
還
金

ⅩⅨ

ⅩⅧ

ま
で
の
間
に

額
に
乗
ず
べ
き
率
の
算
定
方
法
に
準
じ
て
算
定
し
た
率
を
こ
れ
に
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

ま
で
の
間
に

の
額
に
乗
ず
べ
き
率
の
算
定
方
法
に
準
じ
て
算
定
し
た
率
を
こ
れ
に
乗
じ
て
得
た
額
と
す

お
い
て
借
り

次
号
に
お
い
て
同
じ
。）
に
〇
・
四
七
五
を
乗
じ
て
得
た
額
（
平
成
二
十
八
年
熊
本
地
震
に

お
い
て
借
り

る
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。）
に
〇
・
四
七
五
を
乗
じ
て
得
た
額
（
平
成
二
十
八
年
熊
本
地

入
れ
た
地
方

よ
る
災
害
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
同
算
式
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
り
算
定
し
た
額
と

入
れ
た
地
方

震
に
よ
る
災
害
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
同
算
式
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
り
算
定
し
た

債
又
は
当
該

す
る
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。）

債
又
は
当
該

額
と
す
る
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。）

年
度
分
の
災

［
六
～
八　

略
］

年
度
分
の
災

［
六
～
八　

同
上
］

害
復
旧
事
業

害
復
旧
事
業

等
に
要
す
る

等
に
要
す
る
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経
費
の
財
源

経
費
の
財
源

に
充
て
る
た

に
充
て
る
た

め
当
該
年
度

め
当
該
年
度

の
四
月
一
日

の
四
月
一
日

か
ら
十
月
三

か
ら
十
月
三

十
一
日
ま
で

十
一
日
ま
で

の
間
に
お
い

の
間
に
お
い

て
借
り
入
れ

て
借
り
入
れ

た
地
方
債
の

た
地
方
債
の

元
利
償
還
金

元
利
償
還
金

が

あ

る

こ

が
あ
る
こ

と
。

と
。

［
七
～
六
十
六

［
七
～
六
十
六

略
］

同
上
］

［
二
・
三　

略
］

［
二
・
三　

同
上
］

［
２
～
４　

略
］

［
２
～
４　

同
上
］

（
道
府
県
に
係
る
三
月
分
の
算
定
方
法
）

（
道
府
県
に
係
る
三
月
分
の
算
定
方
法
）

第
四
条　

各
道
府
県
に
対
し
て
毎
年
度
三
月
に
交
付
す
べ
き
特
別
交
付
税
の
額
は
、
第
一
号
の
額
及
び
第
二
号
の

第
四
条　

各
道
府
県
に
対
し
て
毎
年
度
三
月
に
交
付
す
べ
き
特
別
交
付
税
の
額
は
、
第
一
号
の
額
及
び
第
二
号
の

額
の
合
算
額
か
ら
第
三
号
の
額
及
び
第
四
号
の
額
の
合
算
額
を
控
除
し
た
額
と
す
る
。

額
の
合
算
額
か
ら
第
三
号
の
額
及
び
第
四
号
の
額
の
合
算
額
を
控
除
し
た
額
と
す
る
。

一　

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
下
欄
に
掲
げ
る
算
定
方
法
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額

一　

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
下
欄
に
掲
げ
る
算
定
方
法
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額

（
第
十
号
二
、
第
十
四
号
、
第
十
九
号
、
第
二
十
六
号
、
第
二
十
七
号
、
第
三
十
号
、
第
四
十
一
号
、
第
四

（
第
十
号
二
、
第
十
四
号
、
第
十
九
号
、
第
二
十
六
号
、
第
二
十
七
号
、
第
三
十
号
、
第
四
十
一
号
、
第
四

十
八
号
、
第
五
十
二
号
、
第
五
十
三
号
、
第
五
十
五
号
、
第
五
十
六
号
、
第
五
十
七
号
一
、
第
六
十
号
か
ら

十
八
号
、
第
五
十
二
号
、
第
五
十
三
号
、
第
五
十
五
号
、
第
五
十
六
号
、
第
五
十
七
号
一
、
第
六
十
号
か
ら

第
六
十
三
号
ま
で
、
第
六
十
八
号
、
第
六
十
九
号
、
第
七
十
三
号
か
ら
第
七
十
五
号
ま
で
、
第
七
十
七
号
、

第
六
十
三
号
ま
で
、
第
六
十
八
号
、
第
六
十
九
号
、
第
七
十
三
号
か
ら
第
七
十
五
号
ま
で
、
第
七
十
七
号
、

第
七
十
九
号
か
ら
第
八
十
二
号
ま
で
、
第
八
十
八
号
、
第
九
十
二
号
、
第
九
十
四
号
か
ら
第
九
十
六
号
ま
で

第
七
十
九
号
か
ら
第
八
十
二
号
ま
で
、
第
八
十
八
号
、
第
九
十
二
号
、
第
九
十
四
号
か
ら
第
九
十
六
号
ま
で

及
び
第
九
十
八
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
に
、
財
政
力
指
数

及
び
第
九
十
八
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
に
、
財
政
力
指
数

が
〇
・
八
以
上
の
道
府
県
に
あ
つ
て
は
〇
・
二
を
、
〇
・
五
以
上
〇
・
八
未
満
の
道
府
県
に
あ
つ
て
は
三
分

が
〇
・
八
以
上
の
道
府
県
に
あ
つ
て
は
〇
・
二
を
、
〇
・
五
以
上
〇
・
八
未
満
の
道
府
県
に
あ
つ
て
は
三
分

の
七
か
ら
当
該
道
府
県
の
財
政
力
指
数
に
三
分
の
八
を
乗
じ
て
得
た
数
を
控
除
し
て
得
た
数
（
小
数
点
以
下

の
七
か
ら
当
該
道
府
県
の
財
政
力
指
数
に
三
分
の
八
を
乗
じ
て
得
た
数
を
控
除
し
て
得
た
数
（
小
数
点
以
下

二
位
未
満
は
、
四
捨
五
入
す
る
。）
を
、
〇
・
五
未
満
の
道
府
県
に
あ
つ
て
は
一
・
〇
を
そ
れ
ぞ
れ
乗
じ
て
得

二
位
未
満
は
、
四
捨
五
入
す
る
。）
を
、
〇
・
五
未
満
の
道
府
県
に
あ
つ
て
は
一
・
〇
を
そ
れ
ぞ
れ
乗
じ
て
得

た
額
と
す
る
。
）（
表
示
単
位
は
千
円
と
し
、
表
示
単
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五

た
額
と
す
る
。
）（
表
示
単
位
は
千
円
と
し
、
表
示
単
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五

入
す
る
。）
の
合
算
額

入
す
る
。）
の
合
算
額

事

項

算

定

方

法

事

項

算

定

方

法

一　

災
害
に
よ

次
の
各
号
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
の
合
算
額
と
す
る
。

一　

災
害
に
よ

次
の
各
号
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
の
合
算
額
と
す
る
。

る
財
政
需
要

一　

当
該
年
度
の
十
一
月
一
日
か
ら
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
発
生
し
た
災
害
（
火
災

る
財
政
需
要

一　

当
該
年
度
の
十
一
月
一
日
か
ら
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
発
生
し
た
災
害
（
火
災

の
増
加
又
は

を
除
く
。）
に
つ
い
て
、
第
二
条
第
一
項
第
一
号
の
表
第
四
号
に
規
定
す
る
算
定
方
法
に
準

の
増
加
又
は

を
除
く
。）
に
つ
い
て
、
第
二
条
第
一
項
第
一
号
の
表
第
四
号
に
規
定
す
る
算
定
方
法
に
準

財
政
収
入
の

じ
て
算
定
し
た
額

財
政
収
入
の

じ
て
算
定
し
た
額
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減
少
が
あ
る

二　

前
年
度
の
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
に
発
生
し
た
災
害
（
火
災
を
除
く
。）
に
つ
い
て
、
総

 

減
少
が
あ
る

二　

前
年
度
の
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
に
発
生
し
た
災
害
（
火
災
を
除
く
。）
に
つ
い
て
、
総

こ
と
。

務
大
臣
が
調
査
し
た
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
項
目
ご
と
の
数
値
（
前
年
度
の
一
月
一
日

こ
と
。

務
大
臣
が
調
査
し
た
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
項
目
ご
と
の
数
値
（
前
年
度
の
一
月
一
日

以
降
に
生
じ
た
も
の
に
限
る
。）
で
前
年
度
ま
で
の
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
に
算
入
さ

以
降
に
生
じ
た
も
の
に
限
る
。）
で
前
年
度
ま
で
の
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
に
算
入
さ

れ
な
か
つ
た
数
値
に
そ
れ
ぞ
れ
下
欄
に
掲
げ
る
額
を
乗
じ
て
得
た
額
の
合
算
額

れ
な
か
つ
た
数
値
に
そ
れ
ぞ
れ
下
欄
に
掲
げ
る
額
を
乗
じ
て
得
た
額
の
合
算
額

項　
　
　

目

額

項　
　
　

目

額

死
者
及
び
行
方
不
明
者
の
数

八
七
五
、
〇
〇
〇
円

死
者
及
び
行
方
不
明
者
の
数

八
七
五
、
〇
〇
〇
円

障
害
者
の
数

四
三
七
、
五
〇
〇
円

障
害
者
の
数

四
三
七
、
五
〇
〇
円

二　

干
害
、
冷

次
の
各
号
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
の
合
算
額
と
す
る
。 

二　

干
害
、
冷

次
の
各
号
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
の
合
算
額
と
す
る
。 

害
、凍
霜
害
、
一　

当
該
年
度
の
十
一
月
一
日
か
ら
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
発
生
し
た
干
害
、
冷
害
、

害
、凍
霜
害
、
一　

当
該
年
度
の
十
一
月
一
日
か
ら
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
発
生
し
た
干
害
、
冷
害
、

ひ
よ
う
害
等

凍
霜
害
、
ひ
よ
う
害
等
に
つ
い
て
、
第
二
条
第
一
項
第
一
号
の
表
第
十
号
に
規
定
す
る
算

ひ
よ
う
害
等

凍
霜
害
、
ひ
よ
う
害
等
に
つ
い
て
、
第
二
条
第
一
項
第
一
号
の
表
第
十
号
に
規
定
す
る
算

に
よ
る
特
別

定
方
法
に
準
じ
て
算
定
し
た
額 

に
よ
る
特
別

定
方
法
に
準
じ
て
算
定
し
た
額 

の
財
政
需
要

二　

国
の
補
助
金
を
受
け
て
施
行
す
る
干
害
応
急
事
業
の
実
施
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
、
当

の
財
政
需
要

二　

国
の
補
助
金
を
受
け
て
施
行
す
る
干
害
応
急
事
業
の
実
施
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
、
当

が

あ

る

こ

該
年
度
に
お
い
て
当
該
道
府
県
が
負
担
す
べ
き
額
に
〇
・
七
を
乗
じ
て
得
た
額

が

あ

る

こ

該
年
度
に
お
い
て
当
該
道
府
県
が
負
担
す
べ
き
額
に
〇
・
七
を
乗
じ
て
得
た
額

と
。

と
。

三　

市
町
村
の
　

合
併
特
例
法
第
三
条
の
規
定
に
基
づ
い
て
設
置
さ
れ
た
法
定
の
合
併
協
議
会
を
構
成
す
る

三　

市
町
村
の
　

合
併
特
例
法
第
三
条
の
規
定
に
基
づ
い
て
設
置
さ
れ
た
法
定
の
合
併
協
議
会
を
構
成
す
る

合
併
の
促
進

市
町
村
の
数
に
三
、
〇
〇
〇
、
〇
〇
〇
円
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。 

合
併
の
促
進

市
町
村
の
数
に
三
、
〇
〇
〇
、
〇
〇
〇
円
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。 

に
要
す
る
経

 

に
要
す
る
経

 

費
が
あ
る
こ

費
が
あ
る
こ

と
。

と
。

四　

予
防
接
種
　

予
防
接
種
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
六
十
八
号
）
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
い

四　

予
防
接
種
　

予
防
接
種
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
六
十
八
号
）
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
い

に
よ
る
健
康

て
市
町
村
長
が
行
う
予
防
接
種
に
よ
る
健
康
被
害
の
救
済
措
置
に
要
す
る
経
費
に
つ
い
て
、

に
よ
る
健
康

て
市
町
村
長
が
行
う
予
防
接
種
に
よ
る
健
康
被
害
の
救
済
措
置
に
要
す
る
経
費
に
つ
い
て
、

被
害
の
救
済

当
該
道
府
県
が
負
担
す
べ
き
額
（
当
該
年
度
の
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
に
、
同
項
の
規
定
に

被
害
の
救
済

当
該
道
府
県
が
負
担
す
べ
き
額
（
当
該
年
度
の
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
に
、
同
項
の
規
定
に

措
置
に
要
す

よ
る
厚
生
労
働
大
臣
の
認
定
が
な
さ
れ
た
健
康
被
害
に
係
る
当
該
年
度
の
負
担
額
に
前
年
度

措
置
に
要
す

よ
る
厚
生
労
働
大
臣
の
認
定
が
な
さ
れ
た
健
康
被
害
に
係
る
当
該
年
度
の
負
担
額
に
前
年
度

る
経
費
が
あ

の
一
月
一
日
以
降
に
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
る
厚
生
労
働
大
臣
の
認
定
が
な
さ
れ
た
健
康
被
害

る
経
費
が
あ

の
一
月
一
日
以
降
に
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
る
厚
生
労
働
大
臣
の
認
定
が
な
さ
れ
た
健
康
被
害

る
こ
と
。

に
係
る
前
年
度
の
負
担
額
を
合
算
し
た
額
）
と
す
る
。

る
こ
と
。

に
係
る
前
年
度
の
負
担
額
を
合
算
し
た
額
）
と
す
る
。

五　

前
年
度
分
　

前
年
度
分
の
災
害
復
旧
事
業
等
及
び
自
然
災
害
防
止
事
業
に
要
す
る
経
費
並
び
に
災
害
対

五　

前
年
度
分
　

前
年
度
分
の
災
害
復
旧
事
業
等
及
び
自
然
災
害
防
止
事
業
に
要
す
る
経
費
並
び
に
災
害
対

の
災
害
復
旧

策
基
本
法
第
百
二
条
第
一
項
第
一
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る
場
合
に
係
る
経
費
の
財
源
に
充

の
災
害
復
旧

策
基
本
法
第
百
二
条
第
一
項
第
一
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る
場
合
に
係
る
経
費
の
財
源
に
充

事
業
等
及
び

て
る
た
め
当
該
年
度
の
十
一
月
一
日
以
降
に
お
い
て
借
り
入
れ
た
地
方
債
又
は
当
該
年
度
分

事
業
等
及
び

て
る
た
め
当
該
年
度
の
十
一
月
一
日
以
降
に
お
い
て
借
り
入
れ
た
地
方
債
又
は
当
該
年
度
分

自
然
災
害
防

の
災
害
復
旧
事
業
等
及
び
自
然
災
害
防
止
事
業
に
要
す
る
経
費
並
び
に
災
害
対
策
基
本
法
第

自
然
災
害
防

の
災
害
復
旧
事
業
等
及
び
自
然
災
害
防
止
事
業
に
要
す
る
経
費
並
び
に
災
害
対
策
基
本
法
第

止
事
業
に
要

百
二
条
第
一
項
第
一
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る
場
合
に
係
る
経
費
の
財
源
に
充
て
る
た
め
当

止
事
業
に
要

百
二
条
第
一
項
第
一
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る
場
合
に
係
る
経
費
の
財
源
に
充
て
る
た
め
当

す
る
経
費
の

該
年
度
の
十
一
月
一
日
以
降
に
お
い
て
借
り
入
れ
た
地
方
債
の
元
利
償
還
金
に
つ
い
て
、
第

す
る
経
費
の

該
年
度
の
十
一
月
一
日
以
降
に
お
い
て
借
り
入
れ
た
地
方
債
の
元
利
償
還
金
に
つ
い
て
、
第

財
源
に
充
て

二
条
第
一
項
第
一
号
の
表
第
六
号
に
規
定
す
る
算
定
方
法
に
準
じ
て
算
定
し
た
額
と
す
る
。

財
源
に
充
て

二
条
第
一
項
第
一
号
の
表
第
六
号
に
規
定
す
る
算
定
方
法
に
準
じ
て
算
定
し
た
額
と
す
る
。

る
た
め
当
該

る
た
め
当
該
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年
度
の
十
一

年
度
の
十
一

月
一
日
以
降

月
一
日
以
降

に
お
い
て
借

に
お
い
て
借

り
入
れ
た
地

り
入
れ
た
地

方
債
又
は
当

方
債
又
は
当

該
年
度
分
の

該
年
度
分
の

災
害
復
旧
事

災
害
復
旧
事

業
等
に
要
す

業
等
に
要
す

る
経
費
の
財

る
経
費
の
財

源
に
充
て
る

源
に
充
て
る

た
め
当
該
年

た
め
当
該
年

度
の
十
一
月

度
の
十
一
月

一
日
以
降
に

一
日
以
降
に

お
い
て
借
り

お
い
て
借
り

入
れ
た
地
方

入
れ
た
地
方

債
の
元
利
償

債
の
元
利
償

還
金
が
あ
る

還
金
が
あ
る

こ
と
。

こ
と
。

六　

活
動
火
山

次
の
算
式
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
と
す
る
。 

六　

活
動
火
山

次
の
算
式
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
と
す
る
。 

対
策
に
要
す

算
式
 

対
策
に
要
す

算
式
 

る
経
費
が
あ

Ａ

×

0
.8＋
Ｂ

×

0
.5 

る
経
費
が
あ

Ａ

×

0
.8＋
Ｂ

×
0
.5 

る
こ
と
。 

算
式
の
符
号
 

る
こ
と
。 

算
式
の
符
号
 

Ａ
　
国
の
補
助
金
を
受
け
て
施
行
す
る
活
動
火
山
対
策
事
業
に
要
す
る
経
費
か
ら
当
該
国

Ａ
　
国
の
補
助
金
を
受
け
て
施
行
す
る
活
動
火
山
対
策
事
業
に
要
す
る
経
費
か
ら
当
該
国

の
補
助
金

地
方
債
そ
の
他
の
特
定
財
源
の
額
を
控
除
し
た
額

（当
該
事
業
に
要
す
る

の
補
助
金
地
方
債
そ
の
他
の
特
定
財
源
の
額
を
控
除
し
た
額

（当
該
事
業
に
要
す
る

、
、

経
費
に
充
て
る
た
め
借
り
入
れ
た
地
方
債
の
当
該
年
度
に
お
け
る
元
利
償
還
金
を
含

経
費
に
充
て
る
た
め
借
り
入
れ
た
地
方
債
の
当
該
年
度
に
お
け
る
元
利
償
還
金
を
含

む

。

） 
む

。

） 

Ｂ
　
当
該
年
度
に
お
い
て
単
独
事
業
と
し
て
実
施
す
る
活
動
火
山
対
策
事
業
に
要
す
る
経

Ｂ
　
当
該
年
度
に
お
い
て
単
独
事
業
と
し
て
実
施
す
る
活
動
火
山
対
策
事
業
に
要
す
る
経

費
か
ら
地
方
債
そ
の
他
の
特
定
財
源
の
額
を
控
除
し
た
額

（当
該
事
業
に
要
す
る
経
費

費
か
ら
地
方
債
そ
の
他
の
特
定
財
源
の
額
を
控
除
し
た
額

（当
該
事
業
に
要
す
る
経
費

に
充
て
る
た
め
借
り
入
れ
た
地
方
債

（緊
急
防
災
・
減
災
事
業
債
を
除
く

。

）の
当
該

に
充
て
る
た
め
借
り
入
れ
た
地
方
債

（緊
急
防
災
・
減
災
事
業
債
を
除
く

。

）の
当
該

年
度
に
お
け
る
元
利
償
還
金
を
含
む

。

）

年
度
に
お
け
る
元
利
償
還
金
を
含
む

。

）

七　

特
定
の
疾

次
の
各
号
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
の
合
算
額
と
す
る
。 

七　

特
定
の
疾

次
の
各
号
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
の
合
算
額
と
す
る
。 

病
対
策
に
要

一　

国
の
補
助
金
を
受
け
て
施
行
す
る
は
ぶ
咬
症
の
予
防
事
業
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
、
当

病
対
策
に
要

一　

国
の
補
助
金
を
受
け
て
施
行
す
る
は
ぶ
咬
症
の
予
防
事
業
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
、
当

す
る
経
費
が

該
年
度
に
お
い
て
道
府
県
が
負
担
す
べ
き
額
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額 

す
る
経
費
が

該
年
度
に
お
い
て
道
府
県
が
負
担
す
べ
き
額
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額 

あ
る
こ
と
。

二　

前
号
に
掲
げ
る
疾
病
に
つ
い
て
当
該
年
度
に
お
い
て
単
独
事
業
と
し
て
実
施
す
る
予
防

あ
る
こ
と
。

二　

前
号
に
掲
げ
る
疾
病
に
つ
い
て
当
該
年
度
に
お
い
て
単
独
事
業
と
し
て
実
施
す
る
予
防

事
業
に
要
す
る
経
費
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
に
〇
・
五
を
乗
じ
て
得
た
額 

事
業
に
要
す
る
経
費
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
に
〇
・
五
を
乗
じ
て
得
た
額 

三　

第
一
号
に
掲
げ
る
疾
病
以
外
の
特
定
の
疾
病
に
つ
い
て
当
該
年
度
に
お
い
て
単
独
事
業

三　

第
一
号
に
掲
げ
る
疾
病
以
外
の
特
定
の
疾
病
に
つ
い
て
当
該
年
度
に
お
い
て
単
独
事
業

と
し
て
実
施
す
る
予
防
事
業
に
要
す
る
経
費
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
に
〇
・
五

と
し
て
実
施
す
る
予
防
事
業
に
要
す
る
経
費
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
に
〇
・
五

を
乗
じ
て
得
た
額

を
乗
じ
て
得
た
額
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八　

鉄
道
災
害
　

鉄
道
軌
道
整
備
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
百
六
十
九
号
）
第
八
条
第
四
項
及
び
第
五
項

八　

鉄
道
災
害
　

鉄
道
軌
道
整
備
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
百
六
十
九
号
）
第
八
条
第
四
項
及
び
第
五
項

復
旧
事
業
に

の
規
定
に
基
づ
き
国
が
補
助
金
を
交
付
す
る
鉄
道
事
業
者
に
対
し
て
、
道
府
県
が
国
と
協
調

復
旧
事
業
に

の
規
定
に
基
づ
き
国
が
補
助
金
を
交
付
す
る
鉄
道
事
業
者
に
対
し
て
、
道
府
県
が
国
と
協
調

要
す
る
経
費

し
て
当
該
年
度
に
お
い
て
交
付
す
る
補
助
金
の
額
に
〇
・
五
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

要
す
る
経
費

し
て
当
該
年
度
に
お
い
て
交
付
す
る
補
助
金
の
額
に
〇
・
五
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

が

あ

る

こ

が

あ

る

こ

と
。

と
。

九　

特
別
支
援

次
の
各
号
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
の
合
算
額
と
す
る
。 

九　

特
別
支
援

次
の
各
号
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
の
合
算
額
と
す
る
。 

学
校
等
の
経

一　

特
別
支
援
学
校
に
対
す
る
経
常
費
助
成
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定
の

学
校
等
の
経

一　

特
別
支
援
学
校
に
対
す
る
経
常
費
助
成
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定
の

常
費
助
成
に

基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
に
〇
・
五
を
乗
じ
て
得
た
額 

常
費
助
成
に

基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
に
〇
・
五
を
乗
じ
て
得
た
額 

要
す
る
経
費

二　

特
別
支
援
学
級
に
対
す
る
経
常
費
助
成
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定
の

要
す
る
経
費

二　

特
別
支
援
学
級
に
対
す
る
経
常
費
助
成
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定
の

が

あ

る

こ

基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
に
〇
・
五
を
乗
じ
て
得
た
額 

が

あ

る

こ

基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
に
〇
・
五
を
乗
じ
て
得
た
額 

と
。 

三　

障
害
児
幼
稚
園
に
対
す
る
経
常
費
助
成
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定
の

と
。 

三　

障
害
児
幼
稚
園
に
対
す
る
経
常
費
助
成
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定
の

基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
に
〇
・
五
を
乗
じ
て
得
た
額 

基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
に
〇
・
五
を
乗
じ
て
得
た
額 

四　

過
疎
地
域
（
私
立
学
校
振
興
助
成
法
施
行
令
（
昭
和
五
十
一
年
政
令
第
二
百
八
十
九
号
）

四　

過
疎
地
域
（
私
立
学
校
振
興
助
成
法
施
行
令
（
昭
和
五
十
一
年
政
令
第
二
百
八
十
九
号
）

第
四
条
第
一
項
第
二
号
ハ
に
規
定
す
る
文
部
科
学
大
臣
が
定
め
る
地
域
を
い
う
。）
内
の

第
四
条
第
一
項
第
二
号
ハ
に
規
定
す
る
文
部
科
学
大
臣
が
定
め
る
地
域
を
い
う
。）
内
の

私
立
高
等
学
校
に
対
す
る
経
常
費
助
成
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基

私
立
高
等
学
校
に
対
す
る
経
常
費
助
成
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基

礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
に
〇
・
五
を
乗
じ
て
得
た
額

礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
に
〇
・
五
を
乗
じ
て
得
た
額

十　

地
方
バ
ス
　

次
の
各
号
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
の
合
算
額
か
ら
、
当
該
年
度
の
基
準
財
政
需
要
額
の
う

十　

地
方
バ
ス
　

次
の
各
号
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
の
合
算
額
か
ら
、
当
該
年
度
の
基
準
財
政
需
要
額
の
う

路
線
の
運
行

ち
当
該
道
府
県
が
地
方
バ
ス
路
線
の
運
行
維
持
に
要
す
る
経
費
に
相
当
す
る
額
と
し
て
総
務

路
線
の
運
行

ち
当
該
道
府
県
が
地
方
バ
ス
路
線
の
運
行
維
持
に
要
す
る
経
費
に
相
当
す
る
額
と
し
て
総
務

維
持
に
要
す

大
臣
が
算
定
し
た
額
を
控
除
し
た
額
（
当
該
額
が
負
数
と
な
る
と
き
は
、
零
と
す
る
。）
と
す

維
持
に
要
す

大
臣
が
算
定
し
た
額
を
控
除
し
た
額
（
当
該
額
が
負
数
と
な
る
と
き
は
、
零
と
す
る
。）
と
す

る
経
費
が
あ

る
。 

る
経
費
が
あ

る
。 

る
こ
と
。

一　

国
の
行
う
地
域
公
共
交
通
確
保
維
持
改
善
事
業
と
連
携
を
図
り
当
該
道
府
県
が
当
該
年

る
こ
と
。

一　

国
の
行
う
地
域
公
共
交
通
確
保
維
持
改
善
事
業
と
連
携
を
図
り
当
該
道
府
県
が
当
該
年

度
に
行
う
地
方
バ
ス
路
線
の
運
行
維
持
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基

度
に
行
う
地
方
バ
ス
路
線
の
運
行
維
持
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基

礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
に
〇
・
八
を
乗
じ
て
得
た
額 

礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
に
〇
・
八
を
乗
じ
て
得
た
額 

二　

当
該
道
府
県
が
当
該
年
度
に
行
う
地
方
バ
ス
路
線
の
運
行
維
持
に
要
す
る
経
費
（
前
号

二　

当
該
道
府
県
が
当
該
年
度
に
行
う
地
方
バ
ス
路
線
の
運
行
維
持
に
要
す
る
経
費
（
前
号

に
定
め
る
経
費
を
除
く
。）
の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総

に
定
め
る
経
費
を
除
く
。）
の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総

務
大
臣
が
調
査
し
た
額
に
〇
・
八
を
乗
じ
て
得
た
額

務
大
臣
が
調
査
し
た
額
に
〇
・
八
を
乗
じ
て
得
た
額

十
一　

離
島
航
　

離
島
航
空
路
線
の
運
行
維
持
に
要
す
る
経
費
と
し
て
、
道
府
県
が
当
該
年
度
に
お
い
て
負

十
一　

離
島
航
　

離
島
航
空
路
線
の
運
行
維
持
に
要
す
る
経
費
と
し
て
、
道
府
県
が
当
該
年
度
に
お
い
て
負

空
路
線
の
運

担
す
る
額
の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し

空
路
線
の
運

担
す
る
額
の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し

行
維
持
に
要

た
額
に
〇
・
八
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。 

行
維
持
に
要

た
額
に
〇
・
八
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。 

す
る
経
費
が

す
る
経
費
が

あ
る
こ
と
。

あ
る
こ
と
。

十
二　

不
法
に
　

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
三
十
七
号
）
第
十

十
二　

不
法
に
　

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
三
十
七
号
）
第
十

処
分
さ
れ
た

九
条
の
八
の
規
定
に
よ
る
産
業
廃
棄
物
が
不
法
に
処
分
さ
れ
た
場
合
に
お
け
る
原
状
回
復
に

処
分
さ
れ
た

九
条
の
八
の
規
定
に
よ
る
産
業
廃
棄
物
が
不
法
に
処
分
さ
れ
た
場
合
に
お
け
る
原
状
回
復
に

産
業
廃
棄
物

要
す
る
経
費
の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査

産
業
廃
棄
物

要
す
る
経
費
の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査

に
係
る
原
状

し
た
額
に
〇
・
八
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。 

に
係
る
原
状

し
た
額
に
〇
・
八
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。 

回
復
に
要
す

 

回
復
に
要
す

 

る
経
費
が
あ

る
経
費
が
あ

る
こ
と
。

る
こ
と
。
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十
三　

個
別
外
　

地
方
自
治
法
第
二
百
五
十
二
条
の
二
十
七
第
三
項
に
規
定
す
る
個
別
外
部
監
査
契
約
（
健

十
三　

個
別
外
　

地
方
自
治
法
第
二
百
五
十
二
条
の
二
十
七
第
三
項
に
規
定
す
る
個
別
外
部
監
査
契
約
（
健

部
監
査
契
約

全
化
法
第
二
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
締
結
さ
れ
る
も
の
を
含
む
。
以
下
同
じ
。）
を

部
監
査
契
約

全
化
法
第
二
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
締
結
さ
れ
る
も
の
を
含
む
。
以
下
同
じ
。）
を

に
基
づ
く
監

締
結
し
た
道
府
県
が
当
該
契
約
の
相
手
方
に
支
払
う
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
当
該
契
約
に
基
づ

に
基
づ
く
監

締
結
し
た
道
府
県
が
当
該
契
約
の
相
手
方
に
支
払
う
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
当
該
契
約
に
基
づ

査
に
要
す
る

く
監
査
に
要
す
る
経
費
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
（
一
の
契
約
に
係
る
額
が
、
一
〇
、

査
に
要
す
る

く
監
査
に
要
す
る
経
費
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
（
一
の
契
約
に
係
る
額
が
、
一
〇
、

経
費
が
あ
る

一
〇
〇
、
〇
〇
〇
円
を
超
え
る
と
き
は
、
そ
の
額
を
一
〇
、
一
〇
〇
、
〇
〇
〇
円
と
し
て
算

経
費
が
あ
る

一
〇
〇
、
〇
〇
〇
円
を
超
え
る
と
き
は
、
そ
の
額
を
一
〇
、
一
〇
〇
、
〇
〇
〇
円
と
し
て
算

こ
と
。

定
す
る
。）
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
契
約
を
締
結
し
た
一
部
事
務
組
合
等
を
組
織
す
る
道
府

こ
と
。

定
す
る
。）
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
契
約
を
締
結
し
た
一
部
事
務
組
合
等
を
組
織
す
る
道
府

県
に
あ
つ
て
は
、
当
該
一
部
事
務
組
合
等
が
当
該
契
約
の
相
手
方
に
支
払
う
こ
と
と
さ
れ
て

県
に
あ
つ
て
は
、
当
該
一
部
事
務
組
合
等
が
当
該
契
約
の
相
手
方
に
支
払
う
こ
と
と
さ
れ
て

い
る
当
該
契
約
に
基
づ
く
監
査
に
要
す
る
経
費
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
（
一
の
契

い
る
当
該
契
約
に
基
づ
く
監
査
に
要
す
る
経
費
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
（
一
の
契

約
に
係
る
額
が
、
三
、
八
五
〇
、
〇
〇
〇
円
を
超
え
る
と
き
は
、
そ
の
額
を
三
、
八
五
〇
、

約
に
係
る
額
が
、
三
、
八
五
〇
、
〇
〇
〇
円
を
超
え
る
と
き
は
、
そ
の
額
を
三
、
八
五
〇
、

〇
〇
〇
円
と
し
て
算
定
す
る
。）
を
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務

〇
〇
〇
円
と
し
て
算
定
す
る
。）
を
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務

大
臣
が
調
査
し
た
負
担
割
合
に
よ
り
按
分
し
た
額
と
し
、
ま
た
、
健
全
化
法
第
四
条
第
一
項

大
臣
が
調
査
し
た
負
担
割
合
に
よ
り
按
分
し
た
額
と
し
、
ま
た
、
健
全
化
法
第
四
条
第
一
項

に
基
づ
く
財
政
健
全
化
計
画
（
以
下
「
財
政
健
全
化
計
画
」
と
い
う
。
）、
健
全
化
法
第
八
条

に
基
づ
く
財
政
健
全
化
計
画
（
以
下
「
財
政
健
全
化
計
画
」
と
い
う
。
）、
健
全
化
法
第
八
条

第
一
項
に
基
づ
く
財
政
再
生
計
画
（
以
下
「
財
政
再
生
計
画
」
と
い
う
。）
及
び
健
全
化
法
第

第
一
項
に
基
づ
く
財
政
再
生
計
画
（
以
下
「
財
政
再
生
計
画
」
と
い
う
。）
及
び
健
全
化
法
第

二
十
三
条
第
一
項
に
基
づ
く
経
営
健
全
化
計
画
（
以
下
「
財
政
健
全
化
計
画
等
」
と
い
う
。）

二
十
三
条
第
一
項
に
基
づ
く
経
営
健
全
化
計
画
（
以
下
「
財
政
健
全
化
計
画
等
」
と
い
う
。）

を
複
数
策
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
道
府
県
又
は
一
部
事
務
組
合
等
（
以
下
こ
の
号
に
お
い

を
複
数
策
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
道
府
県
又
は
一
部
事
務
組
合
等
（
以
下
こ
の
号
に
お
い

て
「
道
府
県
等
」
と
い
う
。）
で
あ
つ
て
、
二
以
上
の
財
政
健
全
化
計
画
等
に
係
る
当
該
監
査

て
「
道
府
県
等
」
と
い
う
。）
で
あ
つ
て
、
二
以
上
の
財
政
健
全
化
計
画
等
に
係
る
当
該
監
査

を
一
の
契
約
に
よ
る
こ
と
と
し
た
道
府
県
等
に
あ
つ
て
は
、
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
が
、

を
一
の
契
約
に
よ
る
こ
と
と
し
た
道
府
県
等
に
あ
つ
て
は
、
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
が
、

策
定
を
要
す
る
財
政
健
全
化
計
画
等
の
数
に
、
道
府
県
に
あ
つ
て
は
一
〇
、
一
〇
〇
、
〇
〇

策
定
を
要
す
る
財
政
健
全
化
計
画
等
の
数
に
、
道
府
県
に
あ
つ
て
は
一
〇
、
一
〇
〇
、
〇
〇

〇
円
、
一
部
事
務
組
合
等
に
あ
つ
て
は
三
、
八
五
〇
、
〇
〇
〇
円
を
乗
じ
て
得
た
額
を
超
え

〇
円
、
一
部
事
務
組
合
等
に
あ
つ
て
は
三
、
八
五
〇
、
〇
〇
〇
円
を
乗
じ
て
得
た
額
を
超
え

る
と
き
は
、
当
該
得
た
額
と
す
る
。

る
と
き
は
、
当
該
得
た
額
と
す
る
。

十
四　

中
小
企
　

次
の
算
式
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
（
当
該
額
が
負
数
と
な
る
と
き
は
、
零
と
す
る
。）
と
す

十
四　

中
小
企
　

次
の
算
式
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
（
当
該
額
が
負
数
と
な
る
と
き
は
、
零
と
す
る
。）
と
す

業
対
策
に
要

る
。 

業
対
策
に
要

る
。 

す
る
経
費
が

算
式
 

す
る
経
費
が

算
式
 

あ
る
こ
と
。

（Ａ

×

0.8
＋
Ｂ

）×

0.5
－
Ｃ

 

あ
る
こ
と
。

（Ａ

×

0.8
＋
Ｂ

）×

0.5
－
Ｃ

 

算
式
の
符
号

 
算
式
の
符
号

 

Ａ
　
中
小
企
業
対
策
と
し
て
当
該
道
府
県
が
当
該
年
度
に
お
い
て
行
う
融
資
措
置
に
係
る

Ａ
　
中
小
企
業
対
策
と
し
て
当
該
道
府
県
が
当
該
年
度
に
お
い
て
行
う
融
資
措
置
に
係
る

利
子
補
給
及
び
信
用
保
証
協
会
の
保
証
料
補
助
の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と

利
子
補
給
及
び
信
用
保
証
協
会
の
保
証
料
補
助
の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と

す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額

 
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額

 

Ｂ
　
中
小
企
業
対
策
と
し
て
当
該
道
府
県
が
行
つ
た
信
用
保
証
協
会
へ
の
出
え
ん
の
た
め

Ｂ
　
中
小
企
業
対
策
と
し
て
当
該
道
府
県
が
行
つ
た
信
用
保
証
協
会
へ
の
出
え
ん
の
た
め

に
借
り
入
れ
た
地
方
債

（平
成

1
0
年
度
又
は
平
成

1
1
年
度
に
発
行
に
つ
い
て
許
可
を
得

に
借
り
入
れ
た
地
方
債

（平
成

1
0
年
度
又
は
平
成

1
1
年
度
に
発
行
に
つ
い
て
許
可
を
得

た
も
の
に
限
る

。

）の
当
該
年
度
に
お
け
る
利
子
支
払
額
の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定

た
も
の
に
限
る

。

）の
当
該
年
度
に
お
け
る
利
子
支
払
額
の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定

の
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額

 
の
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額

 

Ｃ
　
当
該
年
度
の
基
準
財
政
需
要
額
の
う
ち
当
該
道
府
県
が
行
う
中
小
企
業
利
子
補
給
等

Ｃ
　
当
該
年
度
の
基
準
財
政
需
要
額
の
う
ち
当
該
道
府
県
が
行
う
中
小
企
業
利
子
補
給
等

に
要
す
る
経
費
に
相
当
す
る
額
と
し
て
総
務
大
臣
が
算
定
し
た
額

に
要
す
る
経
費
に
相
当
す
る
額
と
し
て
総
務
大
臣
が
算
定
し
た
額

十
五　

特
殊
地
　

次
の
各
号
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
の
合
算
額
と
す
る
。 

十
五　

特
殊
地
　

次
の
各
号
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
の
合
算
額
と
す
る
。 

下
壕
等
対
策

一　

特
殊
地
下
壕
等
対
策
事
業
の
た
め
に
国
が
交
付
す
る
補
助
金
（
次
号
に
お
い
て
「
特
殊

下
壕
等
対
策

一　

特
殊
地
下
壕
等
対
策
事
業
の
た
め
に
国
が
交
付
す
る
補
助
金
（
次
号
に
お
い
て
「
特
殊

ご
う

ご
う

事
業
に
要
す

地
下
壕
等
対
策
事
業
補
助
金
」
と
い
う
。
）
を
受
け
て
行
う
事
業
に
要
す
る
経
費
の
う
ち

事
業
に
要
す

地
下
壕
等
対
策
事
業
補
助
金
」
と
い
う
。
）
を
受
け
て
行
う
事
業
に
要
す
る
経
費
の
う
ち

る
経
費
が
あ

道
府
県
が
負
担
す
べ
き
額
に
〇
・
八
を
乗
じ
て
得
た
額 

る
経
費
が
あ

道
府
県
が
負
担
す
べ
き
額
に
〇
・
八
を
乗
じ
て
得
た
額 
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る
こ
と
。

二　

特
殊
地
下
壕
等
対
策
事
業
（
特
殊
地
下
壕
等
対
策
事
業
補
助
金
の
交
付
を
受
け
て
施
行

る
こ
と
。

二　

特
殊
地
下
壕
等
対
策
事
業
（
特
殊
地
下
壕
等
対
策
事
業
補
助
金
の
交
付
を
受
け
て
施
行

す
る
も
の
を
除
く
。）
に
要
す
る
経
費
の
額
に
〇
・
五
を
乗
じ
て
得
た
額

す
る
も
の
を
除
く
。）
に
要
す
る
経
費
の
額
に
〇
・
五
を
乗
じ
て
得
た
額

十
六　

被
災
地
　

当
該
年
度
に
お
い
て
災
害
に
よ
り
被
害
を
受
け
た
都
道
府
県
又
は
市
町
村
の
要
請
等
に
よ

十
六　

被
災
地
　

当
該
年
度
に
お
い
て
災
害
に
よ
り
被
害
を
受
け
た
都
道
府
県
又
は
市
町
村
の
要
請
等
に
よ

域
の
応
援
等

り
行
つ
た
被
災
地
域
の
応
援
等
に
要
す
る
経
費
（
災
害
が
発
生
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に

域
の
応
援
等

り
行
つ
た
被
災
地
域
の
応
援
等
に
要
す
る
経
費
（
災
害
が
発
生
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に

に
要
す
る
経

お
い
て
当
該
年
度
に
行
つ
た
応
援
等
に
要
し
た
経
費
を
含
み
、
第
二
条
第
一
項
第
一
号
の
表

に
要
す
る
経

お
い
て
当
該
年
度
に
行
つ
た
応
援
等
に
要
し
た
経
費
を
含
み
、
第
二
条
第
一
項
第
一
号
の
表

費
が
あ
る
こ

第
四
十
四
号
に
お
い
て
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と
な
つ
た
経
費
を
除
く
。）
に
つ
い
て
、

費
が
あ
る
こ

第
四
十
四
号
に
お
い
て
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と
な
つ
た
経
費
を
除
く
。）
に
つ
い
て
、

と
。

同
号
に
規
定
す
る
算
定
方
法
に
準
じ
て
算
定
し
た
額
と
す
る
。

と
。

同
号
に
規
定
す
る
算
定
方
法
に
準
じ
て
算
定
し
た
額
と
す
る
。

十
七　

病
院
事
　

医
療
提
供
体
制
の
見
直
し
を
行
う
た
め
の
計
画
に
基
づ
く
病
院
事
業
の
機
能
分
化
・
連
携

十
七　

病
院
事
　

医
療
提
供
体
制
の
見
直
し
を
行
う
た
め
の
計
画
に
基
づ
く
病
院
事
業
の
機
能
分
化
・
連
携

業
の
機
能
分

強
化
等
の
実
施
に
伴
い
不
要
と
な
る
病
棟
そ
の
他
の
施
設
の
除
却
等
に
要
す
る
経
費
の
う
ち

業
の
機
能
分

強
化
等
の
実
施
に
伴
い
不
要
と
な
る
病
棟
そ
の
他
の
施
設
の
除
却
等
に
要
す
る
経
費
の
う
ち

化
・
連
携
強

特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
に
〇
・
五
を

化
・
連
携
強

特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
に
〇
・
五
を

化
等
の
実
施

乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

化
等
の
実
施

乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

に
伴
い
不
要

に
伴
い
不
要

と
な
る
病
棟

と
な
る
病
棟

等
施
設
の
除

等
施
設
の
除

却
等
に
要
す

却
等
に
要
す

る
経
費
が
あ

る
経
費
が
あ

る
こ
と
。

る
こ
と
。

十
八　

満
三
歳
　

次
の
算
式
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
と
す
る
。 

十
八　

満
三
歳
　

次
の
算
式
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
と
す
る
。 

児
の
私
立
幼

算
式

 

児
の
私
立
幼

算
式

 

稚
園
へ
の
入

Ａ
×

180,040
円
 

稚
園
へ
の
入

Ａ
×

173,940
円
 

園
に
係
る
私

算
式
の
符
号
 

園
に
係
る
私

算
式
の
符
号
 

立
学
校
に
対

Ａ

　

当
該
年
度
中
に
満
３
歳
に
達
す
る
こ
と
に
よ
り
私
立
幼
稚
園
に
入
園
す
る
幼
児
の
数

立
学
校
に
対

Ａ

　

当
該
年
度
中
に
満
３
歳
に
達
す
る
こ
と
に
よ
り
私
立
幼
稚
園
に
入
園
す
る
幼
児
の
数

す
る
助
成
に

と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
数

す
る
助
成
に

と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
数

要
す
る
経
費

要
す
る
経
費

が

あ

る

こ

が

あ

る

こ

と
。

と
。

十
九　

浄
化
槽
　

次
の
各
号
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
の
合
算
額
と
す
る
。 

十
九　

浄
化
槽
　

次
の
各
号
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
の
合
算
額
と
す
る
。 

設
置
整
備
事

一　

市
町
村
が
国
か
ら
補
助
金
又
は
交
付
金
の
交
付
を
受
け
て
実
施
す
る
浄
化
槽
設
置
整
備

設
置
整
備
事

一　

市
町
村
が
国
か
ら
補
助
金
又
は
交
付
金
の
交
付
を
受
け
て
実
施
す
る
浄
化
槽
設
置
整
備

業
に
要
す
る

事
業
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大

業
に
要
す
る

事
業
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大

経
費
が
あ
る

臣
が
調
査
し
た
額
に
〇
・
八
を
乗
じ
て
得
た
額 
経
費
が
あ
る

臣
が
調
査
し
た
額
に
〇
・
八
を
乗
じ
て
得
た
額 

こ
と
。

二　

市
町
村
が
国
か
ら
補
助
金
又
は
交
付
金
の
交
付
を
受
け
ず
に
単
独
事
業
と
し
て
実
施
す

こ
と
。

二　

市
町
村
が
国
か
ら
補
助
金
又
は
交
付
金
の
交
付
を
受
け
ず
に
単
独
事
業
と
し
て
実
施
す

る
浄
化
槽
設
置
整
備
事
業
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と
す
べ
き

る
浄
化
槽
設
置
整
備
事
業
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と
す
べ
き

も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
に
三
分
の
二
を
乗
じ
て
得
た
額
に
〇
・
八
を
乗
じ

も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
に
三
分
の
二
を
乗
じ
て
得
た
額
に
〇
・
八
を
乗
じ

て
得
た
額

て
得
た
額

二
十　

鉱
害
対
　

次
の
各
号
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
の
合
算
額
と
す
る
。 

二
十　

鉱
害
対
　

次
の
各
号
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
の
合
算
額
と
す
る
。 

策
に
要
す
る

一　

国
の
補
助
金
を
受
け
て
施
行
す
る
休
廃
止
鉱
山
鉱
害
防
止
工
事
、
小
規
模
公
害
防
除
対

策
に
要
す
る

一　

国
の
補
助
金
を
受
け
て
施
行
す
る
休
廃
止
鉱
山
鉱
害
防
止
工
事
、
小
規
模
公
害
防
除
対

経
費
が
あ
る

策
事
業
及
び
公
害
防
除
特
別
土
地
改
良
事
業
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定

経
費
が
あ
る

策
事
業
及
び
公
害
防
除
特
別
土
地
改
良
事
業
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定

こ
と
。

の
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
に
〇
・
八
を
乗
じ
て
得
た
額 

こ
と
。

の
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
に
〇
・
八
を
乗
じ
て
得
た
額 
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二　

国
の
補
助
金
を
受
け
て
施
行
す
る
前
号
以
外
の
鉱
害
対
策
事
業
及
び
単
独
事
業
と
し
て

二　

国
の
補
助
金
を
受
け
て
施
行
す
る
前
号
以
外
の
鉱
害
対
策
事
業
及
び
単
独
事
業
と
し
て

施
行
す
る
鉱
害
対
策
事
業
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と
す
べ
き

施
行
す
る
鉱
害
対
策
事
業
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と
す
べ
き

も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
に
〇
・
五
を
乗
じ
て
得
た
額

も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
に
〇
・
五
を
乗
じ
て
得
た
額

二
十
一　

座
礁
　

外
国
船
舶
の
座
礁
等
に
よ
り
排
出
さ
れ
た
油
（
船
舶
油
濁
等
損
害
賠
償
保
障
法
（
昭
和
五

二
十
一　

座
礁
　

外
国
船
舶
の
座
礁
等
に
よ
り
排
出
さ
れ
た
油
（
船
舶
油
濁
等
損
害
賠
償
保
障
法
（
昭
和
五

外
国
船
舶
の

十
年
法
律
第
九
十
五
号
）
第
二
条
第
六
号
に
規
定
す
る
原
油
等
の
う
ち
、
船
舶
の
運
航
の
た

外
国
船
舶
の

十
年
法
律
第
九
十
五
号
）
第
二
条
第
六
号
に
規
定
す
る
原
油
等
の
う
ち
、
船
舶
の
運
航
の
た

油
防
除
に
要

め
の
燃
料
と
し
て
用
い
ら
れ
る
も
の
に
限
る
。）
を
防
除
す
る
た
め
に
当
該
道
府
県
が
負
担
し

油
防
除
に
要

め
の
燃
料
と
し
て
用
い
ら
れ
る
も
の
に
限
る
。）
を
防
除
す
る
た
め
に
当
該
道
府
県
が
負
担
し

す
る
経
費
が

た
経
費
の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た

す
る
経
費
が

た
経
費
の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た

あ
る
こ
と
。

額
に
〇
・
五
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

あ
る
こ
と
。

額
に
〇
・
五
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

二
十
二　

家
畜
　

次
の
各
号
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
の
合
算
額
と
す
る
。 

二
十
二　

家
畜
　

次
の
各
号
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
の
合
算
額
と
す
る
。 

伝
染
病
対
策

一　

当
該
年
度
に
お
い
て
口
蹄
疫
、
伝
達
性
海
綿
状
脳
症
、
豚
熱
、
高
病
原
性
鳥
イ
ン
フ
ル

伝
染
病
対
策

一　

当
該
年
度
に
お
い
て
口
蹄
疫
、
伝
達
性
海
綿
状
脳
症
、
豚
熱
、
高
病
原
性
鳥
イ
ン
フ
ル

に
要
す
る
経

エ
ン
ザ
等
の
た
め
家
畜
伝
染
病
予
防
法
に
基
づ
き
国
の
負
担
金
又
は
補
助
金
等
を
受
け
て

に
要
す
る
経

エ
ン
ザ
等
の
た
め
家
畜
伝
染
病
予
防
法
に
基
づ
き
国
の
負
担
金
又
は
補
助
金
等
を
受
け
て

費
が
あ
る
こ

実
施
す
る
疾
病
ま
ん
延
防
止
対
策
等
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎

費
が
あ
る
こ

実
施
す
る
疾
病
ま
ん
延
防
止
対
策
等
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎

と
。

と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
か
ら
当
該
年
度
の
基
準
財
政
需
要
額
の

と
。

と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
か
ら
当
該
年
度
の
基
準
財
政
需
要
額
の

う
ち
当
該
道
府
県
が
家
畜
伝
染
病
対
策
に
要
す
る
経
費
に
相
当
す
る
額
と
し
て
総
務
大
臣

う
ち
当
該
道
府
県
が
家
畜
伝
染
病
対
策
に
要
す
る
経
費
に
相
当
す
る
額
と
し
て
総
務
大
臣

が
算
定
し
た
額
を
控
除
し
た
額
（
当
該
額
が
負
数
と
な
る
と
き
は
、
零
と
す
る
。）
に
〇
・

が
算
定
し
た
額
を
控
除
し
た
額
（
当
該
額
が
負
数
と
な
る
と
き
は
、
零
と
す
る
。）
に
〇
・

八
を
乗
じ
て
得
た
額
か
ら
第
二
条
第
一
項
第
一
号
の
表
第
三
十
九
号
一
に
よ
つ
て
算
定
し

八
を
乗
じ
て
得
た
額
か
ら
第
二
条
第
一
項
第
一
号
の
表
第
三
十
九
号
一
に
よ
つ
て
算
定
し

た
額
を
控
除
し
た
額 

た
額
を
控
除
し
た
額 

二　

当
該
年
度
に
お
い
て
口
蹄
疫
、
伝
達
性
海
綿
状
脳
症
、
豚
熱
、
高
病
原
性
鳥
イ
ン
フ
ル

二　

当
該
年
度
に
お
い
て
口
蹄
疫
、
伝
達
性
海
綿
状
脳
症
、
豚
熱
、
高
病
原
性
鳥
イ
ン
フ
ル

エ
ン
ザ
等
の
た
め
前
号
の
対
策
に
関
連
し
て
実
施
す
る
疾
病
ま
ん
延
防
止
対
策
、
風
評
被

エ
ン
ザ
等
の
た
め
前
号
の
対
策
に
関
連
し
て
実
施
す
る
疾
病
ま
ん
延
防
止
対
策
、
風
評
被

害
対
策
、
農
家
支
援
対
策
等
に
要
す
る
経
費
（
第
二
条
第
一
項
第
一
号
の
表
第
三
十
九
号

害
対
策
、
農
家
支
援
対
策
等
に
要
す
る
経
費
（
第
二
条
第
一
項
第
一
号
の
表
第
三
十
九
号

二
に
お
い
て
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と
な
つ
た
経
費
及
び
前
号
に
定
め
る
経
費
を
除

二
に
お
い
て
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と
な
つ
た
経
費
及
び
前
号
に
定
め
る
経
費
を
除

く
。
）
の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し

く
。
）
の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し

た
額
に
〇
・
五
を
乗
じ
て
得
た
額

た
額
に
〇
・
五
を
乗
じ
て
得
た
額

二
十
三　

被
災
　

前
年
度
の
一
月
一
日
か
ら
当
該
年
度
の
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
当
該
道
府
県
が
行

二
十
三　

被
災
　

前
年
度
の
一
月
一
日
か
ら
当
該
年
度
の
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
当
該
道
府
県
が
行

水
産
業
者
対

う
災
害
に
よ
る
被
害
を
受
け
た
水
産
業
者
に
対
す
る
利
子
補
給
に
要
す
る
経
費
と
し
て
総
務

水
産
業
者
対

う
災
害
に
よ
る
被
害
を
受
け
た
水
産
業
者
に
対
す
る
利
子
補
給
に
要
す
る
経
費
と
し
て
総
務

策
に
要
す
る

大
臣
が
調
査
し
た
額
に
〇
・
八
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

策
に
要
す
る

大
臣
が
調
査
し
た
額
に
〇
・
八
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

経
費
が
あ
る

経
費
が
あ
る

こ
と
。

こ
と
。

二
十
四　

災
害
　

災
害
拠
点
病
院
、
災
害
拠
点
精
神
科
病
院
又
は
救
急
告
示
病
院
が
災
害
時
に
お
け
る
救
急

二
十
四　

災
害
　

災
害
拠
点
病
院
、
災
害
拠
点
精
神
科
病
院
又
は
救
急
告
示
病
院
が
災
害
時
に
お
け
る
救
急

拠
点
病
院
等

医
療
の
た
め
に
行
う
診
療
用
具
、
診
療
材
料
、
医
薬
品
、
水
及
び
食
料
（
通
常
の
診
療
に
必

拠
点
病
院
等

医
療
の
た
め
に
行
う
診
療
用
具
、
診
療
材
料
、
医
薬
品
、
水
及
び
食
料
（
通
常
の
診
療
に
必

が
災
害
時
に

要
な
診
療
用
具
、
診
療
材
料
、
医
薬
品
、
水
及
び
食
料
を
上
回
る
も
の
に
限
る
。）
の
備
蓄
に

が
災
害
時
に

要
な
診
療
用
具
、
診
療
材
料
、
医
薬
品
、
水
及
び
食
料
を
上
回
る
も
の
に
限
る
。）
の
備
蓄
に

お
け
る
救
急

要
す
る
経
費
の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査

お
け
る
救
急

要
す
る
経
費
の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査

医
療
の
た
め

し
た
額
に
〇
・
六
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

医
療
の
た
め

し
た
額
に
〇
・
六
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

に
行
う
備
蓄

に
行
う
備
蓄

に
要
す
る
経

に
要
す
る
経

費
が
あ
る
こ

費
が
あ
る
こ

と
。

と
。

二
十
五　

病
院
　

病
院
内
保
育
所
の
運
営
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と
す
べ
き
も

二
十
五　

病
院
　

病
院
内
保
育
所
の
運
営
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と
す
べ
き
も
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内
保
育
所
の

の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
に
〇
・
六
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

内
保
育
所
の

の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
に
〇
・
六
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

運
営
に
要
す

運
営
に
要
す

る
経
費
が
あ

る
経
費
が
あ

る
こ
と
。

る
こ
と
。

二
十
六　

救
急
　

次
の
算
式
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
と
す
る
。 

二
十
六　

救
急
　

次
の
算
式
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
と
す
る
。 

医
療
用
ヘ
リ

算
式
 

医
療
用
ヘ
リ

算
式
 

コ
プ
タ
ー
の

（Ａ

×

0.
8

）－
Ｂ

 

コ
プ
タ
ー
の

（Ａ

×

0.
8

）－
Ｂ

 

運
航
等
に
要

算
式
の
符
号

 

運
航
等
に
要

算
式
の
符
号

 

す
る
経
費
が

Ａ
　
救
急
医
療
用
ヘ
リ
コ
プ
タ
－
を
用
い
た
救
急
医
療
の
確
保
に
関
す
る
特
別
措
置
法

（平

す
る
経
費
が

Ａ
　
救
急
医
療
用
ヘ
リ
コ
プ
タ
－
を
用
い
た
救
急
医
療
の
確
保
に
関
す
る
特
別
措
置
法

（平

あ
る
こ
と
。

成
1
9
年
法
律
第

1
0
3
号

）第
２
条
に
規
定
す
る
救
急
医
療
用
ヘ
リ
コ
プ
タ
－
の
運
航
等
に

あ
る
こ
と
。

成
1
9
年
法
律
第

1
0
3
号

）第
２
条
に
規
定
す
る
救
急
医
療
用
ヘ
リ
コ
プ
タ
－
の
運
航
等
に

要
す
る
経
費
の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が

要
す
る
経
費
の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が

調
査
し
た
額

 
調
査
し
た
額

 

Ｂ
　
当
該
年
度
の
基
準
財
政
需
要
額
の
う
ち
当
該
道
府
県
が
救
急
医
療
用
ヘ
リ
コ
プ
タ
－

Ｂ
　
当
該
年
度
の
基
準
財
政
需
要
額
の
う
ち
当
該
道
府
県
が
救
急
医
療
用
ヘ
リ
コ
プ
タ
－

の
運
航
等
に
要
す
る
経
費
に
相
当
す
る
額
と
し
て
総
務
大
臣
が
算
定
し
た
額

の
運
航
等
に
要
す
る
経
費
に
相
当
す
る
額
と
し
て
総
務
大
臣
が
算
定
し
た
額

二
十
七　

耐
震
　

国
の
補
助
を
受
け
て
実
施
す
る
耐
震
改
修
事
業
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算

二
十
七　

耐
震
　

国
の
補
助
を
受
け
て
実
施
す
る
耐
震
改
修
事
業
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算

改
修
事
業
に

定
の
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
に
〇
・
五
（
民
間
の
要
緊
急
安

改
修
事
業
に

定
の
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
に
〇
・
五
（
民
間
の
要
緊
急
安

要
す
る
経
費

全
確
認
大
規
模
建
築
物
（
建
築
物
の
耐
震
改
修
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
七
年
法
律
第

要
す
る
経
費

全
確
認
大
規
模
建
築
物
（
建
築
物
の
耐
震
改
修
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
七
年
法
律
第

が

あ

る

こ

百
二
十
三
号
）附
則
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
要
緊
急
安
全
確
認
大
規
模
建
築
物
を
い
う
。）

が

あ

る

こ

百
二
十
三
号
）附
則
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
要
緊
急
安
全
確
認
大
規
模
建
築
物
を
い
う
。）

と
。

の
う
ち
防
災
拠
点
と
し
て
道
府
県
が
指
定
し
た
も
の
に
対
す
る
耐
震
改
修
に
要
す
る
経
費
に

と
。

の
う
ち
防
災
拠
点
と
し
て
道
府
県
が
指
定
し
た
も
の
に
対
す
る
耐
震
改
修
に
要
す
る
経
費
に

あ
つ
て
は
〇
・
七
）
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

あ
つ
て
は
〇
・
七
）
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

二
十
八　

ア
ス
　

国
の
補
助
を
受
け
て
実
施
す
る
ア
ス
ベ
ス
ト
改
修
事
業
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
特
別
交
付

二
十
八　

ア
ス
　

国
の
補
助
を
受
け
て
実
施
す
る
ア
ス
ベ
ス
ト
改
修
事
業
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
特
別
交
付

ベ
ス
ト
改
修

税
の
算
定
の
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
に
〇
・
五
を
乗
じ
て
得

ベ
ス
ト
改
修

税
の
算
定
の
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
に
〇
・
五
を
乗
じ
て
得

事
業
に
要
す

た
額
と
す
る
。

事
業
に
要
す

た
額
と
す
る
。

る
経
費
が
あ

る
経
費
が
あ

る
こ
と
。

る
こ
と
。

二
十
九　

集
落
　

集
落
支
援
員
の
設
置
、
集
落
の
現
状
把
握
そ
の
他
の
集
落
に
つ
い
て
の
点
検
及
び
集
落
の

二
十
九　

集
落
　

集
落
支
援
員
の
設
置
、
集
落
の
現
状
把
握
そ
の
他
の
集
落
に
つ
い
て
の
点
検
及
び
集
落
の

対
策
に
要
す

あ
り
方
そ
の
他
の
事
項
に
つ
い
て
検
討
を
行
う
た
め
の
話
し
合
い
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
、

対
策
に
要
す

あ
り
方
そ
の
他
の
事
項
に
つ
い
て
検
討
を
行
う
た
め
の
話
し
合
い
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
、

る
経
費
が
あ

特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
と
す
る
。

る
経
費
が
あ

特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
と
す
る
。

る
こ
と
。

る
こ
と
。

三
十　

携
帯
電
　

国
の
補
助
金
を
受
け
て
実
施
す
る
携
帯
電
話
等
エ
リ
ア
整
備
事
業
に
要
す
る
経
費
の
う
ち

三
十　

携
帯
電
　

国
の
補
助
金
を
受
け
て
実
施
す
る
携
帯
電
話
等
エ
リ
ア
整
備
事
業
に
要
す
る
経
費
の
う
ち

話
等
エ
リ
ア

特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
又
は
当
該
事

話
等
エ
リ
ア

特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
又
は
当
該
事

整
備
事
業
に

業
に
係
る
標
準
的
な
経
費
と
し
て
総
務
大
臣
が
算
定
し
た
額
の
う
ち
い
ず
れ
か
少
な
い
額
に

整
備
事
業
に

業
に
係
る
標
準
的
な
経
費
と
し
て
総
務
大
臣
が
算
定
し
た
額
の
う
ち
い
ず
れ
か
少
な
い
額
に

要
す
る
経
費

〇
・
五
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

要
す
る
経
費

〇
・
五
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

が

あ

る

こ

が

あ

る

こ

と
。

と
。

三
十
一　

地
域
　

次
の
各
号
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
の
合
算
額
と
す
る
。 

三
十
一　

地
域
　

次
の
各
号
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
の
合
算
額
と
す
る
。 

お
こ
し
協
力

一　

地
域
お
こ
し
協
力
隊
員
の
設
置
及
び
地
域
お
こ
し
協
力
隊
員
が
行
う
地
域
協
力
活
動
並

お
こ
し
協
力

一　

地
域
お
こ
し
協
力
隊
員
の
設
置
及
び
地
域
お
こ
し
協
力
隊
員
が
行
う
地
域
協
力
活
動
並

隊
員
の
設
置

び
に
地
域
お
こ
し
協
力
隊
員
等
に
よ
る
起
業
又
は
事
業
承
継
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
特
別
交

隊
員
の
設
置

び
に
地
域
お
こ
し
協
力
隊
員
等
に
よ
る
起
業
又
は
事
業
承
継
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
特
別
交
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等
に
要
す
る

付
税
の
算
定
の
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額 

等
に
要
す
る

付
税
の
算
定
の
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額 

経
費
が
あ
る

二　

地
域
お
こ
し
協
力
隊
員
と
し
て
の
任
期
を
終
了
し
た
者
が
定
住
す
る
た
め
の
空
き
家
の

経
費
が
あ
る

二　

地
域
お
こ
し
協
力
隊
員
と
し
て
の
任
期
を
終
了
し
た
者
が
定
住
す
る
た
め
の
空
き
家
の

こ
と
。

改
修
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣

こ
と
。

改
修
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣

が
調
査
し
た
額
に
〇
・
五
を
乗
じ
て
得
た
額

が
調
査
し
た
額
に
〇
・
五
を
乗
じ
て
得
た
額

三
十
二　

指
定
　

指
定
暴
力
団
対
策
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と

三
十
二　

指
定
　

指
定
暴
力
団
対
策
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と

暴
力
団
対
策

し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
に
〇
・
五
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

暴
力
団
対
策

し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
に
〇
・
五
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

に
要
す
る
経

に
要
す
る
経

費
が
あ
る
こ

費
が
あ
る
こ

と
。

と
。

三
十
三　

コ
イ
　

次
の
各
号
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
の
合
算
額
と
す
る
。 

三
十
三　

コ
イ
　

次
の
各
号
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
の
合
算
額
と
す
る
。 

ヘ
ル
ペ
ス
ウ

一　

当
該
年
度
に
お
い
て
コ
イ
ヘ
ル
ペ
ス
ウ
イ
ル
ス
病
の
た
め
持
続
的
養
殖
生
産
確
保
法
に

ヘ
ル
ペ
ス
ウ

一　

当
該
年
度
に
お
い
て
コ
イ
ヘ
ル
ペ
ス
ウ
イ
ル
ス
病
の
た
め
持
続
的
養
殖
生
産
確
保
法
に

イ
ル
ス
病
対

基
づ
き
国
の
補
助
金
等
を
受
け
て
実
施
す
る
疾
病
ま
ん
延
防
止
対
策
等
に
要
す
る
経
費
（
第

イ
ル
ス
病
対

基
づ
き
国
の
補
助
金
等
を
受
け
て
実
施
す
る
疾
病
ま
ん
延
防
止
対
策
等
に
要
す
る
経
費
（
第

策
に
要
す
る

二
条
第
一
項
第
一
号
の
表
第
四
十
号
一
に
お
い
て
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と
な
つ
た

策
に
要
す
る

二
条
第
一
項
第
一
号
の
表
第
四
十
号
一
に
お
い
て
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と
な
つ
た

経
費
が
あ
る

経
費
を
除
く
。
）
の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣

経
費
が
あ
る

経
費
を
除
く
。
）
の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣

こ
と
。

が
調
査
し
た
額
に
〇
・
八
を
乗
じ
て
得
た
額 

こ
と
。

が
調
査
し
た
額
に
〇
・
八
を
乗
じ
て
得
た
額 

二　

当
該
年
度
に
お
い
て
コ
イ
ヘ
ル
ペ
ス
ウ
イ
ル
ス
病
の
た
め
前
号
の
対
策
に
関
連
し
て
実

二　

当
該
年
度
に
お
い
て
コ
イ
ヘ
ル
ペ
ス
ウ
イ
ル
ス
病
の
た
め
前
号
の
対
策
に
関
連
し
て
実

施
す
る
疾
病
ま
ん
延
防
止
対
策
、
風
評
被
害
対
策
、
養
殖
業
者
支
援
対
策
等
に
要
す
る
経

施
す
る
疾
病
ま
ん
延
防
止
対
策
、
風
評
被
害
対
策
、
養
殖
業
者
支
援
対
策
等
に
要
す
る
経

費
（
第
二
条
第
一
項
第
一
号
の
表
第
四
十
号
二
に
お
い
て
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と

費
（
第
二
条
第
一
項
第
一
号
の
表
第
四
十
号
二
に
お
い
て
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と

な
つ
た
経
費
及
び
前
号
に
定
め
る
経
費
を
除
く
。
）
の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎

な
つ
た
経
費
及
び
前
号
に
定
め
る
経
費
を
除
く
。
）
の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎

と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
に
〇
・
五
を
乗
じ
て
得
た
額

と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
に
〇
・
五
を
乗
じ
て
得
た
額

三
十
四　

赤
潮
　

当
該
年
度
に
お
い
て
赤
潮
対
策
に
要
す
る
経
費
（
第
二
条
第
一
項
第
一
号
の
表
第
四
十
一

三
十
四　

赤
潮
　

当
該
年
度
に
お
い
て
赤
潮
対
策
に
要
す
る
経
費
（
第
二
条
第
一
項
第
一
号
の
表
第
四
十
一

対
策
に
要
す

号
に
お
い
て
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と
な
つ
た
経
費
を
除
く
。）
の
う
ち
特
別
交
付
税
の

対
策
に
要
す

号
に
お
い
て
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と
な
つ
た
経
費
を
除
く
。）
の
う
ち
特
別
交
付
税
の

る
経
費
が
あ

算
定
の
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
に
〇
・
五
を
乗
じ
て
得
た
額

る
経
費
が
あ

算
定
の
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
に
〇
・
五
を
乗
じ
て
得
た
額

る
こ
と
。

と
す
る
。

る
こ
と
。

と
す
る
。

三
十
五　

不
発
　

次
の
各
号
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
の
合
算
額
と
す
る
。 

三
十
五　

不
発
　

次
の
各
号
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
の
合
算
額
と
す
る
。 

弾
等
の
処
理

一　

不
発
弾
等
の
処
理
等
の
た
め
に
国
の
補
助
金
等
を
受
け
て
行
う
事
業
に
要
す
る
経
費
の

弾
等
の
処
理

一　

不
発
弾
等
の
処
理
の
た
め
に
国
が
交
付
す
る
交
付
金
（
次
号
に
お
い
て
「
不
発
弾
等
処

等
に
要
す
る

う
ち
当
該
道
府
県
が
負
担
す
べ
き
額 

に
要
す
る
経

理
交
付
金
」
と
い
う
。
）
を
受
け
て
行
う
事
業
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
当
該
道
府
県
が
負

経
費
が
あ
る

費
が
あ
る
こ

担
す
べ
き
額

こ
と
。

二　

不
発
弾
等
の
処
理
等
の
た
め
に
行
う
事
業
（
国
の
補
助
金
等
を
受
け
て
行
う
も
の
を
除

と
。

二　

不
発
弾
等
の
処
理
事
業
（
不
発
弾
等
処
理
交
付
金
を
受
け
て
行
う
も
の
を
除
く
。）
に
要

く
。）
に
要
す
る
経
費
の
額
に
〇
・
五
を
乗
じ
て
得
た
額

す
る
経
費
の
額
に
〇
・
五
を
乗
じ
て
得
た
額

三
十
六　

地
す
　

国
の
負
担
金
又
は
補
助
金
等
を
受
け
て
行
う
地
す
べ
り
対
策
事
業
に
要
す
る
経
費
の
う
ち

三
十
六　

地
す
　

国
の
負
担
金
又
は
補
助
金
等
を
受
け
て
行
う
地
す
べ
り
対
策
事
業
に
要
す
る
経
費
の
う
ち

べ
り
対
策
に

特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
か
ら
当
該
年

べ
り
対
策
に

特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
か
ら
当
該
年

要
す
る
経
費

度
の
基
準
財
政
需
要
額
の
う
ち
当
該
道
府
県
が
地
す
べ
り
対
策
事
業
に
要
す
る
経
費
に
相
当

要
す
る
経
費

度
の
基
準
財
政
需
要
額
の
う
ち
当
該
道
府
県
が
地
す
べ
り
対
策
事
業
に
要
す
る
経
費
に
相
当

が

あ

る

こ

す
る
額
と
し
て
総
務
大
臣
が
算
定
し
た
額
を
控
除
し
て
得
た
額
（
当
該
額
が
負
数
と
な
る
と

が

あ

る

こ

す
る
額
と
し
て
総
務
大
臣
が
算
定
し
た
額
を
控
除
し
て
得
た
額
（
当
該
額
が
負
数
と
な
る
と

と
。

き
は
、
零
と
す
る
。）
に
〇
・
五
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

と
。

き
は
、
零
と
す
る
。）
に
〇
・
五
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

三
十
七　

傷
病
　

消
防
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
八
十
六
号
）
第
三
十
五
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
基

三
十
七　

傷
病
　

消
防
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
八
十
六
号
）
第
三
十
五
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
基

者
の
搬
送
・

づ
き
都
道
府
県
が
定
め
た
傷
病
者
の
搬
送
及
び
傷
病
者
の
受
入
れ
の
実
施
に
関
す
る
基
準
に

者
の
搬
送
・

づ
き
都
道
府
県
が
定
め
た
傷
病
者
の
搬
送
及
び
傷
病
者
の
受
入
れ
の
実
施
に
関
す
る
基
準
に

受
入
れ
に
係

掲
載
さ
れ
て
い
る
医
療
機
関
（
救
急
病
院
等
を
定
め
る
省
令
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
さ

受
入
れ
に
係

掲
載
さ
れ
て
い
る
医
療
機
関
（
救
急
病
院
等
を
定
め
る
省
令
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
さ
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る
実
施
基
準

れ
た
も
の
で
あ
つ
て
総
務
大
臣
が
認
め
た
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
号
及
び
次
条
第
一
項
第

る
実
施
基
準

れ
た
も
の
で
あ
つ
て
総
務
大
臣
が
認
め
た
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
号
及
び
次
条
第
一
項
第

掲
載
医
療
機

三
号
イ
の
表
第
三
十
号
に
お
い
て
「
実
施
基
準
掲
載
医
療
機
関
」
と
い
う
。）
に
対
す
る
助
成

掲
載
医
療
機

三
号
イ
の
表
第
三
十
号
に
お
い
て
「
実
施
基
準
掲
載
医
療
機
関
」
と
い
う
。）
に
対
す
る
助
成

関
に
対
す
る

を
行
う
道
府
県
に
つ
い
て
、
次
の
算
式
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
（
複
数
の
実
施
基
準
掲
載
医

関
に
対
す
る

を
行
う
道
府
県
に
つ
い
て
、
次
の
算
式
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
（
複
数
の
実
施
基
準
掲
載
医

助
成
に
要
す

療
機
関
に
助
成
を
行
う
道
府
県
に
あ
つ
て
は
、
医
療
機
関
ご
と
に
次
の
算
式
に
よ
つ
て
算
定

助
成
に
要
す

療
機
関
に
助
成
を
行
う
道
府
県
に
あ
つ
て
は
、
医
療
機
関
ご
と
に
次
の
算
式
に
よ
つ
て
算
定

る
経
費
が
あ

し
た
額
の
合
算
額
）
と
す
る
。

る
経
費
が
あ

し
た
額
の
合
算
額
）
と
す
る
。

る
こ
と
。

算
式

る
こ
と
。

算
式

Ａ

×

α
Ａ

×

α

算
式
の
符
号

算
式
の
符
号

Ａ
実
施
基
準
掲
載
医
療
機
関
に
対
す
る
助
成
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算

Ａ
実
施
基
準
掲
載
医
療
機
関
に
対
す
る
助
成
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算

定
の
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
又
は
実
施
基
準
掲
載
医
療

定
の
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
又
は
実
施
基
準
掲
載
医
療

機
関
が
当
該
年
度
に
お
い
て
救
急
搬
送
に
よ
り
受
け
入
れ
た
傷
病
者
数
と
し
て
総
務
大

機
関
が
当
該
年
度
に
お
い
て
救
急
搬
送
に
よ
り
受
け
入
れ
た
傷
病
者
数
と
し
て
総
務
大

臣
が
調
査
し
た
数
に

1
3
,
0
0
0
円
を
乗
じ
て
得
た
額
の
う
ち
い
ず
れ
か
少
な
い
額

（当
該

臣
が
調
査
し
た
数
に

1
3
,
0
0
0
円
を
乗
じ
て
得
た
額
の
う
ち
い
ず
れ
か
少
な
い
額

（当
該

額
が

1
0,

0
0
0,

0
0
0
円
を
超
え
る
と
き
は

1
0,

0
0
0,

0
0
0
円
と
す
る

。

）（同
一
の
実
施
基

額
が
1
0,
0
0
0,
0
0
0
円
を
超
え
る
と
き
は

1
0,

0
0
0,
0
0
0
円
と
す
る

。

）（同
一
の
実
施
基

、
、

準
掲
載
医
療
機
関
に
対
し
て
複
数
の
道
府
県
が
助
成
を
行
つ
て
い
る
場
合
に
お
い
て
は

準
掲
載
医
療
機
関
に
対
し
て
複
数
の
道
府
県
が
助
成
を
行
つ
て
い
る
場
合
に
お
い
て
は

当
該
道
府
県
の
助
成
の
額
で
按
分
し
て
得
た
額
と
す
る

。

）

当
該
道
府
県
の
助
成
の
額
で
按
分
し
て
得
た
額
と
す
る

。

）

、
、

α
　
１
か
ら
財
政
力
指
数

（小
数
点
以
下
２
位
未
満
は

四
捨
五
入
す
る

。

）を
２
で
除

α
　
１
か
ら
財
政
力
指
数

（小
数
点
以
下
２
位
未
満
は

四
捨
五
入
す
る

。

）を
２
で
除

、
、

し
て
得
た
数
を
控
除
し
て
得
た
数

（た
だ
し

0
.
5未
満
の
場
合
は

0
.
5

0
.
8
を
超
え
る

し
て
得
た
数
を
控
除
し
て
得
た
数

（た
だ
し

0
.
5未
満
の
場
合
は

0
.
5

0
.
8
を
超
え
る

、
、

、
、

場
合
は

0.8
と
す
る

。

）

場
合
は

0.8
と
す
る

。

）

三
十
八　

災
害
　

当
該
年
度
に
お
い
て
災
害
復
旧
等
に
従
事
さ
せ
る
た
め
地
方
自
治
法
第
二
百
五
十
二
条
の

三
十
八　

災
害
　

当
該
年
度
に
お
い
て
災
害
復
旧
等
に
従
事
さ
せ
る
た
め
地
方
自
治
法
第
二
百
五
十
二
条
の

対
応
に
係
る

十
七
の
規
定
に
よ
り
職
員
の
派
遣
を
受
け
た
道
府
県
に
つ
い
て
、
当
該
受
入
れ
に
要
す
る
経

対
応
に
係
る

十
七
の
規
定
に
よ
り
職
員
の
派
遣
を
受
け
た
道
府
県
に
つ
い
て
、
当
該
受
入
れ
に
要
す
る
経

職
員
派
遣
の

費
（
第
二
条
第
一
項
第
一
号
の
表
第
五
十
一
号
に
お
い
て
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と
な

職
員
派
遣
の

費
（
第
二
条
第
一
項
第
一
号
の
表
第
五
十
一
号
に
お
い
て
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と
な

受
入
れ
に
要

つ
た
経
費
を
除
く
。）と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
に
〇
・
八
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

受
入
れ
に
要

つ
た
経
費
を
除
く
。）と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
に
〇
・
八
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

す
る
経
費
が

す
る
経
費
が

あ
る
こ
と
。

あ
る
こ
と
。

三
十
九　

文
化
　

文
化
財
保
護
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
文
化
財
及
び
同
法
第
百
八
十
二
条
の
規
定
に

三
十
九　

文
化
　

文
化
財
保
護
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
文
化
財
及
び
同
法
第
百
八
十
二
条
の
規
定
に

財
の
災
害
復

基
づ
く
条
例
に
よ
り
指
定
又
は
登
録
さ
れ
た
文
化
財
の
災
害
復
旧
に
要
す
る
経
費
と
し
て
総

財
の
災
害
復

基
づ
く
条
例
に
よ
り
指
定
又
は
登
録
さ
れ
た
文
化
財
の
災
害
復
旧
に
要
す
る
経
費
と
し
て
総

旧
に
要
す
る

務
大
臣
が
調
査
し
た
額
に
〇
・
八
を
乗
じ
て
得
た
額
か
ら
第
二
条
第
一
項
第
一
号
の
表
第
五

旧
に
要
す
る

務
大
臣
が
調
査
し
た
額
に
〇
・
八
を
乗
じ
て
得
た
額
か
ら
第
二
条
第
一
項
第
一
号
の
表
第
五

経
費
が
あ
る

十
二
号
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
を
控
除
し
た
額
と
す
る
。

経
費
が
あ
る

十
二
号
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
を
控
除
し
た
額
と
す
る
。

こ
と
。

こ
と
。

四
十　

離
島
高
　

国
の
補
助
金
を
受
け
て
施
行
す
る
離
島
高
校
生
修
学
支
援
事
業
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
特

四
十　

離
島
高
　

国
の
補
助
金
を
受
け
て
施
行
す
る
離
島
高
校
生
修
学
支
援
事
業
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
特

校
生
修
学
支

別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
に
〇
・
八
を
乗

校
生
修
学
支

別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
に
〇
・
八
を
乗

援
事
業
に
要

じ
て
得
た
額
と
す
る
。

援
事
業
に
要

じ
て
得
た
額
と
す
る
。

す
る
経
費
が

す
る
経
費
が

あ
る
こ
と
。

あ
る
こ
と
。

四
十
一　

私
立
　

次
の
各
号
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
の
う
ち
、
い
ず
れ
か
少
な
い
額
と
す
る
。

四
十
一　

私
立
　

次
の
各
号
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
の
う
ち
、
い
ず
れ
か
少
な
い
額
と
す
る
。

専
修
学
校
高

一　

次
の
算
式
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額

専
修
学
校
高

一　

次
の
算
式
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額

等
課
程
の
授

算
式

等
課
程
の
授

算
式

業
料
軽
減
を

Ａ

×

12
,80

0円

業
料
軽
減
を

Ａ

×

12
,80

0円
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含
め
た
支
援

算
式
の
符
号
 

含
め
た
支
援

算
式
の
符
号
 

に
要
す
る
経

Ａ
　
学
校
基
本
調
査
規
則
に
よ
つ
て
調
査
し
た
当
該
年
度
の
５
月
１
日
現
在
に
お
け
る

に
要
す
る
経

Ａ
　
学
校
基
本
調
査
規
則
に
よ
つ
て
調
査
し
た
当
該
年
度
の
５
月
１
日
現
在
に
お
け
る

費
が
あ
る
こ

当
該
道
府
県
の
区
域
内
の
私
立
専
修
学
校
高
等
課
程
に
在
学
す
る
生
徒
の
数

 

費
が
あ
る
こ

当
該
道
府
県
の
区
域
内
の
私
立
専
修
学
校
高
等
課
程
に
在
学
す
る
生
徒
の
数
 

と
。

二　

私
立
専
修
学
校
高
等
課
程
に
お
い
て
、
地
域
の
実
情
に
応
じ
て
、
低
所
得
者
等
に
対
す

と
。

二　

私
立
専
修
学
校
高
等
課
程
に
お
い
て
、
地
域
の
実
情
に
応
じ
て
、
低
所
得
者
等
に
対
す

る
授
業
料
軽
減
を
含
め
た
支
援
に
要
す
る
経
費
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
に
〇
・

る
授
業
料
軽
減
を
含
め
た
支
援
に
要
す
る
経
費
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
に
〇
・

五
を
乗
じ
て
得
た
額

五
を
乗
じ
て
得
た
額

四
十
二　

分
娩
　

離
島
振
興
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
七
十
二
号
）
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
指

四
十
二　

分
娩
　

離
島
振
興
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
七
十
二
号
）
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
指

医
療
機
関
の

定
さ
れ
た
離
島
振
興
対
策
実
施
地
域
、
奄
美
群
島
振
興
開
発
特
別
措
置
法
（
昭
和
二
十
九
年

医
療
機
関
の

定
さ
れ
た
離
島
振
興
対
策
実
施
地
域
、
奄
美
群
島
振
興
開
発
特
別
措
置
法
（
昭
和
二
十
九
年

な
い
離
島
に

法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
一
条
に
規
定
す
る
奄
美
群
島
、
小
笠
原
諸
島
振
興
開
発
特
別
措
置

な
い
離
島
に

法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
一
条
に
規
定
す
る
奄
美
群
島
、
小
笠
原
諸
島
振
興
開
発
特
別
措
置

お
け
る
妊
婦

法
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
七
十
九
号
）
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
小
笠
原
諸
島
又
は
沖

お
け
る
妊
婦

法
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
七
十
九
号
）
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
小
笠
原
諸
島
又
は
沖

の
健
康
診
査

縄
振
興
特
別
措
置
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
十
四
号
）
第
三
条
第
一
号
に
規
定
す
る
沖
縄
（
以

の
健
康
診
査

縄
振
興
特
別
措
置
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
十
四
号
）
第
三
条
第
一
号
に
規
定
す
る
沖
縄
（
以

及
び
分
娩
の

下
「
離
島
地
域
」
と
い
う
。）
の
う
ち
、
分
娩
医
療
機
関
の
な
い
地
域
に
お
け
る
妊
婦
に
つ
い

及
び
分
娩
の

下
「
離
島
地
域
」
と
い
う
。）
の
う
ち
、
分
娩
医
療
機
関
の
な
い
地
域
に
お
け
る
妊
婦
に
つ
い

支
援
に
要
す

て
、
当
該
道
府
県
が
地
方
単
独
事
業
と
し
て
行
う
健
康
診
査
及
び
分
娩
の
支
援
に
要
す
る
経

支
援
に
要
す

て
、
当
該
道
府
県
が
地
方
単
独
事
業
と
し
て
行
う
健
康
診
査
及
び
分
娩
の
支
援
に
要
す
る
経

る
経
費
が
あ

費
の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
に

る
経
費
が
あ

費
の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
に

る
こ
と
。

〇
・
八
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

る
こ
と
。

〇
・
八
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

四
十
三　

地
域
　

地
域
住
民
の
生
活
に
必
要
な
輸
送
の
需
要
に
応
ず
る
鉄
道
又
は
軌
道
に
係
る
事
業
を
営
む

四
十
三　

地
域
　

地
域
住
民
の
生
活
に
必
要
な
輸
送
の
需
要
に
応
ず
る
鉄
道
又
は
軌
道
に
係
る
事
業
を
営
む

鉄
道
支
援
に

者
が
行
う
施
設
整
備
へ
の
補
助
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と
す
べ

鉄
道
支
援
に

者
が
行
う
施
設
整
備
へ
の
補
助
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と
す
べ

要
す
る
経
費

き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
に
〇
・
三
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

要
す
る
経
費

き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
に
〇
・
三
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

が

あ

る

こ

が

あ

る

こ

と
。

と
。

四
十
四　

渇
水
　

次
の
各
号
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
の
合
算
額
と
す
る
。 

四
十
四　

渇
水
　

次
の
各
号
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
の
合
算
額
と
す
る
。 

対
策
に
要
す

一　

渇
水
対
策
と
し
て
当
該
年
度
に
お
い
て
一
般
会
計
か
ら
上
水
道
事
業
特
別
会
計
又
は
簡

対
策
に
要
す

一　

渇
水
対
策
と
し
て
当
該
年
度
に
お
い
て
一
般
会
計
か
ら
上
水
道
事
業
特
別
会
計
又
は
簡

る
経
費
が
あ

易
水
道
事
業
特
別
会
計
に
繰
り
入
れ
た
額
の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と
す
べ
き

る
経
費
が
あ

易
水
道
事
業
特
別
会
計
に
繰
り
入
れ
た
額
の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と
す
べ
き

る
こ
と
。

も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
に
〇
・
五
を
乗
じ
て
得
た
額 

る
こ
と
。

も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
に
〇
・
五
を
乗
じ
て
得
た
額 

二　

渇
水
対
策
と
し
て
当
該
年
度
に
お
い
て
実
施
す
る
井
戸
掘
削
工
事
、
配
管
工
事
等
に
要

二　

渇
水
対
策
と
し
て
当
該
年
度
に
お
い
て
実
施
す
る
井
戸
掘
削
工
事
、
配
管
工
事
等
に
要

す
る
経
費
の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査

す
る
経
費
の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査

し
た
額
に
〇
・
五
を
乗
じ
て
得
た
額 

し
た
額
に
〇
・
五
を
乗
じ
て
得
た
額 

三　

渇
水
対
策
と
し
て
当
該
年
度
に
お
い
て
実
施
す
る
広
報
活
動
、
給
水
事
業
等
に
要
す
る

三　

渇
水
対
策
と
し
て
当
該
年
度
に
お
い
て
実
施
す
る
広
報
活
動
、
給
水
事
業
等
に
要
す
る

経
費
の
う
ち
総
務
大
臣
が
必
要
と
認
め
た
経
費
に
〇
・
八
を
乗
じ
て
得
た
額

経
費
の
う
ち
総
務
大
臣
が
必
要
と
認
め
た
経
費
に
〇
・
八
を
乗
じ
て
得
た
額

四
十
五　

被
災
　

当
該
年
度
に
お
い
て
、
国
の
補
助
金
を
受
け
て
被
災
者
生
活
再
建
支
援
金
の
支
給
を
行
う

四
十
五　

被
災
　

当
該
年
度
に
お
い
て
、
国
の
補
助
金
を
受
け
て
被
災
者
生
活
再
建
支
援
金
の
支
給
を
行
う

者
生
活
再
建

道
府
県
及
び
同
一
災
害
に
よ
る
被
災
世
帯
を
有
す
る
道
府
県
が
当
該
補
助
金
の
対
象
と
な
ら

者
生
活
再
建

道
府
県
及
び
同
一
災
害
に
よ
る
被
災
世
帯
を
有
す
る
道
府
県
が
当
該
補
助
金
の
対
象
と
な
ら

支
援
金
の
支

な
い
世
帯
の
世
帯
主
に
対
し
て
支
給
す
る
支
給
金
の
額
の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎

支
援
金
の
支

な
い
世
帯
の
世
帯
主
に
対
し
て
支
給
す
る
支
給
金
の
額
の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎

給
に
要
す
る

と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
に
〇
・
五
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

給
に
要
す
る

と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
に
〇
・
五
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

経
費
が
あ
る

経
費
が
あ
る

こ
と
。

こ
と
。

四
十
六　

新
型
　

新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
予
防
接
種
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と

四
十
六　

新
型
　

新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
予
防
接
種
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と

イ
ン
フ
ル
エ

す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
に
〇
・
八
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

イ
ン
フ
ル
エ

す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
に
〇
・
八
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

ン
ザ
予
防
接

ン
ザ
予
防
接
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種
に
要
す
る

種
に
要
す
る

経
費
が
あ
る

経
費
が
あ
る

こ
と
。

こ
と
。

四
十
七　

ラ
ジ
　

国
の
補
助
金
を
受
け
て
実
施
す
る
民
放
ラ
ジ
オ
難
聴
解
消
支
援
事
業
に
要
す
る
経
費
の
う

四
十
七　

ラ
ジ
　

国
の
補
助
金
を
受
け
て
実
施
す
る
民
放
ラ
ジ
オ
難
聴
解
消
支
援
事
業
に
要
す
る
経
費
の
う

オ
難
聴
解
消

ち
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
又
は
当
該

オ
難
聴
解
消

ち
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
又
は
当
該

対
策
に
要
す

事
業
に
係
る
標
準
的
な
経
費
と
し
て
総
務
大
臣
が
算
定
し
た
額
の
い
ず
れ
か
少
な
い
額
に

対
策
に
要
す

事
業
に
係
る
標
準
的
な
経
費
と
し
て
総
務
大
臣
が
算
定
し
た
額
の
い
ず
れ
か
少
な
い
額
に

る
経
費
が
あ

〇
・
五
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

る
経
費
が
あ

〇
・
五
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

る
こ
と
。

る
こ
と
。

四
十
八　

分
散
　

分
散
型
エ
ネ
ル
ギ
ー
イ
ン
フ
ラ
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
導
入
の
可
能
性
に
関
す
る
調
査
及
び
地

四
十
八　

分
散
　

分
散
型
エ
ネ
ル
ギ
ー
イ
ン
フ
ラ
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
導
入
の
可
能
性
に
関
す
る
調
査
及
び
地

型

エ

ネ

ル

域
の
特
性
を
生
か
し
た
エ
ネ
ル
ギ
ー
事
業
導
入
計
画
の
策
定
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
特
別
交

型

エ

ネ

ル

域
の
特
性
を
生
か
し
た
エ
ネ
ル
ギ
ー
事
業
導
入
計
画
の
策
定
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
特
別
交

ギ
ー
イ
ン
フ

付
税
の
算
定
の
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
に
〇
・
八
を
乗
じ
て

ギ
ー
イ
ン
フ

付
税
の
算
定
の
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
に
〇
・
八
を
乗
じ
て

ラ
プ
ロ
ジ
ェ

得
た
額
と
す
る
。

ラ
プ
ロ
ジ
ェ

得
た
額
と
す
る
。

ク
ト
の
推
進

ク
ト
の
推
進

に
要
す
る
経

に
要
す
る
経

費
が
あ
る
こ

費
が
あ
る
こ

と
。

と
。

四
十
九　

多
面 

　

農
業
の
有
す
る
多
面
的
機
能
の
発
揮
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
七

四
十
九　

多
面
　

農
業
の
有
す
る
多
面
的
機
能
の
発
揮
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
七

的
機
能
支
払

十
八
号
）
第
九
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
い
て
行
う
多
面
的
機
能
支
払
及
び
環
境
保
全
型
農

的
機
能
支
払

十
八
号
）
第
九
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
い
て
行
う
多
面
的
機
能
支
払
及
び
環
境
保
全
型
農

及
び
環
境
保

業
直
接
支
払
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総

及
び
環
境
保

業
直
接
支
払
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総

全
型
農
業
直

務
大
臣
が
調
査
し
た
額
か
ら
当
該
年
度
の
基
準
財
政
需
要
額
の
算
定
に
用
い
た
農
業
行
政
費

全
型
農
業
直

務
大
臣
が
調
査
し
た
額
か
ら
当
該
年
度
の
基
準
財
政
需
要
額
の
算
定
に
用
い
た
農
業
行
政
費

接
支
払
に
要

に
係
る
補
正
後
の
数
値
に
一
一
七
、
〇
〇
〇
円
を
乗
じ
て
得
た
額
を
控
除
し
た
額
（
当
該
額

接
支
払
に
要

に
係
る
補
正
後
の
数
値
に
一
一
六
、
〇
〇
〇
円
を
乗
じ
て
得
た
額
を
控
除
し
た
額
（
当
該
額

す
る
経
費
が

が
負
数
と
な
る
と
き
は
、
零
と
す
る
。）
に
〇
・
四
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

す
る
経
費
が

が
負
数
と
な
る
と
き
は
、
零
と
す
る
。）
に
〇
・
四
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

あ
る
こ
と
。

あ
る
こ
と
。

五
十　

奄
美
群
　

国
の
補
助
金
を
受
け
て
実
施
す
る
奄
美
群
島
振
興
開
発
特
別
措
置
法
第
八
条
に
規
定
す
る

五
十　

奄
美
群
　

国
の
補
助
金
を
受
け
て
実
施
す
る
奄
美
群
島
振
興
開
発
特
別
措
置
法
第
八
条
に
規
定
す
る

島
振
興
に
要

交
付
金
事
業
計
画
に
基
づ
く
事
業
（
非
公
共
事
業
の
う
ち
地
方
債
を
起
こ
す
こ
と
が
で
き
な

島
振
興
に
要

交
付
金
事
業
計
画
に
基
づ
く
事
業
（
非
公
共
事
業
の
う
ち
地
方
債
を
起
こ
す
こ
と
が
で
き
な

す
る
経
費
が

い
も
の
に
限
る
。）
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
、
当
該
年
度
に
お
い
て
当
該
道
府
県
が
負
担
す
べ

す
る
経
費
が

い
も
の
に
限
る
。）
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
、
当
該
年
度
に
お
い
て
当
該
道
府
県
が
負
担
す
べ

あ
る
こ
と
。

き
額
に
〇
・
五
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

あ
る
こ
と
。

き
額
に
〇
・
五
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

五
十
一　

高
齢
　

次
の
算
式
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
と
す
る
。 

五
十
一　

高
齢
　

次
の
算
式
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
と
す
る
。 

者
等
の
雪
下

算
式

 

者
等
の
雪
下

算
式

 

ろ
し
支
援
に

（Ａ
＋
Ｂ

×

0.8

）×

0.8
 

ろ
し
支
援
に

（Ａ
＋
Ｂ

×

0.8

）×

0.8
 

要
す
る
経
費

算
式
の
符
号
 

要
す
る
経
費

算
式
の
符
号
 

が

あ

る

こ

Ａ
　
前
年
度
の
２
月
１
日
か
ら
当
該
年
度
の
１
月

3
1
日
ま
で
の
間
に
当
該
道
府
県
が
行
う

が

あ

る

こ
Ａ
　
前
年
度
の
２
月
１
日
か
ら
当
該
年
度
の
１
月

3
1
日
ま
で
の
間
に
当
該
道
府
県
が
行
う

と
。

高
齢
者
等
の
雪
下
ろ
し
に
係
る
経
済
的
負
担
に
対
す
る
支
援
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
特

と
。

高
齢
者
等
の
雪
下
ろ
し
に
係
る
経
済
的
負
担
に
対
す
る
支
援
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
特

別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額

 
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額

 

Ｂ
　
高
齢
者
等
の
雪
下
ろ
し
に
係
る
安
全
対
策
に
関
す
る
普
及
啓
発
及
び
担
い
手
の
育
成

Ｂ
　
高
齢
者
等
の
雪
下
ろ
し
に
係
る
安
全
対
策
に
関
す
る
普
及
啓
発
及
び
担
い
手
の
育
成

並
び
に
共
同
し
て
雪
下
ろ
し
を
行
う
組
織
等
に
対
す
る
支
援
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
特

並
び
に
共
同
し
て
雪
下
ろ
し
を
行
う
組
織
等
に
対
す
る
支
援
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
特

別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額

別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額

五
十
二　

公
共
　

次
の
算
式
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
と
す
る
。 

五
十
二　

公
共
　

次
の
算
式
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
と
す
る
。 

14 / 80



施
設
等
運
営

算
式

施
設
等
運
営

算
式

権
の
設
定
の

（Ａ
＋
Ｂ

）×

0.
5 

権
の
設
定
の

（Ａ
＋
Ｂ

）×

0.
5 

準
備
に
要
す

算
式
の
符
号

準
備
に
要
す

算
式
の
符
号
る
経
費
が
あ

Ａ
　
公
営
企
業
に
係
る
特
別
会
計
に
お
い
て

国
の
補
助
金
を
受
け
て
実
施
す
る
公
共
施

る
経
費
が
あ

Ａ
　
公
営
企
業
に
係
る
特
別
会
計
に
お
い
て

国
の
補
助
金
を
受
け
て
実
施
す
る
公
共
施

、
、

る
こ
と
。

設
等
運
営
権

（民
間
資
金
等
の
活
用
に
よ
る
公
共
施
設
等
の
整
備
等
の
促
進
に
関
す
る

る
こ
と
。

設
等
運
営
権

（民
間
資
金
等
の
活
用
に
よ
る
公
共
施
設
等
の
整
備
等
の
促
進
に
関
す
る

法
律

（平
成

1
1
年
法
律
第

1
1
7号

）第
２
条
第
７
項
に
規
定
す
る
公
共
施
設
等
運
営
権
を

法
律

（平
成

1
1
年
法
律
第

1
1
7号

）第
２
条
第
７
項
に
規
定
す
る
公
共
施
設
等
運
営
権
を

い
う

。以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ

。

）の
設
定
の
準
備
に
要
す
る
経
費
に
つ
い
て

い
う

。以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ

。

）の
設
定
の
準
備
に
要
す
る
経
費
に
つ
い
て

、
、

一
般
会
計
か
ら
公
営
企
業
に
係
る
特
別
会
計
に
繰
り
入
れ
た
額

（当
該
経
費
の
う
ち
特

一
般
会
計
か
ら
公
営
企
業
に
係
る
特
別
会
計
に
繰
り
入
れ
た
額

（当
該
経
費
の
う
ち
特

別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
に

0.
5
を
乗

別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
に

0.
5
を
乗

じ
て
得
た
額
の
範
囲
内
に
限
る

。

）

じ
て
得
た
額
の
範
囲
内
に
限
る

。

）

Ｂ
　
一
般
会
計
及
び
公
営
企
業
に
係
る
特
別
会
計
以
外
の
特
別
会
計
に
お
い
て

国
の
補

Ｂ
　
一
般
会
計
及
び
公
営
企
業
に
係
る
特
別
会
計
以
外
の
特
別
会
計
に
お
い
て

国
の
補

、
、

助
金
を
受
け
て
実
施
す
る
公
共
施
設
等
運
営
権
の
設
定
の
準
備
に
要
す
る
経
費
の
う
ち

助
金
を
受
け
て
実
施
す
る
公
共
施
設
等
運
営
権
の
設
定
の
準
備
に
要
す
る
経
費
の
う
ち

特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額

特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額

五
十
三　

空
き
　

空
き
家
対
策
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て

五
十
三　

空
き
　

空
き
家
対
策
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て

家
対
策
に
要

総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
に
〇
・
五
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

家
対
策
に
要

総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
に
〇
・
五
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

す
る
経
費
が

す
る
経
費
が

あ
る
こ
と
。

あ
る
こ
と
。

五
十
四　

権
限
　

国
か
ら
の
権
限
の
移
譲
に
よ
り
実
施
す
る
事
務
に
つ
い
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
事

五
十
四　

権
限
　

国
か
ら
の
権
限
の
移
譲
に
よ
り
実
施
す
る
事
務
に
つ
い
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
事

の
移
譲
に
よ

務
の
数
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
数
に
、
そ
れ
ぞ
れ
下
欄
に
掲
げ
る
額
を
乗
じ
て
得
た

の
移
譲
に
よ

務
の
数
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
数
に
、
そ
れ
ぞ
れ
下
欄
に
掲
げ
る
額
を
乗
じ
て
得
た

り
実
施
す
る

額
の
合
算
額
と
す
る
。

り
実
施
す
る

額
の
合
算
額
と
す
る
。

事
務
に
要
す

事
務
に
要
す

る
経
費
が
あ

項　

目

額

る
経
費
が
あ

項　

目

額

る
こ
と
。

る
こ
と
。

道
路
運
送
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
三
号
）
の
規
定

一
、
九
〇
〇
円

道
路
運
送
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
三
号
）
の
規

一
、
九
〇
〇
円

に
よ
る
自
家
用
有
償
旅
客
運
送
の
登
録
等
に
係
る
事
務

定
に
よ
る
自
家
用
有
償
旅
客
運
送
の
登
録
等
に
係
る
事
務

水
道
法
の
規
定
に
よ
る
水
道
事
業
の
認
可
等
に
係
る
事
務

一
三
、
二
〇
〇
円

水
道
法
の
規
定
に
よ
る
水
道
事
業
の
認
可
等
に
係
る
事
務

一
三
、
二
〇
〇
円

五
十
五　

大
学
　

当
該
道
府
県
が
大
学
等
（
学
校
教
育
法
第
一
条
に
規
定
す
る
大
学
及
び
高
等
専
門
学
校
を

五
十
五　

大
学
　

当
該
道
府
県
が
大
学
等
（
学
校
教
育
法
第
一
条
に
規
定
す
る
大
学
及
び
高
等
専
門
学
校
を

等
と
の
連
携

い
う
。
以
下
こ
の
号
及
び
第
七
十
五
号
に
お
い
て
同
じ
。）
と
協
定
を
締
結
し
、
連
携
し
て
行

等
と
の
連
携

い
う
。
以
下
こ
の
号
及
び
第
七
十
五
号
に
お
い
て
同
じ
。）
と
協
定
を
締
結
し
、
連
携
し
て
行

に
よ
る
雇
用

う
雇
用
創
出
及
び
若
者
定
着
の
取
組
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
大
学
等
と
連
携
し
た
取
組
」

に
よ
る
雇
用

う
雇
用
創
出
及
び
若
者
定
着
の
取
組
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
大
学
等
と
連
携
し
た
取
組
」

創
出
・
若
者

と
い
う
。）
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務

創
出
・
若
者

と
い
う
。）
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務

定
着
の
促
進

大
臣
が
調
査
し
た
額
に
〇
・
八
を
乗
じ
て
得
た
額
（
当
該
額
が
一
二
、
〇
〇
〇
、
〇
〇
〇
円

定
着
の
促
進

大
臣
が
調
査
し
た
額
に
〇
・
八
を
乗
じ
て
得
た
額
（
当
該
額
が
一
二
、
〇
〇
〇
、
〇
〇
〇
円

に
要
す
る
経

を
超
え
る
と
き
は
、
一
二
、
〇
〇
〇
、
〇
〇
〇
円
と
す
る
。）
と
す
る
。
た
だ
し
、
公
立
の
大

に
要
す
る
経

を
超
え
る
と
き
は
、
一
二
、
〇
〇
〇
、
〇
〇
〇
円
と
す
る
。）
と
す
る
。
た
だ
し
、
公
立
の
大

費
が
あ
る
こ

学
等
と
大
学
等
と
連
携
し
た
取
組
を
行
う
道
府
県
に
あ
つ
て
は
、
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額

費
が
あ
る
こ

学
等
と
大
学
等
と
連
携
し
た
取
組
を
行
う
道
府
県
に
あ
つ
て
は
、
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額

と
。

の
う
ち
当
該
取
組
に
要
す
る
経
費
に
〇
・
八
を
乗
じ
て
得
た
額
及
び
総
務
大
臣
が
調
査
し
た

と
。

の
う
ち
当
該
取
組
に
要
す
る
経
費
に
〇
・
八
を
乗
じ
て
得
た
額
及
び
総
務
大
臣
が
調
査
し
た

額
の
う
ち
公
立
の
大
学
等
を
除
く
大
学
等
と
の
大
学
等
と
連
携
し
た
取
組
に
要
す
る
経
費
に

額
の
う
ち
公
立
の
大
学
等
を
除
く
大
学
等
と
の
大
学
等
と
連
携
し
た
取
組
に
要
す
る
経
費
に

〇
・
八
を
乗
じ
て
得
た
額
（
当
該
額
が
一
二
、
〇
〇
〇
、
〇
〇
〇
円
を
超
え
る
と
き
は
、
一

〇
・
八
を
乗
じ
て
得
た
額
（
当
該
額
が
一
二
、
〇
〇
〇
、
〇
〇
〇
円
を
超
え
る
と
き
は
、
一
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二
、
〇
〇
〇
、
〇
〇
〇
円
と
す
る
。）
の
合
算
額
（
当
該
額
が
二
四
、
〇
〇
〇
、
〇
〇
〇
円
を

二
、
〇
〇
〇
、
〇
〇
〇
円
と
す
る
。）
の
合
算
額
（
当
該
額
が
二
四
、
〇
〇
〇
、
〇
〇
〇
円
を

超
え
る
と
き
は
、
二
四
、
〇
〇
〇
、
〇
〇
〇
円
と
す
る
。）
と
す
る
。

超
え
る
と
き
は
、
二
四
、
〇
〇
〇
、
〇
〇
〇
円
と
す
る
。）
と
す
る
。

五
十
六　

奨
学
　

奨
学
金
の
返
還
を
支
援
す
る
た
め
に
設
置
さ
れ
た
基
金
へ
当
該
道
府
県
が
当
該
年
度
に
出

五
十
六　

奨
学
　

奨
学
金
の
返
還
を
支
援
す
る
た
め
に
設
置
さ
れ
た
基
金
へ
当
該
道
府
県
が
当
該
年
度
に
出

金
を
活
用
し

え
ん
し
た
額
及
び
奨
学
金
の
返
還
支
援
の
取
組
に
係
る
広
報
活
動
に
要
す
る
経
費
と
し
て
当

金
を
活
用
し

え
ん
し
た
額
及
び
奨
学
金
の
返
還
支
援
の
取
組
に
係
る
広
報
活
動
に
要
す
る
経
費
と
し
て
当

た
若
者
の
地

該
年
度
に
支
出
し
た
額
の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大

た
若
者
の
地

該
年
度
に
支
出
し
た
額
の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大

方
定
着
促
進

臣
が
調
査
し
た
額
に
〇
・
五
（
住
民
基
本
台
帳
人
口
移
動
報
告
に
よ
り
二
十
歳
か
ら
二
十
四

方
定
着
促
進

臣
が
調
査
し
た
額
に
〇
・
五
（
住
民
基
本
台
帳
人
口
移
動
報
告
に
よ
り
二
十
歳
か
ら
二
十
四

に
要
す
る
経

歳
ま
で
の
人
口
が
流
入
超
過
と
な
つ
て
い
る
道
府
県
に
あ
つ
て
は
〇
・
三
）
を
乗
じ
て
得
た

に
要
す
る
経

歳
ま
で
の
人
口
が
流
入
超
過
と
な
つ
て
い
る
道
府
県
に
あ
つ
て
は
〇
・
三
）
を
乗
じ
て
得
た

費
が
あ
る
こ

額
（
当
該
額
が
一
〇
〇
、
〇
〇
〇
、
〇
〇
〇
円
を
超
え
る
と
き
は
、
一
〇
〇
、
〇
〇
〇
、
〇

費
が
あ
る
こ

額
（
当
該
額
が
一
〇
〇
、
〇
〇
〇
、
〇
〇
〇
円
を
超
え
る
と
き
は
、
一
〇
〇
、
〇
〇
〇
、
〇

と
。

〇
〇
円
（
住
民
基
本
台
帳
人
口
移
動
報
告
に
よ
り
二
十
歳
か
ら
二
十
四
歳
ま
で
の
人
口
が
流

と
。

〇
〇
円
（
住
民
基
本
台
帳
人
口
移
動
報
告
に
よ
り
二
十
歳
か
ら
二
十
四
歳
ま
で
の
人
口
が
流

入
超
過
と
な
つ
て
い
る
道
府
県
に
あ
つ
て
は
、
当
該
額
が
六
〇
、
〇
〇
〇
、
〇
〇
〇
円
を
超

入
超
過
と
な
つ
て
い
る
道
府
県
に
あ
つ
て
は
、
当
該
額
が
六
〇
、
〇
〇
〇
、
〇
〇
〇
円
を
超

え
る
と
き
は
、
六
〇
、
〇
〇
〇
、
〇
〇
〇
円
と
す
る
。）
と
す
る
。）
と
す
る
。

え
る
と
き
は
、
六
〇
、
〇
〇
〇
、
〇
〇
〇
円
と
す
る
。）
と
す
る
。）
と
す
る
。

五
十

七
　

移
　

次
の
各
号
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
の
合
算
額
と
す
る
。

五
十

七
　

移
　

次
の
各
号
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
の
合
算
額
と
す
る
。

住
・
定
住
対

一　

移
住
希
望
者
等
に
対
す
る
情
報
発
信
及
び
移
住
体
験
の
実
施
並
び
に
受
入
環
境
の
整
備

住
・
定
住
対

一　

移
住
希
望
者
等
に
対
す
る
情
報
発
信
及
び
移
住
体
験
の
実
施
並
び
に
受
入
環
境
の
整
備

策
に
要
す
る

に
要
す
る
経
費
の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が

策
に
要
す
る

に
要
す
る
経
費
の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が

経
費
が
あ
る

調
査
し
た
額
に
〇
・
五
を
乗
じ
て
得
た
額

経
費
が
あ
る

調
査
し
た
額
に
〇
・
五
を
乗
じ
て
得
た
額

こ
と
。

二　

移
住
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
又
は
定
住
支
援
員
の
設
置
、
移
住
希
望
者
に
対
す
る
相
談
対

こ
と
。

二　

移
住
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
又
は
定
住
支
援
員
の
設
置
、
移
住
希
望
者
に
対
す
る
相
談
対

応
等
の
実
施
及
び
移
住
者
に
対
す
る
支
援
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定
の

応
等
の
実
施
及
び
移
住
者
に
対
す
る
支
援
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定
の

基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額

基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額

五
十
八　

海
岸
　

国
の
補
助
金
を
受
け
て
実
施
す
る
海
岸
漂
着
物
等
地
域
対
策
推
進
事
業
に
要
す
る
経
費
（
美

五
十
八　

海
岸
　

国
の
補
助
金
を
受
け
て
実
施
す
る
海
岸
漂
着
物
等
地
域
対
策
推
進
事
業
に
要
す
る
経
費
（
美

漂
着
物
等
地

し
く
豊
か
な
自
然
を
保
護
す
る
た
め
の
海
岸
に
お
け
る
良
好
な
景
観
及
び
環
境
並
び
に
海
洋

漂
着
物
等
地

し
く
豊
か
な
自
然
を
保
護
す
る
た
め
の
海
岸
に
お
け
る
良
好
な
景
観
及
び
環
境
並
び
に
海
洋

域
対
策
推
進

環
境
の
保
全
に
係
る
海
岸
漂
着
物
等
の
処
理
等
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
一
年
法

域
対
策
推
進

環
境
の
保
全
に
係
る
海
岸
漂
着
物
等
の
処
理
等
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
一
年
法

事
業
に
要
す

律
第
八
十
二
号
）
第
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
地
域
計
画
の
作
成
等
に
要
す
る
経
費
を
除

事
業
に
要
す

律
第
八
十
二
号
）
第
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
地
域
計
画
の
作
成
等
に
要
す
る
経
費
を
除

る
経
費
が
あ

く
。）
の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額

る
経
費
が
あ

く
。）
の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額

る
こ
と
。

に
〇
・
八
（
地
域
環
境
保
全
対
策
費
補
助
金
（
海
岸
漂
着
物
等
地
域
対
策
推
進
事
業
）
交
付

る
こ
と
。

に
〇
・
八
（
地
域
環
境
保
全
対
策
費
補
助
金
（
海
岸
漂
着
物
等
地
域
対
策
推
進
事
業
）
交
付

要
綱
に
規
定
す
る
確
認
漂
着
木
造
船
等
の
回
収
及
び
処
理
に
要
す
る
経
費
に
あ
つ
て
は
一
・

要
綱
に
規
定
す
る
確
認
漂
着
木
造
船
等
の
回
収
及
び
処
理
に
要
す
る
経
費
に
あ
つ
て
は
一
・

〇
）
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

〇
）
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

五
十
九　

地
域
　

国
か
ら
地
域
防
災
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
と
し
て
証
明
を
受
け
た
者
の
活
用
に
要
す
る
経
費
の
う

五
十
九　

地
域
　

国
か
ら
地
域
防
災
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
と
し
て
証
明
を
受
け
た
者
の
活
用
に
要
す
る
経
費
の
う

防
災
マ
ネ
ー

ち
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
に
〇
・
五

防
災
マ
ネ
ー

ち
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
に
〇
・
五

ジ
ャ
ー
の
活

を
乗
じ
て
得
た
額
又
は
三
、
四
〇
〇
、
〇
〇
〇
円
の
い
ず
れ
か
少
な
い
額
と
す
る
。

ジ
ャ
ー
の
活

を
乗
じ
て
得
た
額
又
は
三
、
四
〇
〇
、
〇
〇
〇
円
の
い
ず
れ
か
少
な
い
額
と
す
る
。

用
に
要
す
る

用
に
要
す
る

経
費
が
あ
る

経
費
が
あ
る

こ
と
。

こ
と
。

六
十　

災
害
時
　

国
の
補
助
金
を
受
け
て
実
施
す
る
災
害
時
帰
宅
困
難
者
対
策
事
業
及
び
一
時
避
難
場
所
整

六
十　

災
害
時
　

国
の
補
助
金
を
受
け
て
実
施
す
る
災
害
時
帰
宅
困
難
者
対
策
事
業
及
び
一
時
避
難
場
所
整

帰
宅
困
難
者

備
事
業
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大

帰
宅
困
難
者

備
事
業
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大

対
策
事
業
及

臣
が
調
査
し
た
額
に
〇
・
五
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

対
策
事
業
及

臣
が
調
査
し
た
額
に
〇
・
五
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

び
一
時
避
難

び
一
時
避
難

場
所
整
備
事

場
所
整
備
事

業
に
要
す
る

業
に
要
す
る
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経
費
が
あ
る

経
費
が
あ
る

こ
と
。

こ
と
。

六
十
一　

地
方
　

次
の
算
式
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
（
当
該
額
が
負
数
と
な
る
と
き
は
、
零
と
す
る
。）
と
す

六
十
一　

地
方
　

次
の
算
式
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
（
当
該
額
が
負
数
と
な
る
と
き
は
、
零
と
す
る
。）
と
す

創
生
の
推
進

る
。 

創
生
の
推
進

る
。 

に
要
す
る
経

算
式
 

に
要
す
る
経

算
式
 

費
が
あ
る
こ

（Ａ
－
Ｂ

）×

0.
5 

費
が
あ
る
こ

（Ａ
－
Ｂ

）×

0.
5 

と
。

算
式
の
符
号

 

と
。

算
式
の
符
号

 

Ａ
　
地
域
再
生
法

（平
成

1
7
年
法
律
第

2
4
号

）第
1
3
条
の
規
定
に
よ
り
国
の
交
付
金
を
受

Ａ
　
地
域
再
生
法

（平
成

1
7
年
法
律
第

2
4
号

）第
1
3
条
の
規
定
に
よ
り
国
の
交
付
金
を
受

け
て
施
行
す
る
事
業

（非
公
共
事
業
の
う
ち
地
方
債
を
起
こ
す
こ
と
が
で
き
な
い
も
の

け
て
施
行
す
る
事
業

（非
公
共
事
業
の
う
ち
地
方
債
を
起
こ
す
こ
と
が
で
き
な
い
も
の

に
限
る

。

）に
要
す
る
経
費
の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し

に
限
る

。

）に
要
す
る
経
費
の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し

て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額

 
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額

 

Ｂ
　
当
該
年
度
の
基
準
財
政
需
要
額
の
う
ち
当
該
道
府
県
が
地
方
創
生
の
推
進
に
要
す
る

Ｂ
　
当
該
年
度
の
基
準
財
政
需
要
額
の
う
ち
当
該
道
府
県
が
地
方
創
生
の
推
進
に
要
す
る

経
費
に
相
当
す
る
額
と
し
て
総
務
大
臣
が
算
定
し
た
額

経
費
に
相
当
す
る
額
と
し
て
総
務
大
臣
が
算
定
し
た
額

六
十
二　

投
票
　

道
府
県
の
議
会
の
議
員
及
び
長
の
選
挙
に
要
す
る
経
費
に
つ
い
て
、
次
の
各
号
に
よ
つ
て

六
十
二　

投
票
　

道
府
県
の
議
会
の
議
員
及
び
長
の
選
挙
に
要
す
る
経
費
に
つ
い
て
、
次
の
各
号
に
よ
つ
て

所
へ
の
移
動

算
定
し
た
額
の
合
算
額
に
〇
・
五
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

所
へ
の
移
動

算
定
し
た
額
の
合
算
額
に
〇
・
五
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

支
援
等
に
要

一　

市
区
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
が
選
挙
人
に
対
す
る
投
票
所
、
共
通
投
票
所
及
び
期
日

支
援
等
に
要

一　

市
区
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
が
選
挙
人
に
対
す
る
投
票
所
、
共
通
投
票
所
及
び
期
日

す
る
経
費
が

前
投
票
所
ま
で
の
交
通
手
段
を
提
供
す
る
た
め
に
当
該
道
府
県
が
負
担
し
た
経
費
の
う
ち

す
る
経
費
が

前
投
票
所
ま
で
の
交
通
手
段
を
提
供
す
る
た
め
に
当
該
道
府
県
が
負
担
し
た
経
費
の
う
ち

あ
る
こ
と
。

特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額

あ
る
こ
と
。

特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額

二　

市
区
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
が
自
動
車
を
期
日
前
投
票
所
の
全
部
又
は
一
部
と
し
て

二　

市
区
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
が
自
動
車
を
期
日
前
投
票
所
の
全
部
又
は
一
部
と
し
て

使
用
し
た
場
合
に
お
け
る
当
該
自
動
車
の
使
用
に
要
す
る
費
用
に
つ
い
て
当
該
道
府
県
が

使
用
し
た
場
合
に
お
け
る
当
該
自
動
車
の
使
用
に
要
す
る
費
用
に
つ
い
て
当
該
道
府
県
が

負
担
し
た
経
費
の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が

負
担
し
た
経
費
の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が

調
査
し
た
額

調
査
し
た
額

三　

市
区
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
が
期
日
前
投
票
所
を
そ
の
管
理
に
属
し
な
い
建
物
に
設

三　

市
区
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
が
期
日
前
投
票
所
を
そ
の
管
理
に
属
し
な
い
建
物
に
設

け
た
場
合
に
お
け
る
当
該
建
物
の
借
料
に
つ
い
て
当
該
道
府
県
が
負
担
し
た
経
費
の
う
ち

け
た
場
合
に
お
け
る
当
該
建
物
の
借
料
に
つ
い
て
当
該
道
府
県
が
負
担
し
た
経
費
の
う
ち

特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額

特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額

四　

市
区
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
が
期
日
前
投
票
所
に
お
け
る
混
雑
を
緩
和
す
る
た
め
に

四　

市
区
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
が
期
日
前
投
票
所
に
お
け
る
混
雑
を
緩
和
す
る
た
め
に

警
備
又
は
誘
導
に
係
る
事
務
を
第
三
者
に
委
託
等
し
た
場
合
に
お
け
る
当
該
委
託
等
に
要

警
備
又
は
誘
導
に
係
る
事
務
を
第
三
者
に
委
託
等
し
た
場
合
に
お
け
る
当
該
委
託
等
に
要

す
る
経
費
に
つ
い
て
当
該
道
府
県
が
負
担
し
た
経
費
の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎

す
る
経
費
に
つ
い
て
当
該
道
府
県
が
負
担
し
た
経
費
の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎

と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額

と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額

六
十
三　

巡
回
　

国
の
補
助
金
を
受
け
て
施
行
す
る
巡
回
診
療
航
空
機
運
営
事
業
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
特

六
十
三　

巡
回
　

国
の
補
助
金
を
受
け
て
施
行
す
る
巡
回
診
療
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
運
営
事
業
に
要
す
る
経
費
の

診
療
航
空
機

別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
に
〇
・
八
を
乗

診
療
ヘ
リ
コ

う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
に
〇
・

の
運
航
等
に

じ
て
得
た
額
と
す
る
。 

プ
タ
ー
の
運

八
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。 

要
す
る
経
費

 

航
等
に
要
す

 

が

あ

る

こ

る
経
費
が
あ

と
。

る
こ
と
。

六
十
四　

病
害
　

病
害
虫
等
の
防
除
を
行
う
事
業
（
第
二
条
第
一
号
の
表
第
二
十
八
号
の
森
林
病
害
虫
等
防

六
十
四　

病
害
　

病
害
虫
等
の
防
除
を
行
う
事
業
（
第
二
条
第
一
号
の
表
第
二
十
八
号
の
森
林
病
害
虫
等
防

虫
等
の
防
除

除
事
業
を
除
く
。）
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し

虫
等
の
防
除

除
事
業
を
除
く
。）
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し

に
要
す
る
経

て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
に
〇
・
三
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。 

に
要
す
る
経

て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
に
〇
・
三
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。 
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費
が
あ
る
こ

費
が
あ
る
こ

と
。

と
。

六
十
五　

貝
毒
　

貝
毒
対
策
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総

六
十
五　

貝
毒
　

貝
毒
対
策
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総

対
策
に
要
す

務
大
臣
が
調
査
し
た
額
に
〇
・
五
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。 

対
策
に
要
す

務
大
臣
が
調
査
し
た
額
に
〇
・
五
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。 

る
経
費
が
あ

る
経
費
が
あ

る
こ
と
。

る
こ
と
。

六
十
六　

天
然
　

天
然
記
念
物
と
し
て
指
定
さ
れ
た
鳥
獣
に
よ
る
被
害
防
止
等
対
策
に
要
す
る
経
費
の
う
ち

六
十
六　

天
然
　

天
然
記
念
物
と
し
て
指
定
さ
れ
た
鳥
獣
に
よ
る
被
害
防
止
等
対
策
に
要
す
る
経
費
の
う
ち

記
念
物
被
害

特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
に
〇
・
五
を

記
念
物
被
害

特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
に
〇
・
五
を

防
止
等
対
策

乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。 

防
止
等
対
策

乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。 

に
要
す
る
経

 

に
要
す
る
経

 

費
が
あ
る
こ

費
が
あ
る
こ

と
。

と
。

六
十
七　

湖
沼
　

湖
沼
水
質
保
全
特
別
措
置
法
（
昭
和
五
十
九
年
法
律
第
六
十
一
号
）
第
三
条
第
一
項
の
規

六
十
七　

湖
沼
　

湖
沼
水
質
保
全
特
別
措
置
法
（
昭
和
五
十
九
年
法
律
第
六
十
一
号
）
第
三
条
第
一
項
の
規

の
水
質
保
全

定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
湖
沼
の
水
質
保
全
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基

水
質
保
全
特

定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
湖
沼
の
水
質
保
全
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基

に
要
す
る
経

礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
に
〇
・
五
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

別
措
置
法
に

礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
に
〇
・
五
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

費
が
あ
る
こ

よ
り
指
定
さ

と
。

れ
た
湖
沼
の

水
質
保
全
に

要
す
る
経
費

が

あ

る

こ

と
。

六
十
八　

除
排
　

次
の
算
式
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
（
当
該
額
が
負
数
と
な
る
と
き
は
、
零
と
す
る
。）
と
す

六
十
八　

除
排
　

次
の
算
式
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
（
当
該
額
が
負
数
と
な
る
と
き
は
、
零
と
す
る
。）
と
す

雪
に
要
す
る

る
。 

雪
に
要
す
る

る
。 

経
費
が
あ
る

算
式

 

経
費
が
あ
る

算
式

 

こ
と
。

（Ａ
－
Ｂ

）×

0.5
 

こ
と
。

（Ａ
－
Ｂ

）×

0.5
 

算
式
の
符
号
 

算
式
の
符
号
 

Ａ
　
当
該
年
度
に
お
い
て
除
排
雪
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と

Ａ
　
当
該
年
度
に
お
い
て
除
排
雪
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と

す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額

 
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額

 

Ｂ
　
当
該
年
度
の
普
通
交
付
税
の
算
定
に
お
い
て
除
排
雪
経
費
と
し
て
基
準
財
政
需
要
額

Ｂ
　
当
該
年
度
の
普
通
交
付
税
の
算
定
に
お
い
て
除
排
雪
経
費
と
し
て
基
準
財
政
需
要
額

に
算
入
さ
れ
た
額

に
算
入
さ
れ
た
額

六
十
九　

山
岳
　

山
岳
遭
難
に
係
る
救
助
若
し
く
は
対
策
又
は
海
難
救
助
若
し
く
は
対
策
に
要
す
る
経
費
の

六
十
九　

山
岳
　

山
岳
遭
難
に
係
る
救
助
若
し
く
は
対
策
又
は
海
難
救
助
若
し
く
は
対
策
に
要
す
る
経
費
の

遭
難
又
は
海

う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
に
〇
・

遭
難
又
は
海

う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
に
〇
・

難
の
救
助
に

五
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。 

難
の
救
助
に

五
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。 

要
す
る
経
費

要
す
る
経
費

が

あ

る

こ

が

あ

る

こ

と
。

と
。

七
十　

塩
害
対
　

塩
害
対
策
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総

七
十　

塩
害
対
　

塩
害
対
策
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総

策
に
要
す
る

務
大
臣
が
調
査
し
た
額
に
〇
・
五
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。 

策
に
要
す
る

務
大
臣
が
調
査
し
た
額
に
〇
・
五
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。 

18 / 80



経
費
が
あ
る

経
費
が
あ
る

こ
と
。

こ
と
。

七
十
一　

災
害
　

当
該
年
度
に
お
い
て
災
害
復
旧
等
に
従
事
さ
せ
る
た
め
職
員
（
臨
時
的
に
任
用
さ
れ
た
職

七
十
一　

災
害
　

当
該
年
度
に
お
い
て
災
害
復
旧
等
に
従
事
さ
せ
る
た
め
職
員
（
臨
時
的
に
任
用
さ
れ
た
職

復
旧
等
に
従

員
及
び
非
常
勤
職
員
（
地
方
公
務
員
法
第
二
十
二
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
短
時
間
勤
務

復
旧
等
に
従

員
及
び
非
常
勤
職
員
（
地
方
公
務
員
法
第
二
十
二
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
短
時
間
勤
務

事
さ
せ
る
た

の
職
を
占
め
る
職
員
を
除
く
。）
を
除
く
。）
又
は
同
法
第
三
条
第
三
項
第
三
号
に
規
定
す
る

事
さ
せ
る
た

の
職
を
占
め
る
職
員
を
除
く
。）
を
除
く
。）
又
は
同
法
第
三
条
第
三
項
第
三
号
に
規
定
す
る

め
採
用
し
た

職
を
占
め
る
特
別
職
に
属
す
る
地
方
公
務
員
（
国
及
び
地
方
公
共
団
体
以
外
の
法
人
に
現
に

め
採
用
し
た

職
を
占
め
る
特
別
職
に
属
す
る
地
方
公
務
員
（
国
及
び
地
方
公
共
団
体
以
外
の
法
人
に
現
に

職
員
に
要
す

雇
用
さ
れ
て
い
る
者
で
あ
つ
て
、当
該
法
人
に
雇
用
さ
れ
た
ま
ま
採
用
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。）

職
員
に
要
す

雇
用
さ
れ
て
い
る
者
で
あ
つ
て
、当
該
法
人
に
雇
用
さ
れ
た
ま
ま
採
用
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。）

る
経
費
が
あ

を
採
用
し
た
道
府
県
に
つ
い
て
、
当
該
職
員
に
要
す
る
経
費
（
第
二
条
第
一
項
第
一
号
の
表

る
経
費
が
あ

を
採
用
し
た
道
府
県
に
つ
い
て
、
当
該
職
員
に
要
す
る
経
費
（
第
二
条
第
一
項
第
一
号
の
表

る
こ
と
。

第
六
十
五
号
に
お
い
て
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と
な
つ
た
経
費
を
除
く
。）
と
し
て
総
務

る
こ
と
。

第
六
十
五
号
に
お
い
て
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と
な
つ
た
経
費
を
除
く
。）
と
し
て
総
務

大
臣
が
調
査
し
た
額
に
〇
・
八
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

大
臣
が
調
査
し
た
額
に
〇
・
八
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

七
十
二　

共
通
　

道
府
県
の
議
会
の
議
員
及
び
長
の
選
挙
に
お
い
て
、
市
区
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
が
、

七
十
二　

共
通
　

道
府
県
の
議
会
の
議
員
及
び
長
の
選
挙
に
お
い
て
、
市
区
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
が
、

投
票
所
の
設

選
挙
人
名
簿
又
は
そ
の
抄
本
（
当
該
選
挙
人
名
簿
が
公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第

投
票
所
の
設

選
挙
人
名
簿
又
は
そ
の
抄
本
（
当
該
選
挙
人
名
簿
が
公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第

置
に
係
る
電

百
号
）
第
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
磁
気
デ
ィ
ス
ク
を
も
つ
て
調
製
さ
れ
て
い
る
場
合

置
に
係
る
電

百
号
）
第
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
磁
気
デ
ィ
ス
ク
を
も
つ
て
調
製
さ
れ
て
い
る
場
合

子
計
算
機
を

に
は
、
当
該
選
挙
人
名
簿
に
記
録
さ
れ
て
い
る
全
部
若
し
く
は
一
部
の
事
項
又
は
当
該
事
項

子
計
算
機
を

に
は
、
当
該
選
挙
人
名
簿
に
記
録
さ
れ
て
い
る
全
部
若
し
く
は
一
部
の
事
項
又
は
当
該
事
項

相
互
に
電
気

を
記
載
し
た
書
類
）
の
対
照
に
使
用
す
る
た
め
に
、
当
該
市
区
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
、

相
互
に
電
気

を
記
載
し
た
書
類
）
の
対
照
に
使
用
す
る
た
め
に
、
当
該
市
区
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
、

通
信
回
線
で

投
票
所
の
投
票
管
理
者
及
び
共
通
投
票
所
の
投
票
管
理
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
を
相

通
信
回
線
で

投
票
所
の
投
票
管
理
者
及
び
共
通
投
票
所
の
投
票
管
理
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
を
相

接
続
し
た
電

互
に
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
電
子
情
報
処
理
組
織
の
整
備
及
び
運
用
の
た
め
に
当
該
道

接
続
し
た
電

互
に
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
電
子
情
報
処
理
組
織
の
整
備
及
び
運
用
の
た
め
に
当
該
道

子
情
報
処
理

府
県
が
負
担
し
た
経
費
の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大

子
情
報
処
理

府
県
が
負
担
し
た
経
費
の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大

組
織
に
よ
る

臣
が
調
査
し
た
額
（
当
該
年
度
で
六
〇
、
〇
〇
〇
、
〇
〇
〇
円
を
上
限
と
す
る
。）
に
〇
・
五

組
織
に
よ
る

臣
が
調
査
し
た
額
（
当
該
年
度
で
六
〇
、
〇
〇
〇
、
〇
〇
〇
円
を
上
限
と
す
る
。）
に
〇
・
五

選
挙
人
名
簿

を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

選
挙
人
名
簿

を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

の
対
照
等
に

の
対
照
等
に

使
用
す
る
設

使
用
す
る
設

備
の
整
備
に

備
の
整
備
に

要
す
る
経
費

要
す
る
経
費

が

あ

る

こ

が

あ

る

こ

と
。

と
。

七
十
三　

ふ
る
　

ふ
る
さ
と
ワ
ー
キ
ン
グ
ホ
リ
デ
ー
の
実
施
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定
の

七
十
三　

ふ
る
　

ふ
る
さ
と
ワ
ー
キ
ン
グ
ホ
リ
デ
ー
の
実
施
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定
の

さ
と
ワ
ー
キ

基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
又
は
一
五
、
〇
〇
〇
、
〇
〇
〇
円
に

さ
と
ワ
ー
キ

基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
又
は
一
五
、
〇
〇
〇
、
〇
〇
〇
円
に

ン

グ

ホ

リ

当
該
事
業
に
お
け
る
全
参
加
者
の
延
べ
滞
在
日
数
に
五
、
〇
〇
〇
円
を
乗
じ
て
得
た
額
を
加

ン

グ

ホ

リ

当
該
事
業
に
お
け
る
全
参
加
者
の
延
べ
滞
在
日
数
に
五
、
〇
〇
〇
円
を
乗
じ
て
得
た
額
を
加

デ
ー
の
実
施

え
た
額
の
い
ず
れ
か
少
な
い
額
に
〇
・
五
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

デ
ー
の
実
施

え
た
額
の
い
ず
れ
か
少
な
い
額
に
〇
・
五
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

に
要
す
る
経

に
要
す
る
経

費
が
あ
る
こ

費
が
あ
る
こ

と
。

と
。

七
十
四　

お
試
　

お
試
し
サ
テ
ラ
イ
ト
オ
フ
ィ
ス
の
実
施
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基

七
十
四　

お
試
　

お
試
し
サ
テ
ラ
イ
ト
オ
フ
ィ
ス
の
実
施
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基

し
サ
テ
ラ
イ

礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
又
は
一
〇
、
〇
〇
〇
、
〇
〇
〇
円
の
い

し
サ
テ
ラ
イ

礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
又
は
一
〇
、
〇
〇
〇
、
〇
〇
〇
円
の
い

ト
オ
フ
ィ
ス

ず
れ
か
少
な
い
額
に
〇
・
五
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

ト
オ
フ
ィ
ス

ず
れ
か
少
な
い
額
に
〇
・
五
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

の
実
施
に
要

の
実
施
に
要

す
る
経
費
が

す
る
経
費
が
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あ
る
こ
と
。

あ
る
こ
と
。

七
十
五　

公
立
　

次
の
各
号
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
の
う
ち
、
い
ず
れ
か
少
な
い
額
に
〇
・
五
を
乗
じ
て
得

七
十
五　

公
立
　

次
の
各
号
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
の
う
ち
、
い
ず
れ
か
少
な
い
額
に
〇
・
五
を
乗
じ
て
得

大
学
等
に
よ

た
額
と
す
る
。

大
学
等
に
よ

た
額
と
す
る
。

る
地
域
連
携

一　

次
の
算
式
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額

る
地
域
連
携

一　

次
の
算
式
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額

セ
ン
タ
ー
の

算
式

セ
ン
タ
ー
の

算
式

運
営
に
要
す

Ａ

×

0.
6 

運
営
に
要
す

Ａ

×

0.
6 

る
経
費
が
あ

算
式
の
符
号

る
経
費
が
あ

算
式
の
符
号

る
こ
と
。

Ａ
地
域
連
携
セ
ン
タ

ー
（公

立
の
大
学
等
に
お
い
て
地
方
団
体
等
と
連
携
し
て
地
域

る
こ
と
。

Ａ
地
域
連
携
セ
ン
タ

ー
（公

立
の
大
学
等
に
お
い
て
地
方
団
体
等
と
連
携
し
て
地
域

の
課
題
の
解
決
を
図
る
取
組
を
行
う
組
織
を
い
う

。次
号
に
お
い
て
同
じ

。

）の
運
営

の
課
題
の
解
決
を
図
る
取
組
を
行
う
組
織
を
い
う

。次
号
に
お
い
て
同
じ

。

）の
運
営

の
た
め
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総

の
た
め
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総

務
大
臣
が
調
査
し
た
額

務
大
臣
が
調
査
し
た
額

二　

地
域
連
携
セ
ン
タ
ー
の
運
営
の
た
め
に
当
該
道
府
県
が
負
担
し
た
経
費
の
う
ち
特
別
交

二　

地
域
連
携
セ
ン
タ
ー
の
運
営
の
た
め
に
当
該
道
府
県
が
負
担
し
た
経
費
の
う
ち
特
別
交

付
税
の
算
定
の
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額

付
税
の
算
定
の
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額

七
十
六　

特
定
　

国
の
補
助
金
を
受
け
て
実
施
す
る
特
定
有
人
国
境
離
島
地
域
（
有
人
国
境
離
島
地
域
の
保

七
十
六　

特
定
　

国
の
補
助
金
を
受
け
て
実
施
す
る
特
定
有
人
国
境
離
島
地
域
（
有
人
国
境
離
島
地
域
の
保

有
人
国
境
離

全
及
び
特
定
有
人
国
境
離
島
地
域
に
係
る
地
域
社
会
の
維
持
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成

有
人
国
境
離

全
及
び
特
定
有
人
国
境
離
島
地
域
に
係
る
地
域
社
会
の
維
持
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成

島
地
域
に
係

二
十
八
年
法
律
第
三
十
三
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
特
定
有
人
国
境
離
島
地
域
を
い

島
地
域
に
係

二
十
八
年
法
律
第
三
十
三
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
特
定
有
人
国
境
離
島
地
域
を
い

る
地
域
社
会

う
。
次
条
第
一
項
第
三
号
イ
の
表
第
六
十
六
号
に
お
い
て
同
じ
。）
に
お
け
る
地
域
社
会
の
維

る
地
域
社
会

う
。
次
条
第
一
項
第
三
号
イ
の
表
第
六
十
六
号
に
お
い
て
同
じ
。）
に
お
け
る
地
域
社
会
の
維

の
維
持
に
要

持
に
関
す
る
事
業
等
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と

の
維
持
に
要

持
に
関
す
る
事
業
等
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と

す
る
経
費
が

し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
に
〇
・
五
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

す
る
経
費
が

し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
に
〇
・
五
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

あ
る
こ
と
。

あ
る
こ
と
。

七
十
七　

へ
き
　

国
の
補
助
金
を
受
け
て
施
行
す
る
へ
き
地
患
者
輸
送
航
空
機
運
航
支
援
事
業
に
要
す
る
経

七
十
七　

へ
き
　

国
の
補
助
金
を
受
け
て
施
行
す
る
へ
き
地
患
者
輸
送
航
空
機
運
航
支
援
事
業
に
要
す
る
経

地
患
者
輸
送

費
の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
に

地
患
者
輸
送

費
の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
に

航
空
機
の
運

〇
・
八
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

航
空
機
の
運

〇
・
八
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

航
等
に
要
す

航
等
に
要
す

る
経
費
が
あ

る
経
費
が
あ

る
こ
と
。

る
こ
と
。

七
十
八　

医
療
　

国
の
補
助
金
を
受
け
て
施
行
す
る
医
療
的
ケ
ア
児
保
育
支
援
事
業
に
要
す
る
経
費
の
う
ち

七
十
八　

医
療
　

国
の
補
助
金
を
受
け
て
施
行
す
る
医
療
的
ケ
ア
児
保
育
支
援
事
業
に
要
す
る
経
費
の
う
ち

的
ケ
ア
児
保

特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
に
〇
・
五
を

的
ケ
ア
児
保

特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
に
〇
・
五
を

育
支
援
事
業

乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

育
支
援
事
業

乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

に
要
す
る
経

に
要
す
る
経

費
が
あ
る
こ

費
が
あ
る
こ

と
。

と
。

七
十
九　

ふ
る
　

次
の
各
号
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
の
合
算
額
に
〇
・
五
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

七
十
九　

ふ
る
　

次
の
各
号
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
の
合
算
額
に
〇
・
五
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

さ
と
起
業
家

一　

個
人
が
道
府
県
に
対
し
て
地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
第
三

さ
と
起
業
家

一　

個
人
が
道
府
県
に
対
し
て
地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
第
三

支

援

プ

ロ

十
七
条
の
二
第
一
項
第
一
号
及
び
第
三
百
十
四
条
の
七
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
寄
附
金

支

援

プ

ロ

十
七
条
の
二
第
一
項
第
一
号
及
び
第
三
百
十
四
条
の
七
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
寄
附
金

ジ
ェ
ク
ト
に

を
支
出
す
る
際
に
当
該
個
人
が
特
定
の
起
業
家
（
地
域
資
源
を
活
用
し
て
地
域
課
題
の
解

ジ
ェ
ク
ト
に

を
支
出
す
る
際
に
当
該
個
人
が
特
定
の
起
業
家
（
地
域
資
源
を
活
用
し
て
地
域
課
題
の
解

要
す
る
経
費

決
に
資
す
る
事
業
を
行
お
う
と
す
る
者
を
い
う
。以
下
こ
の
号
及
び
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

要
す
る
経
費

決
に
資
す
る
事
業
を
行
お
う
と
す
る
者
を
い
う
。以
下
こ
の
号
及
び
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

が

あ

る

こ

を
選
択
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
起
業
家
が
新
た
に
開
始
す
る
事
業
の
用
に
供
す
る
施

が

あ

る

こ

を
選
択
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
起
業
家
が
新
た
に
開
始
す
る
事
業
の
用
に
供
す
る
施
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と
。

設
の
整
備
等
に
係
る
費
用
に
つ
い
て
、
道
府
県
が
当
該
寄
附
金
を
財
源
に
行
う
補
助
（
次

と
。

設
の
整
備
等
に
係
る
費
用
に
つ
い
て
、
道
府
県
が
当
該
寄
附
金
を
財
源
に
行
う
補
助
（
次

号
に
お
い
て
「
補
助
」
と
い
う
。）
の
金
額
を
超
え
な
い
範
囲
に
お
い
て
行
う
補
助
（
次
号

号
に
お
い
て
「
補
助
」
と
い
う
。）
の
金
額
を
超
え
な
い
範
囲
に
お
い
て
行
う
補
助
（
次
号

に
お
い
て
「
上
乗
せ
補
助
」
と
い
う
。）
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基

に
お
い
て
「
上
乗
せ
補
助
」
と
い
う
。）
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基

礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
（
当
該
額
が
二
五
、
〇
〇
〇
、
〇
〇

礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
（
当
該
額
が
二
五
、
〇
〇
〇
、
〇
〇

〇
円
を
超
え
る
と
き
は
、
二
五
、
〇
〇
〇
、
〇
〇
〇
円
と
す
る
。） 

〇
円
を
超
え
る
と
き
は
、
二
五
、
〇
〇
〇
、
〇
〇
〇
円
と
す
る
。） 

二　

前
号
に
規
定
す
る
補
助
又
は
上
乗
せ
補
助
を
受
け
よ
う
と
す
る
起
業
家
の
事
業
に
つ
い

二　

前
号
に
規
定
す
る
補
助
又
は
上
乗
せ
補
助
を
受
け
よ
う
と
す
る
起
業
家
の
事
業
に
つ
い

て
の
審
査
等
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て

て
の
審
査
等
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て

総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額

総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額

八
十　

地
方
大
　

地
域
に
お
け
る
大
学
の
振
興
及
び
若
者
の
雇
用
機
会
の
創
出
に
よ
る
若
者
の
修
学
及
び
就

八
十　

地
方
大
　

地
域
に
お
け
る
大
学
の
振
興
及
び
若
者
の
雇
用
機
会
の
創
出
に
よ
る
若
者
の
修
学
及
び
就

学
・
地
域
産

業
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
十
年
法
律
第
三
十
七
号
）
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
国

学
・
地
域
産

業
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
十
年
法
律
第
三
十
七
号
）
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
国

業
創
生
事
業

の
交
付
金
を
受
け
て
実
施
す
る
事
業
（
地
方
債
を
起
こ
す
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
に
限
る
。）

業
創
生
事
業

の
交
付
金
を
受
け
て
実
施
す
る
事
業
（
地
方
債
を
起
こ
す
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
に
限
る
。）

に
要
す
る
経

に
要
す
る
経
費
の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調

に
要
す
る
経

に
要
す
る
経
費
の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調

費
が
あ
る
こ

査
し
た
額
に
〇
・
五
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

費
が
あ
る
こ

査
し
た
額
に
〇
・
五
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

と
。

と
。

八
十
一　

屋
外
　

次
の
各
号
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
の
合
算
額
と
す
る
。 

八
十
一　

屋
外
　

次
の
算
式
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
（
複
数
の
屋
外
分
煙
施
設
を
整
備
す
る
道
府
県
に
あ
つ

分
煙
施
設
の

一　

次
の
算
式
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
（
複
数
の
屋
外
分
煙
施
設
を
整
備
す
る
道
府
県
に
あ

分
煙
施
設
の

て
は
、
施
設
ご
と
に
次
の
算
式
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
の
合
算
額
）
と
す
る
。 

整
備
等
に
要

つ
て
は
、
施
設
ご
と
に
次
の
算
式
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
の
合
算
額
） 

整
備
に
要
す

算
式
 

す
る
経
費
が

算
式

 

る
経
費
が
あ

Ａ

×

0.5 

あ
る
こ
と
。

Ａ

×

0.5
 

る
こ
と
。

算
式
の
符
号

 

算
式
の
符
号
 

Ａ
　
屋
外
分
煙
施
設
の
整
備
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と
す
べ

Ａ
　
屋
外
分
煙
施
設
の
整
備
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と
す

き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
又
は
5
,00

0,00
0円
の
い
ず
れ
か
少
な
い
額

べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
又
は
5,

000
,00

0円
の
い
ず
れ
か
少
な
い

額
 

二　

次
の
算
式
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
（
複
数
の
屋
外
分
煙
施
設
の
整
備
に
対
す
る
補
助
を

す
る
道
府
県
に
あ
つ
て
は
、
施
設
ご
と
に
次
の
算
式
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
の
合
算
額
） 

算
式

 

Ａ

×

0.
5 

算
式
の
符
号

 

Ａ
　
民
間
事
業
者
等

（た
ば
こ

（た
ば
こ
事
業
法

（昭
和
五
十
九
年
法
律
第
六
十
八
号

）

第
二
条
第
三
号
に
掲
げ
る
製
造
た
ば
こ
及
び
同
法
第
三
十
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る

製
造
た
ば
こ
代
用
品
を
い
う

。

）の
製
造

卸
売
又
は
輸
入
を
す
る
者
を
除
く

。

）

、

が
実
施
す
る
屋
外
分
煙
施
設
の
整
備
に
対
す
る
補
助
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
特
別
交

付
税
の
算
定
の
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額

（当
該
額
が

当
該
補
助
の
対
象
と
な
る
整
備
に
要
す
る
経
費
に
0.5
を
乗
じ
て
得
た
額
を
超
え
る
と

き
は

、当
該
得
た
額

）又
は

2,500,000
円
の
い
ず
れ
か
少
な
い
額

八
十
二　

地
域
　

地
域
運
営
組
織
の
経
営
力
強
化
の
た
め
の
支
援
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算

八
十
二　

地
域
　

地
域
運
営
組
織
の
経
営
力
強
化
の
た
め
の
支
援
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算

運
営
組
織
の

定
の
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
に
〇
・
五
を
乗
じ
て
得
た
額
と

運
営
組
織
の

定
の
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
に
〇
・
五
を
乗
じ
て
得
た
額
と

経
営
力
強
化

す
る
。

経
営
力
強
化

す
る
。
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に
要
す
る
経

に
要
す
る
経

費
が
あ
る
こ

費
が
あ
る
こ

と
。

と
。

八
十
三　

被
災
　

大
規
模
災
害
に
よ
り
被
災
し
た
幼
児
、
児
童
、
生
徒
又
は
学
生
の
就
学
支
援
等
に
要
す
る

八
十
三　

被
災
　

大
規
模
災
害
に
よ
り
被
災
し
た
幼
児
、
児
童
、
生
徒
又
は
学
生
の
就
学
支
援
等
に
要
す
る

児
童
生
徒
就

経
費
の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額

児
童
生
徒
就

経
費
の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額

学
支
援
等
事

に
〇
・
八
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

学
支
援
等
事

に
〇
・
八
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

業
に
要
す
る

業
に
要
す
る

経
費
が
あ
る

経
費
が
あ
る

こ
と
。

こ
と
。

八
十
四　

地
域
　

特
定
大
規
模
災
害
等
（
大
規
模
災
害
か
ら
の
復
興
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律

八
十
四　

地
域
　

特
定
大
規
模
災
害
等
（
大
規
模
災
害
か
ら
の
復
興
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律

鉄
道
の
代
替

第
五
十
五
号
）
第
二
条
第
九
号
に
規
定
す
る
特
定
大
規
模
災
害
等
を
い
う
。）
に
よ
り
被
災
し

鉄
道
の
代
替

第
五
十
五
号
）
第
二
条
第
九
号
に
規
定
す
る
特
定
大
規
模
災
害
等
を
い
う
。）
に
よ
り
被
災
し

輸
送
運
行
支

た
鉄
道
事
業
者
が
国
の
補
助
金
を
受
け
て
実
施
す
る
代
替
輸
送
運
行
に
対
す
る
補
助
に
要
す

輸
送
運
行
支

た
鉄
道
事
業
者
が
国
の
補
助
金
を
受
け
て
実
施
す
る
代
替
輸
送
運
行
に
対
す
る
補
助
に
要
す

援
に
要
す
る

る
経
費
の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た

援
に
要
す
る

る
経
費
の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た

経
費
が
あ
る

額
に
〇
・
五
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

経
費
が
あ
る

額
に
〇
・
五
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

こ
と
。

こ
と
。

八
十
五　

森
林
　

次
の
各
号
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
の
合
算
額
に
〇
・
五
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。 

八
十
五　

森
林
　

次
の
各
号
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
の
合
算
額
に
〇
・
五
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。 

吸
収
源
対
策

一　

林
地
台
帳
等
の
運
用
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と
す
べ
き
も

吸
収
源
対
策

一　

林
地
台
帳
等
の
運
用
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と
す
べ
き
も

等
の
推
進
に

の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
か
ら
、
当
該
年
度
の
基
準
財
政
需
要
額
の
う
ち
当
該

等
の
推
進
に

の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
か
ら
、
当
該
年
度
の
基
準
財
政
需
要
額
の
う
ち
当
該

要
す
る
経
費

道
府
県
が
林
地
台
帳
等
の
運
用
に
要
す
る
経
費
に
相
当
す
る
額
と
し
て
総
務
大
臣
が
算
定

要
す
る
経
費

道
府
県
が
林
地
台
帳
等
の
運
用
に
要
す
る
経
費
に
相
当
す
る
額
と
し
て
総
務
大
臣
が
算
定

が

あ

る

こ

し
た
額
を
控
除
し
た
額
（
当
該
額
が
負
数
と
な
る
と
き
は
、
零
と
す
る
。） 

が

あ

る

こ

し
た
額
を
控
除
し
た
額
（
当
該
額
が
負
数
と
な
る
と
き
は
、
零
と
す
る
。） 

と
。

二　

森
林
所
有
者
等
の
把
握
及
び
森
林
の
土
地
の
境
界
の
確
定
等
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
特

と
。

二　

森
林
所
有
者
等
の
把
握
及
び
森
林
の
土
地
の
境
界
の
確
定
等
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
特

別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
か
ら
、
当
該

別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
か
ら
、
当
該

年
度
の
基
準
財
政
需
要
額
の
う
ち
当
該
道
府
県
が
森
林
所
有
者
等
の
把
握
及
び
森
林
の
土

年
度
の
基
準
財
政
需
要
額
の
う
ち
当
該
道
府
県
が
森
林
所
有
者
等
の
把
握
及
び
森
林
の
土

地
の
境
界
の
確
定
等
に
要
す
る
経
費
に
相
当
す
る
額
と
し
て
総
務
大
臣
が
算
定
し
た
額
を

地
の
境
界
の
確
定
等
に
要
す
る
経
費
に
相
当
す
る
額
と
し
て
総
務
大
臣
が
算
定
し
た
額
を

控
除
し
た
額
（
当
該
額
が
負
数
と
な
る
と
き
は
、
零
と
す
る
。） 

控
除
し
た
額
（
当
該
額
が
負
数
と
な
る
と
き
は
、
零
と
す
る
。） 

三　

林
業
の
担
い
手
の
育
成
及
び
確
保
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎

三　

林
業
の
担
い
手
の
育
成
及
び
確
保
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎

と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
か
ら
、
当
該
年
度
の
基
準
財
政
需
要
額

と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
か
ら
、
当
該
年
度
の
基
準
財
政
需
要
額

の
う
ち
当
該
道
府
県
が
林
業
の
担
い
手
の
育
成
及
び
確
保
に
要
す
る
経
費
に
相
当
す
る
額

の
う
ち
当
該
道
府
県
が
林
業
の
担
い
手
の
育
成
及
び
確
保
に
要
す
る
経
費
に
相
当
す
る
額

と
し
て
総
務
大
臣
が
算
定
し
た
額
を
控
除
し
た
額
（
当
該
額
が
負
数
と
な
る
と
き
は
、
零

と
し
て
総
務
大
臣
が
算
定
し
た
額
を
控
除
し
た
額
（
当
該
額
が
負
数
と
な
る
と
き
は
、
零

と
す
る
。） 

と
す
る
。） 

四　

地
域
林
政
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
の
活
用
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎

四　

地
域
林
政
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
の
活
用
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎

と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額

と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額

八
十
六　

特
定
　

国
の
交
付
金
を
受
け
て
実
施
す
る
特
定
地
域
づ
く
り
事
業
協
同
組
合
が
行
う
特
定
地
域
づ

八
十
六　

特
定
　

国
の
交
付
金
を
受
け
て
実
施
す
る
特
定
地
域
づ
く
り
事
業
協
同
組
合
が
行
う
特
定
地
域
づ

地
域
づ
く
り

く
り
事
業
に
補
助
金
等
を
交
付
す
る
事
業
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基

地
域
づ
く
り

く
り
事
業
に
補
助
金
等
を
交
付
す
る
事
業
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基

事
業
協
同
組

礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
に
〇
・
五
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

事
業
協
同
組

礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
に
〇
・
五
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

合
が
行
う
特

合
が
行
う
特

定
地
域
づ
く

定
地
域
づ
く

り
事
業
に
補

り
事
業
に
補
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助
金
等
を
交

助
金
等
を
交

付
す
る
事
業

付
す
る
事
業

に
要
す
る
経

に
要
す
る
経

費
が
あ
る
こ

費
が
あ
る
こ

と
。

と
。

八
十
七　

地
域
　

次
の
算
式
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
と
す
る
。

八
十
七　

地
域
　

次
の
算
式
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
と
す
る
。

に
お
け
る
多

算
式

に
お
け
る
多

算
式

文
化
共
生
の

Ａ

×

0.5
 

文
化
共
生
の

Ａ

×

0.5
 

推
進
に
要
す

算
式
の
符
号

推
進
に
要
す

算
式
の
符
号

る
経
費
が
あ

Ａ
　
災
害
時
に
お
け
る
外
国
人
へ
の
情
報
伝
達
及
び
外
国
人
向
け
防
災
対
策
に
要
す
る
経

る
経
費
が
あ

Ａ
　
災
害
時
に
お
け
る
外
国
人
へ
の
情
報
伝
達
及
び
外
国
人
向
け
防
災
対
策
に
要
す
る
経

る
こ
と
。

費
の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た

る
こ
と
。

費
の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た

額
額

八
十
八　

文
化
　

国
の
補
助
金
を
受
け
て
施
行
す
る
文
化
観
光
拠
点
施
設
を
中
核
と
し
た
地
域
に
お
け
る
文

八
十
八　

文
化
　

国
の
補
助
金
を
受
け
て
施
行
す
る
文
化
観
光
拠
点
施
設
を
中
核
と
し
た
地
域
に
お
け
る
文

観
光
拠
点
施

化
観
光
推
進
事
業
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し

観
光
拠
点
施

化
観
光
推
進
事
業
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し

設
を
中
核
と

て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
に
〇
・
五
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

設
を
中
核
と

て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
に
〇
・
五
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

し
た
地
域
に

し
た
地
域
に

お
け
る
文
化

お
け
る
文
化

観
光
推
進
事

観
光
推
進
事

業
に
要
す
る

業
に
要
す
る

経
費
が
あ
る

経
費
が
あ
る

こ
と
。

こ
と
。

八
十
九　

鳥
獣
　

次
の
各
号
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
の
合
算
額
と
す
る
。

八
十
九　

鳥
獣
　

次
の
各
号
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
の
合
算
額
と
す
る
。

の
駆
除
に
要

一　

鳥
獣
（
鳥
獣
に
よ
る
農
林
水
産
業
等
に
係
る
被
害
の
防
止
の
た
め
の
特
別
措
置
に
関
す

の
駆
除
に
要

一　

鳥
獣
（
鳥
獣
に
よ
る
農
林
水
産
業
等
に
係
る
被
害
の
防
止
の
た
め
の
特
別
措
置
に
関
す

す
る
経
費
が

る
法
律
第
四
条
の
規
定
に
基
づ
き
事
業
実
施
地
区
内
の
市
町
村
が
定
め
る
被
害
防
止
計
画

す
る
経
費
が

る
法
律
第
四
条
の
規
定
に
基
づ
き
事
業
実
施
地
区
内
の
市
町
村
が
定
め
る
被
害
防
止
計
画

あ
る
こ
と
。

に
お
い
て
同
計
画
の
対
象
と
さ
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。）
の
広
域

あ
る
こ
と
。

に
お
い
て
同
計
画
の
対
象
と
さ
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。）
の
広
域

捕
獲
活
動
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総

捕
獲
活
動
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総

務
大
臣
が
調
査
し
た
額
に
〇
・
八
を
乗
じ
て
得
た
額

務
大
臣
が
調
査
し
た
額
に
〇
・
八
を
乗
じ
て
得
た
額

二　

鳥
獣
の
広
域
捕
獲
活
動
の
た
め
の
人
材
育
成
等
に
要
す
る
経
費
（
前
号
に
定
め
る
経
費

二　

鳥
獣
の
広
域
捕
獲
活
動
の
た
め
の
人
材
育
成
等
に
要
す
る
経
費
（
前
号
に
定
め
る
経
費

を
除
く
。）
の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査

を
除
く
。）
の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査

し
た
額
に
〇
・
五
を
乗
じ
て
得
た
額

し
た
額
に
〇
・
五
を
乗
じ
て
得
た
額

九
十　

被
災
者
　

国
の
補
助
金
を
受
け
て
施
行
す
る
被
災
者
見
守
り
・
相
談
支
援
等
事
業
に
要
す
る
経
費
の

九
十　

被
災
者
　

国
の
補
助
金
を
受
け
て
施
行
す
る
被
災
者
見
守
り
・
相
談
支
援
等
事
業
に
要
す
る
経
費
の

見
守
り
・
相

う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
に
〇
・

見
守
り
・
相

う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
に
〇
・

談
支
援
等
事

八
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

談
支
援
等
事

八
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

業
に
要
す
る

業
に
要
す
る

経
費
が
あ
る

経
費
が
あ
る

こ
と
。

こ
と
。

九
十
一　

利
水
　

河
川
法
第
五
十
一
条
の
二
に
規
定
す
る
利
水
ダ
ム
等
の
事
前
放
流
に
よ
る
損
失
の
補
塡
に

九
十
一　

利
水
　

河
川
法
第
五
十
一
条
の
二
に
規
定
す
る
利
水
ダ
ム
等
の
事
前
放
流
に
よ
る
損
失
の
補
塡
に

ダ
ム
等
の
事

要
す
る
経
費
の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査

ダ
ム
等
の
事

要
す
る
経
費
の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
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前
放
流
に
よ

し
た
額
に
〇
・
八
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

前
放
流
に
よ

し
た
額
に
〇
・
八
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

る
損
失
の
補

る
損
失
の
補

塡
に
要
す
る

塡
に
要
す
る

経
費
が
あ
る

経
費
が
あ
る

こ
と
。

こ
と
。

九
十
二　

都
道
　

都
道
府
県
過
疎
地
域
等
政
策
支
援
員
の
活
動
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定

九
十
二　

都
道
　

都
道
府
県
過
疎
地
域
等
政
策
支
援
員
の
活
動
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定

府
県
過
疎
地

の
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
に
〇
・
五
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す

府
県
過
疎
地

の
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
に
〇
・
五
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す

域
等
政
策
支

る
。 

域
等
政
策
支

る
。 

援
員
の
活
動

援
員
の
活
動

に
要
す
る
経

に
要
す
る
経

費
が
あ
る
こ

費
が
あ
る
こ

と
。

と
。

九
十
三　

緊
急
　

被
災
地
域
へ
の
緊
急
消
防
援
助
隊
の
派
遣
又
は
出
動
準
備
に
伴
う
経
費
の
う
ち
特
別
交
付

九
十
三　

緊
急
　

被
災
地
域
へ
の
緊
急
消
防
援
助
隊
の
派
遣
に
伴
う
経
費
の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基

消
防
援
助
隊

税
の
算
定
の
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
に
〇
・
八
を
乗
じ
て
得

消
防
援
助
隊

礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
に
〇
・
八
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

の
派
遣
又
は

た
額
と
す
る
。

の
派
遣
に
伴

出
動
準
備
に

う
経
費
が
あ

伴
う
経
費
が

る
こ
と
。

あ
る
こ
と
。

九
十
四　

特
定
　

特
定
都
市
河
川
浸
水
被
害
対
策
推
進
事
業
又
は
官
民
連
携
浸
水
対
策
下
水
道
事
業
の
た
め

九
十
四　

特
定
　

特
定
都
市
河
川
浸
水
被
害
対
策
推
進
事
業
又
は
官
民
連
携
浸
水
対
策
下
水
道
事
業
の
た
め

都
市
河
川
浸

に
国
が
補
助
金
を
交
付
す
る
民
間
事
業
者
等
に
対
し
て
、
道
府
県
が
国
と
協
調
し
て
当
該
年

都
市
河
川
浸

に
国
が
補
助
金
を
交
付
す
る
民
間
事
業
者
等
に
対
し
て
、
道
府
県
が
国
と
協
調
し
て
当
該
年

水
被
害
対
策

度
に
お
い
て
交
付
す
る
補
助
金
の
額
に
〇
・
五
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

水
被
害
対
策

度
に
お
い
て
交
付
す
る
補
助
金
の
額
に
〇
・
五
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

推
進
事
業
等

推
進
事
業
等

に
要
す
る
経

に
要
す
る
経

費
が
あ
る
こ

費
が
あ
る
こ

と
。

と
。

九
十
五　

私
立
　

私
立
専
修
学
校
の
専
門
課
程
の
う
ち
専
修
学
校
の
専
門
課
程
に
お
け
る
職
業
実
践
専
門
課

九
十
五　

私
立
　

私
立
専
修
学
校
の
専
門
課
程
の
う
ち
専
修
学
校
の
専
門
課
程
に
お
け
る
職
業
実
践
専
門
課

専
修
学
校
の

程
の
認
定
に
関
す
る
規
程
（
平
成
二
十
五
年
文
部
科
学
省
告
示
第
百
三
十
三
号
）
に
基
づ
き

専
修
学
校
の

程
の
認
定
に
関
す
る
規
程
（
平
成
二
十
五
年
文
部
科
学
省
告
示
第
百
三
十
三
号
）
に
基
づ
き

専
門
課
程
の

文
部
科
学
大
臣
が
職
業
実
践
専
門
課
程
と
し
て
認
定
し
た
課
程
に
係
る
費
用
の
補
助
に
要
す

専
門
課
程
の

文
部
科
学
大
臣
が
職
業
実
践
専
門
課
程
と
し
て
認
定
し
た
課
程
に
係
る
費
用
の
補
助
に
要
す

う
ち
職
業
実

る
経
費
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
に
〇
・
五
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

う
ち
職
業
実

る
経
費
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
に
〇
・
五
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

践
専
門
課
程

践
専
門
課
程

に
係
る
費
用

に
係
る
費
用

の
補
助
に
要

の
補
助
に
要

す
る
経
費
が

す
る
経
費
が

あ
る
こ
と
。

あ
る
こ
と
。

九
十
六　

所
有
　

所
有
者
不
明
土
地
の
利
用
の
円
滑
化
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
三
十
年
法
律
第
四

九
十
六　

所
有
　

所
有
者
不
明
土
地
の
利
用
の
円
滑
化
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
三
十
年
法
律
第
四

者
不
明
土
地

十
九
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
所
有
者
不
明
土
地
及
び
土
地
基
本
法
（
平
成
元
年
法

者
不
明
土
地

十
九
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
所
有
者
不
明
土
地
及
び
土
地
基
本
法
（
平
成
元
年
法

等
対
策
に
要

律
第
八
十
四
号
）
第
十
三
条
第
四
項
に
規
定
す
る
低
未
利
用
土
地
（
所
有
者
不
明
土
地
対
策

等
対
策
に
要

律
第
八
十
四
号
）
第
十
三
条
第
四
項
に
規
定
す
る
低
未
利
用
土
地
（
所
有
者
不
明
土
地
対
策

す
る
経
費
が

計
画
に
基
づ
き
所
有
者
不
明
土
地
の
発
生
の
抑
制
の
た
め
に
対
策
を
講
ず
べ
き
と
さ
れ
た
も

す
る
経
費
が

計
画
に
基
づ
き
所
有
者
不
明
土
地
の
発
生
の
抑
制
の
た
め
に
対
策
を
講
ず
べ
き
と
さ
れ
た
も
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あ
る
こ
と
。

の
に
限
る
。）
の
対
策
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と

あ
る
こ
と
。

の
に
限
る
。）
の
対
策
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と

し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
に
〇
・
五
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
に
〇
・
五
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

九
十
七　

地
域
　

次
の
各
号
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
の
合
算
額
と
す
る
。 

九
十
七　

地
域
　

次
の
各
号
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
の
合
算
額
と
す
る
。 

公
共
交
通
の

一　

地
域
公
共
交
通
の
活
性
化
及
び
再
生
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
五
十
九
号
。

公
共
交
通
の

一　

地
域
公
共
交
通
の
活
性
化
及
び
再
生
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
五
十
九
号
。

再
構
築
に
要

以
下
「
地
域
公
共
交
通
活
性
化
再
生
法
」
と
い
う
。
）
第
二
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
基

再
構
築
に
要

以
下
「
地
域
公
共
交
通
活
性
化
再
生
法
」
と
い
う
。
）
第
二
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
基

す
る
経
費
が

づ
く
国
土
交
通
大
臣
の
認
定
を
受
け
た
鉄
道
事
業
再
構
築
実
施
計
画
に
基
づ
き
、
国
の
補

す
る
経
費
が

づ
く
国
土
交
通
大
臣
の
認
定
を
受
け
た
鉄
道
事
業
再
構
築
実
施
計
画
に
基
づ
き
、
国
の
補

あ
る
こ
と
。

助
金
等
を
受
け
て
実
施
す
る
鉄
道
事
業
再
構
築
事
業
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
特
別
交
付
税

あ
る
こ
と
。

助
金
等
を
受
け
て
実
施
す
る
鉄
道
事
業
再
構
築
事
業
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
特
別
交
付
税

の
算
定
の
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
に
〇
・
四
五
を
乗
じ
て

の
算
定
の
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
に
〇
・
四
五
を
乗
じ
て

得
た
額 

得
た
額 

二　

地
域
公
共
交
通
活
性
化
再
生
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
く
国
土
交
通
大
臣
の

二　

地
域
公
共
交
通
活
性
化
再
生
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
く
国
土
交
通
大
臣
の

認
定
を
受
け
た
道
路
運
送
高
度
化
実
施
計
画
、
同
法
第
二
十
七
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に

認
定
を
受
け
た
道
路
運
送
高
度
化
実
施
計
画
、
同
法
第
二
十
七
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に

基
づ
く
国
土
交
通
大
臣
の
認
定
を
受
け
た
地
域
旅
客
運
送
サ
ー
ビ
ス
継
続
実
施
計
画
又
は

基
づ
く
国
土
交
通
大
臣
の
認
定
を
受
け
た
地
域
旅
客
運
送
サ
ー
ビ
ス
継
続
実
施
計
画
又
は

同
法
第
二
十
七
条
の
十
五
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
国
土
交
通
大
臣
の
認
定
を
受
け
た
地

同
法
第
二
十
七
条
の
十
五
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
国
土
交
通
大
臣
の
認
定
を
受
け
た
地

域
公
共
交
通
利
便
増
進
実
施
計
画
に
基
づ
き
、
国
の
補
助
金
等
を
受
け
て
実
施
す
る
道
路

域
公
共
交
通
利
便
増
進
実
施
計
画
に
基
づ
き
、
国
の
補
助
金
等
を
受
け
て
実
施
す
る
道
路

運
送
高
度
化
事
業
、
地
域
旅
客
運
送
サ
ー
ビ
ス
継
続
事
業
又
は
地
域
公
共
交
通
利
便
増
進

運
送
高
度
化
事
業
、
地
域
旅
客
運
送
サ
ー
ビ
ス
継
続
事
業
又
は
地
域
公
共
交
通
利
便
増
進

事
業
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大

事
業
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大

臣
が
調
査
し
た
額
に
〇
・
八
を
乗
じ
て
得
た
額

臣
が
調
査
し
た
額
に
〇
・
八
を
乗
じ
て
得
た
額

九
十
八　

建
築
　

国
の
交
付
金
を
受
け
て
実
施
す
る
建
築
物
火
災
安
全
改
修
事
業
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
特

九
十
八　

建
築
　

国
の
交
付
金
を
受
け
て
実
施
す
る
建
築
物
火
災
安
全
改
修
事
業
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
特

物
火
災
安
全

別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
に
〇
・
五
を
乗

物
火
災
安
全

別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
に
〇
・
五
を
乗

改
修
事
業
に

じ
て
得
た
額
と
す
る
。 

改
修
事
業
に

じ
て
得
た
額
と
す
る
。 

要
す
る
経
費

 

要
す
る
経
費

 

が

あ

る

こ

が

あ

る

こ

と
。

と
。

九
十
九　

特
定
　

次
の
各
号
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
の
合
算
額
と
す
る
。 

九
十
九　

特
定
　

次
の
各
号
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
の
合
算
額
と
す
る
。 

外
来
生
物
の

一　

国
の
交
付
金
を
受
け
て
実
施
す
る
特
定
外
来
生
物
（
特
定
外
来
生
物
に
よ
る
生
態
系
等

外
来
生
物
の

一　

国
の
交
付
金
を
受
け
て
実
施
す
る
特
定
外
来
生
物
（
特
定
外
来
生
物
に
よ
る
生
態
系
等

防
除
等
に
要

に
係
る
被
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
七
十
八
号
）
第
二
条
第
一
項

防
除
等
に
要

に
係
る
被
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
七
十
八
号
）
第
二
条
第
一
項

す
る
経
費
が

に
規
定
す
る
特
定
外
来
生
物
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
防
除
等
に
要

す
る
経
費
が

に
規
定
す
る
特
定
外
来
生
物
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
防
除
等
に
要

あ
る
こ
と
。

す
る
経
費
の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査

あ
る
こ
と
。

す
る
経
費
の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査

し
た
額
に
〇
・
五
を
乗
じ
て
得
た
額 

し
た
額
に
〇
・
五
を
乗
じ
て
得
た
額 

二　

地
方
単
独
事
業
と
し
て
実
施
す
る
特
定
外
来
生
物
の
防
除
等
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
特

二　

地
方
単
独
事
業
と
し
て
実
施
す
る
特
定
外
来
生
物
の
防
除
等
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
特

別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
に
〇
・
三
を

別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
に
〇
・
三
を

乗
じ
て
得
た
額

乗
じ
て
得
た
額

百　

連
携
協
約

次
の
算
式
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
と
す
る
。 

［
新
設
］

に
基
づ
く
専

算
式

 

門
人
材
の
確

（Ａ

＋Ｂ

）×
0.

5 

保
に
要
す
る

算
式
の
符
号
 

経
費
が
あ
る

Ａ

　

地
方
自
治
法
第
2
52条
の
２
第
１
項
に
規
定
す
る
連
携
協
約

（以
下

「連
携
協
約

」と

こ
と
。

い
う

。

）に
基
づ
き
市
町
村

（指
定
都
市
中
核
市
及
び
都
道
府
県
庁
所
在
地
を
除
く

。

、
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以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ

。

）に
派
遣
す
る
専
門
人
材
の
募
集
に
要
す
る
経
費
の
う

ち
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額

（当

該
額
が

1,0
00,

000
円
を
超
え
る
と
き
は

1,0
00,

000
円
と
す
る

。

） 
、

Ｂ

　

連
携
協
約
に
基
づ
き
市
町
村
に
派
遣
す
る
専
門
人
材
に
係
る
人
件
費

（地
方
自
治
法

第
2
52条
の

1
7の
規
定
に
よ
る
派
遣
の
場
合
を
除
く

。

）の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定
の

基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額

（当
該
額
が
専
門
人
材
一
人
に

つ
き
6,

223,
000
円
を
超
え
る
と
き
は

6,
223,

000
円
と
す
る

。

）

、

二　

次
に
掲
げ
る
事
情
を
考
慮
し
て
定
め
る
額 

二　

次
に
掲
げ
る
事
情
を
考
慮
し
て
定
め
る
額 

イ　

災
害
復
旧
に
要
す
る
経
費
が
多
額
で
あ
る
こ
と
。 

イ　

災
害
復
旧
に
要
す
る
経
費
が
多
額
で
あ
る
こ
と
。 

ロ　

防
災
対
策
に
要
す
る
経
費
が
多
額
で
あ
る
こ
と
。 

ロ　

防
災
対
策
に
要
す
る
経
費
が
多
額
で
あ
る
こ
と
。 

ハ　

人
口
減
少
及
び
少
子
化
対
策
に
要
す
る
経
費
が
多
額
で
あ
る
こ
と
。 

ハ　

人
口
減
少
及
び
少
子
化
対
策
に
要
す
る
経
費
が
多
額
で
あ
る
こ
と
。 

ニ　

地
域
医
療
の
確
保
等
に
要
す
る
経
費
が
多
額
で
あ
る
こ
と
。 

ニ　

地
域
医
療
の
確
保
等
に
要
す
る
経
費
が
多
額
で
あ
る
こ
と
。 

ホ　

特
殊
土
壌
地
帯
が
あ
る
た
め
、
特
別
の
財
政
需
要
が
あ
る
こ
と
。 

ホ　

特
殊
土
壌
地
帯
が
あ
る
た
め
、
特
別
の
財
政
需
要
が
あ
る
こ
と
。 

へ　

低
湿
地
帯
が
あ
る
た
め
、
特
別
の
財
政
需
要
が
あ
る
こ
と
。 

へ　

低
湿
地
帯
が
あ
る
た
め
、
特
別
の
財
政
需
要
が
あ
る
こ
と
。 

ト　

過
疎
等
の
地
域
の
振
興
に
要
す
る
経
費
が
多
額
で
あ
る
こ
と
。 

ト　

過
疎
等
の
地
域
の
振
興
に
要
す
る
経
費
が
多
額
で
あ
る
こ
と
。 

チ　

へ
き
地
等
の
地
理
的
条
件
に
よ
り
増
加
す
る
経
費
が
多
額
で
あ
る
こ
と
。 

チ　

へ
き
地
等
の
地
理
的
条
件
に
よ
り
増
加
す
る
経
費
が
多
額
で
あ
る
こ
と
。 

リ　

自
然
環
境
の
保
全
に
要
す
る
経
費
が
多
額
で
あ
る
こ
と
。 

リ　

自
然
環
境
の
保
全
に
要
す
る
経
費
が
多
額
で
あ
る
こ
と
。 

ヌ　

エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
及
び
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
利
用
の
推
進
に
要
す
る
経
費
が
多
額
で

ヌ　

エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
及
び
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
利
用
の
推
進
に
要
す
る
経
費
が
多
額
で

あ
る
こ
と
。 

あ
る
こ
と
。 

ル　

公
害
対
策
に
要
す
る
経
費
が
多
額
で
あ
る
こ
と
。 

ル　

公
害
対
策
に
要
す
る
経
費
が
多
額
で
あ
る
こ
と
。 

ヲ　

不
法
投
棄
対
策
に
要
す
る
経
費
が
多
額
で
あ
る
こ
と
。 

ヲ　

不
法
投
棄
対
策
に
要
す
る
経
費
が
多
額
で
あ
る
こ
と
。 

ワ　

地
下
水
の
汚
染
対
策
に
要
す
る
経
費
が
多
額
で
あ
る
こ
と
。 

ワ　

地
下
水
の
汚
染
対
策
に
要
す
る
経
費
が
多
額
で
あ
る
こ
と
。 

カ　

鳥
獣
害
の
防
止
及
び
病
害
虫
の
防
除
に
要
す
る
経
費
が
多
額
で
あ
る
こ
と
。 

カ　

鳥
獣
害
の
防
止
及
び
病
害
虫
の
防
除
に
要
す
る
経
費
が
多
額
で
あ
る
こ
と
。 

ヨ　

交
通
安
全
対
策
に
要
す
る
経
費
が
多
額
で
あ
る
こ
と
。 

ヨ　

交
通
安
全
対
策
に
要
す
る
経
費
が
多
額
で
あ
る
こ
と
。 

タ　

公
園
等
の
観
光
地
が
あ
る
た
め
、
特
別
の
財
政
需
要
が
あ
る
こ
と
。 

タ　

公
園
等
の
観
光
地
が
あ
る
た
め
、
特
別
の
財
政
需
要
が
あ
る
こ
と
。 

レ　

外
国
の
地
方
公
共
団
体
と
の
友
好
協
力
関
係
の
増
進
に
係
る
事
業
、
国
際
交
流
事
業
、
国
際
協
力
事
業

レ　

外
国
の
地
方
公
共
団
体
と
の
友
好
協
力
関
係
の
増
進
に
係
る
事
業
、
国
際
交
流
事
業
、
国
際
協
力
事
業

そ
の
他
の
国
際
化
対
策
に
要
す
る
経
費
が
多
額
で
あ
る
こ
と
。 

そ
の
他
の
国
際
化
対
策
に
要
す
る
経
費
が
多
額
で
あ
る
こ
と
。 

ソ　

ダ
ム
対
策
に
要
す
る
経
費
が
多
額
で
あ
る
こ
と
。 

ソ　

ダ
ム
対
策
に
要
す
る
経
費
が
多
額
で
あ
る
こ
と
。 

ツ　

地
域
公
共
交
通
の
維
持
等
に
要
す
る
経
費
が
多
額
で
あ
る
こ
と
。 
ツ　

地
域
公
共
交
通
の
維
持
等
に
要
す
る
経
費
が
多
額
で
あ
る
こ
と
。 

ネ　

地
域
鉄
道
の
高
度
化
の
た
め
の
改
良
事
業
に
対
す
る
助
成
に
要
す
る
経
費
が
多
額
で
あ
る
こ
と
。 
ネ　

地
域
鉄
道
の
高
度
化
の
た
め
の
改
良
事
業
に
対
す
る
助
成
に
要
す
る
経
費
が
多
額
で
あ
る
こ
と
。 

ナ　

農
林
水
産
業
の
振
興
に
要
す
る
経
費
が
多
額
で
あ
る
こ
と
。 

ナ　

農
林
水
産
業
の
振
興
に
要
す
る
経
費
が
多
額
で
あ
る
こ
と
。 

ラ　

た
め
池
が
あ
る
た
め
、
特
別
の
財
政
需
要
が
あ
る
こ
と
。 

ラ　

た
め
池
が
あ
る
た
め
、
特
別
の
財
政
需
要
が
あ
る
こ
と
。 

ム　

北
方
領
土
問
題
対
策
に
要
す
る
経
費
が
多
額
で
あ
る
こ
と
。 

ム　

北
方
領
土
問
題
対
策
に
要
す
る
経
費
が
多
額
で
あ
る
こ
と
。 

ウ　

隣
保
館
に
要
す
る
経
費
が
多
額
で
あ
る
こ
と
。 

ウ　

隣
保
館
に
要
す
る
経
費
が
多
額
で
あ
る
こ
と
。 

ヰ　

高
等
学
校
奨
学
事
業
に
要
す
る
経
費
が
多
額
で
あ
る
こ
と
。 

ヰ　

高
等
学
校
奨
学
事
業
に
要
す
る
経
費
が
多
額
で
あ
る
こ
と
。 

ノ　

小
規
模
事
業
経
営
支
援
事
業
に
要
す
る
経
費
が
多
額
で
あ
る
こ
と
。 

ノ　

小
規
模
事
業
経
営
支
援
事
業
に
要
す
る
経
費
が
多
額
で
あ
る
こ
と
。 

オ　

住
宅
新
築
資
金
等
貸
付
事
業
に
要
す
る
経
費
が
多
額
で
あ
る
こ
と
。 

オ　

住
宅
新
築
資
金
等
貸
付
事
業
に
要
す
る
経
費
が
多
額
で
あ
る
こ
と
。 
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ク　

道
府
県
の
知
事
又
は
議
会
の
議
員
に
係
る
特
別
選
挙
等
が
あ
る
た
め
、
特
別
の
財
政
需
要
が
あ
る
こ
と
。 

ク　

道
府
県
の
知
事
又
は
議
会
の
議
員
に
係
る
特
別
選
挙
等
が
あ
る
た
め
、
特
別
の
財
政
需
要
が
あ
る
こ
と
。 

ヤ　

関
東
ロ
ー
ム
地
帯
に
あ
る
道
路
に
要
す
る
経
費
が
多
額
で
あ
る
こ
と
。 

ヤ　

関
東
ロ
ー
ム
地
帯
に
あ
る
道
路
に
要
す
る
経
費
が
多
額
で
あ
る
こ
と
。 

マ　

そ
の
他
財
政
需
要
又
は
財
政
収
入
が
過
大
又
は
過
少
で
あ
る
こ
と
。

マ　

そ
の
他
財
政
需
要
又
は
財
政
収
入
が
過
大
又
は
過
少
で
あ
る
こ
と
。

三　

次
に
掲
げ
る
額
の
合
算
額 

三　

次
に
掲
げ
る
額
の
合
算
額 

イ　

当
該
年
度
の
六
月
分
及
び
十
二
月
分
に
係
る
超
過
支
給
額
並
び
に
当
該
年
度
の
六
月
分
及
び
十
二
月
分

イ　

当
該
年
度
の
六
月
分
及
び
十
二
月
分
に
係
る
超
過
支
給
額
並
び
に
当
該
年
度
の
六
月
分
及
び
十
二
月
分

の
特
別
交
付
税
の
額
の
算
定
の
基
礎
に
算
入
さ
れ
な
か
つ
た
超
過
支
給
額
の
合
算
額
を
基
礎
と
し
て
算
定

の
特
別
交
付
税
の
額
の
算
定
の
基
礎
に
算
入
さ
れ
な
か
つ
た
超
過
支
給
額
の
合
算
額
を
基
礎
と
し
て
算
定

し
た
額
（
表
示
単
位
は
千
円
と
し
、
表
示
単
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す

し
た
額
（
表
示
単
位
は
千
円
と
し
、
表
示
単
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す

る
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。）

る
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。）

ロ　

交
通
機
関
等
を
利
用
せ
ず
、
か
つ
、
自
動
車
等
を
使
用
し
な
い
で
徒
歩
に
よ
り
通
勤
す
る
者
に
対
し
て

ロ　

交
通
機
関
等
を
利
用
せ
ず
、
か
つ
、
自
動
車
等
を
使
用
し
な
い
で
徒
歩
に
よ
り
通
勤
す
る
者
に
対
し
て

当
該
年
度
に
支
給
さ
れ
た
通
勤
手
当
の
額

当
該
年
度
に
支
給
さ
れ
た
通
勤
手
当
の
額

ハ　

退
職
す
る
こ
と
を
理
由
と
し
て
特
別
昇
給
し
た
職
員
に
対
し
て
当
該
年
度
に
支
給
さ
れ
た
退
職
手
当
の

ハ　

退
職
す
る
こ
と
を
理
由
と
し
て
特
別
昇
給
し
た
職
員
に
対
し
て
当
該
年
度
に
支
給
さ
れ
た
退
職
手
当
の

額
の
う
ち
、
当
該
特
別
昇
給
に
よ
り
増
加
し
た
額

額
の
う
ち
、
当
該
特
別
昇
給
に
よ
り
増
加
し
た
額

ニ　

当
該
年
度
に
お
け
る
地
方
自
治
法
第
二
百
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
寒
冷
地
手
当
の
支
給
総
額
（
以
下

ニ　

当
該
年
度
に
お
け
る
地
方
自
治
法
第
二
百
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
寒
冷
地
手
当
の
支
給
総
額
（
以
下

「
寒
冷
地
手
当
支
給
総
額
」
と
い
う
。）
が
、
国
家
公
務
員
の
寒
冷
地
手
当
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
四

「
寒
冷
地
手
当
支
給
総
額
」
と
い
う
。）
が
、
国
家
公
務
員
の
寒
冷
地
手
当
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
四

年
法
律
第
二
百
号
）
第
二
条
に
定
め
る
額
を
当
該
道
府
県
の
条
例
に
規
定
す
る
寒
冷
地
手
当
の
額
と
み
な

年
法
律
第
二
百
号
）
第
二
条
に
定
め
る
額
を
当
該
道
府
県
の
条
例
に
規
定
す
る
寒
冷
地
手
当
の
額
と
み
な

し
て
計
算
し
た
寒
冷
地
手
当
の
支
給
総
額
（
以
下
「
み
な
し
寒
冷
地
手
当
支
給
総
額
」
と
い
う
。）
を
上
回

し
て
計
算
し
た
寒
冷
地
手
当
の
支
給
総
額
（
以
下
「
み
な
し
寒
冷
地
手
当
支
給
総
額
」
と
い
う
。）
を
上
回

る
道
府
県
に
つ
い
て
、
寒
冷
地
手
当
支
給
総
額
か
ら
み
な
し
寒
冷
地
手
当
支
給
総
額
を
控
除
し
て
得
た
額

る
道
府
県
に
つ
い
て
、
寒
冷
地
手
当
支
給
総
額
か
ら
み
な
し
寒
冷
地
手
当
支
給
総
額
を
控
除
し
て
得
た
額

ホ　

当
該
年
度
に
お
け
る
地
方
自
治
法
第
二
百
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
地
域
手
当
の
支
給
総
額
（
以
下
「
地

ホ　

当
該
年
度
に
お
け
る
地
方
自
治
法
第
二
百
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
地
域
手
当
の
支
給
総
額
（
以
下
「
地

域
手
当
支
給
総
額
」
と
い
う
。
）
が
、
一
般
職
給
与
法
第
十
一
条
の
三
第
二
項
に
定
め
る
割
合
（
当
該
割

域
手
当
支
給
総
額
」
と
い
う
。
）
が
、
一
般
職
給
与
法
第
十
一
条
の
三
第
二
項
に
定
め
る
割
合
（
当
該
割

合
が
人
事
院
規
則
九
―
四
九
（
地
域
手
当
）
別
表
第
一
に
定
め
ら
れ
て
い
な
い
地
域
に
あ
つ
て
は
、「
地

合
が
人
事
院
規
則
九
―
四
九
（
地
域
手
当
）
別
表
第
一
に
定
め
ら
れ
て
い
な
い
地
域
に
あ
つ
て
は
、「
地

域
手
当
支
給
基
準
を
満
た
す
地
域
の
一
覧
に
つ
い
て
」
（
平
成
二
十
六
年
九
月
二
日
付
け
総
務
省
給
与
能

域
手
当
支
給
基
準
を
満
た
す
地
域
の
一
覧
に
つ
い
て
」（
平
成
二
十
六
年
九
月
二
日
付
け
総
行
給
第
十
号
）

率
推
進
室
第
十
号
通
知
）
に
お
け
る
地
域
手
当
の
指
定
基
準
に
よ
り
算
定
し
た
割
合
）
を
当
該
道
府
県
の

に
お
け
る
地
域
手
当
の
指
定
基
準
に
よ
り
算
定
し
た
割
合
）
を
当
該
道
府
県
の
条
例
に
規
定
す
る
地
域
手

条
例
に
規
定
す
る
地
域
手
当
支
給
割
合
と
み
な
し
て
計
算
し
た
地
域
手
当
の
支
給
総
額
（
以
下
「
み
な
し

当
支
給
割
合
と
み
な
し
て
計
算
し
た
地
域
手
当
の
支
給
総
額
（
以
下
「
み
な
し
地
域
手
当
支
給
総
額
」
と

地
域
手
当
支
給
総
額
」
と
い
う
。
）
を
上
回
る
道
府
県
（
地
域
手
当
支
給
総
額
が
み
な
し
地
域
手
当
支
給

い
う
。）
を
上
回
る
道
府
県
（
地
域
手
当
支
給
総
額
が
み
な
し
地
域
手
当
支
給
総
額
以
下
と
な
る
道
府
県

総
額
以
下
と
な
る
道
府
県
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
認
め
る
道
府
県
を
除
く
。）
に
つ
い
て
、

に
準
ず
る
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
認
め
る
道
府
県
を
除
く
。）
に
つ
い
て
、
地
域
手
当
支
給
総
額
か
ら

地
域
手
当
支
給
総
額
か
ら
み
な
し
地
域
手
当
支
給
総
額
を
控
除
し
て
得
た
額

み
な
し
地
域
手
当
支
給
総
額
を
控
除
し
て
得
た
額

ヘ　

各
道
府
県
の
区
域
内
の
市
町
村
に
つ
い
て
次
条
第
一
項
第
三
号
イ
の
表
第
四
十
六
号
の
規
定
に
よ
り
算

ヘ　

各
道
府
県
の
区
域
内
の
市
町
村
に
つ
い
て
次
条
第
一
項
第
三
号
イ
の
表
第
四
十
六
号
の
規
定
に
よ
り
算

定
し
た
額
（
農
地
転
用
の
許
可
等
に
係
る
も
の
に
限
る
。）

定
し
た
額
（
農
地
転
用
の
許
可
等
に
係
る
も
の
に
限
る
。）

四　

第
二
条
第
一
項
第
二
号
の
額
か
ら
同
項
第
一
号
の
額
を
控
除
し
た
額
（
当
該
額
が
負
数
と
な
る
と
き
は
、

四　

第
二
条
第
一
項
第
二
号
の
額
か
ら
同
項
第
一
号
の
額
を
控
除
し
た
額
（
当
該
額
が
負
数
と
な
る
と
き
は
、

零
と
す
る
。）

零
と
す
る
。）

２　

第
二
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
は
、
前
項
の
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条

２　

第
二
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
は
、
前
項
の
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条

第
二
項
中
「
前
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
四
条
第
一
項
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
四

第
二
項
中
「
前
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
四
条
第
一
項
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
四

条
第
一
項
」
と
、「
当
該
額
の
う
ち
同
項
第
三
号
の
額
を
除
き
、
そ
の
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
額
の
」
と
読
み
替

条
第
一
項
」
と
、「
当
該
額
の
う
ち
同
項
第
三
号
の
額
を
除
き
、
そ
の
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
額
の
」
と
読
み
替

え
る
も
の
と
す
る
。

え
る
も
の
と
す
る
。

３　

第
二
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
算
定
額
の
う
ち
、
当
該
年
度
の
十
二
月
分
の
特
別
交
付
税
の

３　

第
二
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
算
定
額
の
う
ち
、
当
該
年
度
の
十
二
月
分
の
特
別
交
付
税
の

額
の
算
定
の
基
礎
に
算
入
す
べ
き
額
で
、
当
該
基
礎
に
算
入
し
な
か
つ
た
額
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
額
を
当

額
の
算
定
の
基
礎
に
算
入
す
べ
き
額
で
、
当
該
基
礎
に
算
入
し
な
か
つ
た
額
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
額
を
当

該
年
度
の
三
月
分
の
特
別
交
付
税
の
額
の
算
定
の
基
礎
に
算
入
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

該
年
度
の
三
月
分
の
特
別
交
付
税
の
額
の
算
定
の
基
礎
に
算
入
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

同
項
第
一
号
に
掲
げ
る
算
定
額
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
は
第
四
条
第
一
項
第
一
号
の
額
に
、
第
二
条
第
一
項
第

同
項
第
一
号
に
掲
げ
る
算
定
額
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
は
第
四
条
第
一
項
第
一
号
の
額
に
、
第
二
条
第
一
項
第
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二
号
に
掲
げ
る
算
定
額
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
は
第
四
条
第
一
項
第
三
号
の
額
に
含
め
て
こ
れ
ら
の
額
を
算
定

二
号
に
掲
げ
る
算
定
額
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
は
第
四
条
第
一
項
第
三
号
の
額
に
含
め
て
こ
れ
ら
の
額
を
算
定

す
る
も
の
と
す
る
。

す
る
も
の
と
す
る
。
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改　

正　

後

改　

正　

前

（
市
町
村
に
係
る
三
月
分
の
算
定
方
法
） 

（
市
町
村
に
係
る
三
月
分
の
算
定
方
法
） 

第
五
条　

各
市
町
村
に
対
し
て
毎
年
度
三
月
に
交
付
す
べ
き
特
別
交
付
税
の
額
は
、
第
一
号
の
額
に
第
三
号
の
額

第
五
条　

各
市
町
村
に
対
し
て
毎
年
度
三
月
に
交
付
す
べ
き
特
別
交
付
税
の
額
は
、
第
一
号
の
額
に
第
三
号
の
額

か
ら
第
四
号
の
額
を
控
除
し
た
額
（
当
該
額
が
負
数
と
な
る
と
き
は
、
零
と
す
る
。）
と
第
二
号
の
額
の
合
算
額

か
ら
第
四
号
の
額
を
控
除
し
た
額
（
当
該
額
が
負
数
と
な
る
と
き
は
、
零
と
す
る
。）
と
第
二
号
の
額
の
合
算
額

か
ら
第
五
号
の
額
を
控
除
し
た
額
（
当
該
額
が
負
数
と
な
る
と
き
は
、
零
と
す
る
。）
を
加
え
た
額
と
す
る
。 

か
ら
第
五
号
の
額
を
控
除
し
た
額
（
当
該
額
が
負
数
と
な
る
と
き
は
、
零
と
す
る
。）
を
加
え
た
額
と
す
る
。 

一　

次
に
掲
げ
る
額
の
合
算
額 

一　

次
に
掲
げ
る
額
の
合
算
額 

イ　

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
下
欄
に
掲
げ
る
算
定
方
法
に
よ
つ
て
算
定
し
た

イ　

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
下
欄
に
掲
げ
る
算
定
方
法
に
よ
つ
て
算
定
し
た

額
（
表
示
単
位
は
千
円
と
し
、
表
示
単
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。）

額
（
表
示
単
位
は
千
円
と
し
、
表
示
単
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。）

の
合
算
額

の
合
算
額

事

項

算

定

方

法

事

項

算

定

方

法

一　

災
害
に
よ

次
の
各
号
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
の
合
算
額
と
す
る
。 

一　

災
害
に
よ

次
の
各
号
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
の
合
算
額
と
す
る
。 

る
財
政
需
要

一　

当
該
年
度
の
十
一
月
一
日
か
ら
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
発
生
し
た
災
害
（
火
災

る
財
政
需
要

一　

当
該
年
度
の
十
一
月
一
日
か
ら
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
発
生
し
た
災
害
（
火
災

の
増
加
又
は

を
除
く
。）
に
つ
い
て
、
第
三
条
第
一
項
第
一
号
イ
の
表
第
一
号
に
規
定
す
る
算
定
方
法
に

の
増
加
又
は

を
除
く
。）
に
つ
い
て
、
第
三
条
第
一
項
第
一
号
イ
の
表
第
一
号
に
規
定
す
る
算
定
方
法
に

財
政
収
入
の

準
じ
て
算
定
し
た
額 

財
政
収
入
の

準
じ
て
算
定
し
た
額 

減
少
が
あ
る

二　

前
年
度
の
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
に
発
生
し
た
災
害
（
火
災
を
除
く
。）
に
つ
い
て
、
総

減
少
が
あ
る

二　

前
年
度
の
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
に
発
生
し
た
災
害
（
火
災
を
除
く
。）
に
つ
い
て
、
総

こ
と
。 

務
大
臣
が
調
査
し
た
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
項
目
ご
と
の
数
値
（
前
年
度
の
一
月
一
日

こ
と
。 

務
大
臣
が
調
査
し
た
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
項
目
ご
と
の
数
値
（
前
年
度
の
一
月
一
日

以
降
に
生
じ
た
も
の
に
限
る
。）
で
前
年
度
ま
で
の
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
に
算
入
さ

以
降
に
生
じ
た
も
の
に
限
る
。）
で
前
年
度
ま
で
の
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
に
算
入
さ

れ
な
か
つ
た
数
値
に
そ
れ
ぞ
れ
下
欄
に
掲
げ
る
額
を
乗
じ
て
得
た
額
の
合
算
額

れ
な
か
つ
た
数
値
に
そ
れ
ぞ
れ
下
欄
に
掲
げ
る
額
を
乗
じ
て
得
た
額
の
合
算
額

項　
　
　

目

額

項　
　
　

目

額

死
者
及
び
行
方
不
明
者
の
数

八
七
五
、
〇
〇
〇
円

死
者
及
び
行
方
不
明
者
の
数

八
七
五
、
〇
〇
〇
円

障
害
者
の
数

四
三
七
、
五
〇
〇
円

障
害
者
の
数

四
三
七
、
五
〇
〇
円

二　

大
火
災
が
　

当
該
年
度
の
十
一
月
一
日
か
ら
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
発
生
し
た
火
災
に
つ
い
て
、

二　

大
火
災
が
　

当
該
年
度
の
十
一
月
一
日
か
ら
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
発
生
し
た
火
災
に
つ
い
て
、

あ

つ

た

こ

第
三
条
第
一
項
第
一
号
イ
の
表
第
二
号
に
規
定
す
る
算
定
方
法
に
準
じ
て
算
定
し
た
額
と
す

あ

つ

た

こ

第
三
条
第
一
項
第
一
号
イ
の
表
第
二
号
に
規
定
す
る
算
定
方
法
に
準
じ
て
算
定
し
た
額
と
す

と
。

る
。

と
。

る
。

三　

公
共
施
設
　

当
該
年
度
の
十
一
月
一
日
か
ら
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
発
生
し
た
火
災
に
つ
い
て
、

三　

公
共
施
設
　

当
該
年
度
の
十
一
月
一
日
か
ら
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
発
生
し
た
火
災
に
つ
い
て
、

火
災
が
あ
つ

第
三
条
第
一
項
第
一
号
イ
の
表
第
三
号
に
規
定
す
る
算
定
方
法
に
準
じ
て
算
定
し
た
額
と
す

火
災
が
あ
つ

第
三
条
第
一
項
第
一
号
イ
の
表
第
三
号
に
規
定
す
る
算
定
方
法
に
準
じ
て
算
定
し
た
額
と
す

た
こ
と
。

る
。

た
こ
と
。

る
。

四　

不
発
弾
等
　

前
条
第
一
項
第
一
号
の
表
第
三
十
五
号
に
規
定
す
る
算
定
方
法
に
準
じ
て
算
定
し
た
額
と

四　

不
発
弾
等
　

前
条
第
一
項
第
一
号
の
表
第
三
十
五
号
に
規
定
す
る
算
定
方
法
に
準
じ
て
算
定
し
た
額
と

の
処
理
に
要

す
る
。 

の
処
理
に
要

す
る
。 
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す
る
経
費
が

 

す
る
経
費
が

 

あ
る
こ
と
。

あ
る
こ
と
。

五　

渇
水
対
策
　

前
条
第
一
項
第
一
号
の
表
第
四
十
四
号
に
規
定
す
る
算
定
方
法
に
準
じ
て
算
定
し
た
額
と

五　

渇
水
対
策
　

前
条
第
一
項
第
一
号
の
表
第
四
十
四
号
に
規
定
す
る
算
定
方
法
に
準
じ
て
算
定
し
た
額
と

に
要
す
る
経

す
る
。 

に
要
す
る
経

す
る
。 

費
が
あ
る
こ

費
が
あ
る
こ

と
。

と
。

六　

被
災
地
域
　

当
該
年
度
に
お
い
て
災
害
に
よ
り
被
害
を
受
け
た
都
道
府
県
又
は
市
町
村
の
要
請
等
に
よ

六　

被
災
地
域
　

当
該
年
度
に
お
い
て
災
害
に
よ
り
被
害
を
受
け
た
都
道
府
県
又
は
市
町
村
の
要
請
等
に
よ

の
応
援
等
に

り
行
つ
た
被
災
地
域
の
応
援
等
に
要
す
る
経
費
（
災
害
が
発
生
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に

の
応
援
等
に

り
行
つ
た
被
災
地
域
の
応
援
等
に
要
す
る
経
費
（
災
害
が
発
生
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に

要
す
る
経
費

お
い
て
当
該
年
度
に
行
つ
た
応
援
等
に
要
し
た
経
費
を
含
み
、
第
三
条
第
一
項
第
一
号
イ
の

要
す
る
経
費

お
い
て
当
該
年
度
に
行
つ
た
応
援
等
に
要
し
た
経
費
を
含
み
、
第
三
条
第
一
項
第
一
号
イ
の

が

あ

る

こ

表
第
六
号
に
お
い
て
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と
な
つ
た
経
費
を
除
く
。）
に
つ
い
て
、
同

が

あ

る

こ

表
第
六
号
に
お
い
て
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と
な
つ
た
経
費
を
除
く
。）
に
つ
い
て
、
同

と
。

号
に
規
定
す
る
算
定
方
法
に
準
じ
て
算
定
し
た
額
と
す
る
。

と
。

号
に
規
定
す
る
算
定
方
法
に
準
じ
て
算
定
し
た
額
と
す
る
。

七　

鉱
害
対
策
　

前
条
第
一
項
第
一
号
の
表
第
二
十
号
に
規
定
す
る
算
定
方
法
に
準
じ
て
算
定
し
た
額
と
す

七　

鉱
害
対
策
　

前
条
第
一
項
第
一
号
の
表
第
二
十
号
に
規
定
す
る
算
定
方
法
に
準
じ
て
算
定
し
た
額
と
す

に
要
す
る
経

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
号
中
「
〇
・
八
」
と
あ
る
の
は
、「
一
・
〇
」
と
読
み
替
え
る

に
要
す
る
経

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
号
中
「
〇
・
八
」
と
あ
る
の
は
「
一
・
〇
」
と
読
み
替
え
る

費
が
あ
る
こ

も
の
と
す
る
。

費
が
あ
る
こ

も
の
と
す
る
。

と
。

と
。

八　

不
法
に
処
　

前
条
第
一
項
第
一
号
の
表
第
十
二
号
に
規
定
す
る
算
定
方
法
に
準
じ
て
算
定
し
た
額
と
す

八　

不
法
に
処
　

前
条
第
一
項
第
一
号
の
表
第
十
二
号
に
規
定
す
る
算
定
方
法
に
準
じ
て
算
定
し
た
額
と
す

分
さ
れ
た
産

る
。 

分
さ
れ
た
産

る
。 

業
廃
棄
物
に

 

業
廃
棄
物
に

 

係
る
原
状
回

 

係
る
原
状
回

 

復
に
要
す
る

復
に
要
す
る

経
費
が
あ
る

経
費
が
あ
る

こ
と
。

こ
と
。

九　

家
畜
伝
染
　

次
の
各
号
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
の
合
算
額
と
す
る
。 

九　

家
畜
伝
染
　

次
の
各
号
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
の
合
算
額
と
す
る
。 

病
対
策
に
要

一　

当
該
年
度
に
お
い
て
口
蹄
疫
、
伝
達
性
海
綿
状
脳
症
、
豚
熱
、
高
病
原
性
鳥
イ
ン
フ
ル

病
対
策
に
要

一　

当
該
年
度
に
お
い
て
口
蹄
疫
、
伝
達
性
海
綿
状
脳
症
、
豚
熱
、
高
病
原
性
鳥
イ
ン
フ
ル

す
る
経
費
が

エ
ン
ザ
等
の
た
め
家
畜
伝
染
病
予
防
法
に
基
づ
き
道
府
県
が
実
施
す
る
対
策
に
関
連
し
て

す
る
経
費
が

エ
ン
ザ
等
の
た
め
家
畜
伝
染
病
予
防
法
に
基
づ
き
道
府
県
が
実
施
す
る
対
策
に
関
連
し
て

あ
る
こ
と
。 

国
の
補
助
金
等
を
受
け
て
実
施
す
る
疾
病
ま
ん
延
防
止
対
策
等
に
要
す
る
経
費
（
第
三
条

あ
る
こ
と
。 

国
の
補
助
金
等
を
受
け
て
実
施
す
る
疾
病
ま
ん
延
防
止
対
策
等
に
要
す
る
経
費
（
第
三
条

第
一
項
第
一
号
イ
の
表
第
四
号
一
に
お
い
て
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と
な
つ
た
経
費

第
一
項
第
一
号
イ
の
表
第
四
号
一
に
お
い
て
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と
な
つ
た
経
費

を
除
く
。）
の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査

を
除
く
。）
の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査

し
た
額
に
〇
・
八
を
乗
じ
て
得
た
額 

し
た
額
に
〇
・
八
を
乗
じ
て
得
た
額 

二　

当
該
年
度
に
お
い
て
口
蹄
疫
、
伝
達
性
海
綿
状
脳
症
、
豚
熱
、
高
病
原
性
鳥
イ
ン
フ
ル

二　

当
該
年
度
に
お
い
て
口
蹄
疫
、
伝
達
性
海
綿
状
脳
症
、
豚
熱
、
高
病
原
性
鳥
イ
ン
フ
ル

エ
ン
ザ
等
の
た
め
前
号
の
対
策
に
関
連
し
て
実
施
す
る
疾
病
ま
ん
延
防
止
対
策
、
風
評
被

エ
ン
ザ
等
の
た
め
前
号
の
対
策
に
関
連
し
て
実
施
す
る
疾
病
ま
ん
延
防
止
対
策
、
風
評
被

害
対
策
、
農
家
支
援
対
策
等
に
要
す
る
経
費
（
第
三
条
第
一
項
第
一
号
イ
の
表
第
四
号
二

害
対
策
、
農
家
支
援
対
策
等
に
要
す
る
経
費
（
第
三
条
第
一
項
第
一
号
イ
の
表
第
四
号
二

に
お
い
て
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と
な
つ
た
経
費
及
び
前
号
に
定
め
る
経
費
を
除

に
お
い
て
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と
な
つ
た
経
費
及
び
前
号
に
定
め
る
経
費
を
除

く
。）
の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た

く
。）
の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た

額
に
〇
・
五
を
乗
じ
て
得
た
額

額
に
〇
・
五
を
乗
じ
て
得
た
額

十　

被
災
水
産
　

前
条
第
一
項
第
一
号
の
表
第
二
十
三
号
に
規
定
す
る
算
定
方
法
に
準
じ
て
算
定
し
た
額
と

十　

被
災
水
産
　

前
条
第
一
項
第
一
号
の
表
第
二
十
三
号
に
規
定
す
る
算
定
方
法
に
準
じ
て
算
定
し
た
額
と

業
者
対
策
に

す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
号
中
「
道
府
県
」
と
あ
る
の
は
、「
市
町
村
」
と
読
み
替
え

業
者
対
策
に

す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
号
中
「
道
府
県
」
と
あ
る
の
は
「
市
町
村
」
と
読
み
替
え

要
す
る
経
費

る
も
の
と
す
る
。 

要
す
る
経
費

る
も
の
と
す
る
。 
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が

あ

る

こ

が

あ

る

こ

と
。

と
。

十
一　

災
害
対
　

前
条
第
一
項
第
一
号
の
表
第
三
十
八
号
に
規
定
す
る
算
定
方
法
に
準
じ
て
算
定
し
た
額
と

十
一　

災
害
対
　

前
条
第
一
項
第
一
号
の
表
第
三
十
八
号
に
規
定
す
る
算
定
方
法
に
準
じ
て
算
定
し
た
額
と

応
に
係
る
職

す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
号
中
「
道
府
県
」
と
あ
る
の
は
「
市
町
村
」
と
、「
第
二
条

応
に
係
る
職

す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
号
中
「
道
府
県
」
と
あ
る
の
は
「
市
町
村
」
と
、「
第
二
条

員
派
遣
の
受

第
一
項
第
一
号
の
表
第
五
十
一
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
三
条
第
一
項
第
一
号
イ
の
表
第
七
号
」

員
派
遣
の
受

第
一
項
第
一
号
の
表
第
五
十
一
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
三
条
第
一
項
第
一
号
イ
の
表
第
七
号
」

入
れ
に
要
す

と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

入
れ
に
要
す

と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

る
経
費
が
あ

る
経
費
が
あ

る
こ
と
。

る
こ
と
。

十
二　

高
齢
者
　

前
条
第
一
項
第
一
号
の
表
第
五
十
一
号
に
規
定
す
る
算
定
方
法
に
準
じ
て
算
定
し
た
額
と

十
二　

高
齢
者
　

前
条
第
一
項
第
一
号
の
表
第
五
十
一
号
に
規
定
す
る
算
定
方
法
に
準
じ
て
算
定
し
た
額
と

等
の
雪
下
ろ

す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
号
中
「
道
府
県
」
と
あ
る
の
は
、「
市
町
村
」
と
読
み
替
え

等
の
雪
下
ろ

す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
号
中
「
道
府
県
」
と
あ
る
の
は
「
市
町
村
」
と
読
み
替
え

し
支
援
に
要

る
も
の
と
す
る
。 

し
支
援
に
要

る
も
の
と
す
る
。 

す
る
経
費
が

 

す
る
経
費
が

 

あ
る
こ
と
。

あ
る
こ
と
。

十
三　

災
害
復
　

前
条
第
一
項
第
一
号
の
表
第
七
十
一
号
に
規
定
す
る
算
定
方
法
に
準
じ
て
算
定
し
た
額
と

十
三　

災
害
復
　

前
条
第
一
項
第
一
号
の
表
第
七
十
一
号
に
規
定
す
る
算
定
方
法
に
準
じ
て
算
定
し
た
額
と

旧
等
に
従
事

す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
号
中
「
道
府
県
」
と
あ
る
の
は
「
市
町
村
」
と
、「
第
二
条

旧
等
に
従
事

す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
号
中
「
道
府
県
」
と
あ
る
の
は
「
市
町
村
」
と
、「
第
二
条

さ
せ
る
た
め

第
一
項
第
一
号
の
表
第
六
十
五
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
三
条
第
一
項
第
一
号
イ
の
表
第
八
号
」

さ
せ
る
た
め

第
一
項
第
一
号
の
表
第
六
十
五
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
三
条
第
一
項
第
一
号
イ
の
表
第
八
号
」

採
用
し
た
職

と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

採
用
し
た
職

と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

員
に
要
す
る

員
に
要
す
る

経
費
が
あ
る

経
費
が
あ
る

こ
と
。

こ
と
。

十
四　

被
災
児
　

前
条
第
一
項
第
一
号
の
表
第
八
十
三
号
に
規
定
す
る
算
定
方
法
に
準
じ
て
算
定
し
た
額
と

十
四　

被
災
児
　

前
条
第
一
項
第
一
号
の
表
第
八
十
三
号
に
規
定
す
る
算
定
方
法
に
準
じ
て
算
定
し
た
額
と

童
生
徒
就
学

す
る
。

童
生
徒
就
学

す
る
。

支
援
等
事
業

支
援
等
事
業

に
要
す
る
経

に
要
す
る
経

費
が
あ
る
こ

費
が
あ
る
こ

と
。

と
。

十
五　

赤
潮
対
　

前
条
第
一
項
第
一
号
の
表
第
三
十
四
号
に
規
定
す
る
算
定
方
法
に
準
じ
て
算
定
し
た
額
と

十
五　

赤
潮
対
　

前
条
第
一
項
第
一
号
の
表
第
三
十
四
号
に
規
定
す
る
算
定
方
法
に
準
じ
て
算
定
し
た
額
と

策
に
要
す
る

す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
号
中
「
第
二
条
第
一
項
第
一
号
の
表
第
四
十
一
号
」
と
あ

策
に
要
す
る

す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
号
中
「
第
二
条
第
一
項
第
一
号
の
表
第
四
十
一
号
」
と
あ

経
費
が
あ
る

る
の
は
、「
第
三
条
第
一
項
第
一
号
イ
の
表
第
九
号
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

経
費
が
あ
る

る
の
は
「
第
三
条
第
一
項
第
一
号
イ
の
表
第
九
号
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

こ
と
。

こ
と
。

十
六　

被
災
者
　

前
条
第
一
項
第
一
号
の
表
第
九
十
号
に
規
定
す
る
算
定
方
法
に
準
じ
て
算
定
し
た
額
と
す

十
六　

被
災
者
　

前
条
第
一
項
第
一
号
の
表
第
九
十
号
に
規
定
す
る
算
定
方
法
に
準
じ
て
算
定
し
た
額
と
す

見
守
り
・
相

る
。

見
守
り
・
相

る
。

談
支
援
等
事

談
支
援
等
事

業
に
要
す
る

業
に
要
す
る

経
費
が
あ
る

経
費
が
あ
る

こ
と
。

こ
と
。

十
七　

緊
急
消
　

前
条
第
一
項
第
一
号
の
表
第
九
十
三
号
に
規
定
す
る
算
定
方
法
に
準
じ
て
算
定
し
た
額
と

十
七　

緊
急
消
　

前
条
第
一
項
第
一
号
の
表
第
九
十
三
号
に
規
定
す
る
算
定
方
法
に
準
じ
て
算
定
し
た
額
と

防
援
助
隊
の

す
る
。

防
援
助
隊
の

す
る
。
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派
遣
に
伴
う

派
遣
に
伴
う

経
費
が
あ
る

経
費
が
あ
る

こ
と
。

こ
と
。

十
八　

緊
急
消
　

緊
急
消
防
援
助
隊
の
受
入
れ
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と
す
べ

十
八　

緊
急
消
　

緊
急
消
防
援
助
隊
の
受
入
れ
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と
す
べ

防
援
助
隊
の

き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
に
〇
・
八
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

防
援
助
隊
の

き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
に
〇
・
八
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

受
入
れ
に
要

受
入
れ
に
要

す
る
経
費
が

す
る
経
費
が

あ
る
こ
と
。

あ
る
こ
と
。

十
九　

消
防
団
　

前
年
度
の
一
月
一
日
か
ら
当
該
年
度
の
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
発
生
し
た
災
害
に

十
九　

消
防
団
　

前
年
度
の
一
月
一
日
か
ら
当
該
年
度
の
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
発
生
し
た
災
害
に

員
の
災
害
出

関
す
る
出
動
に
係
る
も
の
と
し
て
市
町
村
が
支
給
し
た
非
常
勤
消
防
団
員
の
出
動
報
酬
及
び

員
の
災
害
出

関
す
る
出
動
に
係
る
も
の
と
し
て
市
町
村
が
支
給
し
た
非
常
勤
消
防
団
員
の
出
動
報
酬
及
び

動
に
係
る
経

費
用
弁
償
に
要
す
る
経
費
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
に
〇
・
八
を
乗
じ
て
得
た
額
と

動
に
係
る
経

費
用
弁
償
に
要
す
る
経
費
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
に
〇
・
八
を
乗
じ
て
得
た
額
と

費
が
あ
る
こ

す
る
。

費
が
あ
る
こ

す
る
。

と
。

と
。

ロ　

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
下
欄
に
掲
げ
る
算
定
方
法
に
よ
つ
て
算
定
し
た

ロ　

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
下
欄
に
掲
げ
る
算
定
方
法
に
よ
つ
て
算
定
し
た

額
（
表
示
単
位
は
千
円
と
し
、
表
示
単
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。）

額
（
表
示
単
位
は
千
円
と
し
、
表
示
単
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。）

の
合
算
額

の
合
算
額

事

項

算

定

方

法

事

項

算

定

方

法

一　

災
害
に
よ
　

次
の
各
号
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
の
合
算
額
と
す
る
。 

一　

災
害
に
よ
　

次
の
各
号
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
の
合
算
額
と
す
る
。 

る
財
政
需
要

一　

当
該
年
度
の
十
一
月
一
日
か
ら
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
発
生
し
た
災
害
（
火
災

る
財
政
需
要

一　

当
該
年
度
の
十
一
月
一
日
か
ら
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
発
生
し
た
災
害
（
火
災

の
増
加
又
は

を
除
く
。）
に
つ
い
て
、
第
三
条
第
一
項
第
一
号
ロ
の
表
第
一
号
に
規
定
す
る
算
定
方
法
に

の
増
加
又
は

を
除
く
。）
に
つ
い
て
、
第
三
条
第
一
項
第
一
号
ロ
の
表
第
一
号
に
規
定
す
る
算
定
方
法
に

財
政
収
入
の

準
じ
て
算
定
し
た
額 

財
政
収
入
の

準
じ
て
算
定
し
た
額 

減
少
が
あ
る

二　

イ
の
表
第
一
号
二
の
額
に
〇
・
二
を
乗
じ
て
得
た
額

減
少
が
あ
る

二　

イ
の
表
第
一
号
二
の
額
に
〇
・
二
を
乗
じ
て
得
た
額

こ
と
。

こ
と
。

二　

干
害
、
冷
　

次
の
各
号
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
の
合
算
額
と
す
る
。 

二　

干
害
、
冷
　

次
の
各
号
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
の
合
算
額
と
す
る
。 

害
、凍
霜
害
、
一　

当
該
年
度
の
十
一
月
一
日
か
ら
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
発
生
し
た
干
害
、
冷
害
、

害
、凍
霜
害
、
一　

当
該
年
度
の
十
一
月
一
日
か
ら
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
発
生
し
た
干
害
、
冷
害
、

ひ
よ
う
害
等

凍
霜
害
、
ひ
よ
う
害
等
に
つ
い
て
、
第
三
条
第
一
項
第
一
号
ロ
の
表
第
二
号
に
規
定
す
る

ひ
よ
う
害
等

凍
霜
害
、
ひ
よ
う
害
等
に
つ
い
て
、
第
三
条
第
一
項
第
一
号
ロ
の
表
第
二
号
に
規
定
す
る

に
よ
る
特
別 

算
定
方
法
に
準
じ
て
算
定
し
た
額 
に
よ
る
特
別 

算
定
方
法
に
準
じ
て
算
定
し
た
額 

の
財
政
需
要

二　

前
条
第
一
項
第
一
号
の
表
第
二
号
二
に
規
定
す
る
算
定
方
法
に
準
じ
て
算
定
し
た
額

の
財
政
需
要

二　

前
条
第
一
項
第
一
号
の
表
第
二
号
二
に
規
定
す
る
算
定
方
法
に
準
じ
て
算
定
し
た
額

が

あ

る

こ

が

あ

る

こ

と
。

と
。

三　

災
害
等
廃
　

当
該
年
度
の
十
一
月
一
日
か
ら
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
発
生
し
た
災
害
等
に
つ
い

三　

災
害
等
廃
　

当
該
年
度
の
十
一
月
一
日
か
ら
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
発
生
し
た
災
害
等
に
つ
い

棄
物
処
理
事

て
、
第
三
条
第
一
項
第
一
号
ロ
の
表
第
三
号
に
規
定
す
る
算
定
方
法
に
準
じ
て
算
定
し
た
額

棄
物
処
理
事

て
、
第
三
条
第
一
項
第
一
号
ロ
の
表
第
三
号
に
規
定
す
る
算
定
方
法
に
準
じ
て
算
定
し
た
額

業
に
要
す
る

と
す
る
。 

業
に
要
す
る

と
す
る
。 

経
費
が
あ
る

経
費
が
あ
る

こ
と
。

こ
と
。
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四　

活
動
火
山
　

次
の
算
式
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
と
す
る
。

四　

活
動
火
山
　

次
の
算
式
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
と
す
る
。

対
策
に
要
す

算
式

対
策
に
要
す

算
式

る
経
費
が
あ

　
Ａ

×

0.8＋
Ｂ

×

0.8
＋
Ｃ

×

0.5
 

る
経
費
が
あ

　
Ａ

×

0.8＋
Ｂ

×

0.8
＋
Ｃ

×

0.5
 

る
こ
と
。

算
式
の
符
号

る
こ
と
。

算
式
の
符
号

Ａ
　
国
の
補
助
金
を
受
け
て
施
行
す
る
活
動
火
山
対
策
事
業
に
要
す
る
経
費
か
ら
当
該
国

Ａ
　
国
の
補
助
金
を
受
け
て
施
行
す
る
活
動
火
山
対
策
事
業
に
要
す
る
経
費
か
ら
当
該
国

の
補
助
金

地
方
債
そ
の
他
の
特
定
財
源
の
額
を
控
除
し
た
額

（当
該
事
業
に
要
す
る

の
補
助
金

地
方
債
そ
の
他
の
特
定
財
源
の
額
を
控
除
し
た
額

（当
該
事
業
に
要
す
る

、
、

経
費
に
充
て
る
た
め
借
り
入
れ
た
地
方
債
の
当
該
年
度
に
お
け
る
元
利
償
還
金
を
含

経
費
に
充
て
る
た
め
借
り
入
れ
た
地
方
債
の
当
該
年
度
に
お
け
る
元
利
償
還
金
を
含

む

。

）
む

。

）

Ｂ
　
当
該
年
度
に
お
い
て
単
独
事
業
と
し
て
実
施
す
る
防
災
営
農
施
設
整
備
事
業
に
要
す

Ｂ
　
当
該
年
度
に
お
い
て
単
独
事
業
と
し
て
実
施
す
る
防
災
営
農
施
設
整
備
事
業
に
要
す

る
経
費
か
ら
地
方
債
そ
の
他
の
特
定
財
源
の
額
を
控
除
し
た
額

（当
該
事
業
に
要
す
る

る
経
費
か
ら
地
方
債
そ
の
他
の
特
定
財
源
の
額
を
控
除
し
た
額

（当
該
事
業
に
要
す
る

経
費
に
充
て
る
た
め
借
り
入
れ
た
地
方
債
の
当
該
年
度
に
お
け
る
元
利
償
還
金
を
含

経
費
に
充
て
る
た
め
借
り
入
れ
た
地
方
債
の
当
該
年
度
に
お
け
る
元
利
償
還
金
を
含

む

。

）

む

。

）

Ｃ
　
当
該
年
度
に
お
い
て
単
独
事
業
と
し
て
実
施
す
る
活
動
火
山
対
策
事
業

（Ｂ
に
係
る

Ｃ
　
当
該
年
度
に
お
い
て
単
独
事
業
と
し
て
実
施
す
る
活
動
火
山
対
策
事
業

（Ｂ
に
係
る

事
業
を
除
く

。

）に
要
す
る
経
費
か
ら
地
方
債
そ
の
他
の
特
定
財
源
の
額
を
控
除
し
た

事
業
を
除
く

。

）に
要
す
る
経
費
か
ら
地
方
債
そ
の
他
の
特
定
財
源
の
額
を
控
除
し
た

額

（当
該
事
業
に
要
す
る
経
費
に
充
て
る
た
め
借
り
入
れ
た
地
方
債

（緊
急
防
災
・
減

額

（当
該
事
業
に
要
す
る
経
費
に
充
て
る
た
め
借
り
入
れ
た
地
方
債

（緊
急
防
災
・
減

災
事
業
債
を
除
く

。

）の
当
該
年
度
に
お
け
る
元
利
償
還
金
を
含
む

。
）

災
事
業
債
を
除
く

。

）の
当
該
年
度
に
お
け
る
元
利
償
還
金
を
含
む

。

）

五　

文
化
財
の
　

前
条
第
一
項
第
一
号
の
表
第
三
十
九
号
に
規
定
す
る
算
定
方
法
に
準
じ
て
算
定
し
た
額
と

五　

文
化
財
の
　

前
条
第
一
項
第
一
号
の
表
第
三
十
九
号
に
規
定
す
る
算
定
方
法
に
準
じ
て
算
定
し
た
額
と

災
害
復
旧
に

す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
号
中
「
第
二
条
第
一
項
第
一
号
の
表
第
五
十
二
号
」
と
あ

災
害
復
旧
に

す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
号
中
「
第
二
条
第
一
項
第
一
号
の
表
第
五
十
二
号
」
と
あ

要
す
る
経
費

る
の
は
、「
第
三
条
第
一
項
第
一
号
ロ
の
表
第
四
号
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

要
す
る
経
費

る
の
は
、「
第
三
条
第
一
項
第
一
号
ロ
の
表
第
四
号
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

が

あ

る

こ

が

あ

る

こ

と
。

と
。

六　

除
排
雪
に
　

指
定
都
市
に
あ
つ
て
は
、
次
の
第
一
号
の
規
定
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
（
こ
の
規
定
に
よ

六　

除
排
雪
に
　

指
定
都
市
に
あ
つ
て
は
、
次
の
第
一
号
の
規
定
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
（
こ
の
規
定
に
よ

要
す
る
経
費

つ
て
算
定
し
た
額
に
、
財
政
力
指
数
が
〇
・
八
以
上
の
指
定
都
市
に
あ
つ
て
は
〇
・
五
を
、

要
す
る
経
費

つ
て
算
定
し
た
額
に
、
財
政
力
指
数
が
〇
・
八
以
上
の
指
定
都
市
に
あ
つ
て
は
〇
・
五
を
、

が

あ

る

こ

〇
・
五
以
上
〇
・
八
未
満
の
指
定
都
市
に
あ
つ
て
は
六
分
の
十
一
か
ら
当
該
指
定
都
市
の
財

が

あ

る

こ

〇
・
五
以
上
〇
・
八
未
満
の
指
定
都
市
に
あ
つ
て
は
六
分
の
十
一
か
ら
当
該
指
定
都
市
の
財

と
。

政
力
指
数
に
三
分
の
五
を
乗
じ
て
得
た
数
を
控
除
し
て
得
た
数
（
小
数
点
以
下
二
位
未
満
は

と
。

政
力
指
数
に
三
分
の
五
を
乗
じ
て
得
た
数
を
控
除
し
て
得
た
数
（
小
数
点
以
下
二
位
未
満
は

四
捨
五
入
す
る
。）
を
、
〇
・
五
未
満
の
指
定
都
市
に
あ
つ
て
は
一
・
〇
を
そ
れ
ぞ
れ
乗
じ
て

四
捨
五
入
す
る
。）
を
、
〇
・
五
未
満
の
指
定
都
市
に
あ
つ
て
は
一
・
〇
を
そ
れ
ぞ
れ
乗
じ
て

得
た
額
と
し
、
当
該
額
が
負
数
と
な
る
と
き
は
、
零
と
す
る
。）
と
し
、
そ
の
他
の
市
町
村
に

得
た
額
と
し
、
当
該
額
が
負
数
と
な
る
と
き
は
、
零
と
す
る
。）
と
し
、
そ
の
他
の
市
町
村
に

あ
つ
て
は
、
次
の
各
号
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
（
当
該
額
が
負
数
と
な
る
と
き
は
、
零
と
す

あ
つ
て
は
、
次
の
各
号
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
（
当
該
額
が
負
数
と
な
る
と
き
は
、
零
と
す

る
。）
の
う
ち
、
い
ず
れ
か
大
き
い
額
と
す
る
。

る
。）
の
う
ち
、
い
ず
れ
か
大
き
い
額
と
す
る
。

一　

次
の
算
式
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額

一　

次
の
算
式
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額

算
式

算
式

（Ａ
－
Ｂ

）×

0
.5 

（Ａ
－
Ｂ

）×

0
.5 

算
式
の
符
号

算
式
の
符
号

Ａ
当
該
年
度
に
お
い
て
除
排
雪
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎

Ａ
当
該
年
度
に
お
い
て
除
排
雪
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎

と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額

と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額

Ｂ
当
該
年
度
の
普
通
交
付
税
の
算
定
に
お
い
て
除
排
雪
経
費
と
し
て
基
準
財
政
需
要

Ｂ
当
該
年
度
の
普
通
交
付
税
の
算
定
に
お
い
て
除
排
雪
経
費
と
し
て
基
準
財
政
需
要

額
に
算
入
さ
れ
た
額

額
に
算
入
さ
れ
た
額

二　

次
の
算
式
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額

二　

次
の
算
式
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
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算
式

 
算
式

 
　
Ａ

×

0.
75－
Ｂ

 
　
Ａ

×

0.
75－
Ｂ

 

算
式
の
符
号

 
算
式
の
符
号

 

Ａ
　
当
該
年
度
に
お
い
て
除
排
雪
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎

Ａ
　
当
該
年
度
に
お
い
て
除
排
雪
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎

と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額

 
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額

 

Ｂ
　
当
該
年
度
の
普
通
交
付
税
の
算
定
に
お
い
て
除
排
雪
経
費
と
し
て
基
準
財
政
需
要

Ｂ
　
当
該
年
度
の
普
通
交
付
税
の
算
定
に
お
い
て
除
排
雪
経
費
と
し
て
基
準
財
政
需
要

額
に
算
入
さ
れ
た
額

額
に
算
入
さ
れ
た
額

二　

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
下
欄
に
掲
げ
る
算
定
方
法
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額

二　

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
下
欄
に
掲
げ
る
算
定
方
法
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額

（
表
示
単
位
は
千
円
と
し
、
表
示
単
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。）
の
合

（
表
示
単
位
は
千
円
と
し
、
表
示
単
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。）
の
合

算
額

算
額

事

項

算

定

方

法

事

項

算

定

方

法

一　

前
年
度
分
　

前
年
度
分
の
災
害
復
旧
事
業
等
及
び
自
然
災
害
防
止
事
業
等
に
要
す
る
経
費
並
び
に
災
害

一　

前
年
度
分
　

前
年
度
分
の
災
害
復
旧
事
業
等
及
び
自
然
災
害
防
止
事
業
等
に
要
す
る
経
費
並
び
に
災
害

の
災
害
復
旧

対
策
基
本
法
第
百
二
条
第
一
項
第
一
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る
場
合
に
係
る
経
費
の
財
源
に

の
災
害
復
旧

対
策
基
本
法
第
百
二
条
第
一
項
第
一
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る
場
合
に
係
る
経
費
の
財
源
に

事
業
等
及
び

充
て
る
た
め
当
該
年
度
の
十
一
月
一
日
以
降
に
お
い
て
借
り
入
れ
た
地
方
債
又
は
当
該
年
度

事
業
等
及
び

充
て
る
た
め
当
該
年
度
の
十
一
月
一
日
以
降
に
お
い
て
借
り
入
れ
た
地
方
債
又
は
当
該
年
度

自
然
災
害
防

分
の
災
害
復
旧
事
業
等
及
び
自
然
災
害
防
止
事
業
等
に
要
す
る
経
費
並
び
に
災
害
対
策
基
本

自
然
災
害
防

分
の
災
害
復
旧
事
業
等
及
び
自
然
災
害
防
止
事
業
等
に
要
す
る
経
費
並
び
に
災
害
対
策
基
本

止
事
業
等
に

法
第
百
二
条
第
一
項
第
一
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る
場
合
に
係
る
経
費
の
財
源
に
充
て
る
た

止
事
業
等
に

法
第
百
二
条
第
一
項
第
一
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る
場
合
に
係
る
経
費
の
財
源
に
充
て
る
た

要
す
る
経
費

め
当
該
年
度
の
十
一
月
一
日
以
降
に
お
い
て
借
り
入
れ
た
地
方
債
の
元
利
償
還
金
に
つ
い
て
、

要
す
る
経
費

め
当
該
年
度
の
十
一
月
一
日
以
降
に
お
い
て
借
り
入
れ
た
地
方
債
の
元
利
償
還
金
に
つ
い
て
、

の
財
源
に
充

第
三
条
第
一
項
第
二
号
の
表
第
一
号
に
規
定
す
る
算
定
方
法
に
準
じ
て
算
定
し
た
額
と
す
る
。 

の
財
源
に
充

第
三
条
第
一
項
第
二
号
の
表
第
一
号
に
規
定
す
る
算
定
方
法
に
準
じ
て
算
定
し
た
額
と
す
る
。 

て
る
た
め
当

て
る
た
め
当

該
年
度
の
十

該
年
度
の
十

一
月
一
日
以

一
月
一
日
以

降
に
お
い
て

降
に
お
い
て

借
り
入
れ
た

借
り
入
れ
た

地
方
債
又
は

地
方
債
又
は

当
該
年
度
分

当
該
年
度
分

の
災
害
復
旧

の
災
害
復
旧

事
業
等
に
要

事
業
等
に
要

す
る
経
費
の

す
る
経
費
の

財
源
に
充
て

財
源
に
充
て

る
た
め
当
該

る
た
め
当
該

年
度
の
十
一

年
度
の
十
一

月
一
日
以
降

月
一
日
以
降

に
お
い
て
借

に
お
い
て
借

り
入
れ
た
地

り
入
れ
た
地

方
債
の
元
利

方
債
の
元
利
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償
還
金
が
あ

償
還
金
が
あ

る
こ
と
。

る
こ
と
。

二　

予
防
接
種
　

予
防
接
種
法
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
い
て
市
町
村
長
が
行
う
予
防
接
種
に
よ
る

二　

予
防
接
種
　

予
防
接
種
法
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
い
て
市
町
村
長
が
行
う
予
防
接
種
に
よ
る

に
よ
る
健
康

健
康
被
害
の
救
済
措
置
に
要
す
る
経
費
に
つ
い
て
、
当
該
市
町
村
が
負
担
す
べ
き
額
（
当
該

に
よ
る
健
康

健
康
被
害
の
救
済
措
置
に
要
す
る
経
費
に
つ
い
て
、
当
該
市
町
村
が
負
担
す
べ
き
額
（
当
該

被
害
の
救
済

年
度
の
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
に
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
厚
生
労
働
大
臣
の
認
定
が
な
さ
れ

被
害
の
救
済

年
度
の
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
に
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
厚
生
労
働
大
臣
の
認
定
が
な
さ
れ

措
置
に
要
す

た
健
康
被
害
に
係
る
当
該
年
度
の
負
担
額
に
前
年
度
の
一
月
一
日
以
降
に
こ
れ
ら
の
規
定
に

措
置
に
要
す

た
健
康
被
害
に
係
る
当
該
年
度
の
負
担
額
に
前
年
度
の
一
月
一
日
以
降
に
こ
れ
ら
の
規
定
に

る
経
費
が
あ

よ
る
厚
生
労
働
大
臣
の
認
定
が
な
さ
れ
た
健
康
被
害
に
係
る
前
年
度
の
負
担
額
を
合
算
し
た

る
経
費
が
あ

よ
る
厚
生
労
働
大
臣
の
認
定
が
な
さ
れ
た
健
康
被
害
に
係
る
前
年
度
の
負
担
額
を
合
算
し
た

る
こ
と
。

額
）
と
す
る
。

る
こ
と
。

額
）
と
す
る
。

三　

次
に
掲
げ
る
額
の
合
算
額

三　

次
に
掲
げ
る
額
の
合
算
額

イ　

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
下
欄
に
掲
げ
る
算
定
方
法
に
よ
つ
て
算
定
し
た

イ　

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
下
欄
に
掲
げ
る
算
定
方
法
に
よ
つ
て
算
定
し
た

額
（
第
二
号
二
、
第
四
号
、
第
十
号
、
第
十
三
号
、
第
十
六
号
、
第
十
九
号
、
第
二
十
一
号
、
第
二
十
四
号
、

額
（
第
二
号
二
、
第
四
号
、
第
十
号
、
第
十
三
号
、
第
十
六
号
、
第
十
九
号
、
第
二
十
一
号
、
第
二
十
四
号
、

第
三
十
三
号
一
、
第
三
十
九
号
、
第
四
十
四
号
、
第
四
十
五
号
、
第
四
十
七
号
、
第
四
十
八
号
、
第
四
十
九

第
三
十
三
号
一
、
第
三
十
九
号
、
第
四
十
四
号
、
第
四
十
五
号
、
第
四
十
七
号
、
第
四
十
八
号
、
第
四
十
九

号
一
、
第
五
十
二
号
、
第
五
十
四
号
、
第
五
十
五
号
、
第
六
十
号
、
第
六
十
三
号
か
ら
第
六
十
五
号
ま
で
、

号
一
、
第
五
十
二
号
、
第
五
十
四
号
、
第
五
十
五
号
、
第
六
十
号
、
第
六
十
三
号
か
ら
第
六
十
五
号
ま
で
、

第
七
十
一
号
か
ら
第
七
十
四
号
ま
で
、
第
七
十
八
号
、
第
八
十
四
号
、
第
九
十
号
、
第
九
十
一
号
及
び
第
九

第
七
十
一
号
か
ら
第
七
十
四
号
ま
で
、
第
七
十
八
号
、
第
八
十
四
号
、
第
九
十
号
、
第
九
十
一
号
及
び
第
九

十
四
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
に
、
財
政
力
指
数
が
〇
・
八

十
四
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
に
、
財
政
力
指
数
が
〇
・
八

以
上
の
市
町
村
に
あ
つ
て
は
〇
・
五
を
、
〇
・
五
以
上
〇
・
八
未
満
の
市
町
村
に
あ
つ
て
は
六
分
の
十
一
か

以
上
の
市
町
村
に
あ
つ
て
は
〇
・
五
を
、
〇
・
五
以
上
〇
・
八
未
満
の
市
町
村
に
あ
つ
て
は
六
分
の
十
一
か

ら
当
該
市
町
村
の
財
政
力
指
数
に
三
分
の
五
を
乗
じ
て
得
た
数
を
控
除
し
て
得
た
数
（
小
数
点
以
下
二
位
未

ら
当
該
市
町
村
の
財
政
力
指
数
に
三
分
の
五
を
乗
じ
て
得
た
数
を
控
除
し
て
得
た
数
（
小
数
点
以
下
二
位
未

満
は
、
四
捨
五
入
す
る
。）
を
、
〇
・
五
未
満
の
市
町
村
に
あ
つ
て
は
一
・
〇
を
そ
れ
ぞ
れ
乗
じ
て
得
た
額

満
は
、
四
捨
五
入
す
る
。）
を
、
〇
・
五
未
満
の
市
町
村
に
あ
つ
て
は
一
・
〇
を
そ
れ
ぞ
れ
乗
じ
て
得
た
額

と
す
る
。
）（
表
示
単
位
は
千
円
と
し
、
表
示
単
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す

と
す
る
。
）（
表
示
単
位
は
千
円
と
し
、
表
示
単
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す

る
。）
の
合
算
額

る
。）
の
合
算
額

事

項

算

定

方

法

事

項

算

定

方

法

一　

特
定
の
疾
　

特
定
の
疾
病
に
つ
い
て
当
該
年
度
に
お
い
て
実
施
す
る
予
防
事
業
に
要
す
る
経
費
と
し
て

一　

特
定
の
疾
　

特
定
の
疾
病
に
つ
い
て
当
該
年
度
に
お
い
て
実
施
す
る
予
防
事
業
に
要
す
る
経
費
と
し
て

病
対
策
に
要

総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
に
〇
・
五
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

病
対
策
に
要

総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
に
〇
・
五
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

す
る
経
費
が

す
る
経
費
が

あ
る
こ
と
。

あ
る
こ
と
。

二　

地
方
バ
ス
　

次
の
各
号
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
の
合
算
額
と
す
る
。

二　

地
方
バ
ス
　

次
の
各
号
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
の
合
算
額
と
す
る
。

路
線
の
運
行

一　

国
の
行
う
地
域
公
共
交
通
確
保
維
持
改
善
事
業
と
連
携
を
図
り
当
該
市
町
村
が
当
該
年

路
線
の
運
行

一　

国
の
行
う
地
域
公
共
交
通
確
保
維
持
改
善
事
業
と
連
携
を
図
り
当
該
市
町
村
が
当
該
年

維
持
に
要
す

度
に
行
う
地
方
バ
ス
路
線
の
運
行
維
持
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基

維
持
に
要
す

度
に
行
う
地
方
バ
ス
路
線
の
運
行
維
持
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基

る
経
費
が
あ

礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
に
〇
・
八
を
乗
じ
て
得
た
額

る
経
費
が
あ

礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
に
〇
・
八
を
乗
じ
て
得
た
額

る
こ
と
。

二　

当
該
市
町
村
が
当
該
年
度
に
行
う
地
方
バ
ス
路
線
の
運
行
維
持
に
要
す
る
経
費
（
前
号

る
こ
と
。

二　

当
該
市
町
村
が
当
該
年
度
に
行
う
地
方
バ
ス
路
線
の
運
行
維
持
に
要
す
る
経
費
（
前
号

に
定
め
る
経
費
を
除
く
。）
の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総

に
定
め
る
経
費
を
除
く
。）
の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総

務
大
臣
が
調
査
し
た
額
に
〇
・
八
を
乗
じ
て
得
た
額

務
大
臣
が
調
査
し
た
額
に
〇
・
八
を
乗
じ
て
得
た
額

三　

特
殊
地
下
　

前
条
第
一
項
第
一
号
の
表
第
十
五
号
に
規
定
す
る
算
定
方
法
に
準
じ
て
算
定
し
た
額
と
す

三　

特
殊
地
下
　

前
条
第
一
項
第
一
号
の
表
第
十
五
号
に
規
定
す
る
算
定
方
法
に
準
じ
て
算
定
し
た
額
と
す

壕
等
対
策
事

る
。

壕
等
対
策
事

る
。

業
に
要
す
る

業
に
要
す
る
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経
費
が
あ
る

経
費
が
あ
る

こ
と
。

こ
と
。

四　

医
師
を
搭
　

当
該
年
度
に
お
い
て
、
当
該
市
町
村
が
医
師
を
搭
乗
さ
せ
た
救
急
自
動
車
を
運
営
す
る
た

四　

医
師
を
搭
　

当
該
年
度
に
お
い
て
、
当
該
市
町
村
が
医
師
を
搭
乗
さ
せ
た
救
急
自
動
車
を
運
営
す
る
た

乗
さ
せ
た
救

め
に
要
す
る
経
費
に
〇
・
八
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。 

乗
さ
せ
た
救

め
に
要
す
る
経
費
に
〇
・
八
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。 

急
自
動
車
の

急
自
動
車
の

運
営
に
要
す

運
営
に
要
す

る
経
費
が
あ

る
経
費
が
あ

る
こ
と
。

る
こ
と
。

五　

密
集
市
街
　

次
の
算
式
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
と
す
る
。 

五　

密
集
市
街
　

次
の
算
式
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
と
す
る
。 

地
の
防
災
街

算
式
 

地
の
防
災
街

算
式
 

区
の
整
備
に

（Ａ
＋
Ｂ
＋
Ｃ

）×

0
.8＋
Ｄ

×

0
.72 

区
の
整
備
に

（Ａ
＋
Ｂ
＋
Ｃ

）×

0
.8＋
Ｄ

×

0
.72 

要
す
る
経
費

算
式
の
符
号

 

要
す
る
経
費

算
式
の
符
号

 

が

あ

る

こ

Ａ
　
建
築
物
の
建
替
え
に
係
る
補
助

（密
集
市
街
地
に
お
け
る
防
災
街
区
の
整
備
の
促
進

が

あ

る

こ

Ａ
　
建
築
物
の
建
替
え
に
係
る
補
助

（密
集
市
街
地
に
お
け
る
防
災
街
区
の
整
備
の
促
進

と
。

に
関
す
る
法
律

（平
成
９
年
法
律
第

4
9
号

。以
下
こ
の
号
に
お
い
て

「密
集
市
街
地
整

と
。

に
関
す
る
法
律

（平
成
９
年
法
律
第

4
9
号

。以
下
こ
の
号
に
お
い
て

「密
集
市
街
地
整

備
法

」と
い
う

。

）第
1
2
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
行
う
も
の
を
い
う

。
）で

あ
つ
て

備
法

」と
い
う

。

）第
1
2
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
行
う
も
の
を
い
う

。

）で
あ
つ
て

国
の
補
助
金
を
受
け
て
行
う
も
の
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
当
該
年
度
に
お
い
て
市
町
村

国
の
補
助
金
を
受
け
て
行
う
も
の
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
当
該
年
度
に
お
い
て
市
町
村

が
負
担
す
べ
き
額

 
が
負
担
す
べ
き
額

 

Ｂ
　
移
転
料
の
支
払
に
係
る
補
助

（密
集
市
街
地
整
備
法
第

2
9
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り

Ｂ
　
移
転
料
の
支
払
に
係
る
補
助

（密
集
市
街
地
整
備
法
第

2
9
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り

行
う
も
の
を
い
う

。

）で
あ
つ
て
国
の
補
助
金
を
受
け
て
行
う
も
の
に
要
す
る
経
費
の

行
う
も
の
を
い
う

。

）で
あ
つ
て
国
の
補
助
金
を
受
け
て
行
う
も
の
に
要
す
る
経
費
の

う
ち
当
該
年
度
に
お
い
て
市
町
村
が
負
担
す
べ
き
額
（国

の
補
助
金
の
額
を
限
度
と
す

う
ち
当
該
年
度
に
お
い
て
市
町
村
が
負
担
す
べ
き
額

（国
の
補
助
金
の
額
を
限
度
と
す

る

。

） 
る

。

） 

Ｃ
　
市
町
村
借
上
住
宅
の
家
賃
の
減
額

（密
集
市
街
地
整
備
法
第

2
2
条
第
２
項
に
お
い
て

Ｃ
　
市
町
村
借
上
住
宅
の
家
賃
の
減
額

（密
集
市
街
地
整
備
法
第

2
2
条
第
２
項
に
お
い
て

準
用
す
る
同
法
第

2
1
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
行
う
も
の
を
い
う

。

）で
あ
つ
て
国
の

準
用
す
る
同
法
第

2
1
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
行
う
も
の
を
い
う

。

）で
あ
つ
て
国
の

補
助
金
を
受
け
て
行
う
も
の
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
当
該
年
度
に
お
い
て
市
町
村
が
負

補
助
金
を
受
け
て
行
う
も
の
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
当
該
年
度
に
お
い
て
市
町
村
が
負

担
す
べ
き
額

 
担
す
べ
き
額

 

Ｄ
　
阪
神
・
淡
路
大
震
災
に
よ
り
著
し
い
被
害
を
受
け
た
市
町
村
が
国
の
補
助
金
を
受
け

Ｄ
　
阪
神
・
淡
路
大
震
災
に
よ
り
著
し
い
被
害
を
受
け
た
市
町
村
が
国
の
補
助
金
を
受
け

て
施
行
す
る
密
集
市
街
地
整
備
促
進
事
業
に
要
す
る
経
費
の
財
源
に
充
て
る
た
め
借
り

て
施
行
す
る
密
集
市
街
地
整
備
促
進
事
業
に
要
す
る
経
費
の
財
源
に
充
て
る
た
め
借
り

入
れ
た
地
方
債
の
当
該
年
度
に
お
け
る
元
利
償
還
金
の
額
の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定

入
れ
た
地
方
債
の
当
該
年
度
に
お
け
る
元
利
償
還
金
の
額
の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定

の
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額

の
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額

六　

沖
縄
米
軍
　

国
の
補
助
金
を
受
け
て
施
行
す
る
沖
縄
米
軍
基
地
所
在
市
町
村
活
性
化
特
別
事
業
の
実
施

六　

沖
縄
米
軍
　

国
の
補
助
金
を
受
け
て
施
行
す
る
沖
縄
米
軍
基
地
所
在
市
町
村
活
性
化
特
別
事
業
の
実
施

基
地
所
在
市

に
要
す
る
経
費
の
財
源
に
充
て
る
た
め
借
り
入
れ
た
地
方
債
の
当
該
年
度
に
お
け
る
元
利
償

基
地
所
在
市

に
要
す
る
経
費
の
財
源
に
充
て
る
た
め
借
り
入
れ
た
地
方
債
の
当
該
年
度
に
お
け
る
元
利
償

町
村
活
性
化

還
金
の
額
に
〇
・
一
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

町
村
活
性
化

還
金
の
額
に
〇
・
一
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

特
別
事
業
に

特
別
事
業
に

要
す
る
経
費

要
す
る
経
費

が

あ

る

こ

が

あ

る

こ

と
。

と
。

七　

離
島
航
空
　

前
条
第
一
項
第
一
号
の
表
第
十
一
号
に
規
定
す
る
算
定
方
法
に
準
じ
て
算
定
し
た
額
と
す

七　

離
島
航
空
　

前
条
第
一
項
第
一
号
の
表
第
十
一
号
に
規
定
す
る
算
定
方
法
に
準
じ
て
算
定
し
た
額
と
す

路
線
の
運
行

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
号
中
「
道
府
県
」
と
あ
る
の
は
、「
市
町
村
」
と
読
み
替
え
る

路
線
の
運
行

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
号
中
「
道
府
県
」
と
あ
る
の
は
「
市
町
村
」
と
読
み
替
え
る
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維
持
に
要
す

も
の
と
す
る
。 

維
持
に
要
す

も
の
と
す
る
。 

る
経
費
が
あ

る
経
費
が
あ

る
こ
と
。

る
こ
と
。

八　

包
括
外
部
　

地
方
自
治
法
第
二
百
五
十
二
条
の
二
十
七
第
二
項
に
規
定
す
る
包
括
外
部
監
査
契
約
を
締

八　

包
括
外
部
　

地
方
自
治
法
第
二
百
五
十
二
条
の
二
十
七
第
二
項
に
規
定
す
る
包
括
外
部
監
査
契
約
を
締

監
査
契
約
に

結
し
た
市
町
村
が
当
該
契
約
の
相
手
方
に
支
払
う
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
当
該
契
約
に
基
づ
く

監
査
契
約
に

結
し
た
市
町
村
が
当
該
契
約
の
相
手
方
に
支
払
う
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
当
該
契
約
に
基
づ
く

基
づ
く
監
査

監
査
に
要
す
る
経
費
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
（
当
該
額
が
、
指
定
都
市
及
び
中
核

基
づ
く
監
査

監
査
に
要
す
る
経
費
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
（
当
該
額
が
、
指
定
都
市
及
び
中
核

に
要
す
る
経

市
に
あ
つ
て
は
、
二
〇
、
二
〇
〇
、
〇
〇
〇
円
を
超
え
る
と
き
は
、
二
〇
、
二
〇
〇
、
〇
〇

に
要
す
る
経

市
に
あ
つ
て
は
、
二
〇
、
二
〇
〇
、
〇
〇
〇
円
を
超
え
る
と
き
は
、
二
〇
、
二
〇
〇
、
〇
〇

費
が
あ
る
こ

〇
円
と
し
、
指
定
都
市
及
び
中
核
市
以
外
の
市
並
び
に
町
村
に
あ
つ
て
は
、
七
、
七
〇
〇
、

費
が
あ
る
こ

〇
円
と
し
、
指
定
都
市
及
び
中
核
市
以
外
の
市
並
び
に
町
村
に
あ
つ
て
は
、
七
、
七
〇
〇
、

と
。

〇
〇
〇
円
を
超
え
る
と
き
は
、
七
、
七
〇
〇
、
〇
〇
〇
円
と
す
る
。）
と
す
る
。

と
。

〇
〇
〇
円
を
超
え
る
と
き
は
、
七
、
七
〇
〇
、
〇
〇
〇
円
と
す
る
。）
と
す
る
。

九　

個
別
外
部
　

個
別
外
部
監
査
契
約
を
締
結
し
た
市
町
村
が
当
該
契
約
の
相
手
方
に
支
払
う
こ
と
と
さ
れ

九　

個
別
外
部
　

個
別
外
部
監
査
契
約
を
締
結
し
た
市
町
村
が
当
該
契
約
の
相
手
方
に
支
払
う
こ
と
と
さ
れ

監
査
契
約
に

て
い
る
当
該
契
約
に
基
づ
く
監
査
に
要
す
る
経
費
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
（
一
の

監
査
契
約
に

て
い
る
当
該
契
約
に
基
づ
く
監
査
に
要
す
る
経
費
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
（
一
の

基
づ
く
監
査

契
約
に
係
る
額
が
、
指
定
都
市
及
び
中
核
市
に
あ
つ
て
は
、
一
〇
、
一
〇
〇
、
〇
〇
〇
円
を

基
づ
く
監
査

契
約
に
係
る
額
が
、
指
定
都
市
及
び
中
核
市
に
あ
つ
て
は
、
一
〇
、
一
〇
〇
、
〇
〇
〇
円
を

に
要
す
る
経

超
え
る
と
き
は
、
そ
の
額
を
一
〇
、
一
〇
〇
、
〇
〇
〇
円
と
し
て
算
定
し
、
指
定
都
市
及
び

に
要
す
る
経

超
え
る
と
き
は
、
そ
の
額
を
一
〇
、
一
〇
〇
、
〇
〇
〇
円
と
し
て
算
定
し
、
指
定
都
市
及
び

費
が
あ
る
こ

中
核
市
以
外
の
市
並
び
に
町
村
に
あ
つ
て
は
、
三
、
八
五
〇
、
〇
〇
〇
円
を
超
え
る
と
き
は
、

費
が
あ
る
こ

中
核
市
以
外
の
市
並
び
に
町
村
に
あ
つ
て
は
、
三
、
八
五
〇
、
〇
〇
〇
円
を
超
え
る
と
き
は
、

と
。

そ
の
額
を
三
、
八
五
〇
、
〇
〇
〇
円
と
し
て
算
定
す
る
。）
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
契
約
を

と
。

そ
の
額
を
三
、
八
五
〇
、
〇
〇
〇
円
と
し
て
算
定
す
る
。）
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
契
約
を

締
結
し
た
一
部
事
務
組
合
等
を
組
織
す
る
市
町
村
に
あ
つ
て
は
、
当
該
一
部
事
務
組
合
等
が

締
結
し
た
一
部
事
務
組
合
等
を
組
織
す
る
市
町
村
に
あ
つ
て
は
、
当
該
一
部
事
務
組
合
等
が

当
該
契
約
の
相
手
方
に
支
払
う
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
当
該
契
約
に
基
づ
く
監
査
に
要
す
る
経

当
該
契
約
の
相
手
方
に
支
払
う
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
当
該
契
約
に
基
づ
く
監
査
に
要
す
る
経

費
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
（
一
の
契
約
に
係
る
額
が
、
三
、
八
五
〇
、
〇
〇
〇
円

費
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
（
一
の
契
約
に
係
る
額
が
、
三
、
八
五
〇
、
〇
〇
〇
円

を
超
え
る
と
き
は
、
そ
の
額
を
三
、
八
五
〇
、
〇
〇
〇
円
と
し
て
算
定
す
る
。）
を
特
別
交
付

を
超
え
る
と
き
は
、
そ
の
額
を
三
、
八
五
〇
、
〇
〇
〇
円
と
し
て
算
定
す
る
。）
を
特
別
交
付

税
の
算
定
の
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
負
担
割
合
に
よ
り
按
分
し

税
の
算
定
の
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
負
担
割
合
に
よ
り
按
分
し

た
額
と
し
、
ま
た
、
財
政
健
全
化
計
画
等
を
複
数
策
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
市
町
村
又
は

た
額
と
し
、
ま
た
、
財
政
健
全
化
計
画
等
を
複
数
策
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
市
町
村
又
は

一
部
事
務
組
合
等
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
市
町
村
等
」
と
い
う
。）
で
あ
つ
て
、
二
以
上

一
部
事
務
組
合
等
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
市
町
村
等
」
と
い
う
。）
で
あ
つ
て
、
二
以
上

の
財
政
健
全
化
計
画
等
に
係
る
当
該
監
査
を
一
の
契
約
に
よ
る
こ
と
と
し
た
市
町
村
等
に
あ

の
財
政
健
全
化
計
画
等
に
係
る
当
該
監
査
を
一
の
契
約
に
よ
る
こ
と
と
し
た
市
町
村
等
に
あ

つ
て
は
、
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
が
、
策
定
を
要
す
る
財
政
健
全
化
計
画
等
の
数
に
、
指

つ
て
は
、
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
が
、
策
定
を
要
す
る
財
政
健
全
化
計
画
等
の
数
に
、
指

定
都
市
及
び
中
核
市
に
あ
つ
て
は
一
〇
、
一
〇
〇
、
〇
〇
〇
円
、
指
定
都
市
及
び
中
核
市
以

定
都
市
及
び
中
核
市
に
あ
つ
て
は
一
〇
、
一
〇
〇
、
〇
〇
〇
円
、
指
定
都
市
及
び
中
核
市
以

外
の
市
、
町
村
並
び
に
一
部
事
務
組
合
等
に
あ
つ
て
は
三
、
八
五
〇
、
〇
〇
〇
円
を
乗
じ
て

外
の
市
、
町
村
並
び
に
一
部
事
務
組
合
等
に
あ
つ
て
は
三
、
八
五
〇
、
〇
〇
〇
円
を
乗
じ
て

得
た
額
を
超
え
る
と
き
は
、
当
該
得
た
額
と
す
る
。

得
た
額
を
超
え
る
と
き
は
、
当
該
得
た
額
と
す
る
。

十　

中
小
企
業
　

前
条
第
一
項
第
一
号
の
表
第
十
四
号
に
規
定
す
る
算
定
方
法
に
準
じ
て
算
定
し
た
額
と
す

十　

中
小
企
業
　

前
条
第
一
項
第
一
号
の
表
第
十
四
号
に
規
定
す
る
算
定
方
法
に
準
じ
て
算
定
し
た
額
と
す

対
策
に
要
す

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
号
中
「
道
府
県
」
と
あ
る
の
は
、「
市
町
村
」
と
読
み
替
え
る

対
策
に
要
す

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
号
中
「
道
府
県
」
と
あ
る
の
は
「
市
町
村
」
と
読
み
替
え
る

る
経
費
が
あ

も
の
と
す
る
。

る
経
費
が
あ

も
の
と
す
る
。

る
こ
と
。

る
こ
と
。

十
一　

病
院
事
　

前
条
第
一
項
第
一
号
の
表
第
十
七
号
に
規
定
す
る
算
定
方
法
に
準
じ
て
算
定
し
た
額
と
す

十
一　

病
院
事
　

前
条
第
一
項
第
一
号
の
表
第
十
七
号
に
規
定
す
る
算
定
方
法
に
準
じ
て
算
定
し
た
額
と
す

業
の
機
能
分

る
。 

業
の
機
能
分

る
。 

化
・
連
携
強

 

化
・
連
携
強

 

化
等
の
実
施

 

化
等
の
実
施

 

に
伴
い
不
要

に
伴
い
不
要

と
な
る
病
棟

と
な
る
病
棟
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等
施
設
の
除

等
施
設
の
除

却
等
に
要
す

却
等
に
要
す

る
経
費
が
あ

る
経
費
が
あ

る
こ
と
。

る
こ
と
。

十
二　

明
日
香
　

明
日
香
村
に
お
け
る
歴
史
的
風
土
の
保
存
及
び
生
活
環
境
の
整
備
等
に
関
す
る
特
別
措
置

十
二　

明
日
香
　

明
日
香
村
に
お
け
る
歴
史
的
風
土
の
保
存
及
び
生
活
環
境
の
整
備
等
に
関
す
る
特
別
措
置

村
整
備
計
画

法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
三
十
号
）
に
よ
る
改
正
後
の
明
日
香
村

村
整
備
計
画

法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
三
十
号
）
に
よ
る
改
正
後
の
明
日
香
村

に
基
づ
く
事

に
お
け
る
歴
史
的
風
土
の
保
存
及
び
生
活
環
境
の
整
備
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
昭
和
五

に
基
づ
く
事

に
お
け
る
歴
史
的
風
土
の
保
存
及
び
生
活
環
境
の
整
備
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
昭
和
五

業
の
実
施
に

十
五
年
法
律
第
六
十
号
）
第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
る
明
日
香
村
整
備
計
画

業
の
実
施
に

十
五
年
法
律
第
六
十
号
）
第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
る
明
日
香
村
整
備
計
画

要
す
る
経
費

に
基
づ
き
明
日
香
村
が
実
施
す
る
事
業
の
う
ち
、
同
法
第
五
条
の
規
定
に
よ
り
国
の
負
担
又

要
す
る
経
費

に
基
づ
き
明
日
香
村
が
実
施
す
る
事
業
の
う
ち
、
同
法
第
五
条
の
規
定
に
よ
り
国
の
負
担
又

が

あ

る

こ

は
補
助
の
割
合
の
特
例
の
対
象
と
な
る
事
業
に
要
す
る
経
費
の
財
源
に
充
て
る
た
め
借
り
入

が

あ

る

こ

は
補
助
の
割
合
の
特
例
の
対
象
と
な
る
事
業
に
要
す
る
経
費
の
財
源
に
充
て
る
た
め
借
り
入

と
。 

れ
た
地
方
債
の
当
該
年
度
に
お
け
る
元
利
償
還
金
の
額
に
〇
・
六
を
乗
じ
て
得
た
額
（
普
通

と
。 

れ
た
地
方
債
の
当
該
年
度
に
お
け
る
元
利
償
還
金
の
額
に
〇
・
六
を
乗
じ
て
得
た
額
（
普
通

交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と
さ
れ
る
べ
き
額
を
除
く
。）

交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と
さ
れ
る
べ
き
額
を
除
く
。）

十
三　

浄
化
槽
　

次
の
各
号
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
の
合
算
額
と
す
る
。 

十
三　

浄
化
槽
　

次
の
各
号
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
の
合
算
額
と
す
る
。 

設
置
整
備
事

一　

市
町
村
が
国
か
ら
補
助
金
又
は
交
付
金
の
交
付
を
受
け
て
実
施
す
る
浄
化
槽
設
置
整
備

設
置
整
備
事

一　

市
町
村
が
国
か
ら
補
助
金
又
は
交
付
金
の
交
付
を
受
け
て
実
施
す
る
浄
化
槽
設
置
整
備

業
に
要
す
る

事
業
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大

業
に
要
す
る

事
業
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大

経
費
が
あ
る

臣
が
調
査
し
た
額
に
〇
・
八
を
乗
じ
て
得
た
額 

経
費
が
あ
る

臣
が
調
査
し
た
額
に
〇
・
八
を
乗
じ
て
得
た
額 

こ
と
。 

二　

市
町
村
が
国
か
ら
補
助
金
又
は
交
付
金
の
交
付
を
受
け
ず
に
単
独
事
業
と
し
て
実
施
す

こ
と
。 

二　

市
町
村
が
国
か
ら
補
助
金
又
は
交
付
金
の
交
付
を
受
け
ず
に
単
独
事
業
と
し
て
実
施
す

 

る
浄
化
槽
設
置
整
備
事
業
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と
す
べ
き

 

る
浄
化
槽
設
置
整
備
事
業
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と
す
べ
き

 

も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
に
三
分
の
二
を
乗
じ
て
得
た
額
に
〇
・
八
を
乗
じ

 

も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
に
三
分
の
二
を
乗
じ
て
得
た
額
に
〇
・
八
を
乗
じ

て
得
た
額

て
得
た
額

十
四　

座
礁
外
　

前
条
第
一
項
第
一
号
の
表
第
二
十
一
号
に
規
定
す
る
算
定
方
法
に
準
じ
て
算
定
し
た
額
と

十
四　

座
礁
外
　

前
条
第
一
項
第
一
号
の
表
第
二
十
一
号
に
規
定
す
る
算
定
方
法
に
準
じ
て
算
定
し
た
額
と

国
船
舶
の
油

す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
号
中
「
道
府
県
」
と
あ
る
の
は
「
市
町
村
」
と
、「
〇
・
五
」

国
船
舶
の
油

す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
号
中
「
道
府
県
」
と
あ
る
の
は
「
市
町
村
」
と
、「
〇
・
五
」

防
除
に
要
す

と
あ
る
の
は
「
〇
・
八
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

防
除
に
要
す

と
あ
る
の
は
「
〇
・
八
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

る
経
費
が
あ

る
経
費
が
あ

る
こ
と
。

る
こ
と
。

十
五　

特
別
支
　

国
の
補
助
金
を
受
け
て
施
行
す
る
特
別
支
援
教
育
就
学
奨
励
事
業
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
、

十
五　

特
別
支
　

国
の
補
助
金
を
受
け
て
施
行
す
る
特
別
支
援
教
育
就
学
奨
励
事
業
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
、

援
教
育
の
就

当
該
年
度
に
お
い
て
当
該
市
町
村
が
負
担
す
べ
き
額
と
す
る
。 

援
教
育
の
就

当
該
年
度
に
お
い
て
当
該
市
町
村
が
負
担
す
べ
き
額
と
す
る
。 

学
奨
励
に
要

 

学
奨
励
に
要

 

す
る
経
費
が

す
る
経
費
が

あ
る
こ
と
。

あ
る
こ
と
。

十
六　

観
光
立
　

国
際
観
光
の
推
進
に
係
る
経
費
の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し

十
六　

観
光
立
　

国
際
観
光
の
推
進
に
係
る
経
費
の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し

国
の
推
進
に

て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
（
当
該
額
が
一
〇
〇
、
〇
〇
〇
、
〇
〇
〇
円
を
超
え
る
と
き
は
、

国
の
推
進
に

て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
（
当
該
額
が
一
〇
〇
、
〇
〇
〇
、
〇
〇
〇
円
を
超
え
る
と
き
は
、

要
す
る
経
費

一
〇
〇
、
〇
〇
〇
、
〇
〇
〇
円
と
す
る
。）
に
〇
・
五
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

要
す
る
経
費

一
〇
〇
、
〇
〇
〇
、
〇
〇
〇
円
と
す
る
。）
に
〇
・
五
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

が

あ

る

こ

が

あ

る

こ

と
。

と
。

十
七　

災
害
拠
　

前
条
第
一
項
第
一
号
の
表
第
二
十
四
号
に
規
定
す
る
算
定
方
法
に
準
じ
て
算
定
し
た
額
と

十
七　

災
害
拠
　

前
条
第
一
項
第
一
号
の
表
第
二
十
四
号
に
規
定
す
る
算
定
方
法
に
準
じ
て
算
定
し
た
額
と

点
病
院
等
が

す
る
。 

点
病
院
等
が

す
る
。 

災
害
時
に
お

災
害
時
に
お
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け
る
救
急
医

け
る
救
急
医

療
の
た
め
に

療
の
た
め
に

行
う
備
蓄
に

行
う
備
蓄
に

要
す
る
経
費

要
す
る
経
費

が

あ

る

こ

が

あ

る

こ

と
。

と
。

十
八　

農
業
共
　

農
業
保
険
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
八
十
五
号
）
第
百
二
条
に
基
づ
き
当
該
市
町
村

十
八　

農
業
共
　

農
業
保
険
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
八
十
五
号
）
第
百
二
条
に
基
づ
き
当
該
市
町
村

済
事
業
に
要

が
行
う
農
業
共
済
事
業
に
要
す
る
事
務
費
の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と
す
べ
き
も

済
事
業
に
要

が
行
う
農
業
共
済
事
業
に
要
す
る
事
務
費
の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と
す
べ
き
も

す
る
経
費
が

の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
に
〇
・
七
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

す
る
経
費
が

の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
に
〇
・
七
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

あ
る
こ
と
。

あ
る
こ
と
。

十
九　

公
債
費
　

次
の
各
号
に
規
定
す
る
算
定
方
法
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
と
す
る
。 

十
九　

公
債
費
　

次
の
各
号
に
規
定
す
る
算
定
方
法
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
と
す
る
。 

負
担
の
計
画

一　

実
質
公
債
費
比
率
が
健
全
化
法
第
二
条
第
五
号
に
規
定
す
る
早
期
健
全
化
基
準
以
上
と

負
担
の
計
画

一　

実
質
公
債
費
比
率
が
健
全
化
法
第
二
条
第
五
号
に
規
定
す
る
早
期
健
全
化
基
準
以
上
と

的
な
適
正
化

な
つ
た
こ
と
に
よ
り
財
政
健
全
化
計
画
を
策
定
す
る
市
町
村
及
び
同
条
第
六
号
に
規
定
す

的
な
適
正
化

な
つ
た
こ
と
に
よ
り
財
政
健
全
化
計
画
を
策
定
す
る
市
町
村
及
び
同
条
第
六
号
に
規
定
す

に
要
す
る
経

る
財
政
再
生
基
準
以
上
と
な
つ
た
こ
と
に
よ
り
財
政
再
生
計
画
を
策
定
す
る
市
町
村
の
う

に
要
す
る
経

る
財
政
再
生
基
準
以
上
と
な
つ
た
こ
と
に
よ
り
財
政
再
生
計
画
を
策
定
す
る
市
町
村
の
う

費
が
あ
る
こ

ち
、
策
定
年
度
か
ら
三
年
度
以
内
に
実
質
公
債
費
比
率
を
二
十
五
・
〇
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

費
が
あ
る
こ

ち
、
策
定
年
度
か
ら
三
年
度
以
内
に
実
質
公
債
費
比
率
を
二
十
五
・
〇
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

と
。 

に
引
き
下
げ
る
市
町
村
又
は
同
比
率
を
策
定
年
度
の
同
比
率
か
ら
三
パ
ー
セ
ン
ト
控
除
し

と
。 

に
引
き
下
げ
る
市
町
村
又
は
同
比
率
を
策
定
年
度
の
同
比
率
か
ら
三
パ
ー
セ
ン
ト
控
除
し

た
値
以
下
と
し
た
市
町
村
に
つ
い
て
、
次
の
算
式
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
（
当
該
額
が
負

た
値
以
下
と
し
た
市
町
村
に
つ
い
て
、
次
の
算
式
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
（
当
該
額
が
負

数
と
な
る
と
き
は
、
零
と
す
る
。）
と
す
る
。 

数
と
な
る
と
き
は
、
零
と
す
る
。）
と
す
る
。 

算
式
 

算
式
 

Ａ

×

Ｂ

×

（1－

（0.01
5／
Ｃ

）） 
Ａ

×
Ｂ

×

（1－

（0.01
5／
Ｃ

）） 

算
式
の
符
号

 
算
式
の
符
号

 

Ａ
　
地
方
債
の
当
該
年
度
に
お
け
る
元
利
償
還
金

（繰
上
償
還
に
係
る
も
の
を
除
く

。

Ａ
　
地
方
債
の
当
該
年
度
に
お
け
る
元
利
償
還
金

（繰
上
償
還
に
係
る
も
の
を
除
く

。

以
下
同
じ

。

）の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣

以
下
同
じ

。

）の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣

が
調
査
し
た
額

 
が
調
査
し
た
額
 

Ｂ
　
地
方
債
の
当
該
年
度
に
お
け
る
元
利
償
還
金
の
額
に
対
す
る
地
方
債
の
当
該
年
度

Ｂ
　
地
方
債
の
当
該
年
度
に
お
け
る
元
利
償
還
金
の
額
に
対
す
る
地
方
債
の
当
該
年
度

に
お
け
る
支
払
利
子
額

（第
3
条
第

1
項
第

3
号
イ
の
表
第

3
8
号
及
び
第

4
1
号

（以
下
こ

に
お
け
る
支
払
利
子
額

（第
3
条
第

1
項
第

3
号
イ
の
表
第

3
8
号
及
び
第

4
1
号

（以
下
こ

の
号
及
び
次
号
に
お
い
て

「公
債
費
負
担
格
差
是
正
等

」と
い
う

。

）の
算
定
の
基
礎

の
号
及
び
次
号
に
お
い
て

「公
債
費
負
担
格
差
是
正
等

」と
い
う

。

）の
算
定
の
基
礎

と
な
つ
た
支
払
利
子
額
を
除
く

。

）の
比
率
 

と
な
つ
た
支
払
利
子
額
を
除
く

。

）の
比
率
 

Ｃ
　
当
該
年
度
の
前
年
度
末
に
お
け
る
地
方
債
の
未
償
還
元
金
の
額

（公
債
費
負
担
格

Ｃ
　
当
該
年
度
の
前
年
度
末
に
お
け
る
地
方
債
の
未
償
還
元
金
の
額

（公
債
費
負
担
格

差
是
正
等
の
算
定
の
基
礎
と
な
つ
た
未
償
還
元
金
の
額
を
除
く

。

）に
対
す
る
地
方
債

差
是
正
等
の
算
定
の
基
礎
と
な
つ
た
未
償
還
元
金
の
額
を
除
く

。

）に
対
す
る
地
方
債

の
当
該
年
度
に
お
け
る
支
払
利
子
額

（公
債
費
負
担
格
差
是
正
等
の
算
定
の
基
礎
と
な

の
当
該
年
度
に
お
け
る
支
払
利
子
額

（公
債
費
負
担
格
差
是
正
等
の
算
定
の
基
礎
と
な

つ
た
支
払
利
子
額
を
除
く

。

）の
比
率

つ
た
支
払
利
子
額
を
除
く

。

）の
比
率

二　

公
債
費
負
担
適
正
化
計
画
（
実
質
公
債
費
比
率
に
よ
る
許
可
団
体
が
実
質
公
債
費
負
担

二　

公
債
費
負
担
適
正
化
計
画
（
実
質
公
債
費
比
率
に
よ
る
許
可
団
体
が
実
質
公
債
費
負
担

の
適
正
な
管
理
の
た
め
の
取
組
を
計
画
的
に
行
う
た
め
に
自
主
的
に
策
定
す
る
計
画
を
い

の
適
正
な
管
理
の
た
め
の
取
組
を
計
画
的
に
行
う
た
め
に
自
主
的
に
策
定
す
る
計
画
を
い

う
。
）
を
実
施
す
る
市
町
村
の
う
ち
、
策
定
年
度
か
ら
五
年
度
以
内
に
実
質
公
債
費
比
率

う
。
）
を
実
施
す
る
市
町
村
の
う
ち
、
策
定
年
度
か
ら
五
年
度
以
内
に
実
質
公
債
費
比
率
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を
十
八
・
〇
パ
ー
セ
ン
ト
未
満
に
引
き
下
げ
る
市
町
村
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
市
町
村
に
つ

を
十
八
・
〇
パ
ー
セ
ン
ト
未
満
に
引
き
下
げ
る
市
町
村
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
市
町
村
に
つ

い
て
、
次
の
算
式
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
（
当
該
額
が
負
数
と
な
る
と
き
は
、
零
と
す
る
。）

い
て
、
次
の
算
式
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
（
当
該
額
が
負
数
と
な
る
と
き
は
、
零
と
す
る
。）

と
す
る
。 

と
す
る
。 

算
式

 
算
式

 

Ａ

×

Ｂ

×

（1－

（0.
015／

Ｃ

））×

0
.5 

Ａ

×

Ｂ

×

（1－

（0.
015／

Ｃ

））×

0
.5 

算
式
の
符
号
 

算
式
の
符
号
 

Ａ
　
地
方
債
の
当
該
年
度
に
お
け
る
元
利
償
還
金
の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎

Ａ
　
地
方
債
の
当
該
年
度
に
お
け
る
元
利
償
還
金
の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎

と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額

 
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
 

Ｂ
　
地
方
債
の
当
該
年
度
に
お
け
る
元
利
償
還
金
の
額
に
対
す
る
地
方
債
の
当
該
年
度

Ｂ
　
地
方
債
の
当
該
年
度
に
お
け
る
元
利
償
還
金
の
額
に
対
す
る
地
方
債
の
当
該
年
度

に
お
け
る
支
払
利
子
額

（公
債
費
負
担
格
差
是
正
等
の
算
定
の
基
礎
と
な
つ
た
支
払
利

に
お
け
る
支
払
利
子
額

（公
債
費
負
担
格
差
是
正
等
の
算
定
の
基
礎
と
な
つ
た
支
払
利

子
額
を
除
く

。

）の
比
率

 
子
額
を
除
く

。

）の
比
率

 

Ｃ
　
当
該
年
度
の
前
年
度
末
に
お
け
る
地
方
債
の
未
償
還
元
金
の
額

（公
債
費
負
担
格

Ｃ
　
当
該
年
度
の
前
年
度
末
に
お
け
る
地
方
債
の
未
償
還
元
金
の
額

（公
債
費
負
担
格

差
是
正
等
の
算
定
の
基
礎
と
な
つ
た
未
償
還
元
金
の
額
を
除
く

。

）に
対
す
る
地
方
債

差
是
正
等
の
算
定
の
基
礎
と
な
つ
た
未
償
還
元
金
の
額
を
除
く

。

）に
対
す
る
地
方
債

の
当
該
年
度
に
お
け
る
支
払
利
子
額

（公
債
費
負
担
格
差
是
正
等
の
算
定
の
基
礎
と
な

の
当
該
年
度
に
お
け
る
支
払
利
子
額

（公
債
費
負
担
格
差
是
正
等
の
算
定
の
基
礎
と
な

つ
た
支
払
利
子
額
を
除
く

。

）の
比
率

つ
た
支
払
利
子
額
を
除
く

。

）の
比
率

二
十　

病
院
内
　

前
条
第
一
項
第
一
号
の
表
第
二
十
五
号
に
規
定
す
る
算
定
方
法
に
準
じ
て
算
定
し
た
額
と

二
十　

病
院
内
　

前
条
第
一
項
第
一
号
の
表
第
二
十
五
号
に
規
定
す
る
算
定
方
法
に
準
じ
て
算
定
し
た
額
と

保
育
所
の
運

す
る
。 

保
育
所
の
運

す
る
。 

営
に
要
す
る

 

営
に
要
す
る

 

経
費
が
あ
る

経
費
が
あ
る

こ
と
。

こ
と
。

二
十
一　

耐
震
　

前
条
第
一
項
第
一
号
の
表
第
二
十
七
号
に
規
定
す
る
算
定
方
法
に
準
じ
て
算
定
し
た
額
と

二
十
一　

耐
震
　

前
条
第
一
項
第
一
号
の
表
第
二
十
七
号
に
規
定
す
る
算
定
方
法
に
準
じ
て
算
定
し
た
額
と

改
修
事
業
に

す
る
。 

改
修
事
業
に

す
る
。 

要
す
る
経
費

 

要
す
る
経
費

 

が

あ

る

こ

が

あ

る

こ

と
。

と
。

二
十
二　

ア
ス
　

前
条
第
一
項
第
一
号
の
表
第
二
十
八
号
に
規
定
す
る
算
定
方
法
に
準
じ
て
算
定
し
た
額
と

二
十
二　

ア
ス
　

前
条
第
一
項
第
一
号
の
表
第
二
十
八
号
に
規
定
す
る
算
定
方
法
に
準
じ
て
算
定
し
た
額
と

ベ
ス
ト
改
修

す
る
。 

ベ
ス
ト
改
修

す
る
。 

事
業
に
要
す

 

事
業
に
要
す

 

る
経
費
が
あ

る
経
費
が
あ

る
こ
と
。

る
こ
と
。

二
十
三　

集
落
　

前
条
第
一
項
第
一
号
の
表
第
二
十
九
号
に
規
定
す
る
算
定
方
法
に
準
じ
て
算
定
し
た
額
と

二
十
三　

集
落
　

前
条
第
一
項
第
一
号
の
表
第
二
十
九
号
に
規
定
す
る
算
定
方
法
に
準
じ
て
算
定
し
た
額
と

対
策
に
要
す

す
る
。 

対
策
に
要
す

す
る
。 

る
経
費
が
あ

る
経
費
が
あ

る
こ
と
。

る
こ
と
。

二
十
四　

携
帯
　

前
条
第
一
項
第
一
号
の
表
第
三
十
号
に
規
定
す
る
算
定
方
法
に
準
じ
て
算
定
し
た
額
と
す

二
十
四　

携
帯
　

前
条
第
一
項
第
一
号
の
表
第
三
十
号
に
規
定
す
る
算
定
方
法
に
準
じ
て
算
定
し
た
額
と
す

電
話
等
エ
リ

る
。 

電
話
等
エ
リ

る
。 

ア
整
備
事
業

 

ア
整
備
事
業

 

に
要
す
る
経

 

に
要
す
る
経
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費
が
あ
る
こ

費
が
あ
る
こ

と
。

と
。

二
十
五　

地
域
　

次
の
各
号
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
の
合
算
額
と
す
る
。

二
十
五　

地
域
　

次
の
各
号
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
の
合
算
額
と
す
る
。

お
こ
し
協
力

一　

前
条
第
一
項
第
一
号
の
表
第
三
十
一
号
に
規
定
す
る
算
定
方
法
に
準
じ
て
算
定
し
た
額

お
こ
し
協
力

一　

前
条
第
一
項
第
一
号
の
表
第
三
十
一
号
に
規
定
す
る
算
定
方
法
に
準
じ
て
算
定
し
た
額

隊
員
の
設
置

二　

地
域
お
こ
し
協
力
隊
員
の
支
援
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と

隊
員
の
設
置

二　

地
域
お
こ
し
協
力
隊
員
の
支
援
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と

等
に
要
す
る

す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額

等
に
要
す
る

す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額

経
費
が
あ
る

経
費
が
あ
る

こ
と
。

こ
と
。

二
十
六　

定
住
　

次
の
算
式
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
と
す
る
。 

二
十
六　

定
住
　

次
の
算
式
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
と
す
る
。 

自
立
圏
構
想

算
式
 

自
立
圏
構
想

算
式
 

の
推
進
に
要

Ａ

×

0
.8＋
Ｂ

×

0
.5＋
Ｃ

×

0
.8＋
Ｄ

×

0
.2＋
Ｅ

×

0
.8 

の
推
進
に
要

Ａ

×

0
.8＋
Ｂ

×

0
.5＋
Ｃ

×

0
.8＋
Ｄ

×

0
.2＋
Ｅ

×

0
.8 

す
る
経
費
が

算
式
の
符
号

 

す
る
経
費
が

算
式
の
符
号

 

あ
る
こ
と
。

Ａ
　
定
住
自
立
圏
に
係
る
施
策
に
必
要
な
専
門
的
知
識
を
有
す
る
外
部
の
人
材
の
活
用
に

あ
る
こ
と
。

Ａ
　
定
住
自
立
圏
に
係
る
施
策
に
必
要
な
専
門
的
知
識
を
有
す
る
外
部
の
人
材
の
活
用
に

要
す
る
経
費
の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が

要
す
る
経
費
の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が

調
査
し
た
額

（当
該
人
材
の
活
用
を
開
始
し
た
年
度
以
後
３
箇
年
度
に
限
る

。

） 
調
査
し
た
額

（当
該
人
材
の
活
用
を
開
始
し
た
年
度
以
後
３
箇
年
度
に
限
る

。

） 

Ｂ
　
定
住
自
立
圏
に
係
る
民
間
事
業
者
等
の
活
動
を
支
援
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
公
益

Ｂ
　
定
住
自
立
圏
に
係
る
民
間
事
業
者
等
の
活
動
を
支
援
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
公
益

法
人
等
に
対
す
る
出
資
又
は
貸
付
け
を
行
う
た
め
に
借
り
入
れ
た
地
方
債
の
当
該
年
度

法
人
等
に
対
す
る
出
資
又
は
貸
付
け
を
行
う
た
め
に
借
り
入
れ
た
地
方
債
の
当
該
年
度

に
お
け
る
利
子
支
払
額
の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総

に
お
け
る
利
子
支
払
額
の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総

務
大
臣
が
調
査
し
た
額

 
務
大
臣
が
調
査
し
た
額

 

Ｃ
　
定
住
自
立
圏
に
お
け
る
中
核
的
な
医
療
機
関
が
中
心
と
な
つ
て
行
う
病
診
連
携
等
の

Ｃ
　
定
住
自
立
圏
に
お
け
る
中
核
的
な
医
療
機
関
が
中
心
と
な
つ
て
行
う
病
診
連
携
等
の

事
業
に
係
る
負
担
金
と
し
て
当
該
年
度
に
お
い
て
支
出
す
る
額
の
う
ち
特
別
交
付
税
の

事
業
に
係
る
負
担
金
と
し
て
当
該
年
度
に
お
い
て
支
出
す
る
額
の
う
ち
特
別
交
付
税
の

算
定
の
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額

 
算
定
の
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額

 

Ｄ
　
へ
き
地
保
健
医
療
事
業
実
施
計
画
に
基
づ
き
定
住
自
立
圏
に
お
け
る
中
核
的
な
医
療

Ｄ
　
へ
き
地
保
健
医
療
事
業
実
施
計
画
に
基
づ
き
定
住
自
立
圏
に
お
け
る
中
核
的
な
医
療

機
関
に
お
い
て
実
施
さ
れ
る
遠
隔
地
医
療
事
業
に
係
る
負
担
金
と
し
て
当
該
年
度
に
お

機
関
に
お
い
て
実
施
さ
れ
る
遠
隔
地
医
療
事
業
に
係
る
負
担
金
と
し
て
当
該
年
度
に
お

い
て
支
出
す
る
額
の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大

い
て
支
出
す
る
額
の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大

臣
が
調
査
し
た
額

 
臣
が
調
査
し
た
額

 

Ｅ
　
Ａ
か
ら
Ｄ
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か

定
住
自
立
圏
に
係
る
施
策
に
要
す
る
経
費

Ｅ
　
Ａ
か
ら
Ｄ
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か

定
住
自
立
圏
に
係
る
施
策
に
要
す
る
経
費

、
、

の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額

の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額

二
十
七　

地
域
　

地
域
力
創
造
の
た
め
の
外
部
人
材
の
活
用
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定
の

二
十
七　

地
域
　

地
域
力
創
造
の
た
め
の
外
部
人
材
の
活
用
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定
の

力
創
造
の
た

基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
に
、
財
政
力
指
数
が
〇
・
八
以
上
の

力
創
造
の
た

基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
に
、
財
政
力
指
数
が
〇
・
八
以
上
の

め
の
外
部
人

市
町
村
に
あ
つ
て
は
〇
・
五
を
、
〇
・
五
以
上
〇
・
八
未
満
の
市
町
村
に
あ
つ
て
は
六
分
の

め
の
外
部
人

市
町
村
に
あ
つ
て
は
〇
・
五
を
、
〇
・
五
以
上
〇
・
八
未
満
の
市
町
村
に
あ
つ
て
は
六
分
の

材
の
活
用
に

十
一
か
ら
当
該
市
町
村
の
財
政
力
指
数
に
三
分
の
五
を
乗
じ
て
得
た
数
を
控
除
し
て
得
た
数

材
の
活
用
に

十
一
か
ら
当
該
市
町
村
の
財
政
力
指
数
に
三
分
の
五
を
乗
じ
て
得
た
数
を
控
除
し
て
得
た
数

要
す
る
経
費

（
小
数
点
以
下
二
位
未
満
は
、
四
捨
五
入
す
る
。）
を
、
〇
・
五
未
満
の
市
町
村
に
あ
つ
て
は

要
す
る
経
費

（
小
数
点
以
下
二
位
未
満
は
、
四
捨
五
入
す
る
。）
を
、
〇
・
五
未
満
の
市
町
村
に
あ
つ
て
は

が

あ

る

こ

一
・
〇
を
そ
れ
ぞ
れ
乗
じ
て
得
た
額
（
表
示
単
位
は
千
円
と
し
、
表
示
単
位
未
満
の
端
数
が

が

あ

る

こ

一
・
〇
を
そ
れ
ぞ
れ
乗
じ
て
得
た
額
（
表
示
単
位
は
千
円
と
し
、
表
示
単
位
未
満
の
端
数
が

と
。

あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。）
又
は
五
、
六
〇
〇
、
〇
〇
〇
円
（
地
域
力
創

と
。

あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。）
又
は
五
、
六
〇
〇
、
〇
〇
〇
円
（
地
域
力
創

造
に
先
進
的
な
実
績
の
あ
る
地
方
団
体
の
職
員
又
は
組
織
と
し
て
総
務
大
臣
が
認
め
た
も
の

造
に
先
進
的
な
実
績
の
あ
る
地
方
団
体
の
職
員
又
は
組
織
と
し
て
総
務
大
臣
が
認
め
た
も
の

を
活
用
す
る
市
町
村
に
あ
つ
て
は
、
二
、
四
〇
〇
、
〇
〇
〇
円
）
の
い
ず
れ
か
少
な
い
額
と

を
活
用
す
る
市
町
村
に
あ
つ
て
は
、
二
、
四
〇
〇
、
〇
〇
〇
円
）
の
い
ず
れ
か
少
な
い
額
と

す
る
。

す
る
。
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二
十
八　

指
定
　

前
条
第
一
項
第
一
号
の
表
第
三
十
二
号
に
規
定
す
る
算
定
方
法
に
準
じ
て
算
定
し
た
額
と

二
十
八　

指
定
　

前
条
第
一
項
第
一
号
の
表
第
三
十
二
号
に
規
定
す
る
算
定
方
法
に
準
じ
て
算
定
し
た
額
と

暴
力
団
対
策

す
る
。

暴
力
団
対
策

す
る
。

に
要
す
る
経

に
要
す
る
経

費
が
あ
る
こ

費
が
あ
る
こ

と
。

と
。

二
十
九　

コ
イ
　

次
の
各
号
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
の
合
算
額
と
す
る
。

二
十
九　

コ
イ
　

次
の
各
号
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
の
合
算
額
と
す
る
。

ヘ
ル
ペ
ス
ウ

一　

当
該
年
度
に
お
い
て
コ
イ
ヘ
ル
ペ
ス
ウ
イ
ル
ス
病
の
た
め
持
続
的
養
殖
生
産
確
保
法
に

ヘ
ル
ペ
ス
ウ

一　

当
該
年
度
に
お
い
て
コ
イ
ヘ
ル
ペ
ス
ウ
イ
ル
ス
病
の
た
め
持
続
的
養
殖
生
産
確
保
法
に

イ
ル
ス
病
対

基
づ
き
道
府
県
が
実
施
す
る
対
策
に
関
連
し
て
国
の
補
助
金
等
を
受
け
て
実
施
す
る
疾
病

イ
ル
ス
病
対

基
づ
き
道
府
県
が
実
施
す
る
対
策
に
関
連
し
て
国
の
補
助
金
等
を
受
け
て
実
施
す
る
疾
病

策
に
要
す
る

ま
ん
延
防
止
対
策
等
に
要
す
る
経
費
（
第
三
条
第
一
項
第
三
号
イ
の
表
第
四
十
七
号
一
に

策
に
要
す
る

ま
ん
延
防
止
対
策
等
に
要
す
る
経
費
（
第
三
条
第
一
項
第
三
号
イ
の
表
第
四
十
七
号
一
に

経
費
が
あ
る

お
い
て
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と
な
つ
た
経
費
を
除
く
。）
の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算

経
費
が
あ
る

お
い
て
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と
な
つ
た
経
費
を
除
く
。）
の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算

こ
と
。 

定
の
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
に
〇
・
八
を
乗
じ
て
得
た
額

こ
と
。 

定
の
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
に
〇
・
八
を
乗
じ
て
得
た
額

二　

当
該
年
度
に
お
い
て
コ
イ
ヘ
ル
ペ
ス
ウ
イ
ル
ス
病
の
た
め
前
号
の
対
策
に
関
連
し
て
実

二　

当
該
年
度
に
お
い
て
コ
イ
ヘ
ル
ペ
ス
ウ
イ
ル
ス
病
の
た
め
前
号
の
対
策
に
関
連
し
て
実

施
す
る
疾
病
ま
ん
延
防
止
対
策
、
風
評
被
害
対
策
、
養
殖
業
者
支
援
対
策
等
に
要
す
る
経

施
す
る
疾
病
ま
ん
延
防
止
対
策
、
風
評
被
害
対
策
、
養
殖
業
者
支
援
対
策
等
に
要
す
る
経

費
（
第
三
条
第
一
項
第
三
号
イ
の
表
第
四
十
七
号
二
に
お
い
て
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基

費
（
第
三
条
第
一
項
第
三
号
イ
の
表
第
四
十
七
号
二
に
お
い
て
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基

礎
と
な
つ
た
経
費
及
び
前
号
に
定
め
る
経
費
を
除
く
。）
の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基

礎
と
な
つ
た
経
費
及
び
前
号
に
定
め
る
経
費
を
除
く
。）
の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基

礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
に
〇
・
五
を
乗
じ
て
得
た
額

礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
に
〇
・
五
を
乗
じ
て
得
た
額

三
十　

傷
病
者
　

実
施
基
準
掲
載
医
療
機
関
に
対
す
る
助
成
を
行
う
市
町
村
に
つ
い
て
、
次
の
算
式
に
よ
つ

三
十　

傷
病
者
　

実
施
基
準
掲
載
医
療
機
関
に
対
す
る
助
成
を
行
う
市
町
村
に
つ
い
て
、
次
の
算
式
に
よ
つ

の
搬
送
・
受

て
算
定
し
た
額
（
複
数
の
実
施
基
準
掲
載
医
療
機
関
に
助
成
を
行
う
市
町
村
に
あ
つ
て
は
、

の
搬
送
・
受

て
算
定
し
た
額
（
複
数
の
実
施
基
準
掲
載
医
療
機
関
に
助
成
を
行
う
市
町
村
に
あ
つ
て
は
、

入
れ
に
係
る

医
療
機
関
ご
と
に
次
の
算
式
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
の
合
算
額
）
と
す
る
。 

入
れ
に
係
る

医
療
機
関
ご
と
に
次
の
算
式
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
の
合
算
額
）
と
す
る
。 

実
施
基
準
掲

算
式
 

実
施
基
準
掲

算
式
 

載
医
療
機
関

Ａ

×

α
 

載
医
療
機
関

Ａ

×

α
 

に
対
す
る
助

算
式
の
符
号

 

に
対
す
る
助

算
式
の
符
号

 

成
に
要
す
る

Ａ
　
次
に
掲
げ
る
地
方
団
体
の
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
額

（当
該
額
が
20,

成
に
要
す
る

Ａ
　
次
に
掲
げ
る
地
方
団
体
の
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
額

（当
該
額
が
20,

、
、

経
費
が
あ
る

000
,000
円
を
超
え
る
と
き
は

20,0
00,

000
円
と
す
る

。

） 

経
費
が
あ
る

000
,000
円
を
超
え
る
と
き
は

20,0
00,

000
円
と
す
る

。

） 
、

、

こ
と
。

イ
　
過
疎
法
第
２
条
第
１
項

（同
法
第

4
3
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場

こ
と
。

イ
　
過
疎
法
第
２
条
第
１
項

（同
法
第

4
3
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場

合
を
含
む

。

）

第
4
1条
第
１
項
又
は
第

4
2
条
に
規
定
す
る
過
疎
地
域
で
あ
る
市
町
村

合
を
含
む

。

）

第
4
1
条
第
１
項
又
は
第
4
2
条
に
規
定
す
る
過
疎
地
域
で
あ
る
市
町
村

、
、

（以
下
こ
の
号
に
お
い
て

「過
疎
市
町
村

」と
い
う

。

）以
外
の
市
町
村
　
実
施
基
準

（以
下
こ
の
号
に
お
い
て

「過
疎
市
町
村

」と
い
う

。

）以
外
の
市
町
村
　
実
施
基
準

掲
載
医
療
機
関
に
対
す
る
助
成
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と

掲
載
医
療
機
関
に
対
す
る
助
成
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と

す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
又
は
実
施
基
準
掲
載
医
療
機
関
が
当
該

す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
又
は
実
施
基
準
掲
載
医
療
機
関
が
当
該

年
度
に
お
い
て
救
急
搬
送
に
よ
り
受
け
入
れ
た
傷
病
者
数
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し

年
度
に
お
い
て
救
急
搬
送
に
よ
り
受
け
入
れ
た
傷
病
者
数
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し

た
数
に
1
3,

00
0円
を
乗
じ
て
得
た
額

（同
一
の
実
施
基
準
掲
載
医
療
機
関
に
対
し
て
複

た
数
に

1
3,

00
0円
を
乗
じ
て
得
た
額

（同
一
の
実
施
基
準
掲
載
医
療
機
関
に
対
し
て
複

数
の
市
町
村
が
助
成
を
行
つ
て
い
る
場
合
に
お
い
て
は

当
該
額
を
当
該
市
町
村
の
助

数
の
市
町
村
が
助
成
を
行
つ
て
い
る
場
合
に
お
い
て
は

当
該
額
を
当
該
市
町
村
の
助

、
、

成
の
額
で
按
分
し
て
得
た
額

）の
う
ち
い
ず
れ
か
少
な
い
額

 
成
の
額
で
按
分
し
て
得
た
額

）の
う
ち
い
ず
れ
か
少
な
い
額

 

ロ
　
過
疎
市
町
村
　
実
施
基
準
掲
載
医
療
機
関
に
対
す
る
助
成
に
要
す
る
経
費
の
う
ち

ロ
　
過
疎
市
町
村
　
実
施
基
準
掲
載
医
療
機
関
に
対
す
る
助
成
に
要
す
る
経
費
の
う
ち

特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
 

特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
 

α
　
１
か
ら
財
政
力
指
数

（小
数
点
以
下
２
位
未
満
は

四
捨
五
入
す
る

。

）を
２
で
除

α
　
１
か
ら
財
政
力
指
数

（小
数
点
以
下
２
位
未
満
は

四
捨
五
入
す
る

。

）を
２
で
除

、
、

し
て
得
た
数
を
控
除
し
て
得
た
数

（た
だ
し

0
.
5未
満
の
場
合
は

0
.
5

0.
8
を
超
え
る

し
て
得
た
数
を
控
除
し
て
得
た
数

（た
だ
し

0
.
5未
満
の
場
合
は

0
.
5

0.
8
を
超
え
る

、
、

、
、
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場
合
は

0.
8と
す
る

。

）（指
定
都
市
以
外
の
市
町
村
に
あ
つ
て
は

0.
8と
す
る

。

）

場
合
は

0.
8と
す
る

。

）（指
定
都
市
以
外
の
市
町
村
に
あ
つ
て
は

0.
8と
す
る

。

）

、
、

三
十
一　

非
常
　

地
方
公
務
員
災
害
補
償
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
百
二
十
一
号
）
第
六
十
九
条
の
規
定

三
十
一　

非
常
　

地
方
公
務
員
災
害
補
償
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
百
二
十
一
号
）
第
六
十
九
条
の
規
定

勤
職
員
の
公

に
基
づ
く
非
常
勤
職
員
に
対
す
る
公
務
災
害
補
償
に
要
す
る
経
費
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査

勤
職
員
の
公

に
基
づ
く
非
常
勤
職
員
に
対
す
る
公
務
災
害
補
償
に
要
す
る
経
費
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査

務
災
害
補
償

し
た
額
に
〇
・
八
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

務
災
害
補
償

し
た
額
に
〇
・
八
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

に
要
す
る
経

に
要
す
る
経

費
が
あ
る
こ

費
が
あ
る
こ

と
。

と
。

三
十
二　

離
島
　

前
条
第
一
項
第
一
号
の
表
第
四
十
号
に
規
定
す
る
算
定
方
法
に
準
じ
て
算
定
し
た
額
と
す

三
十
二　

離
島
　

前
条
第
一
項
第
一
号
の
表
第
四
十
号
に
規
定
す
る
算
定
方
法
に
準
じ
て
算
定
し
た
額
と
す

高
校
生
修
学

る
。

高
校
生
修
学

る
。

支
援
事
業
に

支
援
事
業
に

要
す
る
経
費

要
す
る
経
費

が

あ

る

こ

が

あ

る

こ

と
。

と
。

三
十
三　

電
気
　

次
の
各
号
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
の
合
算
額
と
す
る
。

三
十
三　

電
気
　

次
の
各
号
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
の
合
算
額
と
す
る
。

通
信
に
関
す

一　

離
島
地
域
、
豪
雪
地
帯
対
策
特
別
措
置
法
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
七
十
三
号
）
第
二

通
信
に
関
す

一　

離
島
地
域
、
豪
雪
地
帯
対
策
特
別
措
置
法
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
七
十
三
号
）
第
二

る
施
設
の
維

条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
指
定
さ
れ
た
豪
雪
地
帯
、
辺
地
に
係
る
公
共
的
施
設
の
総
合

る
施
設
の
維

条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
指
定
さ
れ
た
豪
雪
地
帯
、
辺
地
に
係
る
公
共
的
施
設
の
総
合

持
管
理
に
要

整
備
の
た
め
の
財
政
上
の
特
別
措
置
等
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
辺
地
、

持
管
理
に
要

整
備
の
た
め
の
財
政
上
の
特
別
措
置
等
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
辺
地
、

す
る
経
費
が

山
村
振
興
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
六
十
四
号
）
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
指
定

す
る
経
費
が

山
村
振
興
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
六
十
四
号
）
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
指
定

あ
る
こ
と
。

さ
れ
た
振
興
山
村
、
半
島
振
興
法
（
昭
和
六
十
年
法
律
第
六
十
三
号
）
第
二
条
第
一
項
の

あ
る
こ
と
。

さ
れ
た
振
興
山
村
、
半
島
振
興
法
（
昭
和
六
十
年
法
律
第
六
十
三
号
）
第
二
条
第
一
項
の

規
定
に
基
づ
き
指
定
さ
れ
た
半
島
振
興
対
策
実
施
地
域
、
特
定
農
山
村
地
域
に
お
け
る
農

規
定
に
基
づ
き
指
定
さ
れ
た
半
島
振
興
対
策
実
施
地
域
、
特
定
農
山
村
地
域
に
お
け
る
農

林
業
等
の
活
性
化
の
た
め
の
基
盤
整
備
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
五
年
法
律
第
七
十

林
業
等
の
活
性
化
の
た
め
の
基
盤
整
備
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
五
年
法
律
第
七
十

二
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
農
山
村
地
域
、
過
疎
法
第
二
条
第
一
項
（
過
疎

二
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
農
山
村
地
域
、
過
疎
法
第
二
条
第
一
項
（
過
疎

法
第
四
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
三
条
第
一
項

法
第
四
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
三
条
第
一
項

及
び
第
二
項
（
過
疎
法
第
四
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含

及
び
第
二
項
（
過
疎
法
第
四
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
、
第
四
十
一
条
第
一
項
及
び
第
二
項
（
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
、
第
四
十
一
条
第
一
項
及
び
第
二
項
（
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）、
第
四
十
二
条
若
し
く
は
第
四
十
四
条
第
四
項
に
規
定
す
る
過
疎
地
域
又
は
過
疎
法

む
。
）、
第
四
十
二
条
若
し
く
は
第
四
十
四
条
第
四
項
に
規
定
す
る
過
疎
地
域
又
は
過
疎
法

附
則
第
五
条
に
規
定
す
る
特
定
市
町
村
の
区
域
（
過
疎
法
附
則
第
六
条
第
一
項
及
び
第
二

附
則
第
五
条
に
規
定
す
る
特
定
市
町
村
の
区
域
（
過
疎
法
附
則
第
六
条
第
一
項
及
び
第
二

項
、
第
七
条
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
第
八
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
特

項
、
第
七
条
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
第
八
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
特

定
市
町
村
の
区
域
と
み
な
さ
れ
る
区
域
を
含
む
。）
を
含
む
区
域
に
お
い
て
、
市
町
村
若
し

定
市
町
村
の
区
域
と
み
な
さ
れ
る
区
域
を
含
む
。）
を
含
む
区
域
に
お
い
て
、
市
町
村
若
し

く
は
一
部
事
務
組
合
等
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
市
町
村
等
」
と
い
う
。）
又
は
民
間
事

く
は
一
部
事
務
組
合
等
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
市
町
村
等
」
と
い
う
。）
又
は
民
間
事

業
者
等
（
市
町
村
等
か
ら
電
気
通
信
に
関
す
る
施
設
を
借
り
受
け
て
い
る
も
の
に
限
る
。）

業
者
等
（
市
町
村
等
か
ら
電
気
通
信
に
関
す
る
施
設
を
借
り
受
け
て
い
る
も
の
に
限
る
。）

が
経
営
す
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
接
続
サ
ー
ビ
ス
、
有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
（
有
線
電
気

が
経
営
す
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
接
続
サ
ー
ビ
ス
、
有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
（
有
線
電
気

通
信
設
備
の
提
供
を
受
け
て
行
わ
れ
る
も
の
を
除
く
。）
又
は
地
上
基
幹
放
送
に
係
る
電
気

通
信
設
備
の
提
供
を
受
け
て
行
わ
れ
る
も
の
を
除
く
。）
又
は
地
上
基
幹
放
送
に
係
る
電
気

通
信
に
関
す
る
施
設
の
維
持
管
理
に
要
す
る
経
費
（
次
号
に
定
め
る
経
費
を
除
く
。）
の
う

通
信
に
関
す
る
施
設
の
維
持
管
理
に
要
す
る
経
費
（
次
号
に
定
め
る
経
費
を
除
く
。）
の
う

ち
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
に
〇
・

ち
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
に
〇
・

五
を
乗
じ
て
得
た
額

五
を
乗
じ
て
得
た
額

二　

国
の
補
助
金
を
受
け
て
施
行
す
る
離
島
伝
送
用
専
用
線
設
備
維
持
管
理
事
業
に
要
す
る

二　

国
の
補
助
金
を
受
け
て
施
行
す
る
離
島
伝
送
用
専
用
線
設
備
維
持
管
理
事
業
に
要
す
る

経
費
の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た

経
費
の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
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額
に
〇
・
八
を
乗
じ
て
得
た
額

額
に
〇
・
八
を
乗
じ
て
得
た
額

三
十
四　

分
娩
　

前
条
第
一
項
第
一
号
の
表
第
四
十
二
号
に
規
定
す
る
算
定
方
法
に
準
じ
て
算
定
し
た
額
と

三
十
四　

分
娩
　

前
条
第
一
項
第
一
号
の
表
第
四
十
二
号
に
規
定
す
る
算
定
方
法
に
準
じ
て
算
定
し
た
額
と

医
療
機
関
の

す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
号
中
「
道
府
県
」
と
あ
る
の
は
、「
市
町
村
」
と
読
み
替
え

医
療
機
関
の

す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
号
中
「
道
府
県
」
と
あ
る
の
は
「
市
町
村
」
と
読
み
替
え

な
い
離
島
に

る
も
の
と
す
る
。 

な
い
離
島
に

る
も
の
と
す
る
。 

お
け
る
妊
婦

お
け
る
妊
婦

の
健
康
診
査

の
健
康
診
査

及
び
分
娩
の

及
び
分
娩
の

支
援
に
要
す

支
援
に
要
す

る
経
費
が
あ

る
経
費
が
あ

る
こ
と
。

る
こ
と
。

三
十
五　

地
域
　

前
条
第
一
項
第
一
号
の
表
第
四
十
三
号
に
規
定
す
る
算
定
方
法
に
準
じ
て
算
定
し
た
額
と

三
十
五　

地
域
　

前
条
第
一
項
第
一
号
の
表
第
四
十
三
号
に
規
定
す
る
算
定
方
法
に
準
じ
て
算
定
し
た
額
と

鉄
道
支
援
に

す
る
。 

鉄
道
支
援
に

す
る
。 

要
す
る
経
費

 

要
す
る
経
費

 

が

あ

る

こ

が

あ

る

こ

と
。

と
。

三
十
六　

ラ
ジ
　

次
の
各
号
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
の
合
算
額
と
す
る
。 

三
十
六　

ラ
ジ
　

次
の
各
号
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
の
合
算
額
と
す
る
。 

オ
難
聴
解
消

一　

前
条
第
一
項
第
一
号
の
表
第
四
十
七
号
に
規
定
す
る
算
定
方
法
に
準
じ
て
算
定
し
た
額 

オ
難
聴
解
消

一　

前
条
第
一
項
第
一
号
の
表
第
四
十
七
号
に
規
定
す
る
算
定
方
法
に
準
じ
て
算
定
し
た
額 

対
策
に
要
す

二　

市
町
村
が
単
独
事
業
と
し
て
実
施
す
る
ラ
ジ
オ
難
聴
解
消
対
策
に
要
す
る
経
費
の
う
ち

対
策
に
要
す

二　

市
町
村
が
単
独
事
業
と
し
て
実
施
す
る
ラ
ジ
オ
難
聴
解
消
対
策
に
要
す
る
経
費
の
う
ち

る
経
費
が
あ

特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
に
〇
・
三

る
経
費
が
あ

特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
に
〇
・
三

る
こ
と
。

を
乗
じ
て
得
た
額

る
こ
と
。

を
乗
じ
て
得
た
額

三
十
七　

水
防
　

市
町
村
が
水
防
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
三
号
）
第
六
条
の
三
の
規
定
に
基
づ

三
十
七　

水
防
　

市
町
村
が
水
防
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
三
号
）
第
六
条
の
三
の
規
定
に
基
づ

団
員
の
退
職

き
支
給
し
た
退
職
報
償
金
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と
す
べ
き
も

団
員
の
退
職

き
支
給
し
た
退
職
報
償
金
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と
す
べ
き
も

報
償
金
に
要

の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
に
〇
・
五
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。 

報
償
金
に
要

の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
に
〇
・
五
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。 

す
る
経
費
が

す
る
経
費
が

あ
る
こ
と
。

あ
る
こ
と
。

三
十
八　

新
型
　

前
条
第
一
項
第
一
号
の
表
第
四
十
六
号
に
規
定
す
る
算
定
方
法
に
準
じ
て
算
定
し
た
額
と

三
十
八　

新
型
　

前
条
第
一
項
第
一
号
の
表
第
四
十
六
号
に
規
定
す
る
算
定
方
法
に
準
じ
て
算
定
し
た
額
と

イ
ン
フ
ル
エ

す
る
。

イ
ン
フ
ル
エ

す
る
。

ン
ザ
予
防
接

ン
ザ
予
防
接

種
に
要
す
る

種
に
要
す
る

経
費
が
あ
る

経
費
が
あ
る

こ
と
。

こ
と
。

三
十
九　

分
散
　

前
条
第
一
項
第
一
号
の
表
第
四
十
八
号
に
規
定
す
る
算
定
方
法
に
準
じ
て
算
定
し
た
額
と

三
十
九　

分
散
　

前
条
第
一
項
第
一
号
の
表
第
四
十
八
号
に
規
定
す
る
算
定
方
法
に
準
じ
て
算
定
し
た
額
と

型

エ

ネ

ル

す
る
。 

型

エ

ネ

ル

す
る
。 

ギ
ー
イ
ン
フ

 

ギ
ー
イ
ン
フ

 

ラ
プ
ロ
ジ
ェ

 

ラ
プ
ロ
ジ
ェ

 

ク
ト
の
推
進

 

ク
ト
の
推
進

 

に
要
す
る
経

に
要
す
る
経

費
が
あ
る
こ

費
が
あ
る
こ
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と
。

と
。

四
十　

地
域
活

次
の
算
式
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
と
す
る
。

四
十　

地
域
活

次
の
算
式
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
と
す
る
。

性
化
起
業
人

算
式

性
化
起
業
人

算
式

の
受
入
れ
等

Ａ

×

0.5＋
Ｂ
＋
Ｃ

×

0.5 

の
受
入
れ
等

Ａ

×

0.5
＋
Ｂ
＋
Ｃ

×

0.5
 

に
要
す
る
経

算
式
の
符
号

に
要
す
る
経

算
式
の
符
号

費
が
あ
る
こ

Ａ
　
地
域
活
性
化
起
業
人
の
受
入
れ
の
開
始
の
日
ま
で
に
必
要
と
な
る
当
該
受
入
れ
に
要

費
が
あ
る
こ

Ａ
　
地
域
活
性
化
起
業
人
の
受
入
れ
の
開
始
の
日
ま
で
に
必
要
と
な
る
当
該
受
入
れ
に
要

と
。

す
る
経
費
の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調

と
。

す
る
経
費
の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調

査
し
た
額

（当
該
額
が
1,0

00,
000
円
を
超
え
る
と
き
は

1,0
00,

000
円
と
す
る

。

）

査
し
た
額

（当
該
額
が
1,0

00,
000
円
を
超
え
る
と
き
は

1,0
00,

000
円
と
す
る

。

）

Ｂ
　
地
域
活
性
化
起
業
人
の
受
入
れ
の
開
始
の
日
か
ら
そ
の
終
了
の
日
ま
で
の
期
間
に
必

Ｂ
　
地
域
活
性
化
起
業
人
の
受
入
れ
の
開
始
の
日
か
ら
そ
の
終
了
の
日
ま
で
の
期
間
に
必

要
と
な
る
当
該
受
入
れ
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と
す
べ
き

要
と
な
る
当
該
受
入
れ
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と
す
べ
き

も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額

（企
業
派
遣
型
地
域
活
性
化
起
業
人
に
つ
い
て

も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額

（当
該
額
が
5
,600

,00
0円
を
超
え
る
と
き
は

5
,

は
当
該
額
が

5
,
6
0
0
,
0
0
0
円
を
超
え
る
と
き
は

5
,
6
0
0
,
0
0
0
円
と
し
副
業
型
地
域
活

60
0,0

00円
と
す
る

。

）

、
、

性
化
起
業
人
に
つ
い
て
は

当
該
額
が

2
,
0
0
0
,
0
0
0
円
を
超
え
る
と
き
は

2
,
0
0
0
,
0
0
0
円

、

と
す
る

。

）

Ｃ
　
地
域
活
性
化
起
業
人
の
提
案
し
た
事
業
の
実
施
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
特
別
交
付
税

Ｃ
地
域
活
性
化
起
業
人
の
提
案
し
た
事
業
の
実
施
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
特
別
交
付
税

の
算
定
の
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額

（当
該
額
が
1
,000

,0
の
算
定
の
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額

（当
該
額
が
1
,000

,0

00
円
を
超
え
る
と
き
は
1,

000
,00

0円
と
す
る

。

）

00
円
を
超
え
る
と
き
は
1,

000
,00

0円
と
す
る

。

）

四
十
一　

多
面
　

前
条
第
一
項
第
一
号
の
表
第
四
十
九
号
に
規
定
す
る
算
定
方
法
に
準
じ
て
算
定
し
た
額
と

四
十
一　

多
面
　

前
条
第
一
項
第
一
号
の
表
第
四
十
九
号
に
規
定
す
る
算
定
方
法
に
準
じ
て
算
定
し
た
額
と

的
機
能
支
払

す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
号
中
「
第
九
条
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
九
条
第
一
項
」

的
機
能
支
払

す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
号
中
「
第
九
条
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
九
条
第
一
項
」

及
び
環
境
保

と
、「
一
一
七
、
〇
〇
〇
円
」
と
あ
る
の
は
「
九
二
、
〇
〇
〇
円
」
と
、「
〇
・
四
」
と
あ
る

及
び
環
境
保

と
、「
一
一
六
、
〇
〇
〇
円
」
と
あ
る
の
は
「
九
〇
、
五
〇
〇
円
」
と
、「
〇
・
四
」
と
あ
る

全
型
農
業
直

の
は
「
〇
・
六
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

全
型
農
業
直

の
は
「
〇
・
六
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

接
支
払
に
要

接
支
払
に
要

す
る
経
費
が

す
る
経
費
が

あ
る
こ
と
。

あ
る
こ
と
。

四
十
二　

奄
美
　

前
条
第
一
項
第
一
号
の
表
第
五
十
号
に
規
定
す
る
算
定
方
法
に
準
じ
て
算
定
し
た
額
と
す

四
十
二　

奄
美
　

前
条
第
一
項
第
一
号
の
表
第
五
十
号
に
規
定
す
る
算
定
方
法
に
準
じ
て
算
定
し
た
額
と
す

群
島
振
興
に

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
号
中
「
道
府
県
」
と
あ
る
の
は
、「
市
町
村
」
と
読
み
替
え
る

群
島
振
興
に

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
号
中
「
道
府
県
」
と
あ
る
の
は
「
市
町
村
」
と
読
み
替
え
る

要
す
る
経
費

も
の
と
す
る
。

要
す
る
経
費

も
の
と
す
る
。

が

あ

る

こ

が

あ

る

こ

と
。

と
。

四
十
三　

小
規
　

単
独
事
業
と
し
て
実
施
す
る
小
規
模
学
童
保
育
を
受
け
る
児
童
数
と
し
て
総
務
大
臣
が
調

四
十
三　

小
規
　

単
独
事
業
と
し
て
実
施
す
る
小
規
模
学
童
保
育
を
受
け
る
児
童
数
と
し
て
総
務
大
臣
が
調

模
学
童
保
育

査
し
た
数
に
五
五
、
〇
〇
〇
円
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

模
学
童
保
育

査
し
た
数
に
五
五
、
〇
〇
〇
円
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

に
要
す
る
経

に
要
す
る
経

費
が
あ
る
こ

費
が
あ
る
こ

と
。

と
。

四
十
四　

公
共
　

前
条
第
一
項
第
一
号
の
表
第
五
十
二
号
に
規
定
す
る
算
定
方
法
に
準
じ
て
算
定
し
た
額
と

四
十
四　

公
共
　

前
条
第
一
項
第
一
号
の
表
第
五
十
二
号
に
規
定
す
る
算
定
方
法
に
準
じ
て
算
定
し
た
額
と

施
設
等
運
営

す
る
。

施
設
等
運
営

す
る
。

権
の
設
定
の

権
の
設
定
の

準
備
に
要
す

準
備
に
要
す
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る
経
費
が
あ

る
経
費
が
あ

る
こ
と
。

る
こ
と
。

四
十
五　

空
き
　

前
条
第
一
項
第
一
号
の
表
第
五
十
三
号
に
規
定
す
る
算
定
方
法
に
準
じ
て
算
定
し
た
額
と

四
十
五　

空
き
　

前
条
第
一
項
第
一
号
の
表
第
五
十
三
号
に
規
定
す
る
算
定
方
法
に
準
じ
て
算
定
し
た
額
と

家
対
策
に
要

す
る
。 

家
対
策
に
要

す
る
。 

す
る
経
費
が

 

す
る
経
費
が

 

あ
る
こ
と
。

あ
る
こ
と
。

四
十
六　

権
限
　

国
又
は
道
府
県
か
ら
の
権
限
の
移
譲
に
よ
り
実
施
す
る
事
務
に
つ
い
て
、
次
の
表
の
上
欄

四
十
六　

権
限
　

国
又
は
道
府
県
か
ら
の
権
限
の
移
譲
に
よ
り
実
施
す
る
事
務
に
つ
い
て
、
次
の
表
の
上
欄

の
移
譲
に
よ

に
掲
げ
る
事
務
の
数
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
数
に
、
そ
れ
ぞ
れ
下
欄
に
掲
げ
る
額
を

の
移
譲
に
よ

に
掲
げ
る
事
務
の
数
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
数
に
、
そ
れ
ぞ
れ
下
欄
に
掲
げ
る
額
を

り
実
施
す
る

乗
じ
て
得
た
額
の
合
算
額
と
す
る
。

り
実
施
す
る

乗
じ
て
得
た
額
の
合
算
額
と
す
る
。

事
務
に
要
す

事
務
に
要
す

る
経
費
が
あ

項

目

額

る
経
費
が
あ

項

目

額

る
こ
と
。 

る
こ
と
。 

道
路
運
送
法
の
規
定
に
よ
る
自
家
用
有
償
旅
客
運
送
の
登
録

一
、
九
〇
〇
円 

道
路
運
送
法
の
規
定
に
よ
る
自
家
用
有
償
旅
客
運
送
の
登
録

一
、
九
〇
〇
円 

等
に
係
る
事
務

等
に
係
る
事
務

農
地
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
二
十
九
号
）
の
規
定

一
六
、
〇
〇
〇
円

農
地
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
二
十
九
号
）
の
規
定

一
六
、
〇
〇
〇
円

に
よ
る
農
地
転
用
の
許
可
等
に
係
る
事
務

に
よ
る
農
地
転
用
の
許
可
等
に
係
る
事
務

四
十
七　

大
学
　

前
条
第
一
項
第
一
号
の
表
第
五
十
五
号
に
規
定
す
る
算
定
方
法
に
準
じ
て
算
定
し
た
額
と

四
十
七　

大
学
　

前
条
第
一
項
第
一
号
の
表
第
五
十
五
号
に
規
定
す
る
算
定
方
法
に
準
じ
て
算
定
し
た
額
と

等
と
の
連
携

す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
号
中
「
道
府
県
」
と
あ
る
の
は
、「
市
町
村
」
と
読
み
替
え

等
と
の
連
携

す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
号
中
「
道
府
県
」
と
あ
る
の
は
「
市
町
村
」
と
読
み
替
え

に
よ
る
雇
用

る
も
の
と
す
る
。

に
よ
る
雇
用

る
も
の
と
す
る
。

創
出
・
若
者

創
出
・
若
者

定
着
の
促
進

定
着
の
促
進

に
要
す
る
経

に
要
す
る
経

費
が
あ
る
こ

費
が
あ
る
こ

と
。

と
。

四
十
八　

奨
学
　

奨
学
金
の
返
還
を
支
援
す
る
た
め
に
当
該
市
町
村
が
当
該
年
度
に
支
出
し
た
額
（
奨
学
金

四
十
八　

奨
学
　

奨
学
金
の
返
還
を
支
援
す
る
た
め
に
当
該
市
町
村
が
当
該
年
度
に
支
出
し
た
額
（
奨
学
金

金
を
活
用
し

の
返
還
を
支
援
す
る
た
め
に
設
置
さ
れ
た
基
金
へ
当
該
年
度
に
出
え
ん
し
た
額
を
含
む
。）
及

金
を
活
用
し

の
返
還
を
支
援
す
る
た
め
に
設
置
さ
れ
た
基
金
へ
当
該
年
度
に
出
え
ん
し
た
額
を
含
む
。）
及

た
若
者
の
地

び
奨
学
金
の
返
還
支
援
の
取
組
に
係
る
広
報
活
動
に
要
す
る
経
費
と
し
て
当
該
年
度
に
支
出

た
若
者
の
地

び
奨
学
金
の
返
還
支
援
の
取
組
に
係
る
広
報
活
動
に
要
す
る
経
費
と
し
て
当
該
年
度
に
支
出

方
定
着
促
進

し
た
額
の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た

方
定
着
促
進

し
た
額
の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た

に
要
す
る
経

額
に
〇
・
五
（
住
民
基
本
台
帳
人
口
移
動
報
告
に
よ
り
二
十
歳
か
ら
二
十
四
歳
ま
で
の
人
口

に
要
す
る
経

額
に
〇
・
五
（
住
民
基
本
台
帳
人
口
移
動
報
告
に
よ
り
二
十
歳
か
ら
二
十
四
歳
ま
で
の
人
口

費
が
あ
る
こ

が
流
入
超
過
と
な
つ
て
い
る
道
府
県
の
区
域
内
の
市
町
村
に
あ
つ
て
は
〇
・
三
と
す
る
。
た

費
が
あ
る
こ

が
流
入
超
過
と
な
つ
て
い
る
道
府
県
の
区
域
内
の
市
町
村
に
あ
つ
て
は
〇
・
三
と
す
る
。
た

と
。 

だ
し
、
条
件
不
利
地
域
を
含
む
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
市
町
村
（
指
定
都
市
を

と
。 
だ
し
、
条
件
不
利
地
域
を
含
む
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
市
町
村
（
指
定
都
市
を

除
く
。）
に
あ
つ
て
は
、
こ
の
限
り
で
は
な
い
。）
を
乗
じ
て
得
た
額
（
当
該
額
が
一
〇
〇
、

除
く
。）
に
あ
つ
て
は
、
こ
の
限
り
で
は
な
い
。）
を
乗
じ
て
得
た
額
（
当
該
額
が
一
〇
〇
、

〇
〇
〇
、
〇
〇
〇
円
を
超
え
る
と
き
は
、
一
〇
〇
、
〇
〇
〇
、
〇
〇
〇
円
（
住
民
基
本
台
帳

〇
〇
〇
、
〇
〇
〇
円
を
超
え
る
と
き
は
、
一
〇
〇
、
〇
〇
〇
、
〇
〇
〇
円
（
住
民
基
本
台
帳

人
口
移
動
報
告
に
よ
り
二
十
歳
か
ら
二
十
四
歳
ま
で
の
人
口
が
流
入
超
過
と
な
つ
て
い
る
道

人
口
移
動
報
告
に
よ
り
二
十
歳
か
ら
二
十
四
歳
ま
で
の
人
口
が
流
入
超
過
と
な
つ
て
い
る
道

府
県
の
区
域
内
の
市
町
村
に
あ
つ
て
は
、
当
該
額
が
六
〇
、
〇
〇
〇
、
〇
〇
〇
円
を
超
え
る

府
県
の
区
域
内
の
市
町
村
に
あ
つ
て
は
、
当
該
額
が
六
〇
、
〇
〇
〇
、
〇
〇
〇
円
を
超
え
る

と
き
は
、
六
〇
、
〇
〇
〇
、
〇
〇
〇
円
と
す
る
。
た
だ
し
、
条
件
不
利
地
域
を
含
む
も
の
と

と
き
は
、
六
〇
、
〇
〇
〇
、
〇
〇
〇
円
と
す
る
。
た
だ
し
、
条
件
不
利
地
域
を
含
む
も
の
と
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し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
市
町
村
（
指
定
都
市
を
除
く
。）
に
あ
つ
て
は
、
こ
の
限
り
で
は

し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
市
町
村
（
指
定
都
市
を
除
く
。）
に
あ
つ
て
は
、
こ
の
限
り
で
は

な
い
。）
と
す
る
。）
と
す
る
。

な
い
。）
と
す
る
。）
と
す
る
。

四
十
九
　

移
　

次
の
各
号
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
の
合
算
額
と
す
る
。

四
十
九
　

移
　

次
の
各
号
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
の
合
算
額
と
す
る
。

住
・
定
住
対

一　

移
住
希
望
者
等
に
対
す
る
情
報
発
信
及
び
移
住
体
験
の
実
施
並
び
に
受
入
環
境
の
整
備

住
・
定
住
対

一　

移
住
希
望
者
等
に
対
す
る
情
報
発
信
及
び
移
住
体
験
の
実
施
並
び
に
受
入
環
境
の
整
備

策
に
要
す
る

に
要
す
る
経
費
の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が

策
に
要
す
る

に
要
す
る
経
費
の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が

経
費
が
あ
る

調
査
し
た
額
に
〇
・
五
を
乗
じ
て
得
た
額

経
費
が
あ
る

調
査
し
た
額
に
〇
・
五
を
乗
じ
て
得
た
額

こ
と
。

二　

移
住
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
又
は
定
住
支
援
員
の
設
置
、
移
住
希
望
者
に
対
す
る
相
談
対

こ
と
。

二　

移
住
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
又
は
定
住
支
援
員
の
設
置
、
移
住
希
望
者
に
対
す
る
相
談
対

応
等
の
実
施
及
び
移
住
者
に
対
す
る
支
援
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定
の

応
等
の
実
施
及
び
移
住
者
に
対
す
る
支
援
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定
の

基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額

基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額

五
十　

海
岸
漂
　

前
条
第
一
項
第
一
号
の
表
第
五
十
八
号
に
規
定
す
る
算
定
方
法
に
準
じ
て
算
定
し
た
額
と

五
十　

海
岸
漂
　

前
条
第
一
項
第
一
号
の
表
第
五
十
八
号
に
規
定
す
る
算
定
方
法
に
準
じ
て
算
定
し
た
額
と

着
物
等
地
域

す
る
。

着
物
等
地
域

す
る
。

対
策
推
進
事

対
策
推
進
事

業
に
要
す
る

業
に
要
す
る

経
費
が
あ
る

経
費
が
あ
る

こ
と
。

こ
と
。

五
十
一　

地
域
　

前
条
第
一
項
第
一
号
の
表
第
五
十
九
号
に
規
定
す
る
算
定
方
法
に
準
じ
て
算
定
し
た
額
と

五
十
一　

地
域
　

前
条
第
一
項
第
一
号
の
表
第
五
十
九
号
に
規
定
す
る
算
定
方
法
に
準
じ
て
算
定
し
た
額
と

防
災
マ
ネ
ー

す
る
。

防
災
マ
ネ
ー

す
る
。

ジ
ャ
ー
の
活

ジ
ャ
ー
の
活

用
に
要
す
る

用
に
要
す
る

経
費
が
あ
る

経
費
が
あ
る

こ
と
。

こ
と
。

五
十
二　

災
害
　

前
条
第
一
項
第
一
号
の
表
第
六
十
号
に
規
定
す
る
算
定
方
法
に
準
じ
て
算
定
し
た
額
と
す

五
十
二　

災
害
　

前
条
第
一
項
第
一
号
の
表
第
六
十
号
に
規
定
す
る
算
定
方
法
に
準
じ
て
算
定
し
た
額
と
す

時
帰
宅
困
難

る
。

時
帰
宅
困
難

る
。

者
対
策
事
業

者
対
策
事
業

及
び
一
時
避

及
び
一
時
避

難
場
所
整
備

難
場
所
整
備

事
業
に
要
す

事
業
に
要
す

る
経
費
が
あ

る
経
費
が
あ

る
こ
と
。

る
こ
と
。

五
十
三　

連
携

次
の
算
式
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
と
す
る
。

五
十
三　

連
携

次
の
算
式
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
と
す
る
。

中
枢
都
市
圏

算
式

中
枢
都
市
圏

算
式

構
想
の
推
進

Ａ

×

0
.8＋
Ｂ

×

0
.5＋
Ｃ

×

0
.8＋
Ｄ

×

0
.2＋
Ｅ

×

0
.8 

構
想
の
推
進

Ａ

×

0
.8＋
Ｂ

×

0
.5＋
Ｃ

×

0
.8＋
Ｄ

×

0
.2＋
Ｅ

×

0
.8 

に
要
す
る
経

算
式
の
符
号

に
要
す
る
経

算
式
の
符
号

費
が
あ
る
こ

Ａ
　
連
携
中
枢
都
市
圏
に
係
る
施
策
に
必
要
な
専
門
的
知
識
を
有
す
る
外
部
の
人
材
の
活

費
が
あ
る
こ

Ａ
　
連
携
中
枢
都
市
圏
に
係
る
施
策
に
必
要
な
専
門
的
知
識
を
有
す
る
外
部
の
人
材
の
活

と
。

用
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大

と
。

用
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大

臣
が
調
査
し
た
額

（当
該
人
材
の
活
用
を
開
始
し
た
年
度
以
後
３
箇
年
度
に
限
る

。

）

臣
が
調
査
し
た
額

（当
該
人
材
の
活
用
を
開
始
し
た
年
度
以
後
３
箇
年
度
に
限
る

。

）

Ｂ
　
連
携
中
枢
都
市
圏
に
係
る
民
間
事
業
者
等
の
活
動
を
支
援
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る

Ｂ
　
連
携
中
枢
都
市
圏
に
係
る
民
間
事
業
者
等
の
活
動
を
支
援
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る

公
益
法
人
等
に
対
す
る
出
資
又
は
貸
付
け
を
行
う
た
め
に
借
り
入
れ
た
地
方
債
の
当
該

公
益
法
人
等
に
対
す
る
出
資
又
は
貸
付
け
を
行
う
た
め
に
借
り
入
れ
た
地
方
債
の
当
該
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年
度
に
お
け
る
利
子
支
払
額
の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し

年
度
に
お
け
る
利
子
支
払
額
の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し

て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額

 
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額

 

Ｃ
　
連
携
中
枢
都
市
圏
に
お
け
る
中
核
的
な
医
療
機
関
が
中
心
と
な
つ
て
行
う
病
診
連
携

Ｃ
　
連
携
中
枢
都
市
圏
に
お
け
る
中
核
的
な
医
療
機
関
が
中
心
と
な
つ
て
行
う
病
診
連
携

等
の
事
業
に
係
る
負
担
金
と
し
て
当
該
年
度
に
お
い
て
支
出
す
る
額
の
う
ち
特
別
交
付

等
の
事
業
に
係
る
負
担
金
と
し
て
当
該
年
度
に
お
い
て
支
出
す
る
額
の
う
ち
特
別
交
付

税
の
算
定
の
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
 

税
の
算
定
の
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
 

Ｄ
　
へ
き
地
保
健
医
療
事
業
実
施
計
画
に
基
づ
き
連
携
中
枢
都
市
圏
に
お
け
る
中
核
的
な

Ｄ
　
へ
き
地
保
健
医
療
事
業
実
施
計
画
に
基
づ
き
連
携
中
枢
都
市
圏
に
お
け
る
中
核
的
な

医
療
機
関
に
お
い
て
実
施
さ
れ
る
遠
隔
地
医
療
事
業
に
係
る
負
担
金
と
し
て
当
該
年
度

医
療
機
関
に
お
い
て
実
施
さ
れ
る
遠
隔
地
医
療
事
業
に
係
る
負
担
金
と
し
て
当
該
年
度

に
お
い
て
支
出
す
る
額
の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総

に
お
い
て
支
出
す
る
額
の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総

務
大
臣
が
調
査
し
た
額

 
務
大
臣
が
調
査
し
た
額

 

Ｅ
　
Ａ
か
ら
Ｄ
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か

連
携
中
枢
都
市
圏
に
係
る
施
策
に
要
す
る

Ｅ
　
Ａ
か
ら
Ｄ
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か

連
携
中
枢
都
市
圏
に
係
る
施
策
に
要
す
る

、
、

経
費
の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し

経
費
の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し

た
額

た
額

五
十
四　

地
方
　

前
条
第
一
項
第
一
号
の
表
第
六
十
一
号
に
規
定
す
る
算
定
方
法
に
準
じ
て
算
定
し
た
額
と

五
十
四　

地
方
　

前
条
第
一
項
第
一
号
の
表
第
六
十
一
号
に
規
定
す
る
算
定
方
法
に
準
じ
て
算
定
し
た
額
と

創
生
の
推
進

す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
号
中
「0.5

」
と
あ
る
の
は
、「0.8

」
と
読
み
替
え
る
も
の

創
生
の
推
進

す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
号
中
「0.5

」
と
あ
る
の
は
、「0.8

」
と
読
み
替
え
る
も
の

に
要
す
る
経

と
す
る
。

に
要
す
る
経

と
す
る
。

費
が
あ
る
こ

費
が
あ
る
こ

と
。

と
。

五
十
五　

投
票
　

市
町
村
の
議
会
の
議
員
及
び
長
の
選
挙
に
つ
い
て
、
前
条
第
一
項
第
一
号
の
表
第
六
十
二

五
十
五　

投
票
　

市
町
村
の
議
会
の
議
員
及
び
長
の
選
挙
に
つ
い
て
、
前
条
第
一
項
第
一
号
の
表
第
六
十
二

所
へ
の
移
動

号
に
規
定
す
る
算
定
方
法
に
準
じ
て
算
定
し
た
額
と
す
る
。

所
へ
の
移
動

号
に
規
定
す
る
算
定
方
法
に
準
じ
て
算
定
し
た
額
と
す
る
。

支
援
等
に
要

支
援
等
に
要

す
る
経
費
が

す
る
経
費
が

あ
る
こ
と
。

あ
る
こ
と
。

五
十
六　

病
害
　

前
条
第
一
項
第
一
号
の
表
第
六
十
四
号
に
規
定
す
る
算
定
方
法
に
準
じ
て
算
定
し
た
額
と

五
十
六　

病
害
　

前
条
第
一
項
第
一
号
の
表
第
六
十
四
号
に
規
定
す
る
算
定
方
法
に
準
じ
て
算
定
し
た
額
と

虫
等
の
防
除

す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
号
中
「
第
二
条
第
一
号
の
表
第
二
十
八
号
」
と
あ
る
の
は
、

虫
等
の
防
除

す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
号
中
「
第
二
条
第
一
号
の
表
第
二
十
八
号
」
と
あ
る
の
は
、

に
要
す
る
経

「
第
三
条
第
三
号
ロ
の
表
第
九
号
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

に
要
す
る
経

「
第
三
条
第
三
号
ロ
の
表
第
九
号
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

費
が
あ
る
こ

費
が
あ
る
こ

と
。

と
。

五
十
七　

貝
毒
　

前
条
第
一
項
第
一
号
の
表
第
六
十
五
号
に
規
定
す
る
算
定
方
法
に
準
じ
て
算
定
し
た
額
と

五
十
七　

貝
毒
　

前
条
第
一
項
第
一
号
の
表
第
六
十
五
号
に
規
定
す
る
算
定
方
法
に
準
じ
て
算
定
し
た
額
と

対
策
に
要
す

す
る
。 

対
策
に
要
す

す
る
。 

る
経
費
が
あ

る
経
費
が
あ

る
こ
と
。

る
こ
と
。

五
十
八　

天
然
　

前
条
第
一
項
第
一
号
の
表
第
六
十
六
号
に
規
定
す
る
算
定
方
法
に
準
じ
て
算
定
し
た
額
と

五
十
八　

天
然
　

前
条
第
一
項
第
一
号
の
表
第
六
十
六
号
に
規
定
す
る
算
定
方
法
に
準
じ
て
算
定
し
た
額
と

記
念
物
被
害

す
る
。 

記
念
物
被
害

す
る
。 

防
止
等
対
策

 

防
止
等
対
策

 

に
要
す
る
経

 

に
要
す
る
経

 

費
が
あ
る
こ

費
が
あ
る
こ

と
。

と
。

五
十
九　

湖
沼
　

前
条
第
一
項
第
一
号
の
表
第
六
十
七
号
に
規
定
す
る
算
定
方
法
に
準
じ
て
算
定
し
た
額
と

五
十
九　

湖
沼
　

前
条
第
一
項
第
一
号
の
表
第
六
十
七
号
に
規
定
す
る
算
定
方
法
に
準
じ
て
算
定
し
た
額
と
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の
水
質
保
全

す
る
。

水
質
保
全
特

す
る
。

に
要
す
る
経

別
措
置
法
に

費
が
あ
る
こ

よ
り
指
定
さ

と
。

れ
た
湖
沼
の

水
質
保
全
に

要
す
る
経
費

が

あ

る

こ

と
。

六
十　

山
岳
遭
　

前
条
第
一
項
第
一
号
の
表
第
六
十
九
号
に
規
定
す
る
算
定
方
法
に
準
じ
て
算
定
し
た
額
と

六
十　

山
岳
遭
　

前
条
第
一
項
第
一
号
の
表
第
六
十
九
号
に
規
定
す
る
算
定
方
法
に
準
じ
て
算
定
し
た
額
と

難
又
は
海
難

す
る
。

難
又
は
海
難

す
る
。

の
救
助
に
要

の
救
助
に
要

す
る
経
費
が

す
る
経
費
が

あ
る
こ
と
。

あ
る
こ
と
。

六
十
一　

塩
害
　

前
条
第
一
項
第
一
号
の
表
第
七
十
号
に
規
定
す
る
算
定
方
法
に
準
じ
て
算
定
し
た
額
と
す

六
十
一　

塩
害
　

前
条
第
一
項
第
一
号
の
表
第
七
十
号
に
規
定
す
る
算
定
方
法
に
準
じ
て
算
定
し
た
額
と
す

対
策
に
要
す

る
。

対
策
に
要
す

る
。

る
経
費
が
あ

る
経
費
が
あ

る
こ
と
。

る
こ
と
。

六
十
二　

共
通
　

前
条
第
一
項
第
一
号
の
表
第
七
十
二
号
に
規
定
す
る
算
定
方
法
に
準
じ
て
算
定
し
た
額
と

六
十
二　

共
通
　

前
条
第
一
項
第
一
号
の
表
第
七
十
二
号
に
規
定
す
る
算
定
方
法
に
準
じ
て
算
定
し
た
額
と

投
票
所
の
設

す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
号
中
「
道
府
県
」
と
あ
る
の
は
、「
市
町
村
」
と
読
み
替
え

投
票
所
の
設

す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
号
中
「
道
府
県
」
と
あ
る
の
は
「
市
町
村
」
と
読
み
替
え

置
に
係
る
電

る
も
の
と
す
る
。 

置
に
係
る
電

る
も
の
と
す
る
。 

子
計
算
機
を

子
計
算
機
を

相
互
に
電
気

相
互
に
電
気

通
信
回
線
で

通
信
回
線
で

接
続
し
た
電

接
続
し
た
電

子
情
報
処
理

子
情
報
処
理

組
織
に
よ
る

組
織
に
よ
る

選
挙
人
名
簿

選
挙
人
名
簿

の
対
照
等
に

の
対
照
等
に

使
用
す
る
設

使
用
す
る
設

備
の
整
備
に

備
の
整
備
に

要
す
る
経
費

要
す
る
経
費

が

あ

る

こ

が

あ

る

こ

と
。

と
。

六
十
三　

ふ
る
　

前
条
第
一
項
第
一
号
の
表
第
七
十
三
号
に
規
定
す
る
算
定
方
法
に
準
じ
て
算
定
し
た
額
と

六
十
三　

ふ
る
　

前
条
第
一
項
第
一
号
の
表
第
七
十
三
号
に
規
定
す
る
算
定
方
法
に
準
じ
て
算
定
し
た
額
と

さ
と
ワ
ー
キ

す
る
。

さ
と
ワ
ー
キ

す
る
。

ン

グ

ホ

リ

ン

グ

ホ

リ

デ
ー
の
実
施

デ
ー
の
実
施

に
要
す
る
経

に
要
す
る
経
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費
が
あ
る
こ

費
が
あ
る
こ

と
。

と
。

六
十
四　

お
試
　

前
条
第
一
項
第
一
号
の
表
第
七
十
四
号
に
規
定
す
る
算
定
方
法
に
準
じ
て
算
定
し
た
額
と

六
十
四　

お
試
　

前
条
第
一
項
第
一
号
の
表
第
七
十
四
号
に
規
定
す
る
算
定
方
法
に
準
じ
て
算
定
し
た
額
と

し
サ
テ
ラ
イ

す
る
。

し
サ
テ
ラ
イ

す
る
。

ト
オ
フ
ィ
ス

ト
オ
フ
ィ
ス

の
実
施
に
要

の
実
施
に
要

す
る
経
費
が

す
る
経
費
が

あ
る
こ
と
。

あ
る
こ
と
。

六
十
五　

公
立
　

前
条
第
一
項
第
一
号
の
表
第
七
十
五
号
に
規
定
す
る
算
定
方
法
に
準
じ
て
算
定
し
た
額
と

六
十
五　

公
立
　

前
条
第
一
項
第
一
号
の
表
第
七
十
五
号
に
規
定
す
る
算
定
方
法
に
準
じ
て
算
定
し
た
額
と

大
学
等
に
よ

す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
号
中
「
道
府
県
」
と
あ
る
の
は
、「
市
町
村
」
と
読
み
替
え

大
学
等
に
よ

す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
号
中
「
道
府
県
」
と
あ
る
の
は
「
市
町
村
」
と
読
み
替
え

る
地
域
連
携

る
も
の
と
す
る
。 

る
地
域
連
携

る
も
の
と
す
る
。 

セ
ン
タ
ー
の

 

セ
ン
タ
ー
の

 

運
営
に
要
す

運
営
に
要
す

る
経
費
が
あ

る
経
費
が
あ

る
こ
と
。

る
こ
と
。

六
十
六　

特
定

次
の
算
式
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
と
す
る
。 

六
十
六　

特
定

次
の
算
式
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
と
す
る
。 

有
人
国
境
離

算
式
 

有
人
国
境
離

算
式
 

島
地
域
に
係

Ａ

×

0.5
＋
Ｂ

×

0.7
 

島
地
域
に
係

Ａ

×

0.5
＋
Ｂ

×

0.7
 

る
地
域
社
会

算
式
の
符
号

 

る
地
域
社
会

算
式
の
符
号

 

の
維
持
に
要

Ａ
　
国
の
補
助
金
を
受
け
て
実
施
す
る
特
定
有
人
国
境
離
島
地
域
に
お
け
る
地
域
社
会
の

の
維
持
に
要

Ａ
　
国
の
補
助
金
を
受
け
て
実
施
す
る
特
定
有
人
国
境
離
島
地
域
に
お
け
る
地
域
社
会
の

す
る
経
費
が

維
持
に
関
す
る
事
業
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と
す
べ
き
も

す
る
経
費
が

維
持
に
関
す
る
事
業
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と
す
べ
き
も

あ
る
こ
と
。

の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額

 

あ
る
こ
と
。

の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額

 

Ｂ
　
国
の
行
う
特
定
有
人
国
境
離
島
地
域
に
お
け
る
漁
業
の
再
生
を
支
援
す
る
た
め
の
施

Ｂ
　
国
の
行
う
特
定
有
人
国
境
離
島
地
域
に
お
け
る
漁
業
の
再
生
を
支
援
す
る
た
め
の
施

策
と
連
携
を
図
り
当
該
市
町
村
が
当
該
年
度
に
地
方
単
独
事
業
と
し
て
行
う
離
島
漁
業

策
と
連
携
を
図
り
当
該
市
町
村
が
当
該
年
度
に
地
方
単
独
事
業
と
し
て
行
う
離
島
漁
業

の
再
生
支
援
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し

の
再
生
支
援
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し

て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額

て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額

六
十
七　

再
編
　

国
の
補
助
金
を
受
け
て
施
行
す
る
再
編
推
進
事
業
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
、
当
該
年
度
に

六
十
七　

再
編
　

国
の
補
助
金
を
受
け
て
施
行
す
る
再
編
推
進
事
業
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
、
当
該
年
度
に

推
進
事
業
に

お
い
て
当
該
市
町
村
が
負
担
す
べ
き
額
か
ら
当
該
補
助
金
及
び
地
方
債
を
財
源
と
し
て
充
て

推
進
事
業
に

お
い
て
当
該
市
町
村
が
負
担
す
べ
き
額
か
ら
当
該
補
助
金
及
び
地
方
債
を
財
源
と
し
て
充
て

要
す
る
経
費

る
べ
き
額
を
控
除
し
た
額
に
〇
・
五
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

要
す
る
経
費

る
べ
き
額
を
控
除
し
た
額
に
〇
・
五
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

が

あ

る

こ

が

あ

る

こ

と
。

と
。

六
十
八　

沖
縄
　

国
の
補
助
金
を
受
け
て
施
行
す
る
沖
縄
離
島
活
性
化
推
進
事
業
（
地
方
債
を
起
こ
す
こ
と

六
十
八　

沖
縄
　

国
の
補
助
金
を
受
け
て
施
行
す
る
沖
縄
離
島
活
性
化
推
進
事
業
（
地
方
債
を
起
こ
す
こ
と

離
島
活
性
化

が
で
き
な
い
も
の
に
限
る
。）
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と
す
べ
き

離
島
活
性
化

が
で
き
な
い
も
の
に
限
る
。）
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と
す
べ
き

推
進
事
業
に

も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
に
〇
・
五
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

推
進
事
業
に

も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
に
〇
・
五
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

要
す
る
経
費

要
す
る
経
費

が

あ

る

こ

が

あ

る

こ

と
。

と
。

六
十
九　

医
療
　

前
条
第
一
項
第
一
号
の
表
第
七
十
八
号
に
規
定
す
る
算
定
方
法
に
準
じ
て
算
定
し
た
額
と

六
十
九　

医
療
　

前
条
第
一
項
第
一
号
の
表
第
七
十
八
号
に
規
定
す
る
算
定
方
法
に
準
じ
て
算
定
し
た
額
と
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的
ケ
ア
児
保

す
る
。

的
ケ
ア
児
保

す
る
。

育
支
援
事
業

育
支
援
事
業

に
要
す
る
経

に
要
す
る
経

費
が
あ
る
こ

費
が
あ
る
こ

と
。

と
。

七
十　

鉄
道
災
　

前
条
第
一
項
第
一
号
の
表
第
八
号
に
規
定
す
る
算
定
方
法
に
準
じ
て
算
定
し
た
額
と
す
る
。

七
十　

鉄
道
災
　

前
条
第
一
項
第
一
号
の
表
第
八
号
に
規
定
す
る
算
定
方
法
に
準
じ
て
算
定
し
た
額
と
す
る
。

害
復
旧
事
業

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
号
中
「
道
府
県
」
と
あ
る
の
は
、「
市
町
村
」
と
読
み
替
え
る
も
の

害
復
旧
事
業

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
号
中
「
道
府
県
」
と
あ
る
の
は
「
市
町
村
」
と
読
み
替
え
る
も
の

に
要
す
る
経

と
す
る
。

に
要
す
る
経

と
す
る
。

費
が
あ
る
こ

費
が
あ
る
こ

と
。

と
。

七
十
一　

ふ
る
　

前
条
第
一
項
第
一
号
の
表
第
七
十
九
号
に
規
定
す
る
算
定
方
法
に
準
じ
て
算
定
し
た
額
と

七
十
一　

ふ
る
　

前
条
第
一
項
第
一
号
の
表
第
七
十
九
号
に
規
定
す
る
算
定
方
法
に
準
じ
て
算
定
し
た
額
と

さ
と
起
業
家

す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
号
中
「
道
府
県
」
と
あ
る
の
は
、「
市
町
村
」
と
読
み
替
え

さ
と
起
業
家

す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
号
中
「
道
府
県
」
と
あ
る
の
は
「
市
町
村
」
と
読
み
替
え

支

援

プ

ロ

る
も
の
と
す
る
。

支

援

プ

ロ

る
も
の
と
す
る
。

ジ
ェ
ク
ト
に

ジ
ェ
ク
ト
に

要
す
る
経
費

要
す
る
経
費

が

あ

る

こ

が

あ

る

こ

と
。

と
。

七
十
二　

地
方
　

前
条
第
一
項
第
一
号
の
表
第
八
十
号
に
規
定
す
る
算
定
方
法
に
準
じ
て
算
定
し
た
額
と
す

七
十
二　

地
方
　

前
条
第
一
項
第
一
号
の
表
第
八
十
号
に
規
定
す
る
算
定
方
法
に
準
じ
て
算
定
し
た
額
と
す

大
学
・
地
域

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
号
中
「
〇
・
五
」
と
あ
る
の
は
、「
〇
・
八
」
と
読
み
替
え
る

大
学
・
地
域

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
号
中
「
〇
・
五
」
と
あ
る
の
は
「
〇
・
八
」
と
読
み
替
え
る

産
業
創
生
事

も
の
と
す
る
。

産
業
創
生
事

も
の
と
す
る
。

業
に
要
す
る

業
に
要
す
る

経
費
が
あ
る

経
費
が
あ
る

こ
と
。

こ
と
。

七
十
三　

屋
外
　

前
条
第
一
項
第
一
号
の
表
第
八
十
一
号
に
規
定
す
る
算
定
方
法
に
準
じ
て
算
定
し
た
額
と

七
十
三　

屋
外
　

前
条
第
一
項
第
一
号
の
表
第
八
十
一
号
に
規
定
す
る
算
定
方
法
に
準
じ
て
算
定
し
た
額
と

分
煙
施
設
の

す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
号
中
「
道
府
県
」
と
あ
る
の
は
、「
市
町
村
」
と
読
み
替
え

分
煙
施
設
の

す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
号
中
「
道
府
県
」
と
あ
る
の
は
「
市
町
村
」
と
読
み
替
え

整
備
等
に
要

る
も
の
と
す
る
。

整
備
に
要
す

る
も
の
と
す
る
。

す
る
経
費
が

る
経
費
が
あ

あ
る
こ
と
。

る
こ
と
。

七
十
四　

地
域
　

前
条
第
一
項
第
一
号
の
表
第
八
十
二
号
に
規
定
す
る
算
定
方
法
に
準
じ
て
算
定
し
た
額
と

七
十
四　

地
域
　

前
条
第
一
項
第
一
号
の
表
第
八
十
二
号
に
規
定
す
る
算
定
方
法
に
準
じ
て
算
定
し
た
額
と

運
営
組
織
の

す
る
。

運
営
組
織
の

す
る
。

経
営
力
強
化

経
営
力
強
化

に
要
す
る
経

に
要
す
る
経

費
が
あ
る
こ

費
が
あ
る
こ

と
。

と
。

七
十
五　

高
齢
　

高
齢
者
等
世
帯
に
対
す
る
ご
み
出
し
支
援
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定
の

七
十
五　

高
齢
　

高
齢
者
等
世
帯
に
対
す
る
ご
み
出
し
支
援
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定
の

者
等
世
帯
に

基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
（
当
該
額
が
一
〇
〇
、
〇
〇
〇
、
〇

者
等
世
帯
に

基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
（
当
該
額
が
一
〇
〇
、
〇
〇
〇
、
〇

対
す
る
ご
み

〇
〇
円
を
超
え
る
と
き
は
、
一
〇
〇
、
〇
〇
〇
、
〇
〇
〇
円
と
す
る
。）
に
〇
・
五
を
乗
じ
て

対
す
る
ご
み

〇
〇
円
を
超
え
る
と
き
は
、
一
〇
〇
、
〇
〇
〇
、
〇
〇
〇
円
と
す
る
。）
に
〇
・
五
を
乗
じ
て

出
し
支
援
に

得
た
額
と
す
る
。

出
し
支
援
に

得
た
額
と
す
る
。
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要
す
る
経
費

要
す
る
経
費

が

あ

る

こ

が

あ

る

こ

と
。

と
。

七
十
六　

地
域
　

前
条
第
一
項
第
一
号
の
表
第
八
十
四
号
に
規
定
す
る
算
定
方
法
に
準
じ
て
算
定
し
た
額
と

七
十
六　

地
域
　

前
条
第
一
項
第
一
号
の
表
第
八
十
四
号
に
規
定
す
る
算
定
方
法
に
準
じ
て
算
定
し
た
額
と

鉄
道
の
代
替

す
る
。 

鉄
道
の
代
替

す
る
。 

輸
送
運
行
支

 

輸
送
運
行
支

 

援
に
要
す
る

 

援
に
要
す
る

 

経
費
が
あ
る

 

経
費
が
あ
る

 

こ
と
。

こ
と
。

七
十
七　

地
域

次
の
各
号
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
の
合
算
額
と
す
る
。 

七
十
七　

地
域

次
の
各
号
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
の
合
算
額
と
す
る
。 

に
お
け
る
多

一　

次
の
算
式
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額 

に
お
け
る
多

一　

次
の
算
式
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額 

文
化
共
生
の

算
式

 

文
化
共
生
の

算
式

 

推
進
に
要
す

Ａ

×

0.8＋
Ｂ

×

0.5
 

推
進
に
要
す

Ａ

×

0.8
＋
Ｂ

×

0.5
 

る
経
費
が
あ

算
式
の
符
号

 

る
経
費
が
あ

算
式
の
符
号

 

る
こ
と
。 

Ａ
　
国
の
交
付
金
を
受
け
て
実
施
す
る
在
留
外
国
人
に
対
す
る
情
報
提
供
及
び
相
談
を

る
こ
と
。 

Ａ
　
国
の
交
付
金
を
受
け
て
実
施
す
る
在
留
外
国
人
に
対
す
る
情
報
提
供
及
び
相
談
を

 
多
言
語
で
行
う
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
型
の
相
談
窓
口
の
運
営
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
特
別
交

 
多
言
語
で
行
う
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
型
の
相
談
窓
口
の
運
営
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
特
別
交

付
税
の
算
定
の
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
 

付
税
の
算
定
の
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
 

Ｂ
　
国
の
補
助
金
を
受
け
て
施
行
す
る
地
域
日
本
語
教
育
の
総
合
的
な
体
制
づ
く
り
推

Ｂ
　
国
の
補
助
金
を
受
け
て
施
行
す
る
地
域
日
本
語
教
育
の
総
合
的
な
体
制
づ
く
り
推

進
事
業
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総

進
事
業
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総

務
大
臣
が
調
査
し
た
額
 

務
大
臣
が
調
査
し
た
額
 

二　

次
の
算
式
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額 

二　

次
の
算
式
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額 

算
式

 
算
式

 

（Ａ
＋
Ｂ
＋
Ｃ
＋
Ｄ

）×

0.
5 

（Ａ
＋
Ｂ
＋
Ｃ
＋
Ｄ

）×

0.
5 

算
式
の
符
号

 
算
式
の
符
号

 

Ａ
　
行
政
・
生
活
情
報
の
多
言
語
化
の
推
進
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算

Ａ
　
行
政
・
生
活
情
報
の
多
言
語
化
の
推
進
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算

定
の
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
 

定
の
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
 

Ｂ
　
多
文
化
共
生
ア
ド
バ
イ
ザ

ー

の
活
用
及
び
多
文
化
共
生
地
域
会
議
の
開
催
に
要
す

Ｂ
　
多
文
化
共
生
ア
ド
バ
イ
ザ

ー

の
活
用
及
び
多
文
化
共
生
地
域
会
議
の
開
催
に
要
す

る
経
費
の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査

る
経
費
の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査

し
た
額
 

し
た
額
 

Ｃ
　
地
域
に
出
向
い
て
行
う
生
活
オ
リ
エ
ン
テ

ー

シ
ョ
ン
等
の
実
施
に
要
す
る
経
費
の

Ｃ
　
地
域
に
出
向
い
て
行
う
生
活
オ
リ
エ
ン
テ

ー

シ
ョ
ン
等
の
実
施
に
要
す
る
経
費
の

う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
 

う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
 

Ｄ
　
災
害
時
に
お
け
る
外
国
人
へ
の
情
報
伝
達
及
び
外
国
人
向
け
防
災
対
策
に
要
す
る

Ｄ
　
災
害
時
に
お
け
る
外
国
人
へ
の
情
報
伝
達
及
び
外
国
人
向
け
防
災
対
策
に
要
す
る

経
費
の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し

経
費
の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し

た
額

た
額

七
十
八　

高
度
　

電
気
通
信
事
業
法
（
昭
和
五
十
九
年
法
律
第
八
十
六
号
）
第
二
条
第
五
号
に
規
定
す
る
電

七
十
八　

高
度
　

電
気
通
信
事
業
法
（
昭
和
五
十
九
年
法
律
第
八
十
六
号
）
第
二
条
第
五
号
に
規
定
す
る
電

無
線
環
境
整

気
通
信
事
業
者
（
地
方
公
共
団
体
を
除
く
。）
が
国
の
補
助
金
を
受
け
て
実
施
す
る
高
度
無
線

無
線
環
境
整

気
通
信
事
業
者
（
地
方
公
共
団
体
を
除
く
。）
が
国
の
補
助
金
を
受
け
て
実
施
す
る
高
度
無
線

備
推
進
事
業

環
境
整
備
推
進
事
業
に
対
す
る
補
助
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と

備
推
進
事
業

環
境
整
備
推
進
事
業
に
対
す
る
補
助
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と

に
要
す
る
経

す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
に
〇
・
五
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

に
要
す
る
経

す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
に
〇
・
五
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。
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費
が
あ
る
こ

費
が
あ
る
こ

と
。

と
。

七
十
九　

ア
イ
　

ア
イ
ヌ
の
人
々
の
誇
り
が
尊
重
さ
れ
る
社
会
を
実
現
す
る
た
め
の
施
策
の
推
進
に
関
す
る

七
十
九　

ア
イ
　

ア
イ
ヌ
の
人
々
の
誇
り
が
尊
重
さ
れ
る
社
会
を
実
現
す
る
た
め
の
施
策
の
推
進
に
関
す
る

ヌ
政
策
の
推

法
律
（
平
成
三
十
一
年
法
律
第
十
六
号
）
第
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
国
の
交
付
金
を
受
け
て

ヌ
政
策
の
推

法
律
（
平
成
三
十
一
年
法
律
第
十
六
号
）
第
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
国
の
交
付
金
を
受
け
て

進
に
要
す
る

実
施
す
る
事
業
（
地
方
債
を
起
こ
す
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
に
限
る
。）
に
要
す
る
経
費
の
う

進
に
要
す
る

実
施
す
る
事
業
（
地
方
債
を
起
こ
す
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
に
限
る
。）
に
要
す
る
経
費
の
う

経
費
が
あ
る

ち
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
に
〇
・
五

経
費
が
あ
る

ち
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
に
〇
・
五

こ
と
。

を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

こ
と
。

を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

八
十　

消
防
団
　

次
の
各
号
に
よ
つ
て
算
出
し
た
額
の
合
算
額
と
す
る
。 

八
十　

消
防
団
　

次
の
各
号
に
よ
つ
て
算
出
し
た
額
の
合
算
額
と
す
る
。 

員
の
活
動
環

一　

消
防
団
員
の
準
中
型
自
動
車
免
許
の
取
得
に
係
る
経
費
（
現
に
普
通
自
動
車
免
許
を
受

員
の
活
動
環

一　

消
防
団
員
の
準
中
型
自
動
車
免
許
の
取
得
に
係
る
経
費
（
現
に
普
通
自
動
車
免
許
を
受

境
整
備
に
要

け
て
い
な
い
者
が
準
中
型
自
動
車
免
許
を
取
得
す
る
場
合
及
び
現
に
普
通
自
動
車
免
許
を

境
整
備
に
要

け
て
い
な
い
者
が
準
中
型
自
動
車
免
許
を
取
得
す
る
場
合
及
び
現
に
普
通
自
動
車
免
許
を

す
る
経
費
が

受
け
て
い
る
者
が
中
型
自
動
車
免
許
又
は
大
型
自
動
車
免
許
を
取
得
す
る
場
合
に
あ
つ
て

す
る
経
費
が

受
け
て
い
る
者
が
中
型
自
動
車
免
許
又
は
大
型
自
動
車
免
許
を
取
得
す
る
場
合
に
あ
つ
て

あ
る
こ
と
。

は
、
普
通
自
動
車
免
許
を
受
け
て
い
る
者
の
準
中
型
自
動
車
免
許
の
取
得
に
係
る
経
費
に

あ
る
こ
と
。

は
、
普
通
自
動
車
免
許
を
受
け
て
い
る
者
の
準
中
型
自
動
車
免
許
の
取
得
に
係
る
経
費
に

相
当
す
る
額
）
に
対
す
る
助
成
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と
す

相
当
す
る
額
）
に
対
す
る
助
成
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と
す

べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
に
〇
・
五
を
乗
じ
て
得
た
額 

べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
に
〇
・
五
を
乗
じ
て
得
た
額 

二　

消
防
団
員
が
災
害
に
対
処
す
る
た
め
出
動
し
た
際
に
生
じ
た
自
動
車
又
は
原
動
機
付
自

二　

消
防
団
員
が
災
害
に
対
処
す
る
た
め
出
動
し
た
際
に
生
じ
た
自
動
車
又
は
原
動
機
付
自

転
車
に
係
る
損
害
に
対
す
る
共
済
事
業
に
係
る
市
町
村
の
分
担
金
及
び
保
険
事
業
に
係
る

転
車
に
係
る
損
害
に
対
す
る
共
済
事
業
に
係
る
市
町
村
の
分
担
金
及
び
保
険
事
業
に
係
る

市
町
村
の
保
険
料
の
額
の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務

市
町
村
の
保
険
料
の
額
の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務

大
臣
が
調
査
し
た
額
に
〇
・
五
を
乗
じ
て
得
た
額

大
臣
が
調
査
し
た
額
に
〇
・
五
を
乗
じ
て
得
た
額

八
十
一　

森
林
　

次
の
各
号
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
の
合
算
額
に
〇
・
七
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。 

八
十
一　

森
林
　

次
の
各
号
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
の
合
算
額
に
〇
・
七
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。 

吸
収
源
対
策

一　

林
地
台
帳
等
の
運
用
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と
す
べ
き
も

吸
収
源
対
策

一　

林
地
台
帳
等
の
運
用
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と
す
べ
き
も

等
の
推
進
に

の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
か
ら
、
当
該
年
度
の
基
準
財
政
需
要
額
の
う
ち
当
該

等
の
推
進
に

の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
か
ら
、
当
該
年
度
の
基
準
財
政
需
要
額
の
う
ち
当
該

要
す
る
経
費

市
町
村
が
林
地
台
帳
等
の
運
用
に
要
す
る
経
費
に
相
当
す
る
額
と
し
て
総
務
大
臣
が
算
定

要
す
る
経
費

市
町
村
が
林
地
台
帳
等
の
運
用
に
要
す
る
経
費
に
相
当
す
る
額
と
し
て
総
務
大
臣
が
算
定

が

あ

る

こ

し
た
額
を
控
除
し
た
額
（
当
該
額
が
負
数
と
な
る
と
き
は
、
零
と
す
る
。） 

が

あ

る

こ

し
た
額
を
控
除
し
た
額
（
当
該
額
が
負
数
と
な
る
と
き
は
、
零
と
す
る
。） 

と
。

二　

森
林
所
有
者
等
の
把
握
及
び
森
林
の
土
地
の
境
界
の
確
定
等
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
特

と
。

二　

森
林
所
有
者
等
の
把
握
及
び
森
林
の
土
地
の
境
界
の
確
定
等
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
特

別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
か
ら
、
当
該

別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
か
ら
、
当
該

年
度
の
基
準
財
政
需
要
額
の
う
ち
当
該
市
町
村
が
森
林
所
有
者
等
の
把
握
及
び
森
林
の
土

年
度
の
基
準
財
政
需
要
額
の
う
ち
当
該
市
町
村
が
森
林
所
有
者
等
の
把
握
及
び
森
林
の
土

地
の
境
界
の
確
定
等
に
要
す
る
経
費
に
相
当
す
る
額
と
し
て
総
務
大
臣
が
算
定
し
た
額
を

地
の
境
界
の
確
定
等
に
要
す
る
経
費
に
相
当
す
る
額
と
し
て
総
務
大
臣
が
算
定
し
た
額
を

控
除
し
た
額
（
当
該
額
が
負
数
と
な
る
と
き
は
、
零
と
す
る
。） 

控
除
し
た
額
（
当
該
額
が
負
数
と
な
る
と
き
は
、
零
と
す
る
。） 

三　

林
業
の
担
い
手
の
育
成
及
び
確
保
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎

三　

林
業
の
担
い
手
の
育
成
及
び
確
保
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎

と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
か
ら
、
当
該
年
度
の
基
準
財
政
需
要
額

と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
か
ら
、
当
該
年
度
の
基
準
財
政
需
要
額

の
う
ち
当
該
市
町
村
が
林
業
の
担
い
手
の
育
成
及
び
確
保
に
要
す
る
経
費
に
相
当
す
る
額

の
う
ち
当
該
市
町
村
が
林
業
の
担
い
手
の
育
成
及
び
確
保
に
要
す
る
経
費
に
相
当
す
る
額

と
し
て
総
務
大
臣
が
算
定
し
た
額
を
控
除
し
た
額
（
当
該
額
が
負
数
と
な
る
と
き
は
、
零

と
し
て
総
務
大
臣
が
算
定
し
た
額
を
控
除
し
た
額
（
当
該
額
が
負
数
と
な
る
と
き
は
、
零

と
す
る
。） 

と
す
る
。） 

四　

森
林
所
有
者
等
か
ら
当
該
市
町
村
へ
の
森
林
の
寄
附
を
促
進
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て

四　

森
林
所
有
者
等
か
ら
当
該
市
町
村
へ
の
森
林
の
寄
附
を
促
進
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て

行
う
測
量
及
び
調
査
等
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と
す
べ
き
も

行
う
測
量
及
び
調
査
等
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と
す
べ
き
も

の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額 

の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額 

五　

地
域
林
政
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
の
活
用
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎

五　

地
域
林
政
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
の
活
用
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎

と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額 

と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額 
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六　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
十
条
の
五
に
基
づ
き
当
該
市
町

六　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
十
条
の
五
に
基
づ
き
当
該
市
町

村
が
作
成
す
る
市
町
村
森
林
整
備
計
画
に
お
い
て
定
め
る
公
益
的
機
能
別
施
業
森
林
区
域

村
が
作
成
す
る
市
町
村
森
林
整
備
計
画
に
お
い
て
定
め
る
公
益
的
機
能
別
施
業
森
林
区
域

内
で
当
該
市
町
村
が
森
林
所
有
者
等
と
協
定
等
を
締
結
し
て
行
う
森
林
整
備
事
業
（
造
林
、

内
で
当
該
市
町
村
が
森
林
所
有
者
等
と
協
定
等
を
締
結
し
て
行
う
森
林
整
備
事
業
（
造
林
、

間
伐
及
び
保
育
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
と
一
体
と
し
て
行
う
森
林
の
有
す
る
公
益
的
機
能

間
伐
及
び
保
育
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
と
一
体
と
し
て
行
う
森
林
の
有
す
る
公
益
的
機
能

の
向
上
に
資
す
る
取
組
及
び
木
材
の
搬
出
等
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定

の
向
上
に
資
す
る
取
組
及
び
木
材
の
搬
出
等
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定

の
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額

の
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額

八
十
二　

特
定
　

前
条
第
一
項
第
一
号
の
表
第
八
十
六
号
に
規
定
す
る
算
定
方
法
に
準
じ
て
算
定
し
た
額
と

八
十
二　

特
定
　

前
条
第
一
項
第
一
号
の
表
第
八
十
六
号
に
規
定
す
る
算
定
方
法
に
準
じ
て
算
定
し
た
額
と

地
域
づ
く
り

す
る
。

地
域
づ
く
り

す
る
。

事
業
協
同
組

事
業
協
同
組

合
が
行
う
特

合
が
行
う
特

定
地
域
づ
く

定
地
域
づ
く

り
事
業
に
補

り
事
業
に
補

助
金
等
を
交

助
金
等
を
交

付
す
る
事
業

付
す
る
事
業

に
要
す
る
経

に
要
す
る
経

費
が
あ
る
こ

費
が
あ
る
こ

と
。

と
。

八
十
三　

特
定
　

特
定
地
域
づ
く
り
事
業
協
同
組
合
の
設
立
支
援
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算

八
十
三　

特
定
　

特
定
地
域
づ
く
り
事
業
協
同
組
合
の
設
立
支
援
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算

地
域
づ
く
り

定
の
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
に
〇
・
五
を
乗
じ
て
得
た
額
と

地
域
づ
く
り

定
の
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
に
〇
・
五
を
乗
じ
て
得
た
額
と

事
業
協
同
組

す
る
。

事
業
協
同
組

す
る
。

合
の
設
立
支

合
の
設
立
支

援
に
要
す
る

援
に
要
す
る

経
費
が
あ
る

経
費
が
あ
る

こ
と
。

こ
と
。

八
十
四　

文
化
　

前
条
第
一
項
第
一
号
の
表
第
八
十
八
号
に
規
定
す
る
算
定
方
法
に
準
じ
て
算
定
し
た
額
と

八
十
四　

文
化
　

前
条
第
一
項
第
一
号
の
表
第
八
十
八
号
に
規
定
す
る
算
定
方
法
に
準
じ
て
算
定
し
た
額
と

観
光
拠
点
施

す
る
。

観
光
拠
点
施

す
る
。

設
を
中
核
と

設
を
中
核
と

し
た
地
域
に

し
た
地
域
に

お
け
る
文
化

お
け
る
文
化

観
光
推
進
事

観
光
推
進
事

業
に
要
す
る

業
に
要
す
る

経
費
が
あ
る

経
費
が
あ
る

こ
と
。

こ
と
。

八
十
五　

夜
間
　

国
の
補
助
金
を
受
け
て
施
行
す
る
夜
間
中
学
の
設
置
促
進
・
充
実
事
業
及
び
不
登
校
児
童

八
十
五　

夜
間
　

国
の
補
助
金
を
受
け
て
施
行
す
る
夜
間
中
学
の
設
置
促
進
・
充
実
事
業
及
び
不
登
校
特
例

中
学
の
設
置

生
徒
に
対
す
る
支
援
推
進
事
業
（
学
び
の
多
様
化
学
校
の
設
置
促
進
）
に
要
す
る
経
費
の
う

中
学
の
設
置

校
の
設
置
促
進
事
業
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と

促
進
・
充
実

ち
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
に
〇
・
五

促
進
・
充
実

し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
に
〇
・
五
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

事
業
等
に
要

を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

事
業
等
に
要

す
る
経
費
が

す
る
経
費
が
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あ
る
こ
と
。

あ
る
こ
と
。

八
十
六　

地
域
　

地
域
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
の
設
置
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定

八
十
六　

地
域
　

地
域
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
の
設
置
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定

プ
ロ
ジ
ェ
ク

の
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
と
す
る
。

プ
ロ
ジ
ェ
ク

の
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
と
す
る
。

ト

マ

ネ

ー

ト

マ

ネ

ー

ジ
ャ
ー
の
設

ジ
ャ
ー
の
設

置
に
要
す
る

置
に
要
す
る

経
費
が
あ
る

経
費
が
あ
る

こ
と
。

こ
と
。

八
十
七　

防
災

次
の
各
号
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
の
合
算
額
と
す
る
。 

八
十
七　

防
災

次
の
各
号
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
の
合
算
額
と
す
る
。 

集
団
移
転
促

一　

防
災
の
た
め
の
集
団
移
転
促
進
事
業
に
係
る
国
の
財
政
上
の
特
別
措
置
等
に
関
す
る
法

集
団
移
転
促

一　

防
災
の
た
め
の
集
団
移
転
促
進
事
業
に
係
る
国
の
財
政
上
の
特
別
措
置
等
に
関
す
る
法

進
事
業
に
要

律
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
百
三
十
二
号
）
に
基
づ
き
国
の
補
助
金
を
受
け
て
施
行
す
る

進
事
業
に
要

律
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
百
三
十
二
号
）
に
基
づ
き
国
の
補
助
金
を
受
け
て
施
行
す
る

す
る
経
費
が

防
災
集
団
移
転
促
進
事
業
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
、
当
該
年
度
に
お
い
て
当
該
市
町
村
が

す
る
経
費
が

防
災
集
団
移
転
促
進
事
業
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
、
当
該
年
度
に
お
い
て
当
該
市
町
村
が

あ
る
こ
と
。 

負
担
す
べ
き
額
か
ら
地
方
債
及
び
都
道
府
県
貸
付
金
を
財
源
と
し
て
充
て
る
べ
き
額
を
控

あ
る
こ
と
。 

負
担
す
べ
き
額
か
ら
地
方
債
及
び
都
道
府
県
貸
付
金
を
財
源
と
し
て
充
て
る
べ
き
額
を
控

除
し
た
額
に
〇
・
五
を
乗
じ
て
得
た
額 

除
し
た
額
に
〇
・
五
を
乗
じ
て
得
た
額 

二　

当
該
事
業
に
要
す
る
経
費
の
財
源
に
充
て
る
た
め
借
り
入
れ
た
地
方
債
の
当
該
年
度
に

二　

当
該
事
業
に
要
す
る
経
費
の
財
源
に
充
て
る
た
め
借
り
入
れ
た
地
方
債
の
当
該
年
度
に

お
け
る
元
利
償
還
金
の
額
に
〇
・
八
を
乗
じ
て
得
た
額 

お
け
る
元
利
償
還
金
の
額
に
〇
・
八
を
乗
じ
て
得
た
額 

三　

当
該
事
業
に
要
す
る
経
費
の
財
源
に
充
て
る
た
め
、
都
道
府
県
か
ら
借
り
入
れ
た
都
道

三　

当
該
事
業
に
要
す
る
経
費
の
財
源
に
充
て
る
た
め
、
都
道
府
県
か
ら
借
り
入
れ
た
都
道

府
県
貸
付
金
の
当
該
年
度
に
お
け
る
当
該
市
町
村
の
元
利
償
還
金
の
額
に
〇
・
五
を
乗
じ

府
県
貸
付
金
の
当
該
年
度
に
お
け
る
当
該
市
町
村
の
元
利
償
還
金
の
額
に
〇
・
五
を
乗
じ

て
得
た
額

て
得
た
額

八
十
八　

森
林
　

第
三
条
第
一
項
第
三
号
ロ
の
表
第
九
号
に
規
定
す
る
算
定
方
法
に
準
じ
て
算
定
し
た
額
（
同

八
十
八　

森
林
　

第
三
条
第
一
項
第
三
号
ロ
の
表
第
九
号
に
規
定
す
る
算
定
方
法
に
準
じ
て
算
定
し
た
額
（
同

病
害
虫
等
防

号
に
お
い
て
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と
な
つ
た
経
費
を
除
く
。）
と
す
る
。

病
害
虫
等
防

号
に
お
い
て
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と
な
つ
た
経
費
を
除
く
。）
と
す
る
。

除
事
業
に
要

除
事
業
に
要

す
る
経
費
が

す
る
経
費
が

あ
る
こ
と
。

あ
る
こ
と
。

八
十
九　

有
害
　

第
三
条
第
一
項
第
三
号
ロ
の
表
第
十
号
に
規
定
す
る
算
定
方
法
に
準
じ
て
算
定
し
た
額
（
同

八
十
九　

有
害
　

第
三
条
第
一
項
第
三
号
ロ
の
表
第
十
号
に
規
定
す
る
算
定
方
法
に
準
じ
て
算
定
し
た
額
（
同

鳥
獣
の
駆
除

号
に
お
い
て
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と
な
つ
た
経
費
を
除
く
。）
と
す
る
。

鳥
獣
の
駆
除

号
に
お
い
て
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と
な
つ
た
経
費
を
除
く
。）
と
す
る
。

に
要
す
る
経

に
要
す
る
経

費
が
あ
る
こ

費
が
あ
る
こ

と
。

と
。

九
十　

特
定
都
　

前
条
第
一
項
第
一
号
の
表
第
九
十
四
号
に
規
定
す
る
算
定
方
法
に
準
じ
て
算
定
し
た
額
と

九
十　

特
定
都
　

前
条
第
一
項
第
一
号
の
表
第
九
十
四
号
に
規
定
す
る
算
定
方
法
に
準
じ
て
算
定
し
た
額
と

市
河
川
浸
水

す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
号
中
「
道
府
県
」
と
あ
る
の
は
、「
市
町
村
」
と
読
み
替
え

市
河
川
浸
水

す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
号
中
「
道
府
県
」
と
あ
る
の
は
「
市
町
村
」
と
読
み
替
え

被
害
対
策
推

る
も
の
と
す
る
。

被
害
対
策
推

る
も
の
と
す
る
。

進
事
業
等
に

進
事
業
等
に

要
す
る
経
費

要
す
る
経
費

が

あ

る

こ

が

あ

る

こ

と
。

と
。

九
十
一　

所
有
　

前
条
第
一
項
第
一
号
の
表
第
九
十
六
号
に
規
定
す
る
算
定
方
法
に
準
じ
て
算
定
し
た
額
と

九
十
一　

所
有
　

前
条
第
一
項
第
一
号
の
表
第
九
十
六
号
に
規
定
す
る
算
定
方
法
に
準
じ
て
算
定
し
た
額
と

者
不
明
土
地

す
る
。

者
不
明
土
地

す
る
。
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等
対
策
に
要

等
対
策
に
要

す
る
経
費
が

す
る
経
費
が

あ
る
こ
と
。

あ
る
こ
と
。

九
十
二　

地
域
　

次
の
算
式
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
と
す
る
。 

九
十
二　

地
域
　

次
の
算
式
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
と
す
る
。 

の
未
来
予
測

算
式
 

の
未
来
予
測

算
式
 

に
基
づ
く
広

（Ａ
＋
Ｂ

）×

0.
5 

に
基
づ
く
広

（Ａ
＋
Ｂ

）×

0.
5 

域
連
携
に
要

算
式
の
符
号

 

域
連
携
に
要

算
式
の
符
号

 

す
る
経
費
が

Ａ
　
地
域
の
未
来
予
測
の
複
数
の
市
町
村
に
よ
る
共
同
作
成
等
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
特

す
る
経
費
が

Ａ
　
地
域
の
未
来
予
測
の
複
数
の
市
町
村
に
よ
る
共
同
作
成
等
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
特

あ
る
こ
と
。

別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額

 

あ
る
こ
と
。

別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額

 

Ｂ
　
地
域
の
未
来
予
測
に
基
づ
く
広
域
連
携
の
取
組
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
特
別
交
付
税

Ｂ
　
地
域
の
未
来
予
測
に
基
づ
く
広
域
連
携
の
取
組
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
特
別
交
付
税

の
算
定
の
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額

の
算
定
の
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額

九
十
三　

地
域
　

前
条
第
一
項
第
一
号
の
表
第
九
十
七
号
に
規
定
す
る
算
定
方
法
に
準
じ
て
算
定
し
た
額
と

九
十
三　

地
域
　

前
条
第
一
項
第
一
号
の
表
第
九
十
七
号
に
規
定
す
る
算
定
方
法
に
準
じ
て
算
定
し
た
額
と

公
共
交
通
の

す
る
。

公
共
交
通
の

す
る
。

再
構
築
に
要

再
構
築
に
要

す
る
経
費
が

す
る
経
費
が

あ
る
こ
と
。

あ
る
こ
と
。

九
十
四　

建
築
　

前
条
第
一
項
第
一
号
の
表
第
九
十
八
号
に
規
定
す
る
算
定
方
法
に
準
じ
て
算
定
し
た
額
と

九
十
四　

建
築
　

前
条
第
一
項
第
一
号
の
表
第
九
十
八
号
に
規
定
す
る
算
定
方
法
に
準
じ
て
算
定
し
た
額
と

物
火
災
安
全

す
る
。

物
火
災
安
全

す
る
。

改
修
事
業
に

改
修
事
業
に

要
す
る
経
費

要
す
る
経
費

が

あ

る

こ

が

あ

る

こ

と
。

と
。

九
十
五　

特
定
　

前
条
第
一
項
第
一
号
の
表
第
九
十
九
号
に
規
定
す
る
算
定
方
法
に
準
じ
て
算
定
し
た
額
と

九
十
五　

特
定
　

前
条
第
一
項
第
一
号
の
表
第
九
十
九
号
に
規
定
す
る
算
定
方
法
に
準
じ
て
算
定
し
た
額
と

外
来
生
物
の

す
る
。

外
来
生
物
の

す
る
。

防
除
等
に
要

防
除
等
に
要

す
る
経
費
が

す
る
経
費
が

あ
る
こ
と
。

あ
る
こ
と
。

九
十
六　

消
防
　

次
の
各
号
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
の
合
算
額
（
当
該
額
が
負
数
と
な
る
と
き
は
、
零
と
す

九
十
六　

消
防
　

次
の
各
号
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
の
合
算
額
（
当
該
額
が
負
数
と
な
る
と
き
は
、
零
と
す

団
員
の
年
額

る
。）
と
す
る
。 

団
員
の
年
額

る
。）
と
す
る
。 

報
酬
等
に
要

一　

消
防
団
員
の
う
ち
、「
団
員
」
の
階
級
に
あ
る
者
に
つ
い
て
、
次
の
算
式
に
よ
つ
て
算
定

報
酬
等
に
要

一　

消
防
団
員
の
う
ち
、「
団
員
」
の
階
級
に
あ
る
者
に
つ
い
て
、
次
の
算
式
に
よ
つ
て
算
定

す
る
経
費
が

し
た
額 

す
る
経
費
が

し
た
額 

あ
る
こ
と
。

算
式

 

あ
る
こ
と
。

算
式

 

［
｛59,555

円
×

（Ａ
／

36,500
円

）｝－

（28,467,000
円

×
Ｂ
×
Ｃ

×
Ｄ
／

100,000

［
｛59,555

円
×

（Ａ
／

36,500
円

）｝－

（28,467,000
円

×
Ｂ
×
Ｃ

×
Ｄ
／

100,000
人

）×

2

］×
0.5 

人

）×

2

］×
0.5

 

Ｃ
×
Ｄ
に
小
数
点
以
下
３
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
場
合
は
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
し

Ｃ
×
Ｄ
に
小
数
点
以
下
３
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
場
合
は
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
し

、
、

Ａ
／

36,500
円
に
整
数
未
満
の
端
数
が
あ
る
場
合
は
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
し

Ａ
／

36,500
円
に
整
数
未
満
の
端
数
が
あ
る
場
合
は
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
し

、
、

59,555
円

×
Ａ
／

36,500
円

28,467,000
円
×
Ｂ
×
Ｃ

×
Ｄ
／

100,000
人
に
千
円

59,555
円

×
Ａ
／

36,500
円

28,467,000
円
×
Ｂ

×
Ｃ

×
Ｄ
／

100,000
人
に
千
円

、
、

未
満
の
端
数
が
あ
る
場
合
は
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る

。 
未
満
の
端
数
が
あ
る
場
合
は
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る

。 
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算
式
の
符
号

算
式
の
符
号

Ａ

　

当
該
年
度
の

「団
員

」階
級
の
消
防
団
員
に
係
る
年
額
報
酬
支
払
総
額
と
し
て
総

Ａ

　

当
該
年
度
の

「団
員

」階
級
の
消
防
団
員
に
係
る
年
額
報
酬
支
払
総
額
と
し
て
総

務
大
臣
が
調
査
し
た
額

務
大
臣
が
調
査
し
た
額

Ｂ

　

普
通
交
付
税
に
関
す
る
省
令
第
９
条
第
１
項
の
表
市
町
村
の
項
第
１
号
３
Ａ
に
規

Ｂ

　

普
通
交
付
税
に
関
す
る
省
令
第
９
条
第
１
項
の
表
市
町
村
の
項
第
１
号
３
Ａ
に
規

定
す
る
測
定
単
位
の
数
値

定
す
る
測
定
単
位
の
数
値

Ｃ

　

普
通
交
付
税
に
関
す
る
省
令
第
９
条
第
１
項
の
表
市
町
村
の
項
第
１
号
３
Ｃ
に
規

Ｃ

　

普
通
交
付
税
に
関
す
る
省
令
第
９
条
第
１
項
の
表
市
町
村
の
項
第
１
号
３
Ｃ
に
規

定
す
る
段
階
補
正
係
数

定
す
る
段
階
補
正
係
数

Ｄ
　

普
通
交
付
税
に
関
す
る
省
令
第
９
条
第
１
項
の
表
市
町
村
の
項
第
１
号
３
Ｄ
に
規

Ｄ

　

普
通
交
付
税
に
関
す
る
省
令
第
９
条
第
１
項
の
表
市
町
村
の
項
第
１
号
３
Ｄ
に
規

定
す
る
密
度
補
正
Ⅰ
係
数

定
す
る
密
度
補
正
Ⅰ
係
数

二　

消
防
団
員
の
う
ち
、「
班
長
」
以
上
の
階
級
に
あ
る
者
に
つ
い
て
、
次
の
算
式
に
よ
つ
て

二　

消
防
団
員
の
う
ち
、「
班
長
」
以
上
の
階
級
に
あ
る
者
に
つ
い
て
、
次
の
算
式
に
よ
つ
て

算
定
し
た
額

算
定
し
た
額

算
式

算
式

｛（Ａ

＋23,055
円

）×
Ｅ
－

（6,748,000
円

×
Ｂ

×
Ｃ
×
Ｄ
／

100,000
人

）｝×
0.5

｛（Ａ

＋23,055
円

）×
Ｅ
－

（6,748,000
円

×
Ｂ

×
Ｃ
×
Ｄ
／

100,000
人

）｝×
0.5

Ｃ
×
Ｄ
に
小
数
点
以
下
３
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
場
合
は
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
し

 
Ｃ

×
Ｄ
に
小
数
点
以
下
３
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
場
合
は
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
し

 
、

、

（Ａ

＋23,055
円

）×
Ｅ

6,748,000
円

×
Ｂ
×
Ｃ
×
Ｄ
／

100,000
人
に
千
円
未
満

（Ａ

＋23,055
円

）×
Ｅ

6,748,000
円

×
Ｂ
×
Ｃ
×
Ｄ
／

100,000
人
に
千
円
未
満

、
、

の
端
数
が
あ
る
場
合
は
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る

。

の
端
数
が
あ
る
場
合
は
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る

。

算
式
の
符
号

算
式
の
符
号

Ａ

　

次
の
算
式
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額

（整
数
未
満
の
端
数
が
あ
る
場
合
は
そ
の
端
数

Ａ

　

次
の
算
式
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額

（整
数
未
満
の
端
数
が
あ
る
場
合
は
そ
の
端
数

を
四
捨
五
入
す
る

。

）（当
該
額
が

41,200
円
を
超
え
る
と
き
は

41,200
円
と
す

を
四
捨
五
入
す
る

。

）（当
該
額
が

41,200
円
を
超
え
る
と
き
は

41,200
円
と
す

、
、

る
。

）

る
。

）

算
式

算
式

ａ
／
ｂ

ａ
／
ｂ

算
式
の
符
号

算
式
の
符
号

ａ
当
該
年
度
の

「班
長

」階
級
以
上
の
消
防
団
員
に
係
る
年
額
報
酬
支
払
総
額

ａ
当
該
年
度
の

「班
長

」階
級
以
上
の
消
防
団
員
に
係
る
年
額
報
酬
支
払
総
額

と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額

と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額

ｂ
当
該
年
度
の
４
月
１
日
現
在
に
お
け
る

「班
長

」階
級
以
上
の
消
防
団
員
数

ｂ
当
該
年
度
の
４
月
１
日
現
在
に
お
け
る

「班
長

」階
級
以
上
の
消
防
団
員
数

と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
人
数

と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
人
数

Ｂ

　

普
通
交
付
税
に
関
す
る
省
令
第
９
条
第
１
項
の
表
市
町
村
の
項
第
１
号
３
Ａ
に
規

Ｂ

　

普
通
交
付
税
に
関
す
る
省
令
第
９
条
第
１
項
の
表
市
町
村
の
項
第
１
号
３
Ａ
に
規

定
す
る
測
定
単
位
の
数
値

定
す
る
測
定
単
位
の
数
値

Ｃ

　

普
通
交
付
税
に
関
す
る
省
令
第
９
条
第
１
項
の
表
市
町
村
の
項
第
１
号
３
Ｃ
に
規

Ｃ

　

普
通
交
付
税
に
関
す
る
省
令
第
９
条
第
１
項
の
表
市
町
村
の
項
第
１
号
３
Ｃ
に
規

定
す
る
段
階
補
正
係
数

定
す
る
段
階
補
正
係
数

Ｄ

　

普
通
交
付
税
に
関
す
る
省
令
第
９
条
第
１
項
の
表
市
町
村
の
項
第
１
号
３
Ｄ
に
規

Ｄ

　

普
通
交
付
税
に
関
す
る
省
令
第
９
条
第
１
項
の
表
市
町
村
の
項
第
１
号
３
Ｄ
に
規

定
す
る
密
度
補
正
Ⅰ
係
数

定
す
る
密
度
補
正
Ⅰ
係
数

Ｅ

　

当
該
年
度
の
４
月
１
日
現
在
に
お
け
る

「班
長

」階
級
以
上
の
消
防
団
員
数
と
し

Ｅ
　

当
該
年
度
の
４
月
１
日
現
在
に
お
け
る

「班
長

」階
級
以
上
の
消
防
団
員
数
と
し

て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
人
数

て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
人
数

九
十
七　

連
携

次
の
算
式
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
と
す
る
。

［
新
設
］

協
約
に
基
づ

算
式
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く
専
門
人
材

（Ａ

＋Ｂ

＋Ｃ

）×
0
.5 

の
確
保
に
要

算
式
の
符
号

 

す
る
経
費
が

Ａ
　
連
携
協
約
に
基
づ
き
他
の
市
町
村

（指
定
都
市

中
核
市
及
び
都
道
府
県
庁
所
在
地

、
あ
る
こ
と
。

を
除
く

。以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ

。

）に
派
遣
す
る
専
門
人
材
の
募
集
に
要
す
る

経
費
の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し

た
額

（当
該
額
が
1,

000
,00

0円
を
超
え
る
と
き
は

1,
000

,00
0円
と
す
る

。

） 
、

Ｂ
　
連
携
協
約
に
基
づ
き
他
の
市
町
村
に
派
遣
す
る
専
門
人
材
に
係
る
人
件
費

（地
方
自

治
法
第

252
条
の

17
の
規
定
に
よ
る
派
遣
の
場
合
を
除
く

。

）の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算

定
の
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額

（当
該
額
が
専
門
人
材
一

人
に
つ
き
5
,65

9,0
00円
を
超
え
る
と
き
は

5
,65

9,0
00円
と
す
る

。

） 
、

Ｃ
　
連
携
協
約
に
基
づ
き
市
町
村
が
他
の
地
方
公
共
団
体
か
ら
派
遣
を
受
け
た
専
門
人
材

に
係
る
人
件
費

（地
方
自
治
法
第

25
2条
の
17
の
規
定
に
よ
る
派
遣
の
場
合
に
限
る

。
）

の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額

（当
該
額
は

専
門
人
材
一
人
に
つ
き
都
道
府
県
か
ら
派
遣
を
受
け
る
場
合
に
は

6,2
、

、

2
3,0

00円
そ
れ
以
外
の
場
合
に
は
5
,65

9,0
00円
を
上
限
と
し
連
携
協
約
に
基
づ
き

、
、

当
該
人
材
を
受
け
入
れ
る
市
町
村
に
お
け
る
一
の
職
に
つ
き
派
遣
初
年
度
に
限
る

。

）

ロ　

次
に
掲
げ
る
事
情
を
考
慮
し
て
定
め
る
額 

ロ　

次
に
掲
げ
る
事
情
を
考
慮
し
て
定
め
る
額 

⑴　

災
害
復
旧
に
要
す
る
経
費
が
多
額
で
あ
る
こ
と
。 

⑴　

災
害
復
旧
に
要
す
る
経
費
が
多
額
で
あ
る
こ
と
。 

⑵　

防
災
対
策
に
要
す
る
経
費
が
多
額
で
あ
る
こ
と
。 

⑵　

防
災
対
策
に
要
す
る
経
費
が
多
額
で
あ
る
こ
と
。 

⑶　

人
口
減
少
及
び
少
子
化
対
策
に
要
す
る
経
費
が
多
額
で
あ
る
こ
と
。 

⑶　

人
口
減
少
及
び
少
子
化
対
策
に
要
す
る
経
費
が
多
額
で
あ
る
こ
と
。 

⑷　

人
口
急
増
地
域
及
び
児
童
生
徒
急
増
地
域
で
あ
る
た
め
、
特
別
の
財
政
需
要
が
あ
る
こ
と
。 

⑷　

人
口
急
増
地
域
及
び
児
童
生
徒
急
増
地
域
で
あ
る
た
め
、
特
別
の
財
政
需
要
が
あ
る
こ
と
。 

⑸　

地
域
医
療
の
確
保
等
に
要
す
る
経
費
が
多
額
で
あ
る
こ
と
。 

⑸　

地
域
医
療
の
確
保
等
に
要
す
る
経
費
が
多
額
で
あ
る
こ
と
。 

⑹　

特
殊
土
壌
地
帯
が
あ
る
た
め
、
特
別
の
財
政
需
要
が
あ
る
こ
と
。 

⑹　

特
殊
土
壌
地
帯
が
あ
る
た
め
、
特
別
の
財
政
需
要
が
あ
る
こ
と
。 

⑺　

過
疎
等
の
地
域
の
振
興
に
要
す
る
経
費
が
多
額
で
あ
る
こ
と
。 

⑺　

過
疎
等
の
地
域
の
振
興
に
要
す
る
経
費
が
多
額
で
あ
る
こ
と
。 

⑻　

山
村
振
興
対
策
に
要
す
る
経
費
が
多
額
で
あ
る
こ
と
。 

⑻　

山
村
振
興
対
策
に
要
す
る
経
費
が
多
額
で
あ
る
こ
と
。 

⑼　

へ
き
地
等
の
地
理
的
条
件
に
よ
り
増
加
す
る
経
費
が
多
額
で
あ
る
こ
と
。 

⑼　

へ
き
地
等
の
地
理
的
条
件
に
よ
り
増
加
す
る
経
費
が
多
額
で
あ
る
こ
と
。 

⑽　

交
通
安
全
対
策
に
要
す
る
経
費
が
多
額
で
あ
る
こ
と
。 

⑽　

交
通
安
全
対
策
に
要
す
る
経
費
が
多
額
で
あ
る
こ
と
。 

⑾　

青
少
年
教
育
施
設
が
あ
る
た
め
、
特
別
の
財
政
需
要
が
あ
る
こ
と
。 

⑾　

青
少
年
教
育
施
設
が
あ
る
た
め
、
特
別
の
財
政
需
要
が
あ
る
こ
と
。 

⑿　

博
物
館
が
あ
る
た
め
、
特
別
の
財
政
需
要
が
あ
る
こ
と
。 

⑿　

博
物
館
が
あ
る
た
め
、
特
別
の
財
政
需
要
が
あ
る
こ
と
。 

⒀　

公
園
等
の
観
光
地
が
あ
る
た
め
、
特
別
の
財
政
需
要
が
あ
る
こ
と
。 
⒀　

公
園
等
の
観
光
地
が
あ
る
た
め
、
特
別
の
財
政
需
要
が
あ
る
こ
と
。 

⒁　

外
国
の
地
方
公
共
団
体
と
の
友
好
協
力
関
係
の
増
進
に
係
る
事
業
、
国
際
交
流
事
業
、
国
際
協
力
事

⒁　

外
国
の
地
方
公
共
団
体
と
の
友
好
協
力
関
係
の
増
進
に
係
る
事
業
、
国
際
交
流
事
業
、
国
際
協
力
事

業
、
在
留
外
国
人
の
急
増
対
策
そ
の
他
の
国
際
化
対
策
に
要
す
る
経
費
が
多
額
で
あ
る
こ
と
。 

業
、
在
留
外
国
人
の
急
増
対
策
そ
の
他
の
国
際
化
対
策
に
要
す
る
経
費
が
多
額
で
あ
る
こ
と
。 

⒂　

ダ
ム
対
策
に
要
す
る
経
費
が
多
額
で
あ
る
こ
と
。 

⒂　

ダ
ム
対
策
に
要
す
る
経
費
が
多
額
で
あ
る
こ
と
。 

⒃　

地
域
公
共
交
通
の
維
持
等
に
要
す
る
経
費
が
多
額
で
あ
る
こ
と
。 

⒃　

地
域
公
共
交
通
の
維
持
等
に
要
す
る
経
費
が
多
額
で
あ
る
こ
と
。 

⒄　

地
域
鉄
道
の
高
度
化
の
た
め
の
改
良
事
業
に
対
す
る
助
成
に
要
す
る
経
費
が
多
額
で
あ
る
こ
と
。 

⒄　

地
域
鉄
道
の
高
度
化
の
た
め
の
改
良
事
業
に
対
す
る
助
成
に
要
す
る
経
費
が
多
額
で
あ
る
こ
と
。 

⒅　

消
防
操
法
大
会
へ
の
参
加
に
要
す
る
経
費
が
多
額
で
あ
る
こ
と
。 

⒅　

消
防
操
法
大
会
へ
の
参
加
に
要
す
る
経
費
が
多
額
で
あ
る
こ
と
。 

⒆　

農
林
水
産
業
の
振
興
に
要
す
る
経
費
が
多
額
で
あ
る
こ
と
。 

⒆　

農
林
水
産
業
の
振
興
に
要
す
る
経
費
が
多
額
で
あ
る
こ
と
。 
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⒇　

た
め
池
が
あ
る
た
め
、
特
別
の
財
政
需
要
が
あ
る
こ
と
。 

⒇　

た
め
池
が
あ
る
た
め
、
特
別
の
財
政
需
要
が
あ
る
こ
と
。 

　

北
方
領
土
問
題
対
策
に
要
す
る
経
費
が
多
額
で
あ
る
こ
と
。 

　

北
方
領
土
問
題
対
策
に
要
す
る
経
費
が
多
額
で
あ
る
こ
と
。 

（21）

（21）

　

自
然
環
境
の
保
全
に
要
す
る
経
費
が
多
額
で
あ
る
こ
と
。 

　

自
然
環
境
の
保
全
に
要
す
る
経
費
が
多
額
で
あ
る
こ
と
。 

（22）

（22）

　

エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
及
び
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
利
用
の
推
進
に
要
す
る
経
費
が
多
額

　

エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
及
び
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
利
用
の
推
進
に
要
す
る
経
費
が
多
額

（23）

（23）

で
あ
る
こ
と
。 

で
あ
る
こ
と
。 

　

公
害
対
策
に
要
す
る
経
費
が
多
額
で
あ
る
こ
と
。 

　

公
害
対
策
に
要
す
る
経
費
が
多
額
で
あ
る
こ
と
。 

（24）

（24）

　

不
法
投
棄
対
策
に
要
す
る
経
費
が
多
額
で
あ
る
こ
と
。 

　

不
法
投
棄
対
策
に
要
す
る
経
費
が
多
額
で
あ
る
こ
と
。 

（25）

（25）

　

地
下
水
の
汚
染
対
策
に
要
す
る
経
費
が
多
額
で
あ
る
こ
と
。 

　

地
下
水
の
汚
染
対
策
に
要
す
る
経
費
が
多
額
で
あ
る
こ
と
。 

（26）

（26）

　

鳥
獣
害
の
防
止
及
び
病
害
虫
の
防
除
に
要
す
る
経
費
が
多
額
で
あ
る
こ
と
。 

　

鳥
獣
害
の
防
止
及
び
病
害
虫
の
防
除
に
要
す
る
経
費
が
多
額
で
あ
る
こ
と
。 

（27）

（27）

　

下
水
汚
染
処
理
対
策
に
要
す
る
経
費
が
多
額
で
あ
る
こ
と
。 

　

下
水
汚
染
処
理
対
策
に
要
す
る
経
費
が
多
額
で
あ
る
こ
と
。 

（28）

（28）

　

隣
保
館
に
要
す
る
経
費
が
多
額
で
あ
る
こ
と
。 

　

隣
保
館
に
要
す
る
経
費
が
多
額
で
あ
る
こ
と
。 

（29）

（29）

　

住
宅
新
築
資
金
等
貸
付
事
業
に
要
す
る
経
費
が
多
額
で
あ
る
こ
と
。 

　

住
宅
新
築
資
金
等
貸
付
事
業
に
要
す
る
経
費
が
多
額
で
あ
る
こ
と
。 

（30）

（30）

　

人
権
教
育
及
び
人
権
啓
発
に
要
す
る
経
費
が
多
額
で
あ
る
こ
と
。 

　

人
権
教
育
及
び
人
権
啓
発
に
要
す
る
経
費
が
多
額
で
あ
る
こ
と
。 

（31）

（31）

　

市
町
村
の
長
又
は
議
会
の
議
員
に
係
る
特
別
選
挙
等
が
あ
る
た
め
、
特
別
の
財
政
需
要
が
あ
る
こ
と 

　

市
町
村
の
長
又
は
議
会
の
議
員
に
係
る
特
別
選
挙
等
が
あ
る
た
め
、
特
別
の
財
政
需
要
が
あ
る
こ
と 

（32）

（32）

　

そ
の
他
財
政
需
要
又
は
財
政
収
入
が
過
大
又
は
過
少
で
あ
る
こ
と
。

　

そ
の
他
財
政
需
要
又
は
財
政
収
入
が
過
大
又
は
過
少
で
あ
る
こ
と
。

（33）

（33）

四　

次
に
掲
げ
る
額
の
合
算
額 

四　

次
に
掲
げ
る
額
の
合
算
額 

イ　

前
条
第
一
項
第
三
号
の
額
の
算
定
方
法
に
準
じ
て
算
定
し
た
額 

イ　

前
条
第
一
項
第
三
号
の
額
の
算
定
方
法
に
準
じ
て
算
定
し
た
額 

ロ　

第
三
条
第
一
項
第
四
号
の
額
か
ら
同
項
第
三
号
の
額
を
控
除
し
た
額
（
当
該
額
が
負
数
と
な
る
と
き
は
、

ロ　

第
三
条
第
一
項
第
四
号
の
額
か
ら
同
項
第
三
号
の
額
を
控
除
し
た
額
（
当
該
額
が
負
数
と
な
る
と
き
は
、

零
と
す
る
。）

零
と
す
る
。）

五　

第
三
条
第
一
項
第
五
号
の
額
か
ら
、
同
項
第
三
号
の
額
か
ら
同
項
第
四
号
の
額
を
控
除
し
た
額
（
当
該
額

五　

第
三
条
第
一
項
第
五
号
の
額
か
ら
、
同
項
第
三
号
の
額
か
ら
同
項
第
四
号
の
額
を
控
除
し
た
額
（
当
該
額

が
負
数
と
な
る
と
き
は
、
零
と
す
る
。）
と
同
項
第
二
号
の
額
の
合
算
額
を
控
除
し
た
額
（
当
該
額
が
負
数
と

が
負
数
と
な
る
と
き
は
、
零
と
す
る
。）
と
同
項
第
二
号
の
額
の
合
算
額
を
控
除
し
た
額
（
当
該
額
が
負
数
と

な
る
と
き
は
、
零
と
す
る
。）

な
る
と
き
は
、
零
と
す
る
。）

２　

第
二
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
は
、
前
項
の
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条

２　

第
二
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
は
、
前
項
の
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条

第
二
項
中
「
前
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
五
条
第
一
項
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
五

第
二
項
中
「
前
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
五
条
第
一
項
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
五

条
第
一
項
」
と
、「
各
道
府
県
」
と
あ
る
の
は
「
各
市
町
村
」
と
、「
当
該
道
府
県
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
市
町

条
第
一
項
」
と
、「
各
道
府
県
」
と
あ
る
の
は
「
各
市
町
村
」
と
、「
当
該
道
府
県
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
市
町

村
」
と
、
「
当
該
額
の
う
ち
同
項
第
三
号
の
額
を
除
き
、
そ
の
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
額
の
」
と
読
み
替
え
る

村
」
と
、
「
当
該
額
の
う
ち
同
項
第
三
号
の
額
を
除
き
、
そ
の
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
額
の
」
と
読
み
替
え
る

も
の
と
す
る
。

も
の
と
す
る
。

３　

第
三
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
算
定
額
の
う
ち
、
当
該
年
度
の
十
二
月
分
の
特
別
交
付

３　

第
三
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
算
定
額
の
う
ち
、
当
該
年
度
の
十
二
月
分
の
特
別
交
付

税
の
額
の
算
定
の
基
礎
に
算
入
す
べ
き
額
で
、
当
該
基
礎
に
算
入
し
な
か
つ
た
額
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
額

税
の
額
の
算
定
の
基
礎
に
算
入
す
べ
き
額
で
、
当
該
基
礎
に
算
入
し
な
か
つ
た
額
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
額

を
当
該
年
度
の
三
月
分
の
特
別
交
付
税
の
額
の
算
定
の
基
礎
に
算
入
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い

を
当
該
年
度
の
三
月
分
の
特
別
交
付
税
の
額
の
算
定
の
基
礎
に
算
入
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い

て
、
同
項
第
一
号
イ
に
掲
げ
る
算
定
額
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
は
第
五
条
第
一
項
第
一
号
イ
の
額
に
、
第
三
条

て
、
同
項
第
一
号
イ
に
掲
げ
る
算
定
額
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
は
第
五
条
第
一
項
第
一
号
イ
の
額
に
、
第
三
条

第
一
項
第
一
号
ロ
に
掲
げ
る
算
定
額
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
は
第
五
条
第
一
項
第
一
号
ロ
の
額
に
、
第
三
条
第

第
一
項
第
一
号
ロ
に
掲
げ
る
算
定
額
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
は
第
五
条
第
一
項
第
一
号
ロ
の
額
に
、
第
三
条
第

一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
算
定
額
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
は
第
五
条
第
一
項
第
二
号
の
額
に
、
第
三
条
第
一
項
第

一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
算
定
額
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
は
第
五
条
第
一
項
第
二
号
の
額
に
、
第
三
条
第
一
項
第

三
号
に
掲
げ
る
算
定
額
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
は
第
五
条
第
一
項
第
三
号
の
額
に
、
第
三
条
第
一
項
第
四
号
に

三
号
に
掲
げ
る
算
定
額
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
は
第
五
条
第
一
項
第
三
号
の
額
に
、
第
三
条
第
一
項
第
四
号
に

掲
げ
る
算
定
額
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
は
第
五
条
第
一
項
第
四
号
イ
の
額
に
、
第
三
条
第
一
項
第
五
号
に
掲
げ

掲
げ
る
算
定
額
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
は
第
五
条
第
一
項
第
四
号
イ
の
額
に
、
第
三
条
第
一
項
第
五
号
に
掲
げ

る
算
定
額
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
は
第
五
条
第
一
項
第
五
号
の
額
に
含
め
て
こ
れ
ら
の
額
を
算
定
す
る
も
の
と

る
算
定
額
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
は
第
五
条
第
一
項
第
五
号
の
額
に
含
め
て
こ
れ
ら
の
額
を
算
定
す
る
も
の
と

す
る
。

す
る
。
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改　

正　

後

改　

正　

前

附　

則

附　

則

（
道
府
県
に
係
る
三
月
分
の
算
定
方
法
の
特
例
）

（
道
府
県
に
係
る
三
月
分
の
算
定
方
法
の
特
例
）

第
六
条　

令
和
六
年
度
に
限
り
、
第
四
条
第
一
項
第
一
号
の
額
は
、
同
号
の
規
定
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
に
、
次

第
六
条　

令
和
五
年
度
に
限
り
、
第
四
条
第
一
項
第
一
号
の
額
は
、
同
号
の
規
定
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
に
、
次

の
各
号
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
（
第
三
号
、
第
四
号
、
第
八
号
、
第
十
一
号
、
第
十
四
号
か
ら
第
十
六
号
ま
で
、

の
各
号
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
（
第
三
号
、
第
四
号
、
第
八
号
、
第
十
一
号
、
第
十
四
号
か
ら
第
十
六
号
ま
で
、

第
二
十
四
号
、
第
二
十
六
号
、
第
二
十
七
号
、
第
三
十
号
、
第
三
十
一
号
、
第
三
十
五
号
、
第
三
十
六
号
及
び

第
二
十
五
号
、
第
二
十
七
号
、
第
二
十
八
号
、
第
三
十
四
号
及
び
第
三
十
五
号
に
掲
げ
る
額
に
つ
い
て
は
、
こ

第
四
十
一
号
に
掲
げ
る
額
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
に
、
財
政
力
指
数
が
〇
・
八

れ
ら
の
規
定
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
に
、
財
政
力
指
数
が
〇
・
八
以
上
の
道
府
県
に
あ
つ
て
は
〇
・
二
を
、
〇
・

以
上
の
道
府
県
に
あ
つ
て
は
〇
・
二
を
、
〇
・
五
以
上
〇
・
八
未
満
の
道
府
県
に
あ
つ
て
は
三
分
の
七
か
ら
当

五
以
上
〇
・
八
未
満
の
道
府
県
に
あ
つ
て
は
三
分
の
七
か
ら
当
該
道
府
県
の
財
政
力
指
数
に
三
分
の
八
を
乗
じ

該
道
府
県
の
財
政
力
指
数
に
三
分
の
八
を
乗
じ
て
得
た
数
を
控
除
し
て
得
た
数
（
小
数
点
以
下
二
位
未
満
は
、

て
得
た
数
を
控
除
し
て
得
た
数
（
小
数
点
以
下
二
位
未
満
は
、
四
捨
五
入
す
る
。）
を
、
〇
・
五
未
満
の
道
府
県

四
捨
五
入
す
る
。）
を
、
〇
・
五
未
満
の
道
府
県
に
あ
つ
て
は
一
・
〇
を
そ
れ
ぞ
れ
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。）（
表

に
あ
つ
て
は
一
・
〇
を
そ
れ
ぞ
れ
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。
）（
表
示
単
位
は
千
円
と
し
、
表
示
単
位
未
満
の
端

示
単
位
は
千
円
と
し
、
表
示
単
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。）
の
合
算
額
を

数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。）
の
合
算
額
を
加
え
た
額
と
す
る
。

加
え
た
額
と
す
る
。

一　

当
該
年
度
に
お
い
て
普
通
交
付
税
に
関
す
る
省
令
第
二
十
七
条
第
四
号
に
よ
り
過
大
に
係
る
額
と
し
て
算

一　

当
該
年
度
に
お
い
て
普
通
交
付
税
に
関
す
る
省
令
第
二
十
七
条
第
四
号
に
よ
り
過
大
に
係
る
額
と
し
て
算

定
し
た
額
が
、
同
条
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
額
を
超
え
る
場
合
に
お
け
る
当
該

定
し
た
額
が
、
同
条
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
額
を
超
え
る
場
合
に
お
け
る
当
該

超
え
る
額

超
え
る
額

二　

次
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
の
合
算
額 

二　

次
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
の
合
算
額 

イ　

水
俣
病
問
題
の
最
終
的
か
つ
全
面
的
解
決
に
伴
い
、
一
時
金
支
払
資
金
に
係
る
金
融
支
援
を
行
う
と
と

イ　

水
俣
病
問
題
の
最
終
的
か
つ
全
面
的
解
決
に
伴
い
、
一
時
金
支
払
資
金
に
係
る
金
融
支
援
を
行
う
と
と

も
に
水
俣
病
の
発
生
に
よ
つ
て
経
済
的
か
つ
社
会
的
に
深
刻
な
影
響
を
受
け
た
地
域
（
以
下
「
水
俣
病
影

も
に
水
俣
病
の
発
生
に
よ
つ
て
経
済
的
か
つ
社
会
的
に
深
刻
な
影
響
を
受
け
た
地
域
（
以
下
「
水
俣
病
影

響
地
域
」
と
い
う
。）
の
協
調
及
び
発
展
に
関
す
る
事
業
を
推
進
す
る
こ
と
に
よ
り
、
当
該
地
域
の
再
生
及

響
地
域
」
と
い
う
。）
の
協
調
及
び
発
展
に
関
す
る
事
業
を
推
進
す
る
こ
と
に
よ
り
、
当
該
地
域
の
再
生
及

び
振
興
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
旧
民
法
法
人
（
一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る

び
振
興
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
旧
民
法
法
人
（
一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る

法
律
及
び
公
益
社
団
法
人
及
び
公
益
財
団
法
人
の
認
定
等
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整

法
律
及
び
公
益
社
団
法
人
及
び
公
益
財
団
法
人
の
認
定
等
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整

備
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
五
十
号
）
第
三
十
八
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
民
法
第
三

備
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
五
十
号
）
第
三
十
八
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
民
法
第
三

十
四
条
の
規
定
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
法
人
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
に
出
資
す
る
た
め
に
借
り
入
れ
た
地
方

十
四
条
の
規
定
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
法
人
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
に
出
資
す
る
た
め
に
借
り
入
れ
た
地
方

債
の
当
該
年
度
に
お
け
る
利
子
支
払
額
（
水
俣
病
影
響
地
域
の
再
生
及
び
振
興
に
資
す
る
た
め
、
地
域
住

債
の
当
該
年
度
に
お
け
る
利
子
支
払
額
（
水
俣
病
影
響
地
域
の
再
生
及
び
振
興
に
資
す
る
た
め
、
地
域
住

民
の
絆
の
修
復
並
び
に
水
俣
病
発
生
地
域
に
お
け
る
健
康
上
の
不
安
の
解
消
及
び
健
康
増
進
を
図
る
事
業

民
の
絆
の
修
復
並
び
に
水
俣
病
発
生
地
域
に
お
け
る
健
康
上
の
不
安
の
解
消
及
び
健
康
増
進
を
図
る
事
業

の
実
施
の
拠
点
と
な
る
施
設
の
設
置
及
び
運
営
を
事
業
と
す
る
旧
民
法
法
人
の
当
該
施
設
の
設
置
に
係
る

の
実
施
の
拠
点
と
な
る
施
設
の
設
置
及
び
運
営
を
事
業
と
す
る
旧
民
法
法
人
の
当
該
施
設
の
設
置
に
係
る

支
援
に
必
要
な
資
金
に
充
て
る
べ
き
も
の
と
し
て
出
資
す
る
た
め
に
借
り
入
れ
た
地
方
債
に
あ
つ
て
は
、

支
援
に
必
要
な
資
金
に
充
て
る
べ
き
も
の
と
し
て
出
資
す
る
た
め
に
借
り
入
れ
た
地
方
債
に
あ
つ
て
は
、

当
該
年
度
に
お
け
る
元
利
償
還
金
の
額
）
に
〇
・
八
を
乗
じ
て
得
た
額

当
該
年
度
に
お
け
る
元
利
償
還
金
の
額
）
に
〇
・
八
を
乗
じ
て
得
た
額

ロ　

水
俣
及
び
芦
北
地
域
に
お
け
る
環
境
配
慮
型
の
先
端
技
術
の
研
究
開
発
を
支
援
す
る
こ
と
に
よ
り
、
水

ロ　

水
俣
及
び
芦
北
地
域
に
お
け
る
環
境
配
慮
型
の
先
端
技
術
の
研
究
開
発
を
支
援
す
る
こ
と
に
よ
り
、
水

俣
病
影
響
地
域
の
振
興
及
び
発
展
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
旧
民
法
法
人
に
出
資
す
る
た
め
に
借

俣
病
影
響
地
域
の
振
興
及
び
発
展
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
旧
民
法
法
人
に
出
資
す
る
た
め
に
借

り
入
れ
た
地
方
債
の
当
該
年
度
に
お
け
る
利
子
支
払
額
に
〇
・
八
を
乗
じ
て
得
た
額

り
入
れ
た
地
方
債
の
当
該
年
度
に
お
け
る
利
子
支
払
額
に
〇
・
八
を
乗
じ
て
得
た
額

ハ　

国
の
施
策
に
基
づ
い
て
要
請
さ
れ
た
金
融
支
援
と
し
て
水
俣
病
発
生
地
域
に
お
い
て
水
俣
病
の
原
因
と

ハ　

国
の
施
策
に
基
づ
い
て
要
請
さ
れ
た
金
融
支
援
と
し
て
水
俣
病
発
生
地
域
に
お
い
て
水
俣
病
の
原
因
と

な
る
物
質
を
排
出
し
た
法
人
へ
の
無
利
子
の
貸
付
け
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
、
当
該
年
度
に
お
い
て

な
る
物
質
を
排
出
し
た
法
人
へ
の
無
利
子
の
貸
付
け
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
、
当
該
年
度
に
お
い
て

発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
の
当
該
年
度
に
お
け
る
利
子
支
払
額

発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
の
当
該
年
度
に
お
け
る
利
子
支
払
額

ニ　

国
の
施
策
に
基
づ
い
て
要
請
さ
れ
た
金
融
支
援
と
し
て
水
俣
病
発
生
地
域
に
お
い
て
水
俣
病
の
原
因
と

ニ　

国
の
施
策
に
基
づ
い
て
要
請
さ
れ
た
金
融
支
援
と
し
て
水
俣
病
発
生
地
域
に
お
い
て
水
俣
病
の
原
因
と
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な
る
物
質
を
排
出
し
た
法
人
へ
の
無
利
子
の
貸
付
け
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
、
平
成
十
二
年
度
か
ら

な
る
物
質
を
排
出
し
た
法
人
へ
の
無
利
子
の
貸
付
け
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
、
平
成
十
二
年
度
か
ら

当
該
年
度
の
前
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
（
平
成
十

当
該
年
度
の
前
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
（
平
成
十

二
年
八
月
以
降
に
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
に
限
る
。）
の
当
該
年
度
に
お
け
る
元
利

二
年
八
月
以
降
に
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
に
限
る
。）
の
当
該
年
度
に
お
け
る
元
利

償
還
金
（
当
該
年
度
に
お
い
て
水
俣
病
の
原
因
と
な
る
物
質
を
排
出
し
た
法
人
か
ら
償
還
さ
れ
る
額
を
除

償
還
金
（
当
該
年
度
に
お
い
て
水
俣
病
の
原
因
と
な
る
物
質
を
排
出
し
た
法
人
か
ら
償
還
さ
れ
る
額
を
除

く
。）
に
〇
・
二
を
乗
じ
て
得
た
額

く
。）
に
〇
・
二
を
乗
じ
て
得
た
額

ホ　

水
俣
病
被
害
者
の
救
済
及
び
水
俣
病
問
題
の
解
決
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
二
十
一
年
法
律
第
八

ホ　

水
俣
病
被
害
者
の
救
済
及
び
水
俣
病
問
題
の
解
決
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
二
十
一
年
法
律
第
八

十
一
号
）
第
五
条
に
基
づ
く
一
時
金
の
支
給
に
伴
い
、
一
時
金
支
給
資
金
に
係
る
金
融
支
援
を
行
う
法
人

十
一
号
）
第
五
条
に
基
づ
く
一
時
金
の
支
給
に
伴
い
、
一
時
金
支
給
資
金
に
係
る
金
融
支
援
を
行
う
法
人

へ
の
出
資
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
、
当
該
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地

へ
の
出
資
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
、
当
該
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地

方
債
の
当
該
年
度
に
お
け
る
利
子
支
払
額

方
債
の
当
該
年
度
に
お
け
る
利
子
支
払
額

ヘ　

水
俣
病
被
害
者
の
救
済
及
び
水
俣
病
問
題
の
解
決
に
関
す
る
特
別
措
置
法
第
五
条
に
基
づ
く
一
時
金
の

ヘ　

水
俣
病
被
害
者
の
救
済
及
び
水
俣
病
問
題
の
解
決
に
関
す
る
特
別
措
置
法
第
五
条
に
基
づ
く
一
時
金
の

支
給
に
伴
い
、
一
時
金
支
給
資
金
に
係
る
金
融
支
援
を
行
う
法
人
へ
の
出
資
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
、

支
給
に
伴
い
、
一
時
金
支
給
資
金
に
係
る
金
融
支
援
を
行
う
法
人
へ
の
出
資
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
、

当
該
年
度
の
前
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
の
当
該
年

当
該
年
度
の
前
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
の
当
該
年

度
に
お
け
る
元
利
償
還
金
（
当
該
年
度
に
お
い
て
一
時
金
支
給
資
金
に
係
る
金
融
支
援
を
行
う
法
人
か
ら

度
に
お
け
る
元
利
償
還
金
（
当
該
年
度
に
お
い
て
一
時
金
支
給
資
金
に
係
る
金
融
支
援
を
行
う
法
人
か
ら

償
還
さ
れ
る
額
を
除
く
。）
に
〇
・
二
を
乗
じ
て
得
た
額

償
還
さ
れ
る
額
を
除
く
。）
に
〇
・
二
を
乗
じ
て
得
た
額

三　

高
齢
者
の
居
住
の
安
定
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
十
三
年
政
令
第
二
百
五
十
号
。
以
下
「
高
齢

三　

高
齢
者
の
居
住
の
安
定
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
十
三
年
政
令
第
二
百
五
十
号
。
以
下
「
高
齢

者
居
住
安
定
確
保
法
施
行
令
」
と
い
う
。）
第
六
条
第
一
号
又
は
第
二
号
に
規
定
す
る
賃
貸
住
宅
の
建
設
又
は

者
居
住
安
定
確
保
法
施
行
令
」
と
い
う
。）
第
六
条
第
一
号
又
は
第
二
号
に
規
定
す
る
賃
貸
住
宅
の
建
設
又
は

整
備
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
当
該
年
度
に
お
い
て
当
該
道
府
県
が
負
担
す
べ
き
額
と
高
齢
者
居
住
安
定
確
保

整
備
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
当
該
年
度
に
お
い
て
当
該
道
府
県
が
負
担
す
べ
き
額
と
高
齢
者
居
住
安
定
確
保

法
施
行
令
第
四
条
、
第
六
条
第
三
号
又
は
第
八
条
第
三
号
に
規
定
す
る
減
額
前
の
家
賃
の
額
か
ら
入
居
者
の

法
施
行
令
第
四
条
、
第
六
条
第
三
号
又
は
第
八
条
第
三
号
に
規
定
す
る
減
額
前
の
家
賃
の
額
か
ら
入
居
者
の

所
得
、
住
宅
の
規
模
等
を
勘
案
し
て
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
額
を
控
除
し
た
額

所
得
、
住
宅
の
規
模
等
を
勘
案
し
て
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
額
を
控
除
し
た
額

の
う
ち
当
該
年
度
に
お
い
て
当
該
道
府
県
が
負
担
す
べ
き
額
の
合
算
額
に
〇
・
五
を
乗
じ
て
得
た
額

の
う
ち
当
該
年
度
に
お
い
て
当
該
道
府
県
が
負
担
す
べ
き
額
の
合
算
額
に
〇
・
五
を
乗
じ
て
得
た
額

四　

国
が
補
助
金
を
交
付
す
る
鉄
道
事
業
者
等
に
対
し
て
、
旅
客
施
設
に
係
る
高
齢
者
、
障
害
者
等
の
利
用
の

四　

国
が
補
助
金
を
交
付
す
る
鉄
道
事
業
者
等
に
対
し
て
、
旅
客
施
設
に
係
る
高
齢
者
、
障
害
者
等
の
利
用
の

円
滑
化
の
た
め
に
当
該
道
府
県
が
国
と
協
調
し
て
当
該
年
度
に
お
い
て
交
付
す
る
補
助
金
の
額
に
〇
・
五
を

円
滑
化
の
た
め
に
当
該
道
府
県
が
国
と
協
調
し
て
当
該
年
度
に
お
い
て
交
付
す
る
補
助
金
の
額
に
〇
・
五
を

乗
じ
て
得
た
額

乗
じ
て
得
た
額

五　

大
都
市
地
域
に
お
け
る
宅
地
開
発
及
び
鉄
道
整
備
の
一
体
的
推
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
元
年
法

五　

大
都
市
地
域
に
お
け
る
宅
地
開
発
及
び
鉄
道
整
備
の
一
体
的
推
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
元
年
法

律
第
六
十
一
号
）
第
九
条
第
二
項
に
規
定
す
る
同
意
特
定
鉄
道
の
整
備
を
促
進
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
行

律
第
六
十
一
号
）
第
九
条
第
二
項
に
規
定
す
る
同
意
特
定
鉄
道
の
整
備
を
促
進
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
行

う
同
法
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
鉄
道
事
業
者
（
独
立
行
政
法
人
鉄
道
建
設
・
運
輸
施
設
整
備
支
援

う
同
法
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
鉄
道
事
業
者
（
独
立
行
政
法
人
鉄
道
建
設
・
運
輸
施
設
整
備
支
援

機
構
を
除
く
。）
へ
の
出
資
又
は
貸
付
け
の
た
め
借
り
入
れ
た
地
方
債
の
当
該
年
度
に
お
け
る
利
子
支
払
額
に

機
構
を
除
く
。）
へ
の
出
資
又
は
貸
付
け
の
た
め
借
り
入
れ
た
地
方
債
の
当
該
年
度
に
お
け
る
利
子
支
払
額
に

〇
・
一
を
乗
じ
て
得
た
額

〇
・
一
を
乗
じ
て
得
た
額

六　

国
の
補
助
金
を
受
け
て
施
行
す
る
沖
縄
振
興
特
別
措
置
法
第
九
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
沖
縄
振
興
交

六　

国
の
補
助
金
を
受
け
て
施
行
す
る
沖
縄
振
興
特
別
措
置
法
第
九
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
沖
縄
振
興
交

付
金
事
業
計
画
に
基
づ
く
事
業
（
非
公
共
事
業
の
う
ち
地
方
債
を
起
こ
す
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
に
限
る
。）

付
金
事
業
計
画
に
基
づ
く
事
業
（
非
公
共
事
業
の
う
ち
地
方
債
を
起
こ
す
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
に
限
る
。）

に
要
す
る
経
費
の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
に

に
要
す
る
経
費
の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
に

〇
・
五
を
乗
じ
て
得
た
額

〇
・
五
を
乗
じ
て
得
た
額

七　

次
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
の
合
算
額 

七　

次
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
の
合
算
額 

イ　

国
の
補
助
金
を
受
け
て
施
行
す
る
沖
縄
北
部
連
携
促
進
特
別
振
興
事
業
（
非
公
共
事
業
の
う
ち
地
方
債

イ　

国
の
補
助
金
を
受
け
て
施
行
す
る
沖
縄
北
部
連
携
促
進
特
別
振
興
事
業
（
非
公
共
事
業
の
う
ち
地
方
債

を
起
こ
す
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
に
限
る
。
）
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と
す

を
起
こ
す
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
に
限
る
。
）
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と
す

べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
に
〇
・
五
を
乗
じ
て
得
た
額 

べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
に
〇
・
五
を
乗
じ
て
得
た
額 

ロ　

国
の
補
助
金
を
受
け
て
施
行
す
る
沖
縄
北
部
特
別
振
興
対
策
事
業
の
財
源
に
充
て
る
た
め
平
成
二
十
一

ロ　

国
の
補
助
金
を
受
け
て
施
行
す
る
沖
縄
北
部
特
別
振
興
対
策
事
業
の
財
源
に
充
て
る
た
め
平
成
二
十
一

年
度
ま
で
に
借
り
入
れ
た
地
方
債
の
当
該
年
度
に
お
け
る
元
利
償
還
金
の
額
に
〇
・
一
を
乗
じ
て
得
た
額

年
度
ま
で
に
借
り
入
れ
た
地
方
債
の
当
該
年
度
に
お
け
る
元
利
償
還
金
の
額
に
〇
・
一
を
乗
じ
て
得
た
額
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八　

当
該
年
度
の
道
府
県
に
お
け
る
運
輸
事
業
振
興
助
成
交
付
金
の
交
付
予
定
額
か
ら
同
年
度
の
当
該
道
府
県

八　

当
該
年
度
の
道
府
県
に
お
け
る
運
輸
事
業
振
興
助
成
交
付
金
の
交
付
予
定
額
か
ら
同
年
度
の
当
該
道
府
県

の
基
準
財
政
需
要
額
の
算
定
に
用
い
た
当
該
交
付
金
に
係
る
額
を
控
除
し
た
額
（
当
該
額
が
負
数
と
な
る
と

の
基
準
財
政
需
要
額
の
算
定
に
用
い
た
当
該
交
付
金
に
係
る
額
を
控
除
し
た
額
（
当
該
額
が
負
数
と
な
る
と

き
は
、
零
と
す
る
。）
に
〇
・
八
を
乗
じ
て
得
た
額

き
は
、
零
と
す
る
。）
に
〇
・
八
を
乗
じ
て
得
た
額

九　

沖
縄
県
不
発
弾
等
安
全
基
金
の
造
成
の
た
め
の
出
え
ん
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基

九　

沖
縄
県
不
発
弾
等
安
全
基
金
の
造
成
の
た
め
の
出
え
ん
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基

礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
（
国
庫
補
助
基
本
額
に
対
応
す
る
部
分
に
限
る
。）

礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
（
国
庫
補
助
基
本
額
に
対
応
す
る
部
分
に
限
る
。）

十　

子
ど
も
農
山
漁
村
交
流
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と
す
べ
き
も

十　

子
ど
も
農
山
漁
村
交
流
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と
す
べ
き
も

の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
に
〇
・
五
を
乗
じ
て
得
た
額

の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
に
〇
・
五
を
乗
じ
て
得
た
額

十
一　

森
林
法
第
十
条
の
五
の
規
定
に
基
づ
き
当
該
道
府
県
の
区
域
内
の
市
町
村
が
作
成
す
る
市
町
村
森
林
整

十
一　

森
林
法
第
十
条
の
五
の
規
定
に
基
づ
き
当
該
道
府
県
の
区
域
内
の
市
町
村
が
作
成
す
る
市
町
村
森
林
整

備
計
画
に
お
い
て
定
め
る
公
益
的
機
能
別
施
業
森
林
区
域
内
で
当
該
道
府
県
が
森
林
所
有
者
等
と
協
定
等
を

備
計
画
に
お
い
て
定
め
る
公
益
的
機
能
別
施
業
森
林
区
域
内
で
当
該
道
府
県
が
森
林
所
有
者
等
と
協
定
等
を

締
結
し
て
行
う
森
林
整
備
事
業
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て

締
結
し
て
行
う
森
林
整
備
事
業
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て

総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
に
〇
・
五
を
乗
じ
て
得
た
額

総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
に
〇
・
五
を
乗
じ
て
得
た
額

十
二　

中
国
残
留
邦
人
の
帰
国
援
護
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し

十
二　

中
国
残
留
邦
人
の
帰
国
援
護
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し

て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
に
〇
・
五
を
乗
じ
て
得
た
額

て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
に
〇
・
五
を
乗
じ
て
得
た
額

十
三　

配
偶
者
か
ら
の
暴
力
及
び
ス
ト
ー
カ
ー
行
為
等
の
防
止
並
び
に
被
害
者
の
保
護
を
図
る
た
め
の
活
動
を

十
三　

配
偶
者
か
ら
の
暴
力
及
び
ス
ト
ー
カ
ー
行
為
等
の
防
止
並
び
に
被
害
者
の
保
護
を
図
る
た
め
の
活
動
を

行
う
民
間
の
団
体
に
対
す
る
助
成
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し

行
う
民
間
の
団
体
に
対
す
る
助
成
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し

て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
に
〇
・
五
を
乗
じ
て
得
た
額

て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
に
〇
・
五
を
乗
じ
て
得
た
額

十
四　

複
数
の
地
方
公
共
団
体
に
よ
る
情
報
シ
ス
テ
ム
の
集
約
と
共
同
利
用
の
た
め
の
回
線
の
整
備
、
デ
ー
タ

十
四　

複
数
の
地
方
公
共
団
体
に
よ
る
情
報
シ
ス
テ
ム
の
集
約
と
共
同
利
用
の
た
め
の
回
線
の
整
備
、
デ
ー
タ

の
移
行
、
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
に
よ
る
導
入
支
援
、
導
入
後
の
実
務
処
理
に
係
る
研
修
及
び
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト

の
移
行
、
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
に
よ
る
導
入
支
援
、
導
入
後
の
実
務
処
理
に
係
る
研
修
及
び
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト

に
よ
る
新
シ
ス
テ
ム
安
定
稼
働
の
た
め
の
支
援
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と
す
べ

に
よ
る
新
シ
ス
テ
ム
安
定
稼
働
の
た
め
の
支
援
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と
す
べ

き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
に
〇
・
五
を
乗
じ
て
得
た
額

き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
に
〇
・
五
を
乗
じ
て
得
た
額

十
五　

国
の
行
う
森
林
の
有
す
る
多
面
的
機
能
を
発
揮
さ
せ
る
た
め
の
保
全
活
動
及
び
山
村
地
域
の
活
性
化
に

十
五　

国
の
行
う
森
林
の
有
す
る
多
面
的
機
能
を
発
揮
さ
せ
る
た
め
の
保
全
活
動
及
び
山
村
地
域
の
活
性
化
に

資
す
る
取
組
へ
の
支
援
と
連
携
を
図
り
当
該
道
府
県
が
当
該
年
度
に
地
方
単
独
事
業
と
し
て
行
う
森
林
・
山

資
す
る
取
組
へ
の
支
援
と
連
携
を
図
り
当
該
道
府
県
が
当
該
年
度
に
地
方
単
独
事
業
と
し
て
行
う
森
林
・
山

村
多
面
的
機
能
発
揮
対
策
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務

村
多
面
的
機
能
発
揮
対
策
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務

大
臣
が
調
査
し
た
額
に
〇
・
五
を
乗
じ
て
得
た
額

大
臣
が
調
査
し
た
額
に
〇
・
五
を
乗
じ
て
得
た
額

十
六　

国
の
行
う
水
産
業
及
び
漁
村
の
多
面
的
機
能
の
発
揮
に
資
す
る
取
組
へ
の
支
援
と
連
携
を
図
り
当
該
道

十
六　

国
の
行
う
水
産
業
及
び
漁
村
の
多
面
的
機
能
の
発
揮
に
資
す
る
取
組
へ
の
支
援
と
連
携
を
図
り
当
該
道

府
県
が
当
該
年
度
に
地
方
単
独
事
業
と
し
て
行
う
水
産
多
面
的
機
能
発
揮
対
策
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
特
別

府
県
が
当
該
年
度
に
地
方
単
独
事
業
と
し
て
行
う
水
産
多
面
的
機
能
発
揮
対
策
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
特
別

交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
に
〇
・
五
を
乗
じ
て
得
た
額

交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
に
〇
・
五
を
乗
じ
て
得
た
額

十
七　

国
の
補
助
金
を
受
け
て
施
行
す
る
駐
留
軍
用
地
跡
地
利
用
推
進
事
業
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
特
別
交
付

十
七　

国
の
補
助
金
を
受
け
て
施
行
す
る
駐
留
軍
用
地
跡
地
利
用
推
進
事
業
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
特
別
交
付

税
の
算
定
の
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
に
〇
・
五
を
乗
じ
て
得
た
額

税
の
算
定
の
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
に
〇
・
五
を
乗
じ
て
得
た
額

十
八　

国
の
行
う
離
島
地
域
に
お
け
る
漁
業
の
再
生
を
支
援
す
る
た
め
の
施
策
と
連
携
を
図
り
当
該
道
府
県
が

十
八　

国
の
行
う
離
島
地
域
に
お
け
る
漁
業
の
再
生
を
支
援
す
る
た
め
の
施
策
と
連
携
を
図
り
当
該
道
府
県
が

当
該
年
度
に
地
方
単
独
事
業
と
し
て
行
う
離
島
漁
業
の
再
生
支
援
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算

当
該
年
度
に
地
方
単
独
事
業
と
し
て
行
う
離
島
漁
業
の
再
生
支
援
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算

定
の
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
に
〇
・
五
を
乗
じ
て
得
た
額

定
の
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
に
〇
・
五
を
乗
じ
て
得
た
額

十
九　

激
甚
災
害
に
対
処
す
る
た
め
の
特
別
の
財
政
援
助
等
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

十
九　

激
甚
災
害
に
対
処
す
る
た
め
の
特
別
の
財
政
援
助
等
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

じ
ん

じ
ん

激
甚
災
害
と
し
て
指
定
さ
れ
た
災
害
に
係
る
災
害
復
旧
事
業
に
お
い
て
、
道
府
県
が
災
害
査
定
に
関
連
し
た

激
甚
災
害
と
し
て
指
定
さ
れ
た
災
害
に
係
る
災
害
復
旧
事
業
に
お
い
て
、
道
府
県
が
災
害
査
定
に
関
連
し
た

事
務
の
外
部
委
託
に
要
す
る
経
費
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
に
〇
・
五
を
乗
じ
て
得
た
額

事
務
の
外
部
委
託
に
要
す
る
経
費
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
に
〇
・
五
を
乗
じ
て
得
た
額

［
削
る
］

二
十　

令
和
元
年
山
形
県
沖
を
震
源
と
す
る
地
震
及
び
同
年
房
総
半
島
台
風
の
た
め
社
会
資
本
整
備
総
合
交
付

金
（
防
災
・
安
全
交
付
金
事
業
に
限
る
。）
を
受
け
て
実
施
す
る
被
災
住
宅
の
補
修
に
要
す
る
経
費
と
し
て
総

務
大
臣
が
調
査
し
た
額
に
○
・
八
を
乗
じ
て
得
た
額
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二
十　

令
和
四
年
福
島
県
沖
を
震
源
と
す
る
地
震
の
た
め
社
会
資
本
整
備
総
合
交
付
金
（
防
災
・
安
全
交
付
金

二
十
一　

令
和
四
年
福
島
県
沖
を
震
源
と
す
る
地
震
の
た
め
社
会
資
本
整
備
総
合
交
付
金
（
防
災
・
安
全
交
付

事
業
の
基
幹
事
業
に
限
る
。）
を
受
け
て
実
施
す
る
被
災
住
宅
の
補
修
に
要
す
る
経
費
と
し
て
総
務
大
臣
が
調

金
事
業
の
基
幹
事
業
に
限
る
。）
を
受
け
て
実
施
す
る
被
災
住
宅
の
補
修
に
要
す
る
経
費
と
し
て
総
務
大
臣
が

査
し
た
額
に
〇
・
八
を
乗
じ
て
得
た
額

調
査
し
た
額
に
〇
・
八
を
乗
じ
て
得
た
額

二
十
一　

令
和
元
年
東
日
本
台
風
の
た
め
国
の
補
助
金
を
受
け
て
実
施
す
る
中
小
企
業
等
グ
ル
ー
プ
施
設
等
復

二
十
二　

令
和
元
年
東
日
本
台
風
の
た
め
国
の
補
助
金
を
受
け
て
実
施
す
る
中
小
企
業
等
グ
ル
ー
プ
施
設
等
復

旧
整
備
補
助
事
業
（
地
方
債
を
起
こ
す
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
に
限
る
。）
に
要
す
る
経
費
と
し
て
総
務
大
臣

旧
整
備
補
助
事
業
（
地
方
債
を
起
こ
す
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
に
限
る
。）
に
要
す
る
経
費
と
し
て
総
務
大
臣

が
調
査
し
た
額
に
〇
・
九
五
を
乗
じ
て
得
た
額

が
調
査
し
た
額
に
〇
・
九
五
を
乗
じ
て
得
た
額

二
十
二　

令
和
三
年
福
島
県
沖
を
震
源
と
す
る
地
震
の
た
め
国
の
補
助
金
を
受
け
て
実
施
す
る
中
小
企
業
等
グ

二
十
三　

令
和
三
年
福
島
県
沖
を
震
源
と
す
る
地
震
の
た
め
国
の
補
助
金
を
受
け
て
実
施
す
る
中
小
企
業
等
グ

ル
ー
プ
施
設
等
復
旧
整
備
補
助
事
業
に
要
す
る
経
費
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
に
〇
・
九
五
を
乗
じ

ル
ー
プ
施
設
等
復
旧
整
備
補
助
事
業
に
要
す
る
経
費
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
に
〇
・
九
五
を
乗
じ

て
得
た
額

て
得
た
額

二
十
三　

令
和
四
年
福
島
県
沖
を
震
源
と
す
る
地
震
の
た
め
国
の
補
助
金
を
受
け
て
実
施
す
る
中
小
企
業
等
グ

二
十
四　

令
和
四
年
福
島
県
沖
を
震
源
と
す
る
地
震
の
た
め
国
の
補
助
金
を
受
け
て
実
施
す
る
中
小
企
業
等
グ

ル
ー
プ
施
設
等
復
旧
整
備
補
助
事
業
に
要
す
る
経
費
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
に
〇
・
九
五
を
乗
じ

ル
ー
プ
施
設
等
復
旧
整
備
補
助
事
業
に
要
す
る
経
費
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
に
〇
・
九
五
を
乗
じ

て
得
た
額

て
得
た
額

二
十
四　

国
が
実
施
す
る
新
資
源
管
理
導
入
円
滑
化
等
推
進
事
業
と
連
携
を
図
り
当
該
道
府
県
が
地
方
単
独
事

二
十
五　

国
が
実
施
す
る
新
資
源
管
理
導
入
円
滑
化
等
推
進
事
業
と
連
携
を
図
り
当
該
道
府
県
が
地
方
単
独
事

業
と
し
て
実
施
す
る
減
船
及
び
休
漁
漁
業
者
の
救
済
措
置
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基

業
と
し
て
実
施
す
る
減
船
及
び
休
漁
漁
業
者
の
救
済
措
置
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基

礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
に
〇
・
五
を
乗
じ
て
得
た
額

礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
に
〇
・
五
を
乗
じ
て
得
た
額

二
十
五　

国
の
補
助
金
を
受
け
て
実
施
す
る
沖
縄
子
供
の
貧
困
緊
急
対
策
事
業
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
特
別
交

二
十
六　

国
の
補
助
金
を
受
け
て
実
施
す
る
沖
縄
子
供
の
貧
困
緊
急
対
策
事
業
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
特
別
交

付
税
の
算
定
の
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
に
〇
・
五
を
乗
じ
て
得
た
額

付
税
の
算
定
の
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
に
〇
・
五
を
乗
じ
て
得
た
額

二
十
六　

次
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
の
合
算
額 

二
十
七　

次
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
の
合
算
額 

イ　

地
域
材
利
用
促
進
対
策
と
し
て
当
該
道
府
県
が
当
該
年
度
に
行
う
住
宅
建
設
に
係
る
利
子
補
給
及
び
建

イ　

地
域
材
利
用
促
進
対
策
と
し
て
当
該
道
府
県
が
当
該
年
度
に
行
う
住
宅
建
設
に
係
る
利
子
補
給
及
び
建

設
費
補
助
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査

設
費
補
助
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査

し
た
額
に
〇
・
五
（
非
木
造
住
宅
の
建
設
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
〇
・
三
）
を
乗
じ
て
得
た
額
又
は
二

し
た
額
に
〇
・
五
（
非
木
造
住
宅
の
建
設
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
〇
・
三
）
を
乗
じ
て
得
た
額
又
は
二

〇
〇
、
〇
〇
〇
、
〇
〇
〇
円
の
い
ず
れ
か
少
な
い
額 

〇
〇
、
〇
〇
〇
、
〇
〇
〇
円
の
い
ず
れ
か
少
な
い
額 

ロ　

地
域
材
利
用
促
進
対
策
と
し
て
当
該
道
府
県
が
当
該
年
度
に
乾
燥
材
供
給
施
設
整
備
の
促
進
の
た
め
に

ロ　

地
域
材
利
用
促
進
対
策
と
し
て
当
該
道
府
県
が
当
該
年
度
に
乾
燥
材
供
給
施
設
整
備
の
促
進
の
た
め
に

要
す
る
経
費
の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
に

要
す
る
経
費
の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
に

〇
・
五
（
森
林
組
合
以
外
の
団
体
に
よ
る
乾
燥
材
供
給
施
設
整
備
に
あ
つ
て
は
〇
・
三
）
を
乗
じ
て
得
た

〇
・
五
（
森
林
組
合
以
外
の
団
体
に
よ
る
乾
燥
材
供
給
施
設
整
備
に
あ
つ
て
は
〇
・
三
）
を
乗
じ
て
得
た

額

額

二
十
七　

国
土
保
全
対
策
と
し
て
当
該
道
府
県
が
他
の
地
方
公
共
団
体
等
と
協
同
し
て
行
う
森
林
の
整
備
等
に

二
十
八　

国
土
保
全
対
策
と
し
て
当
該
道
府
県
が
他
の
地
方
公
共
団
体
等
と
協
同
し
て
行
う
森
林
の
整
備
等
に

要
す
る
経
費
の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
に
〇
・

要
す
る
経
費
の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
に
〇
・

五
（
分
収
林
特
別
措
置
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
分
収
造
林
契
約
（
次
条
第
五
項
第
二
十
四
号
に
お
い

五
（
分
収
林
特
別
措
置
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
分
収
造
林
契
約
（
次
条
第
五
項
第
二
十
四
号
に
お
い

て
「
分
収
造
林
契
約
」
と
い
う
。）
及
び
同
法
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
分
収
育
林
契
約
（
次
条
第
五
項
第

て
「
分
収
造
林
契
約
」
と
い
う
。）
及
び
同
法
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
分
収
育
林
契
約
（
次
条
第
五
項
第

二
十
四
号
に
お
い
て
「
分
収
育
林
契
約
」
と
い
う
。）
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
〇
・
一
五
）
を
乗
じ
て
得

二
十
四
号
に
お
い
て
「
分
収
育
林
契
約
」
と
い
う
。）
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
〇
・
一
五
）
を
乗
じ
て
得

た
額

た
額

［
削
る
］

二
十
九　

令
和
二
年
か
ら
令
和
三
年
ま
で
の
冬
期
の
大
雪
及
び
令
和
三
年
福
島
県
沖
を
震
源
と
す
る
地
震
の
た

め
強
い
農
業
・
担
い
手
づ
く
り
総
合
支
援
交
付
金
（
地
域
担
い
手
育
成
支
援
タ
イ
プ
）
を
受
け
て
実
施
す
る

事
業
に
要
す
る
経
費
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
に
〇
・
七
を
乗
じ
て
得
た
額

［
削
る
］

三
十　

令
和
四
年
福
島
県
沖
を
震
源
と
す
る
地
震
の
た
め
農
地
利
用
効
率
化
等
支
援
交
付
金
（
融
資
主
体
支
援

タ
イ
プ
）
を
受
け
て
実
施
す
る
事
業
に
要
す
る
経
費
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
に
〇
・
七
を
乗
じ
て

得
た
額
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二
十
八　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
感
染
拡
大
防
止
の
た
め
の
取
組
に
伴
う
利
用
者
の
減
少
等
に
よ
り

三
十
一　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
感
染
拡
大
防
止
の
た
め
の
取
組
に
伴
う
利
用
者
の
減
少
等
に
よ
り

資
金
不
足
の
発
生
又
は
拡
大
が
見
込
ま
れ
る
地
方
公
営
企
業
が
発
行
す
る
資
金
手
当
の
た
め
に
借
り
入
れ
た

資
金
不
足
の
発
生
又
は
拡
大
が
見
込
ま
れ
る
地
方
公
営
企
業
が
発
行
す
る
資
金
手
当
の
た
め
に
借
り
入
れ
た

地
方
債
の
利
子
支
払
額
の
財
源
に
充
て
る
た
め
当
該
年
度
中
に
一
般
会
計
か
ら
当
該
公
営
企
業
に
係
る
特
別

地
方
債
の
利
子
支
払
額
の
財
源
に
充
て
る
た
め
当
該
年
度
中
に
一
般
会
計
か
ら
当
該
公
営
企
業
に
係
る
特
別

会
計
に
繰
り
入
れ
た
額
（
当
該
利
子
支
払
額
の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総

会
計
に
繰
り
入
れ
た
額
（
当
該
利
子
支
払
額
の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総

務
大
臣
が
調
査
し
た
額
に
〇
・
五
を
乗
じ
て
得
た
額
の
範
囲
内
に
限
る
。）
に
〇
・
八
を
乗
じ
て
得
た
額

務
大
臣
が
調
査
し
た
額
に
〇
・
五
を
乗
じ
て
得
た
額
の
範
囲
内
に
限
る
。）
に
〇
・
八
を
乗
じ
て
得
た
額

二
十
九　

令
和
二
年
七
月
豪
雨
の
た
め
国
の
補
助
金
を
受
け
て
実
施
す
る
な
り
わ
い
再
建
支
援
事
業
（
地
方
債

三
十
二　

令
和
二
年
七
月
豪
雨
の
た
め
国
の
補
助
金
を
受
け
て
実
施
す
る
な
り
わ
い
再
建
支
援
事
業
（
地
方
債

を
起
こ
す
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
に
限
る
。）
に
要
す
る
経
費
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
に
〇
・
九
五

を
起
こ
す
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
に
限
る
。）
に
要
す
る
経
費
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
に
〇
・
九
五

（
当
該
道
府
県
が
補
助
金
と
し
て
支
出
す
る
額
に
対
す
る
国
の
補
助
率
が
二
分
の
一
と
な
る
場
合
に
あ
つ
て

（
当
該
道
府
県
が
補
助
金
と
し
て
支
出
す
る
額
に
対
す
る
国
の
補
助
率
が
二
分
の
一
と
な
る
場
合
に
あ
つ
て

は
〇
・
七
）
を
乗
じ
て
得
た
額

は
〇
・
七
）
を
乗
じ
て
得
た
額

［
削
る
］

三
十
三　

当
該
道
府
県
の
業
務
に
従
事
し
よ
う
と
す
る
外
国
人
又
は
語
学
指
導
等
を
行
う
私
立
学
校
の
業
務
に

従
事
し
よ
う
と
す
る
外
国
人
が
本
邦
に
入
国
す
る
た
め
に
必
要
な
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
及
び
そ
の

ま
ん
延
防
止
の
た
め
の
措
置
に
要
す
る
経
費
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
に
○
・
八
を
乗
じ
て
得
た
額

三
十　

自
治
体
行
政
の
ス
マ
ー
ト
化
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
、
次
の
算
式
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額 

三
十
四　

自
治
体
行
政
の
ス
マ
ー
ト
化
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
、
次
の
算
式
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額 

算
式

 
算
式

 

Ａ

×

0
.3＋

（Ｂ
＋
Ｃ

）×

0
.5 

Ａ

×

0
.3＋

（Ｂ
＋
Ｃ
＋
Ｄ

）×

0
.5 

算
式
の
符
号
 

算
式
の
符
号
 

Ａ
　
当
該
道
府
県
が
行
う

RPA
の
導
入
に
要
す
る
経
費

（Ｂ
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く

。

）の
う
ち
特
別
交

Ａ
　
当
該
道
府
県
が
行
う

RPA
の
導
入
に
要
す
る
経
費

（Ｂ
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く

。

）の
う
ち
特
別
交

付
税
の
算
定
の
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
 

付
税
の
算
定
の
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
 

Ｂ
　
当
該
道
府
県
が
他
の
地
方
公
共
団
体
と
共
同
で
行
う

RPA
の
導
入
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
特
別
交
付

Ｂ
　
当
該
道
府
県
が
他
の
地
方
公
共
団
体
と
共
同
で
行
う

RPA
の
導
入
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
特
別
交
付

税
の
算
定
の
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
 

税
の
算
定
の
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
 

［削
る

］ 
Ｃ
　
施
設
の
点
検
の
効
率
化
・
充
実
に
資
す
る

ICT
デ

ータ
ベ

ース
シ
ス
テ
ム
無
人
航
空
機
等
の
導
入

、

 
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額

 

Ｃ
　
当
該
道
府
県
に
お
け
る
職
員
向
け
テ
レ
ワ

ーク
の
導
入
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定

Ｄ
　
当
該
道
府
県
に
お
け
る
職
員
向
け
テ
レ
ワ

ーク
の
導
入
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定

の
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額

の
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額

三
十
一　

国
が
補
助
金
を
交
付
す
る
自
動
車
運
送
事
業
者
等
に
対
し
て
、
車
両
（
バ
ス
車
両
の
整
備
に
お
い
て
、

三
十
五　

国
が
補
助
金
を
交
付
す
る
自
動
車
運
送
事
業
者
等
に
対
し
て
、
車
両
（
バ
ス
車
両
の
整
備
に
お
い
て
、

車
両
の
構
造
及
び
設
備
に
関
す
る
移
動
等
円
滑
化
基
準
の
適
用
除
外
認
定
車
両
を
リ
フ
ト
付
き
バ
ス
又
は
ス

車
両
の
構
造
及
び
設
備
に
関
す
る
移
動
等
円
滑
化
基
準
の
適
用
除
外
認
定
車
両
を
リ
フ
ト
付
き
バ
ス
又
は
ス

ロ
ー
プ
付
き
バ
ス
と
す
る
等
、
移
動
等
円
滑
化
の
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
場
合
に
限
る
。）
に
係
る
高

ロ
ー
プ
付
き
バ
ス
と
す
る
等
、
移
動
等
円
滑
化
の
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
場
合
に
限
る
。）
に
係
る
高

齢
者
、
障
害
者
等
の
利
用
の
円
滑
化
の
た
め
に
当
該
道
府
県
が
国
と
協
調
し
て
当
該
年
度
に
お
い
て
交
付
す

齢
者
、
障
害
者
等
の
利
用
の
円
滑
化
の
た
め
に
当
該
道
府
県
が
国
と
協
調
し
て
当
該
年
度
に
お
い
て
交
付
す

る
補
助
金
の
額
に
〇
・
五
を
乗
じ
て
得
た
額

る
補
助
金
の
額
に
〇
・
五
を
乗
じ
て
得
た
額

三
十
二　

次
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
の
合
算
額 
三
十
六　

次
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
の
合
算
額 

イ　

当
該
道
府
県
が
実
施
す
る
原
油
価
格
高
騰
対
策
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と

イ　

当
該
道
府
県
が
実
施
す
る
原
油
価
格
高
騰
対
策
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と

す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
に
〇
・
五
を
乗
じ
て
得
た
額 

す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
に
〇
・
五
を
乗
じ
て
得
た
額 

ロ　

当
該
年
度
の
基
準
財
政
需
要
額
の
算
定
に
用
い
た
警
察
費
に
係
る
補
正
後
の
測
定
単
位
の
数
値
に
単
位

ロ　

当
該
年
度
の
基
準
財
政
需
要
額
の
算
定
に
用
い
た
警
察
費
に
係
る
補
正
後
の
測
定
単
位
の
数
値
に
単
位

費
用
を
乗
じ
て
得
た
額
に
〇
・
〇
〇
〇
〇
一
を
乗
じ
て
得
た
額

費
用
を
乗
じ
て
得
た
額
に
〇
・
〇
〇
〇
〇
一
を
乗
じ
て
得
た
額

三
十
三　

令
和
三
年
度
に
北
海
道
で
発
生
し
た
赤
潮
の
た
め
国
が
補
助
金
を
交
付
す
る
漁
業
者
団
体
等
が
組
織

三
十
七　

令
和
三
年
度
に
北
海
道
で
発
生
し
た
赤
潮
の
た
め
国
が
補
助
金
を
交
付
す
る
漁
業
者
団
体
等
が
組
織

す
る
協
議
会
に
対
し
て
、
道
府
県
が
国
と
協
調
し
て
当
該
年
度
に
お
い
て
交
付
す
る
補
助
金
の
額
に
〇
・
八

す
る
協
議
会
に
対
し
て
、
道
府
県
が
国
と
協
調
し
て
当
該
年
度
に
お
い
て
交
付
す
る
補
助
金
の
額
に
〇
・
八

を
乗
じ
て
得
た
額

を
乗
じ
て
得
た
額

三
十
四　

福
徳
岡
ノ
場
噴
火
に
伴
う
軽
石
漂
着
対
策
に
要
す
る
経
費
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
に
○
・

三
十
八　

福
徳
岡
ノ
場
噴
火
に
伴
う
軽
石
漂
着
対
策
に
要
す
る
経
費
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
に
○
・
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五
を
乗
じ
て
得
た
額

五
を
乗
じ
て
得
た
額

［
削
る
］

三
十
九　

個
人
番
号
（
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律

第
二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
個
人
番
号
を
い
う
。
）
に
よ
る
情
報
連
携
の
正
確
性
の
確
保
に
向
け
た
総
点
検

（
「
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
情
報
総
点
検
に
係
る
個
別
デ
ー
タ
の
点
検
対
象
機
関
に
つ
い
て
」（
令
和
五
年
九
月
六
日

付
け
デ
戦
三
千
二
百
五
十
九
号
、
デ
社
第
三
百
五
十
一
号
）
に
基
づ
き
実
施
し
た
も
の
に
限
る
。）
に
係
る
シ

ス
テ
ム
改
修
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査

し
た
額
（
複
数
の
事
務
に
対
し
て
点
検
を
実
施
す
る
道
府
県
に
あ
つ
て
は
、
事
務
ご
と
に
算
定
し
た
額
の
合

算
額
と
す
る
。）

三
十
五　

第
二
条
第
一
項
第
一
号
の
表
第
九
号
に
規
定
す
る
算
定
方
法
に
準
じ
て
算
定
し
た
額
（
こ
の
場
合
に

［
新
設
］

お
い
て
、
同
号
一
の
表
中
「
二
、
一
七
四
、
〇
〇
〇
円
」
と
あ
る
の
は
「
二
、
二
一
〇
、
〇
〇
〇
円
」
と
、「
三

七
五
、
〇
〇
〇
円
」
と
あ
る
の
は
「
四
四
五
、
〇
〇
〇
円
」
と
、
同
号
二
の
表
中
「
一
、
五
四
九
、
〇
〇
〇

円
」
と
あ
る
の
は
「
一
、
五
六
一
、
〇
〇
〇
円
」
と
、「
一
、
〇
三
三
、
〇
〇
〇
円
」
と
あ
る
の
は
「
一
、
〇

四
一
、
〇
〇
〇
円
」
と
、
同
号
三
中
「
一
〇
、
二
三
八
、
〇
〇
〇
円
」
と
あ
る
の
は
「
一
〇
、
五
一
四
、
〇

〇
〇
円
」
と
、
同
号
四
の
表
中
「
六
、
五
〇
〇
、
〇
〇
〇
円
」
と
あ
る
の
は
「
六
、
五
九
四
、
〇
〇
〇
円
」

と
、「
五
、
二
〇
〇
、
〇
〇
〇
円
」
と
あ
る
の
は
「
五
、
二
七
四
、
〇
〇
〇
円
」
と
、「
三
、
四
三
五
、
〇
〇

〇
円
」
と
あ
る
の
は
「
三
、
四
八
五
、
〇
〇
〇
円
」
と
、「
二
、
七
五
〇
、
〇
〇
〇
円
」
と
あ
る
の
は
「
二
、

七
九
〇
、
〇
〇
〇
円
」
と
、
同
号
五
中
「
一
、
五
七
五
、
〇
〇
〇
円
」
と
あ
る
の
は
「
一
、
五
九
九
、
〇
〇

〇
円
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。）
か
ら
第
二
条
第
一
項
第
一
号
の
表
第
九
号
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た

額
を
控
除
し
た
額

三
十
六　

第
二
条
第
一
項
第
一
号
の
表
第
四
十
五
号
に
規
定
す
る
算
定
方
法
に
準
じ
て
算
定
し
た
額
（
こ
の
場

［
新
設
］

合
に
お
い
て
、
同
号
一
の
表
中
「
二
、
一
七
四
、
〇
〇
〇
円
」
と
あ
る
の
は
「
二
、
二
一
〇
、
〇
〇
〇
円
」

と
、「
一
、
五
二
三
、
〇
〇
〇
円
」
と
あ
る
の
は
「
一
、
六
一
三
、
〇
〇
〇
円
」
と
、「
三
七
五
、
〇
〇
〇
円
」

と
あ
る
の
は
「
四
四
五
、
〇
〇
〇
円
」
と
、
同
号
二
の
表
中
「
一
、
五
四
九
、
〇
〇
〇
円
」
と
あ
る
の
は
「
一
、

五
六
一
、
〇
〇
〇
円
」
と
、「
一
、
〇
三
三
、
〇
〇
〇
円
」
と
あ
る
の
は
「
一
、
〇
四
一
、
〇
〇
〇
円
」
と
、

同
号
三
中
「
一
〇
、
二
三
八
、
〇
〇
〇
円
」
と
あ
る
の
は
「
一
〇
、
五
一
四
、
〇
〇
〇
円
」
と
、
同
号
五
の

表
中
「
六
、
五
〇
〇
、
〇
〇
〇
円
」
と
あ
る
の
は
「
六
、
五
九
四
、
〇
〇
〇
円
」
と
、「
五
、
二
〇
〇
、
〇
〇

〇
円
」
と
あ
る
の
は
「
五
、
二
七
四
、
〇
〇
〇
円
」
と
、「
三
、
四
三
五
、
〇
〇
〇
円
」
と
あ
る
の
は
「
三
、

四
八
五
、
〇
〇
〇
円
」
と
、「
二
、
七
五
〇
、
〇
〇
〇
円
」
と
あ
る
の
は
「
二
、
七
九
〇
、
〇
〇
〇
円
」
と
、

同
号
六
中
「
一
、
五
七
五
、
〇
〇
〇
円
」
と
あ
る
の
は
「
一
、
五
九
九
、
〇
〇
〇
円
」
と
読
み
替
え
る
も
の

と
す
る
。）
か
ら
第
二
条
第
一
項
第
一
号
の
表
第
四
十
五
号
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
額
を
控
除
し
た
額

三
十
七　

附
則
第
四
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
算
定
方
法
に
準
じ
て
算
定
し
た
額
（
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

［
新
設
］

同
号
中
「45,000
円

」
と
あ
る
の
は
「46,000

円

」
と
、「64,000

円

」
と
あ
る
の
は
「66,000

円

」
と
、「31,000

円

」
と
あ
る
の
は
「32,000

円

」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。）
か
ら
附
則
第
四
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定

に
よ
り
算
定
し
た
額
を
控
除
し
た
額

三
十
八　

国
の
補
助
金
を
受
け
て
施
行
す
る
沖
縄
観
光
人
材
不
足
緊
急
対
策
事
業
及
び
沖
縄
観
光
景
観
形
成
支

［
新
設
］

援
事
業
（
地
方
債
を
起
こ
す
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
に
限
る
。）
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定

の
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
に
〇
・
五
を
乗
じ
て
得
た
額

三
十
九　

国
の
補
助
金
を
受
け
て
施
行
す
る
沖
縄
持
続
可
能
な
交
通
環
境
構
築
推
進
事
業
（
地
方
債
を
起
こ
す

［
新
設
］
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こ
と
が
で
き
な
い
も
の
に
限
る
。）
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し

て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
に
〇
・
五
を
乗
じ
て
得
た
額

四
十　

災
害
の
た
め
へ
き
地
児
童
生
徒
等
援
助
費
補
助
金
を
受
け
て
実
施
す
る
都
道
府
県
立
の
小
学
校
及
び
義

務
教
育
学
校
の
前
期
課
程
並
び
に
中
学
校
、
義
務
教
育
学
校
の
後
期
課
程
及
び
中
等
教
育
学
校
の
前
期
課
程

並
び
に
高
等
学
校
及
び
中
等
教
育
学
校
の
後
期
課
程
の
通
学
対
策
に
要
す
る
経
費
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査

し
た
額
に
〇
・
八
を
乗
じ
て
得
た
額
（
令
和
六
年
度
に
お
け
る
当
該
災
害
に
係
る
も
の
又
は
令
和
六
年
能
登

半
島
地
震
に
係
る
も
の
に
限
る
。）

四
十
一　

道
府
県
の
行
う
職
員
に
対
す
る
研
修
（
当
該
道
府
県
の
人
材
育
成
に
関
す
る
基
本
方
針
に
基
づ
く
新

［
新
設
］

た
な
政
策
課
題
に
係
る
も
の
で
あ
つ
て
、
当
該
道
府
県
の
区
域
内
の
市
町
村
又
は
区
域
外
の
市
町
村
の
職
員

を
そ
の
対
象
に
含
む
も
の
に
限
る
。）
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と 

し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
に
〇
・
五
を
乗
じ
て
得
た
額

２　

平
成
三
十
年
度
か
ら
令
和
七
年
度
ま
で
の
間
に
限
り
、
第
四
条
第
一
項
第
一
号
の
額
は
、
同
号
の
規
定
に
よ

２　

平
成
三
十
年
度
か
ら
令
和
七
年
度
ま
で
の
間
に
限
り
、
第
四
条
第
一
項
第
一
号
の
額
は
、
同
号
の
規
定
に
よ

つ
て
算
定
し
た
額
に
、
次
の
各
号
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
（
第
一
号
に
掲
げ
る
額
に
つ
い
て
は
、
当
該
規
定
に

つ
て
算
定
し
た
額
に
、
次
の
各
号
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
（
第
一
号
に
掲
げ
る
額
に
つ
い
て
は
、
当
該
規
定
に

よ
つ
て
算
定
し
た
額
に
、
財
政
力
指
数
が
〇
・
八
以
上
の
道
府
県
に
あ
つ
て
は
〇
・
二
を
、
〇
・
五
以
上
〇
・

よ
つ
て
算
定
し
た
額
に
、
財
政
力
指
数
が
〇
・
八
以
上
の
道
府
県
に
あ
つ
て
は
〇
・
二
を
、
〇
・
五
以
上
〇
・

八
未
満
の
道
府
県
に
あ
つ
て
は
三
分
の
七
か
ら
当
該
道
府
県
の
財
政
力
指
数
に
三
分
の
八
を
乗
じ
て
得
た
数
を

八
未
満
の
道
府
県
に
あ
つ
て
は
三
分
の
七
か
ら
当
該
道
府
県
の
財
政
力
指
数
に
三
分
の
八
を
乗
じ
て
得
た
数
を

控
除
し
て
得
た
数
（
小
数
点
以
下
二
位
未
満
は
、
四
捨
五
入
す
る
。）
を
、
〇
・
五
未
満
の
道
府
県
に
あ
つ
て
は

控
除
し
て
得
た
数
（
小
数
点
以
下
二
位
未
満
は
、
四
捨
五
入
す
る
。）
を
、
〇
・
五
未
満
の
道
府
県
に
あ
つ
て
は

一
・
〇
を
そ
れ
ぞ
れ
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。
）（
表
示
単
位
は
千
円
と
し
、
表
示
単
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と

一
・
〇
を
そ
れ
ぞ
れ
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。
）（
表
示
単
位
は
千
円
と
し
、
表
示
単
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と

き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。）
の
合
算
額
を
加
え
た
額
と
す
る
。

き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。）
の
合
算
額
を
加
え
た
額
と
す
る
。

一　

総
務
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
よ
る
地
方
公
会
計
の
整
備
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基

一　

総
務
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
よ
る
地
方
公
会
計
の
整
備
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基

礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
に
〇
・
五
を
乗
じ
て
得
た
額

礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
に
〇
・
五
を
乗
じ
て
得
た
額

二　

ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
廃
棄
物
の
適
正
な
処
理
の
推
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
十
三
年
法
律
第
六

二　

ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
廃
棄
物
の
適
正
な
処
理
の
推
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
十
三
年
法
律
第
六

十
五
号
）
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
実
施
す
る
処
分
等
措
置
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
特
別
交
付
税
の

十
五
号
）
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
実
施
す
る
処
分
等
措
置
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
特
別
交
付
税
の

算
定
の
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
に
〇
・
八
を
乗
じ
て
得
た
額

算
定
の
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
に
〇
・
八
を
乗
じ
て
得
た
額

３　

令
和
元
年
度
か
ら
令
和
七
年
度
ま
で
の
間
に
限
り
、
第
四
条
第
一
項
第
一
号
の
額
は
、
同
号
の
規
定
に
よ
つ

３　

令
和
元
年
度
か
ら
令
和
六
年
度
ま
で
の
間
に
限
り
、
第
四
条
第
一
項
第
一
号
の
額
は
、
同
号
の
規
定
に
よ
つ

て
算
定
し
た
額
に
、
民
間
事
業
者
等
が
国
の
補
助
金
を
受
け
て
実
施
す
る
文
化
財
保
護
法
第
二
十
七
条
第
一
項

て
算
定
し
た
額
に
、
民
間
事
業
者
等
が
国
の
補
助
金
を
受
け
て
実
施
す
る
文
化
財
保
護
法
第
二
十
七
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
重
要
文
化
財
と
し
て
指
定
さ
れ
た
建
造
物
で
あ
つ
て
世
界
の
文
化
遺
産
及
び
自
然
遺
産
の
保
護

の
規
定
に
よ
り
重
要
文
化
財
と
し
て
指
定
さ
れ
た
建
造
物
で
あ
つ
て
世
界
の
文
化
遺
産
及
び
自
然
遺
産
の
保
護

に
関
す
る
条
約
第
十
一
条
２
の
世
界
遺
産
一
覧
表
に
記
載
さ
れ
た
文
化
遺
産
の
構
成
資
産
で
あ
る
も
の
又
は
文

に
関
す
る
条
約
第
十
一
条
２
の
世
界
遺
産
一
覧
表
に
記
載
さ
れ
た
文
化
遺
産
の
構
成
資
産
で
あ
る
も
の
又
は
文

化
財
保
護
法
第
二
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
国
宝
と
し
て
指
定
さ
れ
た
も
の
及
び
重
要
文
化
財
と
し
て
指

化
財
保
護
法
第
二
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
国
宝
と
し
て
指
定
さ
れ
た
も
の
及
び
重
要
文
化
財
と
し
て
指

定
さ
れ
た
美
術
工
芸
品
を
保
管
す
る
博
物
館
等
の
防
火
施
設
・
設
備
の
整
備
に
対
す
る
補
助
に
要
す
る
経
費
の

定
さ
れ
た
美
術
工
芸
品
を
保
管
す
る
博
物
館
等
の
防
火
施
設
・
設
備
の
整
備
に
対
す
る
補
助
に
要
す
る
経
費
の

う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
に
○
・
三
を
乗
じ
て
得
た

う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
に
○
・
三
を
乗
じ
て
得
た

額
に
、
財
政
力
指
数
が
〇
・
八
以
上
の
道
府
県
に
あ
つ
て
は
〇
・
二
を
、
〇
・
五
以
上
〇
・
八
未
満
の
道
府
県

額
に
、
財
政
力
指
数
が
〇
・
八
以
上
の
道
府
県
に
あ
つ
て
は
〇
・
二
を
、
〇
・
五
以
上
〇
・
八
未
満
の
道
府
県

に
あ
つ
て
は
三
分
の
七
か
ら
当
該
道
府
県
の
財
政
力
指
数
に
三
分
の
八
を
乗
じ
て
得
た
数
を
控
除
し
て
得
た
数

に
あ
つ
て
は
三
分
の
七
か
ら
当
該
道
府
県
の
財
政
力
指
数
に
三
分
の
八
を
乗
じ
て
得
た
数
を
控
除
し
て
得
た
数

（
小
数
点
以
下
二
位
未
満
は
、
四
捨
五
入
す
る
。）
を
、
〇
・
五
未
満
の
道
府
県
に
あ
つ
て
は
一
・
〇
を
そ
れ
ぞ

（
小
数
点
以
下
二
位
未
満
は
、
四
捨
五
入
す
る
。）
を
、
〇
・
五
未
満
の
道
府
県
に
あ
つ
て
は
一
・
〇
を
そ
れ
ぞ

れ
乗
じ
て
得
た
額
（
表
示
単
位
は
千
円
と
し
、
表
示
単
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五

れ
乗
じ
て
得
た
額
（
表
示
単
位
は
千
円
と
し
、
表
示
単
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五

入
す
る
。）
を
加
え
た
額
と
す
る
。

入
す
る
。）
を
加
え
た
額
と
す
る
。

４　

令
和
六
年
度
に
限
り
、
第
四
条
第
一
項
第
二
号
の
額
は
、
同
号
の
規
定
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
に
、
当
該
年

４　

令
和
五
年
度
に
限
り
、
第
四
条
第
一
項
第
二
号
の
額
は
、
同
号
の
規
定
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
に
、
当
該
年

度
の
基
準
財
政
需
要
額
の
算
定
に
用
い
た
恩
給
費
に
係
る
額
の
算
定
が
過
少
で
あ
る
こ
と
を
考
慮
し
て
定
め
る

度
の
基
準
財
政
需
要
額
の
算
定
に
用
い
た
恩
給
費
に
係
る
額
の
算
定
が
過
少
で
あ
る
こ
と
を
考
慮
し
て
定
め
る

額
（
表
示
単
位
は
千
円
と
し
、
表
示
単
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。）
を
加

額
（
表
示
単
位
は
千
円
と
し
、
表
示
単
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。）
を
加

66 / 80



え
た
額
と
す
る
。

え
た
額
と
す
る
。

５　

令
和
六
年
度
に
限
り
、
第
四
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
第
三
号
イ
の
額
は
、
同
号
イ
の

５　

令
和
五
年
度
に
限
り
、
第
四
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
第
三
号
イ
の
額
は
、
同
号
イ
の

規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
に
掲
げ
る
事
由
に
よ
り
当
該
年
度
に
お
い
て
過
大
に
支
給
さ
れ
る
給
与
の
額
と
し
て

規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
に
掲
げ
る
事
由
に
よ
り
当
該
年
度
に
お
い
て
過
大
に
支
給
さ
れ
る
給
与
の
額
と
し
て

総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
と
す
る
。 

総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
と
す
る
。 

一　

一
般
職
給
与
法
に
規
定
す
る
期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
（
以
下
こ
の
号
及
び
次
号
に
お
い
て
「
期
末
勤
勉

一　

一
般
職
給
与
法
に
規
定
す
る
期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
（
以
下
こ
の
号
及
び
次
号
に
お
い
て
「
期
末
勤
勉

手
当
」
と
い
う
。）
の
支
給
割
合
並
び
に
当
該
道
府
県
の
人
事
委
員
会
の
勧
告
に
係
る
期
末
勤
勉
手
当
の
支
給

手
当
」
と
い
う
。）
の
支
給
割
合
並
び
に
当
該
道
府
県
の
人
事
委
員
会
の
勧
告
に
係
る
期
末
勤
勉
手
当
の
支
給

割
合
を
超
え
る
支
給
割
合
を
用
い
る
こ
と
。 

割
合
を
超
え
る
支
給
割
合
を
用
い
る
こ
と
。 

二　

期
末
勤
勉
手
当
の
基
礎
額
に
つ
い
て
一
般
職
給
与
法
に
規
定
す
る
方
法
と
著
し
く
異
な
る
方
法
に
よ
る
加

二　

期
末
勤
勉
手
当
の
基
礎
額
に
つ
い
て
一
般
職
給
与
法
に
規
定
す
る
方
法
と
著
し
く
異
な
る
方
法
に
よ
る
加

算
措
置
を
行
つ
て
い
る
こ
と
。

算
措
置
を
行
つ
て
い
る
こ
と
。

６　

令
和
六
年
度
に
限
り
、
第
四
条
第
一
項
第
三
号
の
額
は
、
同
号
の
規
定
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
に
、
当
該
年

６　

令
和
五
年
度
に
限
り
、
第
四
条
第
一
項
第
三
号
の
額
は
、
同
号
の
規
定
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
に
、
当
該
年

度
に
お
け
る
地
方
自
治
法
第
二
百
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
退
職
手
当
の
支
給
総
額
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て

度
に
お
け
る
地
方
自
治
法
第
二
百
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
退
職
手
当
の
支
給
総
額
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て

「
退
職
手
当
支
給
総
額
」
と
い
う
。）
が
、
退
職
手
当
調
整
率
（
国
家
公
務
員
退
職
手
当
法
（
昭
和
二
十
八
年
法

「
退
職
手
当
支
給
総
額
」
と
い
う
。）
が
、
退
職
手
当
調
整
率
（
国
家
公
務
員
退
職
手
当
法
（
昭
和
二
十
八
年
法

律
第
百
八
十
二
号
）
附
則
第
六
項
か
ら
第
八
項
ま
で
及
び
国
家
公
務
員
等
退
職
手
当
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
第
百
八
十
二
号
）
附
則
第
二
十
一
項
か
ら
第
二
十
三
項
ま
で
及
び
国
家
公
務
員
等
退
職
手
当
法
の
一
部
を
改

律
（
昭
和
四
十
八
年
法
律
第
三
十
号
）
附
則
第
五
項
か
ら
第
七
項
ま
で
の
規
定
に
定
め
る
率
を
い
う
。
以
下
同

正
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
八
年
法
律
第
三
十
号
）
附
則
第
五
項
か
ら
第
七
項
ま
で
の
規
定
に
定
め
る
率
を
い
う
。

じ
。）
と
し
て
適
用
さ
れ
る
率
を
当
該
道
府
県
の
条
例
に
規
定
す
る
退
職
手
当
調
整
率
と
み
な
し
て
計
算
し
た
退

以
下
同
じ
。）
と
し
て
適
用
さ
れ
る
率
を
当
該
道
府
県
の
条
例
に
規
定
す
る
退
職
手
当
調
整
率
と
み
な
し
て
計
算

職
手
当
の
支
給
総
額
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
み
な
し
退
職
手
当
支
給
総
額
」
と
い
う
。）
を
上
回
る
道
府
県

し
た
退
職
手
当
の
支
給
総
額
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
み
な
し
退
職
手
当
支
給
総
額
」
と
い
う
。）
を
上
回
る

（
退
職
手
当
支
給
総
額
が
み
な
し
退
職
手
当
支
給
総
額
以
下
と
な
る
道
府
県
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
総
務
大
臣

道
府
県
（
退
職
手
当
支
給
総
額
が
み
な
し
退
職
手
当
支
給
総
額
以
下
と
な
る
道
府
県
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
総

が
認
め
る
道
府
県
を
除
く
。）
に
つ
い
て
は
、
退
職
手
当
支
給
総
額
か
ら
み
な
し
退
職
手
当
支
給
総
額
を
控
除
し

務
大
臣
が
認
め
る
道
府
県
を
除
く
。）
に
つ
い
て
は
、
退
職
手
当
支
給
総
額
か
ら
み
な
し
退
職
手
当
支
給
総
額
を

て
得
た
額
を
加
え
た
額
と
す
る
。

控
除
し
て
得
た
額
を
加
え
た
額
と
す
る
。

７　

令
和
六
年
度
か
ら
令
和
十
一
年
度
ま
で
の
間
に
限
り
、
第
四
条
第
一
項
第
一
号
の
額
は
、
同
号
の
規
定
に
よ

７　

令
和
三
年
度
か
ら
令
和
五
年
度
ま
で
の
間
に
限
り
、
第
四
条
第
一
項
第
一
号
の
額
は
、
同
号
の
規
定
に
よ
つ

つ
て
算
定
し
た
額
に
、
救
急
安
心
セ
ン
タ
ー
事
業
に
要
す
る
経
費
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
に
〇
・
五

て
算
定
し
た
額
に
、
救
急
安
心
セ
ン
タ
ー
事
業
に
要
す
る
経
費
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
に
〇
・
五
を

を
乗
じ
て
得
た
額
を
加
え
た
額
と
す
る
。

乗
じ
て
得
た
額
を
加
え
た
額
と
す
る
。

８　

令
和
三
年
度
か
ら
令
和
七
年
度
ま
で
の
間
に
限
り
、
第
四
条
第
一
項
第
一
号
の
額
は
、
同
号
の
規
定
に
よ
つ

８　

令
和
三
年
度
か
ら
令
和
七
年
度
ま
で
の
間
に
限
り
、
第
四
条
第
一
項
第
一
号
の
額
は
、
同
号
の
規
定
に
よ
つ

て
算
定
し
た
額
に
、
国
の
補
助
金
等
を
受
け
て
実
施
す
る
盛
土
の
安
全
性
を
把
握
す
る
た
め
の
調
査
及
び
防
災

て
算
定
し
た
額
に
、
国
の
補
助
金
等
を
受
け
て
実
施
す
る
盛
土
の
安
全
性
を
把
握
す
る
た
め
の
調
査
及
び
防
災

対
策
等
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額

対
策
等
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額

に
〇
・
五
（
国
の
補
助
率
が
三
分
の
二
と
な
る
場
合
に
あ
つ
て
は
〇
・
七
、
十
分
の
七
と
な
る
場
合
に
あ
つ
て

に
〇
・
五
（
国
の
補
助
率
が
三
分
の
二
と
な
る
場
合
に
あ
つ
て
は
〇
・
七
、
十
分
の
七
と
な
る
場
合
に
あ
つ
て

は
〇
・
八
）
を
乗
じ
て
得
た
額
を
加
え
た
額
と
す
る
。

は
〇
・
八
）
を
乗
じ
て
得
た
額
を
加
え
た
額
と
す
る
。

９　

令
和
三
年
度
か
ら
令
和
七
年
度
ま
で
の
間
に
限
り
、
第
四
条
第
一
項
第
一
号
の
額
は
、
同
号
の
規
定
に
よ
つ

９　

令
和
三
年
度
か
ら
令
和
七
年
度
ま
で
の
間
に
限
り
、
第
四
条
第
一
項
第
一
号
の
額
は
、
同
号
の
規
定
に
よ
つ

て
算
定
し
た
額
に
、
旧
公
害
防
止
対
策
事
業
（
旧
公
害
の
防
止
に
関
す
る
事
業
に
係
る
国
の
財
政
上
の
特
別
措

て
算
定
し
た
額
に
、
旧
公
害
防
止
対
策
事
業
（
旧
公
害
の
防
止
に
関
す
る
事
業
に
係
る
国
の
財
政
上
の
特
別
措

置
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
七
十
号
）
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
公
害
防
止
対
策
事
業
と
同

置
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
七
十
号
）
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
公
害
防
止
対
策
事
業
と
同

種
で
あ
り
、
か
つ
、
一
体
と
し
て
実
施
さ
れ
る
事
業
を
い
う
。）
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定
の

種
で
あ
り
、
か
つ
、
一
体
と
し
て
実
施
さ
れ
る
事
業
を
い
う
。）
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定
の

基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
に
〇
・
四
五
を
乗
じ
て
得
た
額
を
加
え
た
額
と
す
る
。

基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
に
〇
・
四
五
を
乗
じ
て
得
た
額
を
加
え
た
額
と
す
る
。

　

令
和
五
年
度
か
ら
令
和
七
年
度
ま
で
の
間
に
限
り
、
第
四
条
第
一
項
第
一
号
の
額
は
、
同
号
の
規
定
に
よ
つ

　

令
和
五
年
度
か
ら
令
和
七
年
度
ま
で
の
間
に
限
り
、
第
四
条
第
一
項
第
一
号
の
額
は
、
同
号
の
規
定
に
よ
つ

10

10

て
算
定
し
た
額
に
、
次
の
各
号
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
の
合
算
額
を
加
え
た
額
と
す
る
。 

て
算
定
し
た
額
に
、
次
の
各
号
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
の
合
算
額
を
加
え
た
額
と
す
る
。 

一　

次
に
掲
げ
る
額
の
合
算
額
に
〇
・
七
を
乗
じ
て
得
た
額 

一　

次
に
掲
げ
る
額
の
合
算
額
に
〇
・
七
を
乗
じ
て
得
た
額 

イ　

市
町
村
の
デ
ジ
タ
ル
化
（
デ
ジ
タ
ル
社
会
形
成
基
本
法
（
令
和
三
年
法
律
第
三
十
五
号
）
第
二
条
に
規

イ　

市
町
村
の
デ
ジ
タ
ル
化
（
デ
ジ
タ
ル
社
会
形
成
基
本
法
（
令
和
三
年
法
律
第
三
十
五
号
）
第
二
条
に
規

定
す
る
デ
ジ
タ
ル
社
会
の
形
成
に
資
す
る
取
組
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
の
推
進
に
係
る
支
援
業
務
に
従
事

定
す
る
デ
ジ
タ
ル
社
会
の
形
成
に
資
す
る
取
組
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
の
推
進
に
係
る
支
援
業
務
に
従
事

す
る
外
部
人
材
等
を
任
用
等
す
る
た
め
の
経
費
の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し

す
る
外
部
人
材
等
を
任
用
等
す
る
た
め
の
経
費
の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
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て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
（
当
該
外
部
人
材
等
一
人
当
た
り
の
当
該
額
が
二
〇
、
〇
〇
〇
、
〇
〇
〇
円

て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
（
当
該
外
部
人
材
等
一
人
当
た
り
の
当
該
額
が
二
〇
、
〇
〇
〇
、
〇
〇
〇
円

を
超
え
る
と
き
は
当
該
外
部
人
材
等
一
人
当
た
り
二
〇
、
〇
〇
〇
、
〇
〇
〇
円
と
す
る
。）

を
超
え
る
と
き
は
当
該
外
部
人
材
等
一
人
当
た
り
二
〇
、
〇
〇
〇
、
〇
〇
〇
円
と
す
る
。）

ロ　

市
町
村
の
デ
ジ
タ
ル
化
の
推
進
に
係
る
支
援
業
務
に
従
事
す
る
外
部
人
材
等
を
募
集
す
る
た
め
の
経
費

ロ　

市
町
村
の
デ
ジ
タ
ル
化
の
推
進
に
係
る
支
援
業
務
に
従
事
す
る
外
部
人
材
等
を
募
集
す
る
た
め
の
経
費

の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
（
当
該
額
が
一
、

の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
（
当
該
額
が
一
、

〇
〇
〇
、
〇
〇
〇
円
を
超
え
る
と
き
は
一
、
〇
〇
〇
、
〇
〇
〇
円
と
す
る
。）

〇
〇
〇
、
〇
〇
〇
円
を
超
え
る
と
き
は
一
、
〇
〇
〇
、
〇
〇
〇
円
と
す
る
。）

二　

当
該
道
府
県
に
お
け
る
デ
ジ
タ
ル
化
の
取
組
の
中
核
と
な
る
職
員
の
育
成
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
特
別
交

二　

当
該
道
府
県
に
お
け
る
デ
ジ
タ
ル
化
の
取
組
の
中
核
と
な
る
職
員
の
育
成
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
特
別
交

付
税
の
算
定
の
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
に
〇
・
七
を
乗
じ
て
得
た
額

付
税
の
算
定
の
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
に
〇
・
七
を
乗
じ
て
得
た
額

　

令
和
五
年
度
か
ら
令
和
八
年
度
ま
で
の
間
に
限
り
、
第
四
条
第
一
項
第
一
号
の
額
は
、
同
号
の
規
定
に
よ
つ

　

令
和
五
年
度
か
ら
令
和
八
年
度
ま
で
の
間
に
限
り
、
第
四
条
第
一
項
第
一
号
の
額
は
、
同
号
の
規
定
に
よ
つ

11

11

て
算
定
し
た
額
に
、
職
業
能
力
開
発
促
進
法
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
六
十
四
号
）
第
十
五
条
第
一
項
に
規
定

て
算
定
し
た
額
に
、
職
業
能
力
開
発
促
進
法
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
六
十
四
号
）
第
十
五
条
第
一
項
に
規
定

す
る
協
議
会
が
策
定
す
る
地
域
職
業
訓
練
実
施
計
画
に
基
づ
き
、
当
該
道
府
県
が
地
方
単
独
事
業
と
し
て
行
う

す
る
協
議
会
が
策
定
す
る
地
域
職
業
訓
練
実
施
計
画
に
基
づ
き
、
当
該
道
府
県
が
地
方
単
独
事
業
と
し
て
行
う

地
域
に
お
け
る
リ
ス
キ
リ
ン
グ
の
推
進
に
関
す
る
事
業
（
将
来
に
お
い
て
成
長
発
展
が
期
待
さ
れ
る
分
野
に
お

地
域
に
お
け
る
リ
ス
キ
リ
ン
グ
の
推
進
に
関
す
る
事
業
（
将
来
に
お
い
て
成
長
発
展
が
期
待
さ
れ
る
分
野
に
お

け
る
事
業
で
あ
つ
て
、
中
小
企
業
等
の
経
営
者
、
従
業
員
等
に
対
し
て
行
わ
れ
る
も
の
に
限
る
。）
に
要
す
る
経

け
る
事
業
で
あ
つ
て
、
中
小
企
業
等
の
経
営
者
、
従
業
員
等
に
対
し
て
行
わ
れ
る
も
の
に
限
る
。）
に
要
す
る
経

費
の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
に
〇
・
五
を
乗
じ
て

費
の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
に
〇
・
五
を
乗
じ
て

得
た
額
を
加
え
た
額
と
す
る
。

得
た
額
を
加
え
た
額
と
す
る
。

令
和
六
年
度
及
び
令
和
七
年
度
に
限
り
、
第
四
条
第
一
項
第
一
号
の
額
は
、
同
号
の
規
定
に
よ
つ
て
算
定
し

［
新
設
］

12
た
額
に
、
次
の
各
号
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
の
合
算
額
を
加
え
た
額
と
す
る
。

一　

消
防
学
校
に
お
け
る
女
性
の
消
防
吏
員
の
利
用
に
供
す
る
施
設
の
整
備
に
要
す
る
経
費
と
し
て
総
務
大
臣

が
調
査
し
た
額
に
〇
・
五
を
乗
じ
て
得
た
額
に
、
財
政
力
指
数
が
〇
・
八
以
上
の
道
府
県
に
あ
つ
て
は
〇
・

二
を
、
〇
・
五
以
上
〇
・
八
未
満
の
道
府
県
に
あ
つ
て
は
三
分
の
七
か
ら
当
該
道
府
県
の
財
政
力
指
数
に
三

分
の
八
を
乗
じ
て
得
た
数
を
控
除
し
て
得
た
数
（
小
数
点
以
下
二
位
未
満
は
、
四
捨
五
入
す
る
。）
を
、
〇
・

五
未
満
の
道
府
県
に
あ
つ
て
は
一
・
〇
を
そ
れ
ぞ
れ
乗
じ
て
得
た
額
（
表
示
単
位
は
千
円
と
し
、
表
示
単
位

未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。）

二　

令
和
七
年
に
開
催
さ
れ
る
国
際
博
覧
会
に
お
け
る
万
博
国
際
交
流
自
治
体
と
し
て
登
録
さ
れ
た
道
府
県
に

よ
る
交
流
計
画
の
実
施
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
、
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務

大
臣
が
調
査
し
た
額
に
〇
・
五
を
乗
じ
て
得
た
額

（
市
町
村
に
係
る
三
月
分
の
算
定
方
法
の
特
例
）

（
市
町
村
に
係
る
三
月
分
の
算
定
方
法
の
特
例
）

第
七
条　

令
和
六
年
度
に
限
り
、
第
五
条
第
一
項
第
一
号
イ
の
額
は
、
同
号
イ
の
規
定
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
に
、

第
七
条　

令
和
五
年
度
に
限
り
、
第
五
条
第
一
項
第
一
号
イ
の
額
は
、
同
号
イ
の
規
定
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
に
、

次
の
各
号
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
の
合
算
額
を
加
え
た
額
と
す
る
。

次
の
各
号
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
の
合
算
額
を
加
え
た
額
と
す
る
。

一　

水
俣
病
影
響
地
域
の
再
生
・
振
興
に
資
す
る
た
め
、
地
域
住
民
の
絆
の
修
復
並
び
に
水
俣
病
発
生
地
域
に

一　

水
俣
病
影
響
地
域
の
再
生
・
振
興
に
資
す
る
た
め
、
地
域
住
民
の
絆
の
修
復
並
び
に
水
俣
病
発
生
地
域
に

お
け
る
健
康
上
の
不
安
の
解
消
及
び
健
康
増
進
を
図
る
事
業
の
実
施
の
拠
点
と
な
る
施
設
の
設
置
及
び
運
営

お
け
る
健
康
上
の
不
安
の
解
消
及
び
健
康
増
進
を
図
る
事
業
の
実
施
の
拠
点
と
な
る
施
設
の
設
置
及
び
運
営

を
事
業
と
す
る
旧
民
法
法
人
に
出
資
す
る
た
め
借
り
入
れ
た
地
方
債
の
当
該
年
度
に
お
け
る
元
利
償
還
金
の

を
事
業
と
す
る
旧
民
法
法
人
に
出
資
す
る
た
め
借
り
入
れ
た
地
方
債
の
当
該
年
度
に
お
け
る
元
利
償
還
金
の

額
に
〇
・
八
を
乗
じ
て
得
た
額
（
表
示
単
位
は
千
円
と
し
、
表
示
単
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の

額
に
〇
・
八
を
乗
じ
て
得
た
額
（
表
示
単
位
は
千
円
と
し
、
表
示
単
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の

端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。）

端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。）

二　

前
条
第
一
項
第
十
九
号
に
規
定
す
る
算
定
方
法
に
準
じ
て
算
定
し
た
額
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
号
中

二　

前
条
第
一
項
第
十
九
号
に
規
定
す
る
算
定
方
法
に
準
じ
て
算
定
し
た
額
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
号
中

「
道
府
県
」
と
あ
る
の
は
、「
市
町
村
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

「
道
府
県
」
と
あ
る
の
は
「
市
町
村
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

［
削
る
］

三　

前
条
第
一
項
第
二
十
号
に
規
定
す
る
算
定
方
法
に
準
じ
て
算
定
し
た
額

三　

前
条
第
一
項
第
二
十
号
に
規
定
す
る
算
定
方
法
に
準
じ
て
算
定
し
た
額

四　

前
条
第
一
項
第
二
十
一
号
に
規
定
す
る
算
定
方
法
に
準
じ
て
算
定
し
た
額

［
削
る
］

五　

前
条
第
一
項
第
二
十
九
号
に
規
定
す
る
算
定
方
法
に
準
じ
て
算
定
し
た
額

68 / 80



［
削
る
］

六　

前
条
第
一
項
第
三
十
号
に
規
定
す
る
算
定
方
法
に
準
じ
て
算
定
し
た
額

四　

前
条
第
一
項
第
三
十
三
号
に
規
定
す
る
算
定
方
法
に
準
じ
て
算
定
し
た
額
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
号

七　

前
条
第
一
項
第
三
十
七
号
に
規
定
す
る
算
定
方
法
に
準
じ
て
算
定
し
た
額

中
「
道
府
県
」
と
あ
る
の
は
、「
市
町
村
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

五　

前
条
第
一
項
第
三
十
四
号
に
規
定
す
る
算
定
方
法
に
準
じ
て
算
定
し
た
額

八　

前
条
第
一
項
第
三
十
八
号
に
規
定
す
る
算
定
方
法
に
準
じ
て
算
定
し
た
額

六　

国
の
補
助
金
を
受
け
て
実
施
す
る
災
害
公
営
住
宅
の
家
賃
低
廉
化
事
業
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
特
別
交
付

九　

国
の
補
助
金
を
受
け
て
実
施
す
る
災
害
公
営
住
宅
の
家
賃
低
廉
化
事
業
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
特
別
交
付

税
の
算
定
の
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
に
〇
・
八
を
乗
じ
て
得
た
額

税
の
算
定
の
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
に
〇
・
八
を
乗
じ
て
得
た
額

２　

平
成
二
十
九
年
度
か
ら
令
和
八
年
度
ま
で
の
間
に
限
り
、
第
五
条
第
一
項
第
一
号
イ
の
額
は
、
同
号
イ
の
規

２　

平
成
二
十
九
年
度
か
ら
令
和
八
年
度
ま
で
の
間
に
限
り
、
第
五
条
第
一
項
第
一
号
イ
の
額
は
、
同
号
イ
の
規

定
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
に
、
健
全
化
法
第
二
条
第
六
号
に
規
定
す
る
財
政
の
再
生
が
長
期
に
わ
た
り
図
ら
れ

定
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
に
、
健
全
化
法
第
二
条
第
六
号
に
規
定
す
る
財
政
の
再
生
が
長
期
に
わ
た
り
図
ら
れ

て
き
て
お
り
、
そ
の
ま
ま
継
続
さ
れ
れ
ば
、
人
口
の
著
し
い
減
少
及
び
少
子
高
齢
化
が
更
に
進
み
、
地
域
社
会

て
き
て
お
り
、
そ
の
ま
ま
継
続
さ
れ
れ
ば
、
人
口
の
著
し
い
減
少
及
び
少
子
高
齢
化
が
更
に
進
み
、
地
域
社
会

に
お
け
る
活
力
が
低
下
し
続
け
、
地
域
の
自
立
的
発
展
に
支
障
が
生
ず
る
事
態
に
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
、

に
お
け
る
活
力
が
低
下
し
続
け
、
地
域
の
自
立
的
発
展
に
支
障
が
生
ず
る
事
態
に
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
、

当
該
事
態
に
な
る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
、
財
政
再
生
計
画
に
つ
い
て
健
全
化
法
第
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ

当
該
事
態
に
な
る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
、
財
政
再
生
計
画
に
つ
い
て
健
全
化
法
第
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ

る
総
務
大
臣
の
同
意
を
得
た
健
全
化
法
第
九
条
第
四
項
に
規
定
す
る
財
政
再
生
団
体
が
行
う
事
業
に
要
す
る
経

る
総
務
大
臣
の
同
意
を
得
た
健
全
化
法
第
九
条
第
四
項
に
規
定
す
る
財
政
再
生
団
体
が
行
う
事
業
に
要
す
る
経

費
の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
に
三
分
の
二
を
乗
じ

費
の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
に
三
分
の
二
を
乗
じ

て
得
た
額
（
表
示
単
位
は
千
円
と
し
、
表
示
単
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。）

て
得
た
額
（
表
示
単
位
は
千
円
と
し
、
表
示
単
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。）

を
加
え
た
額
と
す
る
。

を
加
え
た
額
と
す
る
。

３　

令
和
六
年
度
に
限
り
、
第
五
条
第
一
項
第
一
号
ロ
の
額
は
、
同
号
ロ
の
規
定
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
に
、
次

３　

令
和
五
年
度
に
限
り
、
第
五
条
第
一
項
第
一
号
ロ
の
額
は
、
同
号
ロ
の
規
定
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
に
、
次

の
各
号
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
又
は
次
の
各
号
に
規
定
す
る
算
定
方
法
に
準
ず
る
算
定
方
法
に
よ
つ
て
都
道
府

の
各
号
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
又
は
次
の
各
号
に
規
定
す
る
算
定
方
法
に
準
ず
る
算
定
方
法
に
よ
つ
て
都
道
府

県
知
事
が
算
定
し
た
額
（
表
示
単
位
は
千
円
と
し
、
表
示
単
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四

県
知
事
が
算
定
し
た
額
（
表
示
単
位
は
千
円
と
し
、
表
示
単
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四

捨
五
入
す
る
。）
を
加
え
た
額
と
す
る
。

捨
五
入
す
る
。）
を
加
え
た
額
と
す
る
。

一　

特
別
交
付
税
に
関
す
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
十
五
年
総
務
省
令
第
三
十
九
号
）
に
よ
る

一　

特
別
交
付
税
に
関
す
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
十
五
年
総
務
省
令
第
三
十
九
号
）
に
よ
る

改
正
前
の
特
別
交
付
税
に
関
す
る
省
令
第
五
条
第
一
項
第
一
号
ロ
の
表
第
三
号
に
係
る
算
定
額
の
著
し
い
変

改
正
前
の
特
別
交
付
税
に
関
す
る
省
令
第
五
条
第
一
項
第
一
号
ロ
の
表
第
三
号
に
係
る
算
定
額
の
著
し
い
変

動
を
緩
和
す
る
た
め
に
必
要
な
額
と
し
て
総
務
大
臣
が
算
定
し
た
額

動
を
緩
和
す
る
た
め
に
必
要
な
額
と
し
て
総
務
大
臣
が
算
定
し
た
額

二　

災
害
の
た
め
へ
き
地
児
童
生
徒
等
援
助
費
補
助
金
を
受
け
て
実
施
す
る
市
町
村
立
の
小
学
校
及
び
義
務
教

二　

災
害
の
た
め
へ
き
地
児
童
生
徒
等
援
助
費
補
助
金
を
受
け
て
実
施
す
る
市
町
村
立
の
小
学
校
及
び
義
務
教

育
学
校
の
前
期
課
程
並
び
に
中
学
校
、
義
務
教
育
学
校
の
後
期
課
程
及
び
中
等
教
育
学
校
の
前
期
課
程
並
び

育
学
校
の
前
期
課
程
並
び
に
中
学
校
、
義
務
教
育
学
校
の
後
期
課
程
及
び
中
等
教
育
学
校
の
前
期
課
程
の
通

に
高
等
学
校
及
び
中
等
教
育
学
校
の
後
期
課
程
の
通
学
対
策
に
要
す
る
経
費
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た

学
対
策
に
要
す
る
経
費
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
に
〇
・
八
を
乗
じ
て
得
た
額
か
ら
第
三
条
第
一
項

額
に
〇
・
八
を
乗
じ
て
得
た
額
か
ら
第
三
条
第
一
項
第
三
号
イ
の
表
第
六
十
号
及
び
同
表
第
六
十
二
号
の
規

第
三
号
イ
の
表
第
六
十
号
及
び
同
表
第
六
十
二
号
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
額
（
令
和
五
年
度
に
お
け
る
当

定
に
よ
り
算
定
し
た
額
（
令
和
六
年
度
に
お
け
る
当
該
災
害
に
係
る
も
の
又
は
令
和
六
年
能
登
半
島
地
震
に

該
災
害
に
係
る
も
の
に
限
る
。）
を
控
除
し
た
額

係
る
も
の
に
限
る
。）
を
控
除
し
た
額

４　

令
和
六
年
度
に
限
り
、
第
五
条
第
一
項
第
二
号
の
額
は
、
同
号
の
規
定
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
に
、
普
通
交

４　

令
和
五
年
度
に
限
り
、
第
五
条
第
一
項
第
二
号
の
額
は
、
同
号
の
規
定
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
に
、
普
通
交

付
税
に
関
す
る
省
令
第
三
十
四
条
（
た
だ
し
書
を
除
く
。）
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
額
が
負
と
な
る
場
合
に
お

付
税
に
関
す
る
省
令
第
三
十
四
条
（
た
だ
し
書
を
除
く
。）
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
額
が
負
と
な
る
場
合
に
お

け
る
当
該
負
と
な
る
額
（
表
示
単
位
は
千
円
と
し
、
表
示
単
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四

け
る
当
該
負
と
な
る
額
（
表
示
単
位
は
千
円
と
し
、
表
示
単
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四

捨
五
入
す
る
。）
を
加
え
た
額
と
す
る
。

捨
五
入
す
る
。）
を
加
え
た
額
と
す
る
。

５　

令
和
六
年
度
に
限
り
、
第
五
条
第
一
項
第
三
号
イ
の
額
は
、
同
号
イ
の
規
定
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
に
、
次

５　

令
和
五
年
度
に
限
り
、
第
五
条
第
一
項
第
三
号
イ
の
額
は
、
同
号
イ
の
規
定
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
に
、
次

の
各
号
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
（
第
二
号
、
第
三
号
、
第
八
号
、
第
十
四
号
、
第
十
六
号
、
第
十
七
号
、
第
二

の
各
号
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
（
第
二
号
、
第
三
号
、
第
八
号
、
第
十
四
号
、
第
十
六
号
、
第
十
七
号
、
第
二

十
号
、
第
二
十
三
号
、
第
二
十
四
号
、
第
二
十
六
号
、
第
二
十
七
号
、
第
三
十
号
、
第
三
十
一
号
及
び
第
三
十

十
号
、
第
二
十
三
号
、
第
二
十
四
号
、
第
二
十
七
号
及
び
第
二
十
八
号
に
掲
げ
る
額
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の

三
号
に
掲
げ
る
額
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
に
、
財
政
力
指
数
が
〇
・
八
以
上
の

規
定
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
に
、
財
政
力
指
数
が
〇
・
八
以
上
の
市
町
村
に
あ
つ
て
は
〇
・
五
を
、
〇
・
五
以

市
町
村
に
あ
つ
て
は
〇
・
五
を
、
〇
・
五
以
上
〇
・
八
未
満
の
市
町
村
に
あ
つ
て
は
六
分
の
十
一
か
ら
当
該
市

上
〇
・
八
未
満
の
市
町
村
に
あ
つ
て
は
六
分
の
十
一
か
ら
当
該
市
町
村
の
財
政
力
指
数
に
三
分
の
五
を
乗
じ
て

町
村
の
財
政
力
指
数
に
三
分
の
五
を
乗
じ
て
得
た
数
を
控
除
し
て
得
た
数
（
小
数
点
以
下
二
位
未
満
は
、
四
捨

得
た
数
を
控
除
し
て
得
た
数
（
小
数
点
以
下
二
位
未
満
は
、
四
捨
五
入
す
る
。）
を
、
〇
・
五
未
満
の
市
町
村
に
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五
入
す
る
。）
を
、
〇
・
五
未
満
の
市
町
村
に
あ
つ
て
は
一
・
〇
を
そ
れ
ぞ
れ
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。）（
表
示

あ
つ
て
は
一
・
〇
を
そ
れ
ぞ
れ
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。
）（
表
示
単
位
は
千
円
と
し
、
表
示
単
位
未
満
の
端
数

単
位
は
千
円
と
し
、
表
示
単
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。）
の
合
算
額
を
加

が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。）
の
合
算
額
を
加
え
た
額
と
す
る
。

え
た
額
と
す
る
。

一　

文
化
財
等
の
電
磁
的
方
法
（
電
子
的
方
法
、
磁
気
的
方
法
そ
の
他
の
人
の
知
覚
に
よ
つ
て
認
識
す
る
こ
と

一　

文
化
財
等
の
電
磁
的
方
法
（
電
子
的
方
法
、
磁
気
的
方
法
そ
の
他
の
人
の
知
覚
に
よ
つ
て
認
識
す
る
こ
と

が
で
き
な
い
方
法
を
い
う
。）
に
よ
る
保
存
、
発
信
等
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と

が
で
き
な
い
方
法
を
い
う
。）
に
よ
る
保
存
、
発
信
等
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と

す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
に
〇
・
五
を
乗
じ
て
得
た
額
（
当
該
額
が
三
六
、
〇
〇
〇
、

す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
に
〇
・
五
を
乗
じ
て
得
た
額
（
当
該
額
が
三
六
、
〇
〇
〇
、

〇
〇
〇
円
を
超
え
る
と
き
は
、
三
六
、
〇
〇
〇
、
〇
〇
〇
円
と
す
る
。）

〇
〇
〇
円
を
超
え
る
と
き
は
、
三
六
、
〇
〇
〇
、
〇
〇
〇
円
と
す
る
。）

二　

高
齢
者
居
住
安
定
確
保
法
施
行
令
第
一
条
、
第
四
条
、
第
六
条
第
一
号
若
し
く
は
第
二
号
又
は
第
八
条
第

二　

高
齢
者
居
住
安
定
確
保
法
施
行
令
第
一
条
、
第
四
条
、
第
六
条
第
一
号
若
し
く
は
第
二
号
又
は
第
八
条
第

一
号
若
し
く
は
第
二
号
に
規
定
す
る
賃
貸
住
宅
の
建
設
又
は
整
備
に
要
す
る
費
用
の
う
ち
当
該
年
度
に
お
い

一
号
若
し
く
は
第
二
号
に
規
定
す
る
賃
貸
住
宅
の
建
設
又
は
整
備
に
要
す
る
費
用
の
う
ち
当
該
年
度
に
お
い

て
当
該
市
町
村
が
負
担
す
べ
き
額
と
高
齢
者
居
住
安
定
確
保
法
施
行
令
第
五
条
、
第
六
条
第
三
号
又
は
第
八

て
当
該
市
町
村
が
負
担
す
べ
き
額
と
高
齢
者
居
住
安
定
確
保
法
施
行
令
第
五
条
、
第
六
条
第
三
号
又
は
第
八

条
第
三
号
に
規
定
す
る
減
額
前
の
家
賃
の
額
か
ら
入
居
者
の
所
得
、
住
宅
の
規
模
等
を
勘
案
し
て
国
土
交
通

条
第
三
号
に
規
定
す
る
減
額
前
の
家
賃
の
額
か
ら
入
居
者
の
所
得
、
住
宅
の
規
模
等
を
勘
案
し
て
国
土
交
通

大
臣
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
額
を
控
除
し
た
額
の
う
ち
当
該
年
度
に
お
い
て
当
該
市
町
村
が
負

大
臣
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
額
を
控
除
し
た
額
の
う
ち
当
該
年
度
に
お
い
て
当
該
市
町
村
が
負

担
す
べ
き
額
の
合
算
額
に
〇
・
五
を
乗
じ
て
得
た
額

担
す
べ
き
額
の
合
算
額
に
〇
・
五
を
乗
じ
て
得
た
額

三　

前
条
第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
算
定
方
法
に
準
じ
て
算
定
し
た
額
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
号
中
「
道

三　

前
条
第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
算
定
方
法
に
準
じ
て
算
定
し
た
額
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
号
中
「
道

府
県
」
と
あ
る
の
は
、「
市
町
村
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

府
県
」
と
あ
る
の
は
「
市
町
村
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

四　

前
条
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
算
定
方
法
に
準
じ
て
算
定
し
た
額
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
号
中
「
〇
・

四　

前
条
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
算
定
方
法
に
準
じ
て
算
定
し
た
額
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
号
中
「
〇
・

一
」
と
あ
る
の
は
、「
〇
・
三
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

一
」
と
あ
る
の
は
「
〇
・
三
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

五　

次
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
の
合
算
額

五　

へ
き
地
保
健
医
療
事
業
実
施
計
画
に
基
づ
く
前
年
度
分
の
へ
き
地
診
療
所
等
に
係
る
施
設
整
備
事
業
（
病

イ　

へ
き
地
保
健
医
療
事
業
実
施
計
画
に
基
づ
く
前
年
度
分
の
へ
き
地
診
療
所
等
に
係
る
施
設
整
備
事
業
（
病

院
事
業
会
計
に
係
る
事
業
を
除
く
。）
に
要
す
る
経
費
に
充
て
る
た
め
令
和
五
年
十
月
一
日
以
降
に
借
り
入
れ

院
事
業
会
計
に
係
る
事
業
を
除
く
。）
に
要
す
る
経
費
に
充
て
る
た
め
令
和
六
年
十
月
一
日
以
降
に
借
り
入

た
地
方
債
の
当
該
年
度
に
お
け
る
元
利
償
還
金
の
額
に
〇
・
六
を
乗
じ
て
得
た
額

れ
た
地
方
債
の
当
該
年
度
に
お
け
る
元
利
償
還
金
の
額
に
〇
・
六
を
乗
じ
て
得
た
額

ロ　

附
則
第
五
条
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
算
定
方
法
に
準
じ
て
算
定
し
た
額
（
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

同
号
中
「52,000

円

」
と
あ
る
の
は
「54,000

円

」
と
、「31,000

円

」
と
あ
る
の
は
「32,000

円

」
と
読

み
替
え
る
も
の
と
す
る
。）
か
ら
附
則
第
五
条
第
二
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
額
を
控
除
し
た
額

六　

次
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
の
合
算
額

六　

次
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
の
合
算
額

イ　

国
の
補
助
金
を
受
け
て
実
施
す
る
沖
縄
振
興
特
別
措
置
法
第
九
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
沖
縄
振
興

イ　

国
の
補
助
金
を
受
け
て
実
施
す
る
沖
縄
振
興
特
別
措
置
法
第
九
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
沖
縄
振
興

交
付
金
事
業
計
画
に
基
づ
く
事
業
（
非
公
共
事
業
の
う
ち
地
方
債
を
起
こ
す
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
に
限

交
付
金
事
業
計
画
に
基
づ
く
事
業
（
非
公
共
事
業
の
う
ち
地
方
債
を
起
こ
す
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
に
限

る
。）
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た

る
。）
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た

額
に
〇
・
五
を
乗
じ
て
得
た
額

額
に
〇
・
五
を
乗
じ
て
得
た
額

ロ　

国
の
補
助
金
を
受
け
て
実
施
す
る
沖
縄
振
興
特
定
事
業
（
地
方
債
を
起
こ
す
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
に

ロ　

国
の
補
助
金
を
受
け
て
実
施
す
る
沖
縄
振
興
特
定
事
業
（
地
方
債
を
起
こ
す
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
に

限
る
。）
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し

限
る
。）
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し

た
額
に
〇
・
五
を
乗
じ
て
得
た
額

た
額
に
〇
・
五
を
乗
じ
て
得
た
額

七　

前
条
第
一
項
第
七
号
に
規
定
す
る
算
定
方
法
に
準
じ
て
算
定
し
た
額

七　

前
条
第
一
項
第
七
号
に
規
定
す
る
算
定
方
法
に
準
じ
て
算
定
し
た
額

八　

森
林
法
第
十
条
の
五
の
規
定
に
基
づ
き
当
該
市
町
村
が
作
成
す
る
市
町
村
森
林
整
備
計
画
に
お
い
て
定
め

八　

森
林
法
第
十
条
の
五
の
規
定
に
基
づ
き
当
該
市
町
村
が
作
成
す
る
市
町
村
森
林
整
備
計
画
に
お
い
て
定
め

る
公
益
的
機
能
別
施
業
森
林
区
域
内
で
当
該
市
町
村
が
森
林
所
有
者
等
と
協
定
等
を
締
結
し
て
行
う
森
林
整

る
公
益
的
機
能
別
施
業
森
林
区
域
内
で
当
該
市
町
村
が
森
林
所
有
者
等
と
協
定
等
を
締
結
し
て
行
う
森
林
整

備
事
業
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た

備
事
業
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た

額
に
〇
・
七
を
乗
じ
て
得
た
額

額
に
〇
・
七
を
乗
じ
て
得
た
額

九　

地
方
公
営
企
業
法
第
二
条
第
一
項
第
七
号
に
規
定
す
る
ガ
ス
事
業
と
し
て
実
施
す
る
経
年
管
対
策
事
業
に

九　

地
方
公
営
企
業
法
第
二
条
第
一
項
第
七
号
に
規
定
す
る
ガ
ス
事
業
と
し
て
実
施
す
る
経
年
管
対
策
事
業
に
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係
る
経
費
の
う
ち
、
一
般
会
計
が
ガ
ス
事
業
特
別
会
計
に
出
資
す
る
た
め
に
借
り
入
れ
た
地
方
債
（
平
成
二

係
る
経
費
の
う
ち
、
一
般
会
計
が
ガ
ス
事
業
特
別
会
計
に
出
資
す
る
た
め
に
借
り
入
れ
た
地
方
債
（
平
成
二

十
年
度
か
ら
平
成
二
十
七
年
度
ま
で
の
間
に
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
も
の
に
限
る
。）
の
当
該

十
年
度
か
ら
平
成
二
十
七
年
度
ま
で
の
間
に
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
も
の
に
限
る
。）
の
当
該

年
度
に
お
け
る
元
利
償
還
金
の
額
に
〇
・
五
を
乗
じ
て
得
た
額

年
度
に
お
け
る
元
利
償
還
金
の
額
に
〇
・
五
を
乗
じ
て
得
た
額

十　

前
条
第
一
項
第
十
号
に
規
定
す
る
算
定
方
法
に
準
じ
て
算
定
し
た
額

十　

前
条
第
一
項
第
十
号
に
規
定
す
る
算
定
方
法
に
準
じ
て
算
定
し
た
額

十
一　

前
条
第
一
項
第
十
二
号
に
規
定
す
る
算
定
方
法
に
準
じ
て
算
定
し
た
額

十
一　

前
条
第
一
項
第
十
二
号
に
規
定
す
る
算
定
方
法
に
準
じ
て
算
定
し
た
額

十
二　

配
偶
者
か
ら
の
暴
力
の
防
止
及
び
被
害
者
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
三
年
法
律
第
三
十
一
号
）

十
二　

配
偶
者
か
ら
の
暴
力
の
防
止
及
び
被
害
者
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
三
年
法
律
第
三
十
一
号
）

第
二
条
の
三
第
三
項
に
規
定
す
る
市
町
村
基
本
計
画
の
作
成
に
要
す
る
経
費
、
同
法
第
三
条
第
二
項
に
規
定

第
二
条
の
三
第
三
項
に
規
定
す
る
市
町
村
基
本
計
画
の
作
成
に
要
す
る
経
費
、
同
法
第
三
条
第
二
項
に
規
定

す
る
配
偶
者
暴
力
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
が
行
う
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
業
務
に
要
す
る
経
費
及
び
ス
ト
ー

す
る
配
偶
者
暴
力
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
が
行
う
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
業
務
に
要
す
る
経
費
及
び
ス
ト
ー

カ
ー
行
為
等
の
相
手
方
に
対
す
る
婦
人
相
談
所
そ
の
他
の
施
設
に
よ
る
支
援
に
要
す
る
経
費
並
び
に
緊
急
時

カ
ー
行
為
等
の
相
手
方
に
対
す
る
婦
人
相
談
所
そ
の
他
の
施
設
に
よ
る
支
援
に
要
す
る
経
費
並
び
に
緊
急
時

に
お
け
る
安
全
の
確
保
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大

に
お
け
る
安
全
の
確
保
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大

臣
が
調
査
し
た
額
に
〇
・
五
を
乗
じ
て
得
た
額

臣
が
調
査
し
た
額
に
〇
・
五
を
乗
じ
て
得
た
額

十
三　

地
方
税
法
附
則
第
十
七
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
修
正
基
準
に
基
づ
く
固
定
資
産
の
価
格
の
修
正
の

十
三　

地
方
税
法
第
三
百
八
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
固
定
資
産
評
価
基
準
に
基
づ
く
固
定
資
産
の
価
格
の

た
め
、
宅
地
の
価
格
の
下
落
状
況
の
把
握
に
要
し
た
経
費
の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と
す
べ
き
も

修
正
の
た
め
、
宅
地
の
価
格
の
下
落
状
況
の
把
握
に
要
し
た
経
費
の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と
す

の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
に
〇
・
三
を
乗
じ
て
得
た
額

べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
に
〇
・
三
を
乗
じ
て
得
た
額

十
四　

前
条
第
一
項
第
十
四
号
に
規
定
す
る
算
定
方
法
に
準
じ
て
算
定
し
た
額

十
四　

前
条
第
一
項
第
十
四
号
に
規
定
す
る
算
定
方
法
に
準
じ
て
算
定
し
た
額

十
五　

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
九
条
に
基
づ
き
指
定
都
市
が
実
施
す
る
事
務

十
五　

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
九
条
に
基
づ
き
指
定
都
市
が
実
施
す
る
事
務

に
要
す
る
経
費
と
し
て
、
当
該
年
度
に
お
い
て
当
該
指
定
都
市
が
認
定
又
は
仮
認
定
を
し
た
法
人
の
数
に
四

に
要
す
る
経
費
と
し
て
、
当
該
年
度
に
お
い
て
当
該
指
定
都
市
が
認
定
又
は
仮
認
定
を
し
た
法
人
の
数
に
四

八
五
、
八
八
七
円
を
乗
じ
て
得
た
額

八
〇
、
四
九
〇
円
を
乗
じ
て
得
た
額

十
六　

前
条
第
一
項
第
十
五
号
に
規
定
す
る
算
定
方
法
に
準
じ
て
算
定
し
た
額
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
号

十
六　

前
条
第
一
項
第
十
五
号
に
規
定
す
る
算
定
方
法
に
準
じ
て
算
定
し
た
額
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
号

中
「
道
府
県
」
と
あ
る
の
は
「
市
町
村
」
と
、「
〇
・
五
」
と
あ
る
の
は
「
〇
・
七
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と

中
「
道
府
県
」
と
あ
る
の
は
「
市
町
村
」
と
、「
〇
・
五
」
と
あ
る
の
は
「
〇
・
七
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と

す
る
。

す
る
。

十
七　

前
条
第
一
項
第
十
六
号
に
規
定
す
る
算
定
方
法
に
準
じ
て
算
定
し
た
額
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
号

十
七　

前
条
第
一
項
第
十
六
号
に
規
定
す
る
算
定
方
法
に
準
じ
て
算
定
し
た
額
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
号

中
「
道
府
県
」
と
あ
る
の
は
「
市
町
村
」
と
、「
〇
・
五
」
と
あ
る
の
は
「
〇
・
七
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と

中
「
道
府
県
」
と
あ
る
の
は
「
市
町
村
」
と
、「
〇
・
五
」
と
あ
る
の
は
「
〇
・
七
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と

す
る
。

す
る
。

十
八　

前
条
第
一
項
第
十
七
号
に
規
定
す
る
算
定
方
法
に
準
じ
て
算
定
し
た
額

十
八　

前
条
第
一
項
第
十
七
号
に
規
定
す
る
算
定
方
法
に
準
じ
て
算
定
し
た
額

十
九　

前
条
第
一
項
第
十
八
号
に
規
定
す
る
算
定
方
法
に
準
じ
て
算
定
し
た
額
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
号

十
九　

前
条
第
一
項
第
十
八
号
に
規
定
す
る
算
定
方
法
に
準
じ
て
算
定
し
た
額
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
号

中
「
〇
・
五
」
と
あ
る
の
は
「
〇
・
七
」
と
、「
道
府
県
」
と
あ
る
の
は
「
市
町
村
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と

中
「
〇
・
五
」
と
あ
る
の
は
「
〇
・
七
」
と
、「
道
府
県
」
と
あ
る
の
は
「
市
町
村
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と

す
る
。

す
る
。

二
十　

住
民
共
助
に
よ
る
見
守
り
・
交
流
の
場
や
居
場
所
づ
く
り
等
へ
の
支
援
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
特
別
交

二
十　

住
民
共
助
に
よ
る
見
守
り
・
交
流
の
場
や
居
場
所
づ
く
り
等
へ
の
支
援
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
特
別
交

付
税
の
算
定
の
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
に
〇
・
五
を
乗
じ
て
得
た
額

付
税
の
算
定
の
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
に
〇
・
五
を
乗
じ
て
得
た
額

二
十
一　

国
の
交
付
金
を
受
け
て
施
行
す
る
拠
点
返
還
地
の
跡
地
利
用
の
推
進
に
資
す
る
事
業
に
要
す
る
経
費

二
十
一　

国
の
交
付
金
を
受
け
て
施
行
す
る
拠
点
返
還
地
の
跡
地
利
用
の
推
進
に
資
す
る
事
業
に
要
す
る
経
費

の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
に
〇
・
五
を
乗
じ
て

の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
に
〇
・
五
を
乗
じ
て

得
た
額

得
た
額

二
十
二　

前
条
第
一
項
第
二
十
五
号
に
規
定
す
る
算
定
方
法
に
準
じ
て
算
定
し
た
額

二
十
二　

前
条
第
一
項
第
二
十
六
号
に
規
定
す
る
算
定
方
法
に
準
じ
て
算
定
し
た
額

二
十
三　

次
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
の
合
算
額 

二
十
三　

次
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
の
合
算
額 

イ　

地
域
材
利
用
促
進
対
策
と
し
て
当
該
市
町
村
が
当
該
年
度
に
行
う
住
宅
建
設
に
係
る
利
子
補
給
及
び
建

イ　

地
域
材
利
用
促
進
対
策
と
し
て
当
該
市
町
村
が
当
該
年
度
に
行
う
住
宅
建
設
に
係
る
利
子
補
給
及
び
建

設
費
補
助
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査

設
費
補
助
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査

し
た
額
に
〇
・
五
（
非
木
造
住
宅
の
建
設
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
〇
・
三
）
を
乗
じ
て
得
た
額
又
は
二

し
た
額
に
〇
・
五
（
非
木
造
住
宅
の
建
設
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
〇
・
三
）
を
乗
じ
て
得
た
額
又
は
二
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〇
、
〇
〇
〇
、
〇
〇
〇
円
の
い
ず
れ
か
少
な
い
額 

〇
、
〇
〇
〇
、
〇
〇
〇
円
の
い
ず
れ
か
少
な
い
額 

ロ　

地
域
材
利
用
促
進
対
策
と
し
て
当
該
市
町
村
が
当
該
年
度
に
乾
燥
材
供
給
施
設
整
備
の
促
進
の
た
め
に

ロ　

地
域
材
利
用
促
進
対
策
と
し
て
当
該
市
町
村
が
当
該
年
度
に
乾
燥
材
供
給
施
設
整
備
の
促
進
の
た
め
に

要
す
る
経
費
の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
に

要
す
る
経
費
の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
に

〇
・
五
（
森
林
組
合
以
外
の
団
体
に
よ
る
乾
燥
材
供
給
施
設
整
備
に
あ
つ
て
は
〇
・
三
）
を
乗
じ
て
得
た

〇
・
五
（
森
林
組
合
以
外
の
団
体
に
よ
る
乾
燥
材
供
給
施
設
整
備
に
あ
つ
て
は
〇
・
三
）
を
乗
じ
て
得
た

額

額

二
十
四　

国
土
保
全
対
策
と
し
て
当
該
市
町
村
が
他
の
地
方
公
共
団
体
等
と
協
同
し
て
行
う
森
林
の
整
備
等
に

二
十
四　

国
土
保
全
対
策
と
し
て
当
該
市
町
村
が
他
の
地
方
公
共
団
体
等
と
協
同
し
て
行
う
森
林
の
整
備
等
に

要
す
る
経
費
の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
に
〇
・

要
す
る
経
費
の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
に
〇
・

七
（
分
収
造
林
契
約
及
び
分
収
育
林
契
約
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
〇
・
二
）
を
乗
じ
て
得
た
額

七
（
分
収
造
林
契
約
及
び
分
収
育
林
契
約
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
〇
・
二
）
を
乗
じ
て
得
た
額

二
十
五　

前
条
第
一
項
第
二
十
八
号
に
規
定
す
る
算
定
方
法
に
準
じ
て
算
定
し
た
額

二
十
五　

前
条
第
一
項
第
三
十
一
号
に
規
定
す
る
算
定
方
法
に
準
じ
て
算
定
し
た
額

［
削
る
］

二
十
六　

当
該
市
町
村
の
業
務
に
従
事
し
よ
う
と
す
る
外
国
人
が
本
邦
に
入
国
す
る
た
め
に
必
要
な
新
型
コ
ロ

ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
及
び
そ
の
ま
ん
延
防
止
の
た
め
の
措
置
に
要
す
る
経
費
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た

額
に
○
・
八
を
乗
じ
て
得
た
額

二
十
六　

前
条
第
一
項
第
三
十
号
に
規
定
す
る
算
定
方
法
に
準
じ
て
算
定
し
た
額
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同

二
十
七　

前
条
第
一
項
第
三
十
四
号
に
規
定
す
る
算
定
方
法
に
準
じ
て
算
定
し
た
額

号
中
「
道
府
県
」
と
あ
る
の
は
、「
市
町
村
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

二
十
七　

前
条
第
一
項
第
三
十
一
号
に
規
定
す
る
算
定
方
法
に
準
じ
て
算
定
し
た
額
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

二
十
八　

前
条
第
一
項
第
三
十
五
号
に
規
定
す
る
算
定
方
法
に
準
じ
て
算
定
し
た
額
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

同
号
中
「
道
府
県
」
と
あ
る
の
は
、「
市
町
村
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

同
号
中
「
道
府
県
」
と
あ
る
の
は
「
市
町
村
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

二
十
八　

次
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
の
合
算
額 

二
十
九　

次
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
の
合
算
額 

イ　

当
該
市
町
村
が
実
施
す
る
原
油
価
格
高
騰
対
策
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と

イ　

当
該
市
町
村
が
実
施
す
る
原
油
価
格
高
騰
対
策
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と

す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
に
〇
・
五
を
乗
じ
て
得
た
額 

す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
に
〇
・
五
を
乗
じ
て
得
た
額 

ロ　

当
該
年
度
の
基
準
財
政
需
要
額
の
算
定
に
用
い
た
消
防
費
に
係
る
測
定
単
位
の
数
値
に
、
段
階
補
正
係

ロ　

当
該
年
度
の
基
準
財
政
需
要
額
の
算
定
に
用
い
た
消
防
費
に
係
る
測
定
単
位
の
数
値
に
、
段
階
補
正
係

数
に
密
度
補
正
Ⅰ
係
数
及
び
普
通
態
様
補
正
係
数
を
乗
じ
て
得
た
数
（
小
数
点
以
下
三
位
未
満
は
、
四
捨

数
に
密
度
補
正
Ⅰ
係
数
及
び
普
通
態
様
補
正
係
数
を
乗
じ
て
得
た
数
（
小
数
点
以
下
三
位
未
満
は
、
四
捨

五
入
す
る
。）
並
び
に
単
位
費
用
を
乗
じ
て
得
た
額
に
〇
・
〇
〇
一
を
乗
じ
て
得
た
額

五
入
す
る
。）
並
び
に
単
位
費
用
を
乗
じ
て
得
た
額
に
〇
・
〇
〇
一
二
を
乗
じ
て
得
た
額

二
十
九　

総
務
大
臣
が
調
査
し
た
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
項
目
ご
と
の
数
値
に
そ
れ
ぞ
れ
下
欄
に
掲
げ
る
額

三
十　

総
務
大
臣
が
調
査
し
た
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
項
目
ご
と
の
数
値
に
そ
れ
ぞ
れ
下
欄
に
掲
げ
る
額
を

を
乗
じ
て
得
た
額
の
合
算
額
に
〇
・
五
を
乗
じ
て
得
た
額

乗
じ
て
得
た
額
の
合
算
額
に
〇
・
五
を
乗
じ
て
得
た
額

項　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

目

額

項　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

目

額

　

プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
使
用
製
品
廃
棄
物
（
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
に
係
る
資
源
循

八
四
、
〇
〇
〇
円 

　

プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
使
用
製
品
廃
棄
物
（
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
に
係
る
資
源
循

七
九
、
〇
〇
〇
円 

環
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
（
令
和
三
年
法
律
第
六
十
号
）
第
二
条
第

環
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
（
令
和
三
年
法
律
第
六
十
号
）
第
二
条
第

三
項
に
規
定
す
る
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
使
用
製
品
廃
棄
物
を
い
う
。
以
下
こ

三
項
に
規
定
す
る
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
使
用
製
品
廃
棄
物
を
い
う
。
以
下
こ

の
号
に
お
い
て
同
じ
。）
の
分
別
収
集
物
の
質
量
（
ト
ン
）

の
号
に
お
い
て
同
じ
。）
の
分
別
収
集
物
の
質
量
（
ト
ン
）

　

プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
使
用
製
品
廃
棄
物
の
分
別
収
集
物
の
う
ち
再
商
品
化

六
三
、
〇
〇
〇
円 

　

プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
使
用
製
品
廃
棄
物
の
分
別
収
集
物
の
う
ち
再
商
品
化

六
四
、
〇
〇
〇
円 

物
の
質
量
（
ト
ン
）

物
の
質
量
（
ト
ン
）

［
削
る
］

三
十
一　

前
条
第
一
項
第
三
十
九
号
に
規
定
す
る
算
定
方
法
に
準
じ
て
算
定
し
た
額
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

同
号
中
「
道
府
県
」
と
あ
る
の
は
「
市
町
村
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

三
十　

前
条
第
一
項
第
三
十
五
号
に
規
定
す
る
算
定
方
法
に
準
じ
て
算
定
し
た
額

［
新
設
］
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三
十
一　

前
条
第
一
項
第
三
十
六
号
に
規
定
す
る
算
定
方
法
に
準
じ
て
算
定
し
た
額

［
新
設
］

三
十
二　

前
条
第
一
項
第
三
十
九
号
に
規
定
す
る
算
定
方
法
に
準
じ
て
算
定
し
た
額

［
新
設
］

三
十
三　

次
に
掲
げ
る
額
の
合
算
額
に
〇
・
五
を
乗
じ
て
得
た
額 

［
新
設
］

イ　

市
区
町
村
の
行
う
職
員
に
対
す
る
研
修
（
当
該
市
区
町
村
の
人
材
育
成
に
関
す
る
基
本
方
針
に
基
づ
く

新
た
な
政
策
課
題
に
係
る
も
の
で
あ
つ
て
、
当
該
市
区
町
村
の
職
員
又
は
他
の
市
区
町
村
の
職
員
を
そ
の

対
象
に
す
る
も
の
に
限
る
。）
に
要
す
る
経
費
（
当
該
経
費
に
係
る
負
担
金
と
し
て
当
該
年
度
に
お
い
て
支

出
す
る
額
を
含
む
。）
の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た

額 

ロ　

前
条
第
一
項
第
四
十
一
号
に
規
定
す
る
算
定
方
法
に
準
じ
て
算
定
し
た
額
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同

号
中
「
道
府
県
」
と
あ
る
の
は
「
都
道
府
県
」
と
、「
経
費
」
と
あ
る
の
は
「
経
費
に
係
る
負
担
金
と
し
て

当
該
年
度
に
お
い
て
支
出
す
る
額
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

６　

平
成
三
十
年
度
か
ら
令
和
七
年
度
ま
で
の
間
に
限
り
、
第
五
条
第
一
項
第
三
号
イ
の
額
は
、
同
号
イ
の
規
定

６　

平
成
三
十
年
度
か
ら
令
和
七
年
度
ま
で
の
間
に
限
り
、
第
五
条
第
一
項
第
三
号
イ
の
額
は
、
同
号
イ
の
規
定

に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
に
、
次
の
各
号
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
（
第
一
号
に
掲
げ
る
額
に
つ
い
て
は
、
当
該
規

に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
に
、
次
の
各
号
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
（
第
一
号
に
掲
げ
る
額
に
つ
い
て
は
、
当
該
規

定
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
に
、
財
政
力
指
数
が
〇
・
八
以
上
の
市
町
村
に
あ
つ
て
は
〇
・
五
を
、
〇
・
五
以
上

定
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
に
、
財
政
力
指
数
が
〇
・
八
以
上
の
市
町
村
に
あ
つ
て
は
〇
・
五
を
、
〇
・
五
以
上

〇
・
八
未
満
の
市
町
村
に
あ
つ
て
は
六
分
の
十
一
か
ら
当
該
市
町
村
の
財
政
力
指
数
に
三
分
の
五
を
乗
じ
て
得

〇
・
八
未
満
の
市
町
村
に
あ
つ
て
は
六
分
の
十
一
か
ら
当
該
市
町
村
の
財
政
力
指
数
に
三
分
の
五
を
乗
じ
て
得

た
数
を
控
除
し
て
得
た
数
（
小
数
点
以
下
二
位
未
満
は
、
四
捨
五
入
す
る
。）
を
、
〇
・
五
未
満
の
市
町
村
に
あ

た
数
を
控
除
し
て
得
た
数
（
小
数
点
以
下
二
位
未
満
は
、
四
捨
五
入
す
る
。）
を
、
〇
・
五
未
満
の
市
町
村
に
あ

つ
て
は
一
・
〇
を
そ
れ
ぞ
れ
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。
）（
表
示
単
位
は
千
円
と
し
、
表
示
単
位
未
満
の
端
数
が

つ
て
は
一
・
〇
を
そ
れ
ぞ
れ
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。
）（
表
示
単
位
は
千
円
と
し
、
表
示
単
位
未
満
の
端
数
が

あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。）
の
合
算
額
と
す
る
。

あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。）
の
合
算
額
と
す
る
。

一　

前
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
算
定
方
法
に
準
じ
て
算
定
し
た
額

一　

前
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
算
定
方
法
に
準
じ
て
算
定
し
た
額

二　

前
条
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
算
定
方
法
に
準
じ
て
算
定
し
た
額

二　

前
条
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
算
定
方
法
に
準
じ
て
算
定
し
た
額

７　

令
和
元
年
度
か
ら
令
和
七
年
度
ま
で
の
間
に
限
り
、
第
五
条
第
一
項
第
三
号
イ
の
額
は
、
同
号
イ
の
規
定
に

７　

令
和
元
年
度
か
ら
令
和
六
年
度
ま
で
の
間
に
限
り
、
第
五
条
第
一
項
第
三
号
イ
の
額
は
、
同
号
イ
の
規
定
に

よ
つ
て
算
定
し
た
額
に
、
民
間
事
業
者
等
が
国
の
補
助
金
を
受
け
て
実
施
す
る
文
化
財
保
護
法
第
二
十
七
条
第

よ
つ
て
算
定
し
た
額
に
、
民
間
事
業
者
等
が
国
の
補
助
金
を
受
け
て
実
施
す
る
文
化
財
保
護
法
第
二
十
七
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
重
要
文
化
財
と
し
て
指
定
さ
れ
た
建
造
物
で
あ
つ
て
世
界
の
文
化
遺
産
及
び
自
然
遺
産
の

一
項
の
規
定
に
よ
り
重
要
文
化
財
と
し
て
指
定
さ
れ
た
建
造
物
で
あ
つ
て
世
界
の
文
化
遺
産
及
び
自
然
遺
産
の

保
護
に
関
す
る
条
約
第
十
一
条
２
の
世
界
遺
産
一
覧
表
に
記
載
さ
れ
た
文
化
遺
産
の
構
成
資
産
で
あ
る
も
の
又

保
護
に
関
す
る
条
約
第
十
一
条
２
の
世
界
遺
産
一
覧
表
に
記
載
さ
れ
た
文
化
遺
産
の
構
成
資
産
で
あ
る
も
の
又

は
文
化
財
保
護
法
第
二
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
国
宝
と
し
て
指
定
さ
れ
た
も
の
及
び
重
要
文
化
財
と
し

は
文
化
財
保
護
法
第
二
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
国
宝
と
し
て
指
定
さ
れ
た
も
の
及
び
重
要
文
化
財
と
し

て
指
定
さ
れ
た
美
術
工
芸
品
を
保
管
す
る
博
物
館
等
の
防
火
施
設
・
設
備
の
整
備
に
対
す
る
補
助
に
要
す
る
経

て
指
定
さ
れ
た
美
術
工
芸
品
を
保
管
す
る
博
物
館
等
の
防
火
施
設
・
設
備
の
整
備
に
対
す
る
補
助
に
要
す
る
経

費
の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
に
○
・
三
を
乗
じ
て

費
の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
に
○
・
三
を
乗
じ
て

得
た
額
に
、
財
政
力
指
数
が
〇
・
八
以
上
の
市
町
村
に
あ
つ
て
は
〇
・
五
を
、
〇
・
五
以
上
〇
・
八
未
満
の
市

得
た
額
に
、
財
政
力
指
数
が
〇
・
八
以
上
の
市
町
村
に
あ
つ
て
は
〇
・
五
を
、
〇
・
五
以
上
〇
・
八
未
満
の
市

町
村
に
あ
つ
て
は
六
分
の
十
一
か
ら
当
該
市
町
村
の
財
政
力
指
数
に
三
分
の
五
を
乗
じ
て
得
た
数
を
控
除
し
て

町
村
に
あ
つ
て
は
六
分
の
十
一
か
ら
当
該
市
町
村
の
財
政
力
指
数
に
三
分
の
五
を
乗
じ
て
得
た
数
を
控
除
し
て

得
た
数
（
小
数
点
以
下
二
位
未
満
は
、
四
捨
五
入
す
る
。）
を
、
〇
・
五
未
満
の
市
町
村
に
あ
つ
て
は
一
・
〇
を

得
た
数
（
小
数
点
以
下
二
位
未
満
は
、
四
捨
五
入
す
る
。）
を
、
〇
・
五
未
満
の
市
町
村
に
あ
つ
て
は
一
・
〇
を

そ
れ
ぞ
れ
乗
じ
て
得
た
額
（
表
示
単
位
は
千
円
と
し
、
表
示
単
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を

そ
れ
ぞ
れ
乗
じ
て
得
た
額
（
表
示
単
位
は
千
円
と
し
、
表
示
単
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を

四
捨
五
入
す
る
。）
を
加
え
た
額
と
す
る
。

四
捨
五
入
す
る
。）
を
加
え
た
額
と
す
る
。

８　

令
和
六
年
度
か
ら
令
和
十
一
年
度
ま
で
の
間
に
限
り
、
第
五
条
第
一
項
第
三
号
イ
の
額
は
、
同
号
イ
の
規
定

８　

令
和
三
年
度
か
ら
令
和
五
年
度
ま
で
の
間
に
限
り
、
第
五
条
第
一
項
第
三
号
イ
の
額
は
、
同
号
イ
の
規
定
に

に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
に
、
前
条
第
七
項
に
規
定
す
る
算
定
方
法
に
準
じ
て
算
定
し
た
額
を
加
え
た
額
と
す
る
。

よ
つ
て
算
定
し
た
額
に
、
次
の
各
号
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
の
合
算
額
を
加
え
た
額
と
す
る
。 

一　

前
条
第
七
項
に
規
定
す
る
算
定
方
法
に
準
じ
て
算
定
し
た
額 

二　

公
共
施
設
等
の
総
合
的
か
つ
計
画
的
な
管
理
に
関
す
る
計
画
の
見
直
し
に
要
す
る
経
費
と
し
て
総
務
大
臣

が
調
査
し
た
額
（
当
該
年
度
で
三
、
〇
〇
〇
、
〇
〇
〇
円
を
上
限
と
す
る
。
）
に
〇
・
五
を
乗
じ
て
得
た
額(

表

示
単
位
は
千
円
と
し
、
表
示
単
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。)
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９　

令
和
三
年
度
か
ら
令
和
七
年
度
ま
で
の
間
に
限
り
、
第
五
条
第
一
項
第
三
号
イ
の
額
は
、
同
号
イ
の
規
定
に

９　

令
和
三
年
度
か
ら
令
和
七
年
度
ま
で
の
間
に
限
り
、
第
五
条
第
一
項
第
三
号
イ
の
額
は
、
同
号
イ
の
規
定
に

よ
つ
て
算
定
し
た
額
に
、
前
条
第
八
項
に
規
定
す
る
算
定
方
法
に
準
じ
て
算
定
し
た
額
を
加
え
た
額
と
す
る
。

よ
つ
て
算
定
し
た
額
に
、
前
条
第
八
項
に
規
定
す
る
算
定
方
法
に
準
じ
て
算
定
し
た
額
を
加
え
た
額
と
す
る
。

　

令
和
三
年
度
か
ら
令
和
七
年
度
ま
で
の
間
に
限
り
、
第
五
条
第
一
項
第
三
号
イ
の
額
は
、
同
号
イ
の
規
定
に

　

令
和
三
年
度
か
ら
令
和
七
年
度
ま
で
の
間
に
限
り
、
第
五
条
第
一
項
第
三
号
イ
の
額
は
、
同
号
イ
の
規
定
に

10

10

よ
つ
て
算
定
し
た
額
に
、
次
の
各
号
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
（
第
一
号
に
掲
げ
る
額
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の

よ
つ
て
算
定
し
た
額
に
、
次
の
各
号
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
（
第
一
号
に
掲
げ
る
額
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の

規
定
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
に
、
財
政
力
指
数
が
〇
・
八
以
上
の
市
町
村
に
あ
つ
て
は
〇
・
五
を
、
〇
・
五
以

規
定
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
に
、
財
政
力
指
数
が
〇
・
八
以
上
の
市
町
村
に
あ
つ
て
は
〇
・
五
を
、
〇
・
五
以

上
〇
・
八
未
満
の
市
町
村
に
あ
つ
て
は
六
分
の
十
一
か
ら
当
該
市
町
村
の
財
政
力
指
数
に
三
分
の
五
を
乗
じ
て

上
〇
・
八
未
満
の
市
町
村
に
あ
つ
て
は
六
分
の
十
一
か
ら
当
該
市
町
村
の
財
政
力
指
数
に
三
分
の
五
を
乗
じ
て

得
た
数
を
控
除
し
て
得
た
数
（
小
数
点
以
下
二
位
未
満
は
、
四
捨
五
入
す
る
。）
を
、
〇
・
五
未
満
の
市
町
村
に

得
た
数
を
控
除
し
て
得
た
数
（
小
数
点
以
下
二
位
未
満
は
、
四
捨
五
入
す
る
。）
を
、
〇
・
五
未
満
の
市
町
村
に

あ
つ
て
は
一
・
〇
を
そ
れ
ぞ
れ
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。
）（
表
示
単
位
は
千
円
と
し
、
表
示
単
位
未
満
の
端
数

あ
つ
て
は
一
・
〇
を
そ
れ
ぞ
れ
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。
）（
表
示
単
位
は
千
円
と
し
、
表
示
単
位
未
満
の
端
数

が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。）
の
合
算
額
を
加
え
た
額
と
す
る
。 

が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。）
の
合
算
額
を
加
え
た
額
と
す
る
。 

一　

消
防
本
部
等
に
お
け
る
女
性
の
消
防
吏
員
の
利
用
に
供
す
る
施
設
の
整
備
に
要
す
る
経
費
と
し
て
総
務
大

一　

消
防
本
部
等
に
お
け
る
女
性
の
消
防
吏
員
の
利
用
に
供
す
る
施
設
の
整
備
に
要
す
る
経
費
と
し
て
総
務
大

臣
が
調
査
し
た
額
に
〇
・
五
を
乗
じ
て
得
た
額 

臣
が
調
査
し
た
額
に
〇
・
五
を
乗
じ
て
得
た
額 

二　

国
の
補
助
金
を
受
け
て
実
施
す
る
消
防
団
救
助
能
力
向
上
資
機
材
緊
急
整
備
事
業
に
要
す
る
経
費
の
う
ち

二　

国
の
補
助
金
を
受
け
て
実
施
す
る
消
防
団
救
助
能
力
向
上
資
機
材
緊
急
整
備
事
業
に
要
す
る
経
費
の
う
ち

特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
に
〇
・
八
を
乗
じ
て
得
た
額 

特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
に
〇
・
八
を
乗
じ
て
得
た
額 

三　

次
に
掲
げ
る
額
の
合
算
額
に
〇
・
七
を
乗
じ
て
得
た
額 

三　

次
に
掲
げ
る
額
の
合
算
額
に
〇
・
七
を
乗
じ
て
得
た
額 

イ　

Ｃ
Ｉ
Ｏ
補
佐
官
等
と
し
て
外
部
人
材
を
任
用
等
す
る
た
め
の
経
費
の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎

イ　

Ｃ
Ｉ
Ｏ
補
佐
官
等
と
し
て
外
部
人
材
を
任
用
等
す
る
た
め
の
経
費
の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎

と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額 

と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額 

ロ　

Ｃ
Ｉ
Ｏ
補
佐
官
等
と
し
て
外
部
人
材
を
募
集
す
る
た
め
の
経
費
の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と

ロ　

Ｃ
Ｉ
Ｏ
補
佐
官
等
と
し
て
外
部
人
材
を
募
集
す
る
た
め
の
経
費
の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と

す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
（
当
該
額
が
一
、
〇
〇
〇
、
〇
〇
〇
円
を
超
え
る
と
き
は

す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
（
当
該
額
が
一
、
〇
〇
〇
、
〇
〇
〇
円
を
超
え
る
と
き
は

一
、
〇
〇
〇
、
〇
〇
〇
円
と
す
る
。） 

一
、
〇
〇
〇
、
〇
〇
〇
円
と
す
る
。） 

四　

前
条
第
九
項
に
規
定
す
る
算
定
方
法
に
準
じ
て
算
定
し
た
額

四　

前
条
第
九
項
に
規
定
す
る
算
定
方
法
に
準
じ
て
算
定
し
た
額

　

令
和
五
年
度
か
ら
令
和
七
年
度
ま
で
の
間
に
限
り
、
第
五
条
第
一
項
第
三
号
イ
の
額
は
、
同
号
イ
の
規
定
に

　

令
和
五
年
度
か
ら
令
和
七
年
度
ま
で
の
間
に
限
り
、
第
五
条
第
一
項
第
三
号
イ
の
額
は
、
同
号
イ
の
規
定
に

11

11

よ
つ
て
算
定
し
た
額
に
、
次
の
各
号
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
の
合
算
額
を
加
え
た
額
と
す
る
。 

よ
つ
て
算
定
し
た
額
に
、
次
の
各
号
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
の
合
算
額
を
加
え
た
額
と
す
る
。 

一　

前
条
第
十
項
第
一
号
に
規
定
す
る
算
定
方
法
に
準
じ
て
算
定
し
た
額
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
号
イ
及

一　

前
条
第
十
項
第
一
号
に
規
定
す
る
算
定
方
法
に
準
じ
て
算
定
し
た
額
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
号
イ
及

び
ロ
中
「
経
費
」
と
あ
る
の
は
「
経
費
（
当
該
経
費
に
係
る
負
担
金
と
し
て
当
該
年
度
に
お
い
て
支
出
す
る

び
ロ
中
「
経
費
」
と
あ
る
の
は
「
経
費
（
当
該
経
費
に
係
る
負
担
金
と
し
て
当
該
年
度
に
お
い
て
支
出
す
る

額
を
含
む
。）」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

額
を
含
む
。）」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

二　

前
条
第
十
項
第
二
号
に
規
定
す
る
算
定
方
法
に
準
じ
て
算
定
し
た
額
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
号
中
「
道

二　

前
条
第
十
項
第
二
号
に
規
定
す
る
算
定
方
法
に
準
じ
て
算
定
し
た
額
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
号
中
「
道

府
県
」
と
あ
る
の
は
「
市
町
村
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

府
県
」
と
あ
る
の
は
「
市
町
村
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

　

令
和
五
年
度
か
ら
令
和
八
年
度
ま
で
の
間
に
限
り
、
第
五
条
第
一
項
第
三
号
イ
の
額
は
、
同
号
イ
の
規
定
に

　

令
和
五
年
度
か
ら
令
和
八
年
度
ま
で
の
間
に
限
り
、
第
五
条
第
一
項
第
三
号
イ
の
額
は
、
同
号
イ
の
規
定
に

12

12

よ
つ
て
算
定
し
た
額
に
、
前
条
第
十
一
項
に
規
定
す
る
算
定
方
法
に
準
じ
て
算
定
し
た
額
を
加
え
た
額
と
す
る
。

よ
つ
て
算
定
し
た
額
に
、
前
条
第
十
一
項
に
規
定
す
る
算
定
方
法
に
準
じ
て
算
定
し
た
額
を
加
え
た
額
と
す
る
。

　

令
和
六
年
度
か
ら
令
和
七
年
度
ま
で
の
間
に
限
り
、
第
五
条
第
一
項
第
三
号
イ
の
額
は
、
同
号
イ
の
規
定
に

［
新
設
］

13
よ
つ
て
算
定
し
た
額
に
、
令
和
七
年
に
開
催
さ
れ
る
国
際
博
覧
会
に
お
け
る
万
博
国
際
交
流
自
治
体
と
し
て
登

録
さ
れ
た
市
町
村
に
よ
る
交
流
計
画
の
実
施
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
、
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と
す
べ
き

も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
に
〇
・
五
を
乗
じ
て
得
た
額
を
加
え
た
額
と
す
る
。

　

令
和
六
年
度
に
限
り
、
第
五
条
第
一
項
第
三
号
ロ
の
額
は
、
同
号
ロ
の
規
定
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
に
、
次

　

令
和
五
年
度
に
限
り
、
第
五
条
第
一
項
第
三
号
ロ
の
額
は
、
同
号
ロ
の
規
定
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
に
、
次

14

13

の
各
号
に
規
定
す
る
算
定
方
法
に
準
ず
る
算
定
方
法
に
よ
つ
て
都
道
府
県
知
事
が
算
定
し
た
額
（
表
示
単
位
は

の
各
号
に
規
定
す
る
算
定
方
法
に
準
ず
る
算
定
方
法
に
よ
つ
て
都
道
府
県
知
事
が
算
定
し
た
額
（
表
示
単
位
は

千
円
と
し
、
表
示
単
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。）
の
合
算
額
を
加
え
た
額

千
円
と
し
、
表
示
単
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。）
の
合
算
額
を
加
え
た
額

と
す
る
。 

と
す
る
。 

一　

団
体
営
土
地
改
良
事
業
に
要
す
る
経
費
が
多
額
で
あ
る
こ
と
を
考
慮
し
て
総
務
大
臣
が
算
定
し
た
額 

一　

団
体
営
土
地
改
良
事
業
に
要
す
る
経
費
が
多
額
で
あ
る
こ
と
を
考
慮
し
て
総
務
大
臣
が
算
定
し
た
額 
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二　

閉
山
対
策
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査

二　

閉
山
対
策
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査

し
た
額

し
た
額

　

令
和
六
年
度
に
限
り
、
第
五
条
第
一
項
第
四
号
イ
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
規
定
に
よ
る
算
定
額

　

令
和
五
年
度
に
限
り
、
第
五
条
第
一
項
第
四
号
イ
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
規
定
に
よ
る
算
定
額

15

14

は
、
第
四
条
第
一
項
第
三
号
ロ
か
ら
ホ
ま
で
並
び
に
前
条
第
五
項
及
び
第
六
項
の
規
定
に
準
じ
て
算
定
し
た
額

は
、
第
四
条
第
一
項
第
三
号
ロ
か
ら
ホ
ま
で
並
び
に
前
条
第
五
項
及
び
第
六
項
の
規
定
に
準
じ
て
算
定
し
た
額

と
す
る
。

と
す
る
。

　

令
和
六
年
度
に
お
い
て
、
当
該
年
度
の
基
準
財
政
需
要
額
（
普
通
交
付
税
に
関
す
る
省
令
第
四
十
八
条
の
規

　

令
和
五
年
度
に
お
い
て
、
当
該
年
度
の
基
準
財
政
需
要
額
（
普
通
交
付
税
に
関
す
る
省
令
第
四
十
八
条
の
規

16

15

定
の
適
用
を
受
け
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
同
条
の
規
定
を
適
用
し
な
い
で
算
定
し
た
基
準
財
政
需
要
額
。
以
下

定
の
適
用
を
受
け
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
同
条
の
規
定
を
適
用
し
な
い
で
算
定
し
た
基
準
財
政
需
要
額
。
以
下

こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。）
が
基
準
財
政
収
入
額
（
同
条
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
同
条
の

こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。）
が
基
準
財
政
収
入
額
（
同
条
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
同
条
の

規
定
を
適
用
し
な
い
で
算
定
し
た
基
準
財
政
収
入
額
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。）
を
超
え
る
各
市
町
村
に

規
定
を
適
用
し
な
い
で
算
定
し
た
基
準
財
政
収
入
額
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。）
を
超
え
る
各
市
町
村
に

対
し
て
三
月
に
交
付
す
べ
き
特
別
交
付
税
の
額
は
、
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
第
一
号
の

対
し
て
三
月
に
交
付
す
べ
き
特
別
交
付
税
の
額
は
、
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
第
一
号
の

額
に
同
項
第
三
号
の
額
か
ら
同
項
第
四
号
の
額
を
控
除
し
た
額
（
当
該
額
が
負
数
と
な
る
と
き
は
、
零
と
す
る
。
）

額
に
同
項
第
三
号
の
額
か
ら
同
項
第
四
号
の
額
を
控
除
し
た
額
（
当
該
額
が
負
数
と
な
る
と
き
は
、
零
と
す
る
。
）

並
び
に
同
項
第
二
号
の
額
の
合
算
額
か
ら
、
次
の
第
一
号
の
額
か
ら
第
二
号
の
額
を
控
除
し
た
額
を
控
除
し
た

並
び
に
同
項
第
二
号
の
額
の
合
算
額
か
ら
、
次
の
第
一
号
の
額
か
ら
第
二
号
の
額
を
控
除
し
た
額
を
控
除
し
た

額
（
当
該
額
が
負
数
と
な
る
と
き
は
、
零
と
す
る
。）
を
加
え
た
額
と
す
る
。 

額
（
当
該
額
が
負
数
と
な
る
と
き
は
、
零
と
す
る
。）
を
加
え
た
額
と
す
る
。 

一　

当
該
年
度
に
お
け
る
地
方
税
法
第
三
十
七
条
の
二
第
二
項
及
び
第
三
百
十
四
条
の
七
第
二
項
に
規
定
す
る

一　

当
該
年
度
に
お
け
る
地
方
税
法
第
三
十
七
条
の
二
第
二
項
及
び
第
三
百
十
四
条
の
七
第
二
項
に
規
定
す
る

特
例
控
除
対
象
寄
附
金
の
収
入
見
込
額
の
二
分
の
一
に
相
当
す
る
額
並
び
に
基
準
財
政
収
入
額
の
合
算
額
が

特
例
控
除
対
象
寄
附
金
の
収
入
見
込
額
の
二
分
の
一
に
相
当
す
る
額
並
び
に
基
準
財
政
収
入
額
の
合
算
額
が

基
準
財
政
需
要
額
に
一･

二
三
を
乗
じ
て
得
た
額
又
は
基
準
財
政
需
要
額
に
三
十
四
億
八
千
三
百
万
円
を
加
え

基
準
財
政
需
要
額
に
一･

二
一
を
乗
じ
て
得
た
額
又
は
基
準
財
政
需
要
額
に
三
十
三
億
千
百
万
円
を
加
え
た
額

た
額
の
い
ず
れ
か
大
き
い
額
を
超
え
る
額
と
し
て
総
務
大
臣
が
定
め
る
額 

の
い
ず
れ
か
大
き
い
額
を
超
え
る
額
と
し
て
総
務
大
臣
が
定
め
る
額 

二　

第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
か
ら
附
則
第
五
条
第
十
七
項
の
規
定
に
よ
つ
て
算
定
し
た

二　

第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
か
ら
附
則
第
五
条
第
十
八
項
の
規
定
に
よ
つ
て
算
定
し
た

額
を
控
除
し
た
額

額
を
控
除
し
た
額

（
東
日
本
大
震
災
に
係
る
道
府
県
の
三
月
分
の
算
定
方
法
の
特
例
） 

（
東
日
本
大
震
災
に
係
る
道
府
県
の
三
月
分
の
算
定
方
法
の
特
例
） 

第
十
条　

令
和
六
年
度
に
限
り
、
第
四
条
第
一
項
第
一
号
の
額
は
、
同
号
の
規
定
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
に
、
次

第
十
条　

令
和
五
年
度
に
限
り
、
第
四
条
第
一
項
第
一
号
の
額
は
、
同
号
の
規
定
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
に
、
次

の
各
号
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
（
表
示
単
位
は
千
円
と
し
、
表
示
単
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端

の
各
号
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
（
表
示
単
位
は
千
円
と
し
、
表
示
単
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端

数
を
四
捨
五
入
す
る
。）
の
合
算
額
を
加
え
た
額
と
す
る
。

数
を
四
捨
五
入
す
る
。）
の
合
算
額
を
加
え
た
額
と
す
る
。

一　

東
日
本
大
震
災
の
被
災
地
域
の
応
援
等
に
要
す
る
経
費
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
（
特
定
県
以
外

一　

東
日
本
大
震
災
の
被
災
地
域
の
応
援
等
に
要
す
る
経
費
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
（
特
定
県
以
外

の
道
府
県
に
あ
つ
て
は
当
該
額
に
〇
・
八
を
乗
じ
て
得
た
額
）
か
ら
附
則
第
八
条
第
一
項
第
一
号
に
よ
つ
て

の
道
府
県
に
あ
つ
て
は
当
該
額
に
〇
・
八
を
乗
じ
て
得
た
額
）
か
ら
附
則
第
八
条
第
一
項
第
一
号
に
よ
つ
て

算
定
し
た
額
を
控
除
し
た
額

算
定
し
た
額
を
控
除
し
た
額

二　

東
日
本
大
震
災
の
被
災
者
の
受
入
れ
等
の
支
援
に
要
す
る
経
費
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
（
特
定

二　

東
日
本
大
震
災
の
被
災
者
の
受
入
れ
等
の
支
援
に
要
す
る
経
費
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
（
特
定

県
以
外
の
道
府
県
に
あ
つ
て
は
当
該
額
に
〇
・
八
を
乗
じ
て
得
た
額
）
か
ら
附
則
第
八
条
第
一
項
第
二
号
に

県
以
外
の
道
府
県
に
あ
つ
て
は
当
該
額
に
〇
・
八
を
乗
じ
て
得
た
額
）
か
ら
附
則
第
八
条
第
一
項
第
二
号
に

よ
つ
て
算
定
し
た
額
を
控
除
し
た
額

よ
つ
て
算
定
し
た
額
を
控
除
し
た
額

三　

東
日
本
大
震
災
に
よ
り
被
害
を
受
け
た
文
化
財
保
護
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
文
化
財
及
び
同
法
第

三　

東
日
本
大
震
災
に
よ
り
被
害
を
受
け
た
文
化
財
保
護
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
文
化
財
及
び
同
法
第

百
八
十
二
条
の
規
定
に
基
づ
く
条
例
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
文
化
財
の
災
害
復
旧
に
要
す
る
経
費
と
し
て
総
務

百
八
十
二
条
の
規
定
に
基
づ
く
条
例
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
文
化
財
の
災
害
復
旧
に
要
す
る
経
費
と
し
て
総
務

大
臣
が
調
査
し
た
額
に
〇
・
八
を
乗
じ
て
得
た
額
か
ら
附
則
第
八
条
第
一
項
第
三
号
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額

大
臣
が
調
査
し
た
額
に
〇
・
八
を
乗
じ
て
得
た
額
か
ら
附
則
第
八
条
第
一
項
第
三
号
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額

を
控
除
し
た
額

を
控
除
し
た
額

四　

東
日
本
大
震
災
に
よ
り
被
害
を
受
け
た
水
産
業
の
振
興
対
策
に
要
す
る
経
費
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し

四　

東
日
本
大
震
災
に
よ
り
被
害
を
受
け
た
水
産
業
の
振
興
対
策
に
要
す
る
経
費
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し

た
額
に
〇
・
八
を
乗
じ
て
得
た
額
か
ら
附
則
第
八
条
第
一
項
第
四
号
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
を
控
除
し
た
額

た
額
に
〇
・
八
を
乗
じ
て
得
た
額
か
ら
附
則
第
八
条
第
一
項
第
四
号
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
を
控
除
し
た
額

五　

特
定
県
以
外
の
道
府
県
に
つ
い
て
、
原
子
力
発
電
所
の
事
故
に
よ
り
当
該
原
子
力
発
電
所
か
ら
放
出
さ
れ

五　

特
定
県
以
外
の
道
府
県
に
つ
い
て
、
原
子
力
発
電
所
の
事
故
に
よ
り
当
該
原
子
力
発
電
所
か
ら
放
出
さ
れ

た
放
射
性
物
質
に
よ
り
汚
染
さ
れ
た
土
壌
等
の
除
染
に
要
す
る
経
費
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
か
ら

た
放
射
性
物
質
に
よ
り
汚
染
さ
れ
た
土
壌
等
の
除
染
に
要
す
る
経
費
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
か
ら

附
則
第
八
条
第
一
項
第
五
号
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
を
控
除
し
た
額

附
則
第
八
条
第
一
項
第
五
号
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
を
控
除
し
た
額
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六　

特
定
県
以
外
の
道
府
県
に
つ
い
て
、
原
子
力
発
電
所
の
事
故
に
伴
い
実
施
す
る
風
評
被
害
対
策
等
に
要
す

六　

特
定
県
以
外
の
道
府
県
に
つ
い
て
、
原
子
力
発
電
所
の
事
故
に
伴
い
実
施
す
る
風
評
被
害
対
策
等
に
要
す

る
経
費
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
か
ら
附
則
第
八
条
第
一
項
第
六
号
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
を
控
除

る
経
費
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
か
ら
附
則
第
八
条
第
一
項
第
六
号
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
を
控
除

し
た
額

し
た
額

七　

原
子
力
発
電
所
の
所
在
す
る
道
府
県
及
び
そ
の
周
辺
の
道
府
県
に
お
い
て
緊
急
に
実
施
す
る
原
子
力
災
害

七　

原
子
力
発
電
所
の
所
在
す
る
道
府
県
及
び
そ
の
周
辺
の
道
府
県
に
お
い
て
緊
急
に
実
施
す
る
原
子
力
災
害

に
関
す
る
防
災
の
た
め
の
施
策
に
要
す
る
経
費
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
か
ら
附
則
第
八
条
第
一
項

に
関
す
る
防
災
の
た
め
の
施
策
に
要
す
る
経
費
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
か
ら
附
則
第
八
条
第
一
項

第
七
号
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
を
控
除
し
た
額

第
七
号
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
を
控
除
し
た
額

八　

東
日
本
大
震
災
か
ら
の
復
興
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
東
日
本
大
震
災
復
興
基
本
法
第
二
条
に
定
め
る

八　

東
日
本
大
震
災
か
ら
の
復
興
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
東
日
本
大
震
災
復
興
基
本
法
第
二
条
に
定
め
る

基
本
理
念
に
基
づ
き
実
施
す
る
施
策
の
う
ち
全
国
的
に
、
か
つ
、
緊
急
に
地
方
公
共
団
体
が
実
施
す
る
防
災

基
本
理
念
に
基
づ
き
実
施
す
る
施
策
の
う
ち
全
国
的
に
、
か
つ
、
緊
急
に
地
方
公
共
団
体
が
実
施
す
る
防
災

の
た
め
の
施
策
に
要
す
る
経
費
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
に
〇
・
七
を
乗
じ
て
得
た
額
か
ら
附
則
第

の
た
め
の
施
策
に
要
す
る
経
費
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
に
〇
・
七
を
乗
じ
て
得
た
額
か
ら
附
則
第

八
条
第
一
項
第
八
号
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
を
控
除
し
た
額

八
条
第
一
項
第
八
号
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
を
控
除
し
た
額

２　

令
和
六
年
度
に
限
り
、
第
四
条
第
一
項
第
一
号
の
表
第
一
号
、
第
五
号
、
第
十
六
号
、
第
三
十
八
号
、
第
三

２　

令
和
五
年
度
に
限
り
、
第
四
条
第
一
項
第
一
号
の
表
第
一
号
、
第
五
号
、
第
十
六
号
、
第
三
十
八
号
、
第
三

十
九
号
、
第
四
十
五
号
及
び
第
七
十
一
号
の
規
定
は
、
東
日
本
大
震
災
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

十
九
号
、
第
四
十
五
号
及
び
第
七
十
一
号
の
規
定
は
、
東
日
本
大
震
災
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

（
東
日
本
大
震
災
に
係
る
市
町
村
の
三
月
分
の
算
定
方
法
の
特
例
） 

（
東
日
本
大
震
災
に
係
る
市
町
村
の
三
月
分
の
算
定
方
法
の
特
例
） 

第
十
一
条　

令
和
六
年
度
に
限
り
、
第
五
条
第
一
項
第
一
号
イ
の
額
は
、
同
号
イ
の
規
定
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額

第
十
一
条　

令
和
五
年
度
に
限
り
、
第
五
条
第
一
項
第
一
号
イ
の
額
は
、
同
号
イ
の
規
定
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額

に
、
次
の
各
号
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
（
表
示
単
位
は
千
円
と
し
、
表
示
単
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、

に
、
次
の
各
号
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
（
表
示
単
位
は
千
円
と
し
、
表
示
単
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、

そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。）
の
合
算
額
を
加
え
た
額
と
す
る
。

そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。）
の
合
算
額
を
加
え
た
額
と
す
る
。

一　

東
日
本
大
震
災
の
被
災
地
域
の
応
援
等
に
要
す
る
経
費
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
（
特
定
市
町
村

一　

東
日
本
大
震
災
の
被
災
地
域
の
応
援
等
に
要
す
る
経
費
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
（
特
定
市
町
村

以
外
の
市
町
村
に
あ
つ
て
は
当
該
額
に
〇
・
八
を
乗
じ
て
得
た
額
）
か
ら
附
則
第
九
条
第
一
項
第
一
号
に
よ

以
外
の
市
町
村
に
あ
つ
て
は
当
該
額
に
〇
・
八
を
乗
じ
て
得
た
額
）
か
ら
附
則
第
九
条
第
一
項
第
一
号
に
よ

つ
て
算
定
し
た
額
を
控
除
し
た
額

つ
て
算
定
し
た
額
を
控
除
し
た
額

二　

東
日
本
大
震
災
の
被
災
者
の
受
入
れ
等
の
支
援
に
要
す
る
経
費
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
（
特
定

二　

東
日
本
大
震
災
の
被
災
者
の
受
入
れ
等
の
支
援
に
要
す
る
経
費
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
（
特
定

市
町
村
以
外
の
市
町
村
に
あ
つ
て
は
当
該
額
に
〇
・
八
を
乗
じ
て
得
た
額
）
か
ら
附
則
第
九
条
第
一
項
第
二

市
町
村
以
外
の
市
町
村
に
あ
つ
て
は
当
該
額
に
〇
・
八
を
乗
じ
て
得
た
額
）
か
ら
附
則
第
九
条
第
一
項
第
二

号
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
を
控
除
し
た
額

号
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
を
控
除
し
た
額

三　

前
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
算
定
方
法
に
準
じ
て
算
定
し
た
額
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
号
中
「
附

三　

前
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
算
定
方
法
に
準
じ
て
算
定
し
た
額
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
号
中
「
附

則
第
八
条
第
一
項
第
三
号
」
と
あ
る
の
は
、「
附
則
第
九
条
第
一
項
第
三
号
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

則
第
八
条
第
一
項
第
三
号
」
と
あ
る
の
は
、「
附
則
第
九
条
第
一
項
第
三
号
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

四　

前
条
第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
算
定
方
法
に
準
じ
て
算
定
し
た
額
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
号
中
「
附

四　

前
条
第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
算
定
方
法
に
準
じ
て
算
定
し
た
額
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
号
中
「
附

則
第
八
条
第
一
項
第
四
号
」
と
あ
る
の
は
、「
附
則
第
九
条
第
一
項
第
四
号
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

則
第
八
条
第
一
項
第
四
号
」
と
あ
る
の
は
、「
附
則
第
九
条
第
一
項
第
四
号
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

五　

特
定
市
町
村
以
外
の
市
町
村
に
つ
い
て
、
原
子
力
発
電
所
の
事
故
に
よ
り
当
該
原
子
力
発
電
所
か
ら
放
出

五　

特
定
市
町
村
以
外
の
市
町
村
に
つ
い
て
、
原
子
力
発
電
所
の
事
故
に
よ
り
当
該
原
子
力
発
電
所
か
ら
放
出

さ
れ
た
放
射
性
物
質
に
よ
り
汚
染
さ
れ
た
土
壌
等
の
除
染
に
要
す
る
経
費
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額

さ
れ
た
放
射
性
物
質
に
よ
り
汚
染
さ
れ
た
土
壌
等
の
除
染
に
要
す
る
経
費
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額

か
ら
附
則
第
九
条
第
一
項
第
五
号
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
を
控
除
し
た
額

か
ら
附
則
第
九
条
第
一
項
第
五
号
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
を
控
除
し
た
額

六　

特
定
市
町
村
以
外
の
市
町
村
に
つ
い
て
、
原
子
力
発
電
所
の
事
故
に
伴
い
実
施
す
る
風
評
被
害
対
策
等
に

六　

特
定
市
町
村
以
外
の
市
町
村
に
つ
い
て
、
原
子
力
発
電
所
の
事
故
に
伴
い
実
施
す
る
風
評
被
害
対
策
等
に

要
す
る
経
費
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
か
ら
附
則
第
九
条
第
一
項
第
六
号
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
を

要
す
る
経
費
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
か
ら
附
則
第
九
条
第
一
項
第
六
号
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
を

控
除
し
た
額

控
除
し
た
額

七　

前
条
第
一
項
第
七
号
に
規
定
す
る
算
定
方
法
に
準
じ
て
算
定
し
た
額
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
号
中
「
附

七　

前
条
第
一
項
第
七
号
に
規
定
す
る
算
定
方
法
に
準
じ
て
算
定
し
た
額
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
号
中
「
附

則
第
八
条
第
一
項
第
七
号
」
と
あ
る
の
は
、「
附
則
第
九
条
第
一
項
第
七
号
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

則
第
八
条
第
一
項
第
七
号
」
と
あ
る
の
は
、「
附
則
第
九
条
第
一
項
第
七
号
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

八　

前
条
第
一
項
第
八
号
に
規
定
す
る
算
定
方
法
に
準
じ
て
算
定
し
た
額
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
号
中
「
附

八　

前
条
第
一
項
第
八
号
に
規
定
す
る
算
定
方
法
に
準
じ
て
算
定
し
た
額
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
号
中
「
附

則
第
八
条
第
一
項
第
八
号
」
と
あ
る
の
は
、「
附
則
第
九
条
第
一
項
第
八
号
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

則
第
八
条
第
一
項
第
八
号
」
と
あ
る
の
は
、「
附
則
第
九
条
第
一
項
第
八
号
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

２　

令
和
六
年
度
に
限
り
、
第
五
条
第
一
項
第
一
号
イ
の
表
第
一
号
、
第
六
号
、
第
十
一
号
及
び
第
十
三
号
、
同

２　

令
和
五
年
度
に
限
り
、
第
五
条
第
一
項
第
一
号
イ
の
表
第
一
号
、
第
六
号
、
第
十
一
号
及
び
第
十
三
号
、
同

項
第
一
号
ロ
の
表
第
一
号
及
び
第
五
号
並
び
に
同
項
第
二
号
の
表
第
一
号
並
び
に
附
則
第
七
条
第
三
項
第
二
号

項
第
一
号
ロ
の
表
第
一
号
及
び
第
五
号
並
び
に
同
項
第
二
号
の
表
第
一
号
並
び
に
附
則
第
七
条
第
三
項
第
二
号
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の
規
定
は
、
東
日
本
大
震
災
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

の
規
定
は
、
東
日
本
大
震
災
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

（
令
和
六
年
能
登
半
島
地
震
等
に
係
る
市
町
村
の
十
二
月
分
の
算
定
方
法
の
特
例
） 

（
令
和
六
年
能
登
半
島
地
震
等
に
係
る
市
町
村
の
十
二
月
分
の
算
定
方
法
の
特
例
） 

第
十
五
条　

令
和
六
年
度
に
限
り
、
第
三
条
第
一
項
第
一
号
イ
の
額
は
、
同
号
イ
の
規
定
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額

第
十
五
条　

令
和
六
年
度
に
限
り
、
第
三
条
第
一
項
第
一
号
イ
の
額
は
、
同
号
イ
の
規
定
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額

に
、
令
和
六
年
能
登
半
島
地
震
等
に
つ
い
て
、
次
の
各
号
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
（
表
示
単
位
は
千
円
と
し
、

に
、
令
和
六
年
能
登
半
島
地
震
等
に
つ
い
て
、
次
の
各
号
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
（
表
示
単
位
は
千
円
と
し
、

表
示
単
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。）
の
合
算
額
を
加
え
た
額
と
す
る
。

表
示
単
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。）
の
合
算
額
を
加
え
た
額
と
す
る
。

［
一
～
三　

略
］

［
一
～
三　

同
上
］

２　

令
和
六
年
度
に
限
り
、
第
三
条
第
一
項
第
一
号
ロ
の
額
は
、
同
号
ロ
の
規
定
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
に
、
次

２　

令
和
六
年
度
に
限
り
、
第
三
条
第
一
項
第
一
号
ロ
の
額
は
、
同
号
ロ
の
規
定
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
に
、
次

の
各
号
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
（
表
示
単
位
は
千
円
と
し
、
表
示
単
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端

の
各
号
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
（
表
示
単
位
は
千
円
と
し
、
表
示
単
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端

数
を
四
捨
五
入
す
る
。）
の
合
算
額
を
加
え
た
額
と
す
る
。 

数
を
四
捨
五
入
す
る
。）
の
合
算
額
を
加
え
た
額
と
す
る
。 

一　

前
項
第
一
号
の
市
町
村
に
つ
い
て
、
同
号
の
額
に
〇
・
五
を
乗
じ
て
得
た
額
と
同
項
第
二
号
の
額
に
〇
・

一　

前
項
第
一
号
の
市
町
村
に
つ
い
て
、
同
号
の
額
に
〇
・
五
を
乗
じ
て
得
た
額
と
同
項
第
二
号
の
額
に
〇
・

二
を
乗
じ
て
得
た
額
と
の
合
算
額
か
ら
、
旧
省
令
附
則
第
十
五
条
第
二
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た

二
を
乗
じ
て
得
た
額
と
の
合
算
額
か
ら
、
旧
省
令
附
則
第
十
五
条
第
二
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た

額
を
控
除
し
た
額

額
を
控
除
し
た
額

［
二　

略
］

［
二　

同
上
］

［
３
・
４　

略
］

［
３
・
４　

同
上
］

（
令
和
六
年
能
登
半
島
地
震
等
に
係
る
道
府
県
の
三
月
分
の
算
定
方
法
の
特
例
）

第
十
六
条　

令
和
六
年
度
に
限
り
、
第
四
条
第
一
項
第
一
号
の
額
は
、
同
号
の
規
定
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
に
、

［
新
設
］

令
和
六
年
能
登
半
島
地
震
等
に
つ
い
て
、
次
の
各
号
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
（
表
示
単
位
は
千
円
と
し
、
表
示

単
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。）
の
合
算
額
を
加
え
た
額
と
す
る
。

一　

新
潟
県
、
富
山
県
、
石
川
県
及
び
福
井
県
に
つ
い
て
、
第
二
条
第
一
項
第
一
号
の
表
第
四
号
一
に
規
定
す

る
算
定
方
法
に
準
じ
て
算
定
し
た
額
か
ら
、
次
に
掲
げ
る
額
の
合
算
額
を
控
除
し
た
額 

イ　

附
則
第
十
四
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
額 

ロ　

旧
省
令
附
則
第
十
四
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
額 

二　

前
号
の
県
に
つ
い
て
、
第
二
条
第
一
項
第
一
号
の
表
第
四
号
二
に
規
定
す
る
算
定
方
法
に
準
じ
て
算
定
し

た
額
（
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
号
二
中
「
一
七
、
六
〇
〇
円
」
と
あ
る
の
は
、「
一
七
、
六
〇
〇
円
（
石
川

県
に
あ
つ
て
は
、
三
五
、
九
〇
〇
円
）」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。）
か
ら
、
次
に
掲
げ
る
額
の
合
算
額

を
控
除
し
た
額 

イ　

附
則
第
十
四
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
額 

ロ　

旧
省
令
附
則
第
十
四
条
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
額

三　

第
一
号
の
県
に
つ
い
て
、
第
二
条
第
一
項
第
一
号
の
表
第
四
号
三
に
規
定
す
る
算
定
方
法
に
準
じ
て
算
定

し
た
額
か
ら
、
次
に
掲
げ
る
額
の
合
算
額
を
控
除
し
た
額 

イ　

附
則
第
十
四
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
額 

ロ　

旧
省
令
附
則
第
十
四
条
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
額

四　

地
域
福
祉
推
進
支
援
臨
時
特
例
交
付
金
を
受
け
て
実
施
す
る
事
業
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
、
特
別
交
付
税

の
算
定
の
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
に
〇
・
八
を
乗
じ
て
得
た
額 

五　

国
の
補
助
金
を
受
け
て
実
施
す
る
福
祉
・
介
護
サ
ー
ビ
ス
提
供
体
制
緊
急
整
備
事
業
（
障
害
分
）
に
要
す

る
経
費
の
う
ち
、
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
に
〇
・
八

を
乗
じ
て
得
た
額

六　

国
の
補
助
金
を
受
け
て
実
施
す
る
福
祉
・
介
護
サ
ー
ビ
ス
提
供
体
制
緊
急
整
備
事
業
（
介
護
分
）
に
要
す
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る
経
費
の
う
ち
、
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
に
〇
・
八

を
乗
じ
て
得
た
額

七　

農
地
利
用
効
率
化
等
支
援
交
付
金
（
被
災
農
業
者
支
援
タ
イ
プ
）
を
受
け
て
実
施
す
る
事
業
に
要
す
る
経

費
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
に
〇
・
七
を
乗
じ
て
得
た
額

八　

国
の
補
助
金
を
受
け
て
実
施
す
る
共
同
利
用
漁
船
等
復
旧
支
援
対
策
事
業
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
、
特
別

交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
に
〇
・
八
を
乗
じ
て
得
た
額

九　

国
の
補
助
金
を
受
け
て
実
施
す
る
な
り
わ
い
再
建
支
援
事
業
（
地
方
債
を
起
こ
す
こ
と
が
で
き
な
い
も
の

に
限
る
。）
に
要
す
る
経
費
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
に
〇
・
九
五
（
当
該
県
が
補
助
金
と
し
て
支
出

す
る
額
に
対
す
る
国
の
補
助
率
が
二
分
の
一
と
な
る
場
合
に
あ
つ
て
は
〇
・
七
）
を
乗
じ
て
得
た
額

十　

石
川
県
に
つ
い
て
、
災
害
応
急
対
策
又
は
災
害
復
旧
の
た
め
派
遣
さ
れ
た
職
員
等
の
宿
泊
場
所
の
確
保
そ

の
他
の
支
援
に
要
す
る
経
費
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
に
〇
・
八
を
乗
じ
て
得
た
額

十
一　

新
潟
県
及
び
富
山
県
に
つ
い
て
、
令
和
六
年
能
登
半
島
地
震
の
た
め
地
方
単
独
事
業
と
し
て
行
う
被
災

し
た
宅
地
の
液
状
化
防
止
対
策
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
、
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し

て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
に
○
・
八
を
乗
じ
て
得
た
額

（
令
和
六
年
能
登
半
島
地
震
等
に
係
る
市
町
村
の
三
月
分
の
算
定
方
法
の
特
例
）

第
十
七
条　

令
和
六
年
度
に
限
り
、
第
五
条
第
一
項
第
一
号
イ
の
額
は
、
同
号
イ
の
規
定
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額

［
新
設
］

に
、
令
和
六
年
能
登
半
島
地
震
等
に
つ
い
て
、
次
の
各
号
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
（
表
示
単
位
は
千
円
と
し
、

表
示
単
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。）
の
合
算
額
を
加
え
た
額
と
す
る
。

一　

令
和
六
年
能
登
半
島
地
震
等
に
よ
り
著
し
い
被
害
を
受
け
た
市
町
村
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
市
町

村
に
つ
い
て
、
第
三
条
第
一
項
第
一
号
イ
の
表
第
一
号
一
の
規
定
に
準
じ
て
算
定
し
た
額
か
ら
、
次
に
掲
げ

る
額
の
合
算
額
を
控
除
し
た
額 

イ　

附
則
第
十
五
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
額 

ロ　

旧
省
令
附
則
第
十
五
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
額

二　

前
号
の
市
町
村
に
つ
い
て
、
第
三
条
第
一
項
第
一
号
イ
の
表
第
一
号
二
の
規
定
に
準
じ
て
算
定
し
た
額
（
こ

の
場
合
に
お
い
て
、
同
号
二
中
「
二
三
、
五
〇
〇
円
」
と
あ
る
の
は
「
二
三
、
五
〇
〇
円
（
令
和
六
年
総
務

省
告
示
第
九
十
号
（
災
害
対
策
基
本
法
施
行
令
の
規
定
に
基
づ
き
令
和
六
年
能
登
半
島
地
震
に
よ
る
災
害
に

係
る
同
令
第
四
十
三
条
第
三
項
の
地
方
公
共
団
体
を
定
め
る
件
）
に
よ
り
告
示
し
た
団
体
及
び
災
害
対
策
基

本
法
第
百
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
地
方
債
を
起
こ
す
こ
と
が
で
き
る
と
見
込
ま
れ
る
地
方
公
共
団
体
と
し

て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
団
体
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
指
定
団
体
等
」
と
い
う
。）
に
あ
つ
て
は
、
六
八
、

〇
〇
〇
円
」
と
、「
一
七
六
、
七
〇
〇
円
」
と
あ
る
の
は
「
一
七
六
、
七
〇
〇
円
（
指
定
団
体
等
に
あ
つ
て
は
、

四
八
、
四
〇
〇
円
）」
と
、「
八
八
、
二
〇
〇
円
」
と
あ
る
の
は
「
八
八
、
二
〇
〇
円
（
指
定
団
体
等
に
あ
つ

て
は
、
二
八
、
四
〇
〇
円
）」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。）
か
ら
、
次
に
掲
げ
る
額
の
合
算
額
を
控
除
し

た
額 

イ　

附
則
第
十
五
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
額 

ロ　

旧
省
令
附
則
第
十
五
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
額

三　

令
和
六
年
能
登
半
島
地
震
等
の
た
め
ケ
ー
ブ
ル
テ
レ
ビ
事
業
者
等
が
国
の
補
助
金
を
受
け
て
実
施
す
る

ケ
ー
ブ
ル
テ
レ
ビ
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
光
化
等
に
よ
る
耐
災
害
性
強
化
事
業
、
ケ
ー
ブ
ル
テ
レ
ビ
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

の
耐
災
害
性
強
化
事
業
及
び
高
度
無
線
環
境
整
備
推
進
事
業
に
対
す
る
補
助
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
、
特
別
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交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
に
〇
・
八
を
乗
じ
て
得
た
額

四　

前
条
第
七
号
に
規
定
す
る
算
定
方
法
に
準
じ
て
算
定
し
た
額

五　

次
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
の
合
算
額

イ　

国
の
補
助
を
受
け
て
実
施
す
る
宅
地
液
状
化
防
止
事
業
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
、
特
別
交
付
税
の
算
定

の
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
に
○
・
八
を
乗
じ
て
得
た
額

ロ　

新
潟
県
及
び
富
山
県
の
区
域
内
の
市
町
村
に
つ
い
て
、
前
条
第
十
一
号
に
規
定
す
る
算
定
方
法
に
準
じ

て
算
定
し
た
額

２　

令
和
六
年
度
に
限
り
、
第
五
条
第
一
項
第
一
号
ロ
の
額
は
、
同
号
ロ
の
規
定
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
に
、
次

の
各
号
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
（
表
示
単
位
は
千
円
と
し
、
表
示
単
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端

数
を
四
捨
五
入
す
る
。）
の
合
算
額
を
加
え
た
額
と
す
る
。

一　

前
項
第
一
号
の
市
町
村
に
つ
い
て
、
同
号
の
額
に
〇
・
五
を
乗
じ
て
得
た
額
と
同
項
第
二
号
の
額
に
〇
・

二
を
乗
じ
て
得
た
額
と
の
合
算
額
か
ら
、
次
に
掲
げ
る
額
の
合
算
額
を
控
除
し
た
額

イ　

附
則
第
十
五
条
第
二
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
額

ロ　

旧
省
令
附
則
第
十
五
条
第
二
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
額

二　

令
和
六
年
能
登
半
島
地
震
に
つ
い
て
、
国
の
補
助
金
を
受
け
て
実
施
す
る
災
害
等
廃
棄
物
処
理
事
業
（
地

方
債
を
起
こ
す
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
に
限
る
。）
に
要
す
る
経
費
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
に
〇
・

九
五
を
乗
じ
て
得
た
額
か
ら
附
則
第
十
五
条
第
二
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
額
を
控
除
し
た
額

備
考　

表
中
の
［　

］
の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
重
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記
で
あ
る
。
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附　

則

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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令和７年３月

総務省自治財政局

令和６年度震災復興特別交付税について



国費
80％程度

○国直轄・補助事業（復興事業）

○国直轄・補助事業（復旧事業）

国費
90％以上

震災復興特別交付税

＜東日本大震災の措置の例＞

震災復興特別交付税

（復興交付金）

○国直轄・補助事業（復興事業）

○国直轄・補助事業（復旧事業）

国費
（例：道路 2/3 以上）

地方債

元利償還金の95%を後年度、普通交付税措置

（参考）＜通常の災害の措置の例＞

元利償還金の
一定割合を
後年度、普通
交付税措置

震災復興特別交付税の概要

○ 平成23年度第３次補正予算において制度を創設。

○ 東日本大震災の復旧・復興事業に係る被災団体の財政負担を解消するとともに、被災団体以外の地方公共

団体の負担に影響を及ぼさないよう、通常収支とは別枠で財源を確保し、実施状況に合わせて決定・交付

（９月と３月に交付）。

〈算定項目〉 直轄・補助事業に係る地方負担額、地方単独事業（中長期職員派遣・職員採用、

 単独災害復旧事業費、風評被害対策等）、地方税等の減収額への補塡

【平成23年度～令和５年度交付累計額】5兆6,569億円

国費
（例：道路 1/2 ）

※ 平成28年度以降、復興の基幹的事業及び原子力事故災害に由来する事業は、
従来と同様、地方負担の100％を措置。ただし、全国共通課題への対応の性質
を併せ持つ事業(例:道路整備事業）は、地方負担の95％を措置。

※

○地方単独事業 震災復興特別交付税 ○地方単独事業（復旧事業）

地方債

地方債

1

元利償還金の一定割合を
後年度、普通交付税措置



【交付額】750億円 （対前年度比＋33億円） ［都道府県分 340億円 （＋64.5億円）、 市町村分 410億円 （▲30.9億円）］

【主な算定項目】

【スケジュール】３月21日（金）交付決定・閣議報告、25日（火）現金交付（例年同様、通常の特別交付税と同日）

（参考）令和５年度実績 ３月22日（金）交付決定・閣議報告、 26日（火）現金交付

令和６年度震災復興特別交付税について

※（）内は３月分の交付額

令和６年度交付額(案)

（参考）平成23年度～令和６年度交付実績（案）

2

（単位：億円）

H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 R元年度 R２年度 R３年度R４年度R５年度 R６年度 合計

8,134
(  - )

7,645
(4,803)

5,071
(2,570)

5,144
(1,825)

5,889
(2,022)

4,877
(1,823)

4,382
(1,158)

4,301
(1,208)

4,634
(1,468)

4,007
(1,091)

964
(364)

802
（310）

717
（209）

750
（252）

57,319
(27,237)

・ 直轄・補助事業に係る地方負担額 ：  471億円 （+14億円）

・ 地方単独事業（中長期職員派遣・職員採用、 

単独災害復旧事業費、風評被害対策等） ：  109億円 （+１億円）

・ 地方税等の減収額への補塡 ：  210億円 （▲86億円）

・ 過年度分の交付額の精算 ： ▲ 39億円 （+104億円）



  
                                                    令 和 ７ 年 ３ 月 
                                 財 政 課 

  
 

 

地方団体から申出のあった交付税の算定方法に関する意見の処

理について（特別交付税３月分）【地方交付税法第 17 条の４】 

 

 

１ 意見の提出数 

 

  団体数 項⽬数 件数 

都道府県分 ５ ５  ６ 

市町村分 ４ ３  ４ 

計 ９ ８  10  

 

 

２ 意見の処理について 

８項目（１０件）の意見のうち３項目（５件）（別紙の「処理状況」欄に※を付し

たもの）の意見の趣旨を踏まえ算定方法の改正等を行う。 

 

 

 



< 別  紙 >

算定項目等 提出団体 内　　　　　　　　　　　　　　　容 処理状況

運輸事業振興助成交付金 埼玉県 運輸事業振興助成交付金に係る措置の拡充

地域手当
埼玉県

愛知県
地域手当の支給額が国基準を超える場合の減額措置の廃止 ※

特定外来生物 千葉県 特定外来生物対策に要する経費に係る措置の拡充

地域鉄道支援 富山県 鉄道運営会社が実施するソフト事業等への支援に要する経費について措置

地方バス人材確保 福井県 地方バス事業者が実施する人材確保への支援に要する経費について措置

算定項目等 提出団体 内　　　　　　　　　　　　　　　容 処理状況

児童相談所設置中核市
群馬県

群馬県（高崎市）
年度途中に児童相談所を設置した中核市に対する措置 ※

観光立国の推進 京都市（京都府） 観光立国の推進に要する経費に係る措置の拡充

原油価格高騰対策 安芸高田市（広島県） 原油価格高騰対策に要する経費について措置 ※

市町村分

地方交付税法第１７条の４に基づく意見の一覧
令和７年３月

｢処理状況」欄の「※」は､意見の趣旨を踏まえて算定方法の改正等（一部採用を含む｡）を行う
もの。

都道府県分



地方交付税法第１７条の４の規定に基づき、地方団体から申出の
あった交付税の算定方法に関する意見の処理方針

令和７年３月

都道府県分



令和７年３月

［ 　］

［ 　］

1 継続 埼玉県 運輸事業振興助成交付金

　令和５年度における本県の交付額は1,139,064千円である
のに対し、基準財政需要額に算入された額は810,069千円で
ある。その不足額は特別交付税で対応されることとなって
いるが、満額は措置されていない状況である。
　「運輸事業の振興の助成に関する法律」の規定上、補助
金の交付は努力義務であるが、物流の重要性に鑑み、ほぼ
全ての団体が助成を行っていることから、満額特別交付税
措置されたい。

　採用しない。

　運輸事業振興助成交付金については、普通交付税において標準的な経費を措置している
ところ。
　特別交付税については、限られた総額を衡平に交付するため、経費の全額を措置するの
は困難であるが、普通交付税措置を上回る部分について、最も手厚い８割の措置を講じて
いるところである。

2 新規
埼玉県
愛知県

地域手当の支給額が国基
準を超える場合に減額対
象とする規定の見直しに
ついて

　地域手当の支給額が国基準を超える場合に減額対象とす
る規定を廃止するよう算出方式の見直しをされたい。

　採用する。

　地域手当に関する特別交付税の減額措置については、地域手当制度の見直しに合わせ
て、令和７年度から廃止することとしている。

3 新規 千葉県
特定外来生物に係る対策
経費についての特別交付
税措置率の引上げ

　特定外来生物に係る対策経費について、特別交付税の措
置率の引き上げを検討されたい。

　採用しない。

　特定外来生物の防除については、一般的な措置率として、補助事業については0.5、単独
事業については措置率0.3を設定しているところであり、他の項目とのバランスからも適切
な水準と考えている。

4 継続 富山県

並行在来線の経営分離に
伴う利便性の低下に対す
る取組みへの財政支援
（乗継割引に対する支援
など）

　鉄道運営会社が取り組む事業（乗継割引、快速列車の増
便、設備投資等）に対して財政支援をするため、県・市町
村で設置している「並行在来線経営安定基金」への拠出を
含む支援について、特別交付税の対象とされたい。

　採用しない。

　厳しい経営状況にある鉄道事業者への支援については、まずは所管省庁である国土交通
省において検討が必要。
　なお、鉄道事業の経営は運賃収入によって賄われるべきものであるが、その厳しい経営
状況に鑑み、地域鉄道（並行在来線を含む）に対して地方公共団体が行う投資への補助に
ついて、平成25年度から地方債及び特別交付税措置を講じている。

5 新規 福井県
地方バス路線の運行維持
に必要な人材確保支援に
対する地方財政措置

　地方バス路線を維持するためには、運転士の確保が喫緊
の課題であり、国庫補助を活用してもなお人材確保（人材
確保セミナー、PR資料作成の広報業務、二種免許取得費用
の助成等）のための費用を支出する余裕がない状況を踏ま
え、県としてバス事業者が人材確保に要する経費を支援す
ることとしており、その費用に対して特別交付税措置をお
願いしたい。

　採用しない。

　厳しい経営状況にあるバス事業者への人材確保支援については、まずは所管省庁である
国土交通省において検討が必要。
　なお、地方バス路線に対する特別交付税措置として、その運行維持に必要な経費につい
ては、地域公共交通の確保という施策の重要性に鑑み、措置率0.8を設定しているところ。

番号 新規・継続 団体名 事項名 意見の内容 処理の方針（案）

（様式２）

特別交付税

都道府県分

地方交付税法第１７条の４の規定に基づき提出された意見の処理方針（案）



地方交付税法第１７条の４の規定に基づき、地方団体から申出の
あった交付税の算定方法に関する意見の処理方針

市町村分

令和７年３月



令和７年３月

［ ］

［ ］

1 新規 群馬県
群馬県
高崎市

児童相談所設置の特別交
付税措置について

　年度の途中で児童相談所中核市に政令指定される団体につい
て、普通交付税の対象とならない場合において、特別交付税で措
置されたい。

　採用する。

　当該年度の４月１日時点における児童相談所設置中核市について
は、普通交付税（こども子育て費）の普通態容補正において、道府県
から児童相談所設置中核市への事務移譲に係る経費を措置していると
ころ。
　令和７年度より、４月２日以降に児童相談所を設置する中核市につ
いても、当該経費について、新たに、特別交付税措置を講じる予定と
している。

2 継続 京都府 京都市
観光立国の推進に関する
財政需要の適切な反映に
ついて

　近年の訪日外国人客数の増加に伴い、混雑やマナー等の観光課
題が顕在化しており、対応が不可欠となっている。
　観光客数は市町村により偏在していることから、特別交付税に
おける経費の上限額を引き上げるとともに、取組実態に即した算
定式や要件とし、財政需要に対し適切に措置されるよう検討され
たい。

　採用しない。

　観光立国の推進に要する経費については、共有財源である特別交付
税の算定にあたり、特定の団体の算定額が多額に及ぶことがないよう
全国一律の上限額を設定しているもの。

3 継続 広島県 安芸高田市

原油価格高騰対策に関す
る取組みに要する経費の
算定対象継続について
（公用車等の燃料費高騰
分増嵩分経費に対する措
置継続）

　燃料費高騰については、「デフレ完全脱却のための総合経済対
策」による価格抑制を行っていただいており、令和４年度及び令
和５年度には、公用車等の燃料費高騰分について特別交付税で措
置していただいたところである。また、令和５年度に引き続き令
和６年度は、施設の光熱費高騰分について普通交付税で措置して
いただいたが、公用車等の燃料費高騰分について含まれておら
ず、なお公用車等の燃料費高騰の影響が非常に大きいため、今年
度も特別交付税での措置を継続することについて検討されたい。

　採用する。

　原油価格高騰対策に要する経費に対しては、「国民の安心・安全と
持続的な成長に向けた総合経済対策」（令和６年11月22日閣議決定）
を踏まえ、令和４、５年度に引き続き、令和６年度も特別交付税措置
を講じることとしている。

地方交付税法第１７条の４の規定に基づき提出された意見の処理方針（案）

番号 新規・継続 団体名 事項名 意見の内容 処理の方針（案）

（様式２）

特別交付税

市町村分
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